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令 和 ４ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和４年10月21日 (金曜日)

開 会 午前10時３分

散 会 午後３時40分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県一般会計決算

第６回議会 の認定について（企画部、出納

認定第１号 事務局、監査委員事務局、人

事委員会事務局及び議会事務

局所管分）

２ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 又 吉 清 義君

副委員長 島 尻 忠 明君

委 員 仲 村 家 治君 花 城 大 輔君

仲 田 弘 毅君 山 里 将 雄君

当 山 勝 利君 西 銘 純 恵さん

渡久地 修君 國 仲 昌 二君

平 良 昭 一君 當 間 盛 夫君

上 原 快 佐君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 儀 間 秀 樹君

企 画 調 整 課 副 参 事 宮 城 直 人君

交 通 政 策 課 長 山 里 武 宏君

交 通 政 策 課 副 参 事 小 浜 守 善君

交 通 政 策 課 比 嘉 学君
公 共 交 通 推 進 室 長

県土・跡地利用対策課 池 村 博 康君
跡 地 利 用 推 進 監

科 学 技 術 振 興 課 長 高 嶺 力 志君

参事兼デジタル社会推進課長 石 川 欣 吾君

情 報 基 盤 整 備 課 長 與 儀 尚君

地 域 ･ 離 島 課 長 山 里 永 悟君

市 町 村 課 長 森 田 賢君

会 計 管 理 者 名渡山 晶 子さん

会 計 課 長 大 石 優 子さん

監 査 委 員 事 務 局 長 大 城 博君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 茂 太 強君

議 会 事 務 局 長 山 城 貴 子さん
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○又吉清義委員長 おはようございます。

ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和４年第

６回議会認定第１号及び決算調査報告書記載内容等

についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

これより、会計管理者、監査委員事務局長、人事

委員会事務局長及び議会事務局長から関係決算事項

の概要説明を一括して聴取した後、関係部局決算事

項を調査いたします。

まず初めに、会計管理者から出納事務局関係決算

事項の概要の説明を求めます。

名渡山晶子会計管理者。

○名渡山晶子会計管理者 おはようございます。

出納事務局所管の令和３年度一般会計歳入歳出決

算の概要につきまして、スマートディスカッション

に掲載されております令和３年度歳入歳出決算説明

資料に基づきまして御説明いたします。

ただいま表示しました令和３年度歳入歳出決算説

明資料を御覧ください。

それでは、資料の１ページを御覧ください。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

予算現額の計（Ａ）欄は101万6000円で、（款）使

用料及び手数料、（款）財産収入、（款）諸収入の合

計となっております。

調定額（Ｂ）欄は、18億3594万1164円で、収入済

額（Ｃ）欄も同額となっております。

（款）使用料及び手数料の（項）証紙収入につき

ましては、各部局で予算を計上していることから、

予算現額の計（Ａ）欄は０円となっております。

証紙収入の調定額及び収入済額については、出納

事務局売りさばき分を計上しております。

次に、資料の２ページの歳出決算について御説明

いたします。

予算現額の計（Ａ）欄は７億1672万8000円で、内

総務企画委員会記録（第２号）
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訳は、（款）総務費、（項）総務管理費となっており

ます。

支出済額（Ｂ）欄は６億7036万387円で、予算現額

に対する支出済額の割合である執行率は93.5％と

なっております。

不用額は4636万7613円で、その主なものは、人件

費及び役務費等の執行残となっております。

以上で、出納事務局の令和３年度歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から、監査委員事務局関

係決算事項の概要の説明を求めます。

大城博監査委員事務局長。

○大城博監査委員事務局長 委員の皆様、おはよう

ございます。

監査委員事務局所管の令和３年度歳入歳出決算の

概要につきまして、御説明いたします。

それでは、歳入決算の状況について御説明いたし

ます。

ただいまタブレットに表示しました令和３年度一

般会計歳入決算状況を御覧ください。

監査委員事務局の歳入総額は、（款）諸収入の収入

済額（Ｃ）欄、１万3658円となっております。その

内容は、会計年度任用職員等に係る雇用保険料本人

負担分の受入れであります。調定額に対する収入済

額の割合は100％となっております。

続きまして、歳出決算の状況について御説明いた

します。

ただいまタブレットに表示しました令和３年度一

般会計歳出決算状況を御覧ください。

（款）総務費、（項）監査委員費の歳出総額は、予

算現額（Ａ）欄１億8811万8000円に対し、支出済額

（Ｂ）欄は１億7944万7883円で、執行率は95.4％と

なっております。

不用額は867万117円で、その主な内容は、旅費、

委託料の執行残となっております。

以上で、監査委員事務局所管の令和３年度歳入歳

出決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係決算事項の概要の説明を求めます。

茂太強人事委員会事務局長。

○茂太強人事委員会事務局長 皆さん、おはようご

ざいます。

それでは、人事委員会事務局所管の令和３年度歳

入歳出決算の概要につきまして御説明いたします。

まず、歳入決算状況について御説明いたします。

ただいまタブレットに表示いたしました令和３年

度一般会計歳入決算状況を御覧ください。

人事委員会事務局の歳入総額は、（款）諸収入、収

入済額（Ｃ）欄が175万3313円となっております。そ

の主な内容は、公平審査・苦情相談業務の受託経費、

警察官採用共同試験の実施に係る経費、会計年度任

用職員等に係る雇用保険料であります。調定額に対

する収入済額の割合は100％となっております。

続いて、歳出決算状況について御説明いたします。

ただいま表示いたしました令和３年度一般会計歳

出決算状況を御覧ください。

（款）総務費、（項）人事委員会費の歳出総額は、

予算現額（Ａ）欄１億7910万5000円に対し、支出済

額（Ｂ）欄１億6756万2707円、不用額は1154万2293円

となっております。執行率は93.6％です。

不用額の主な内容は、職員費、職員給与実態調査

費及び公平関係事務費の執行残等であります。

以上で、人事委員会事務局所管の歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から議会事務局関係決算事項

の概要の説明を求めます。

山城貴子議会事務局長。

○山城貴子議会事務局長 おはようございます。

それでは、議会事務局所管の令和３年度一般会計

歳入歳出決算の概要につきまして、御説明申し上げ

ます。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

ただいまお手元のタブレットに表示しました令和

３年度一般会計歳入決算状況を御覧ください。

議会事務局の歳入総額は、調定額の227万6875円に

対し、収入済額も同じく227万6875円で、収入済額の

割合は100％となっております。

収入済額のうち、（款）使用料及び手数料の40万

9049円は、議会棟１階ラウンジ等の建物使用料であ

ります。

（款）諸収入の186万7826円は、１階ラウンジ等の

電気代等の雑入でございます。

次に、歳出決算について御説明申し上げます。

ただいま表示しました令和３年度一般会計歳出決

算状況を御覧ください。
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議会事務局の歳出総額は、予算現額の14億6670万

6000円に対し、支出済額が13億8207万4340円、不用

額が8463万1660円で、執行率は94.2％となっており

ます。

不用額の主な内容を目別に御説明しますと、（目）

議会費の不用額5560万4561円は、旅費等の執行残と

なっております。次に、（目）事務局費の不用額2902万

7099円は、職員費及び工事請負費等の執行残となっ

ております。

以上が、議会事務局所管の歳入歳出決算の概要で

す。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等あらかじめ告げた上で、説明資料の該

当ページを表示し、質疑を行うようお願いいたしま

す。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては、部局長が行い、それ以外はできるだ

け担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思

いますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよ

ろしくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

休憩いたします。

（休憩中に、質疑時間の譲渡について確認）

○又吉清義委員長 再開いたします。

それでは、これより直ちに各決算事項に対する質

疑を行います。

第２多数会派の所属委員から行います。

山里将雄委員。

○山里将雄委員 おはようございます。

事務局関連については、質問を準備していなかっ

たんですけれど、今ちょっと疑問に思ったものです

から、１つだけ会計管理者にお伺いしますけれども、

この歳入歳出決算の使用料及び手数料、証紙ですが、

これ予算がゼロで18億というふうになっているので

すが、これは、今までもしかしたら、そういう予算

の立て方だったかもしれない、ごめんなさい、私が、

それをよく分かっていなくて。

これはどうして、証紙の売上げは大体予想はでき

ると思うんですけれども、予算立てしてないという

のは、どういうことですか。

○大石優子出納事務局会計課長 証紙収入の調定額

と収入済額なんですけれども、これは地方自治法に

おきまして、証紙の売りさばき代金をもって歳入と

すると定められているために証紙の売りさばきを行

う証紙取扱者であります出納事務局のほうで調定と

収入を行っております。

また、使用料及び手数料を証紙による収入の方法

で徴収している各部局において、予算のほうは計上

しているというところになります。

以上です。

○山里将雄委員 分かりました。

以上です。

○又吉清義委員長 以上で、出納事務局、監査委員

事務局、人事委員会事務局及び議会事務局関係決算

事項に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入替え）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、企画部長から企画部関係決算事項の概要説

明を求めます。

儀間秀樹企画部長。

○儀間秀樹企画部長 おはようございます。

それでは、ただいま通知しました、企画部の令和

３年度歳入歳出決算説明資料について、御説明いた

しますので、通知をタップし、資料を御覧ください。

まず資料の１ページを御覧ください。

企画部は一般会計のみとなっており、所管の歳入

決算総額は、予算現額（Ａ）欄378億7297万2756円に

対し、調定額（Ｂ）欄313億5137万4230円、収入済額

（Ｃ）欄313億5066万6030円、不納欠損額（Ｄ）欄０円、

収入未済額（Ｅ）欄70万8200円となっております。

（款）ごとに御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額556万2000円、

調定額236万8741円で同額収入済みであります。これ

は、主に行政財産使用許可に係る使用料収入であり

ます。

（款）国庫支出金は、予算現額353億4383万9756円、
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調定額291億5180万8796円で同額収入済みでありま

す。これは、主に（項）国庫補助金の沖縄振興特別

推進交付金や、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金であります。

（款）財産収入は、予算現額２億2326万5000円、

調定額２億2491万2105円で同額収入済みであります。

財産収入の主なものは、（項）財産運用収入（目）財

産貸付収入における沖縄県特定駐留軍用地等内土地

貸付料であります。

資料２ページを表示ください。

（款）寄附金は、予算現額100万円、調定額20万円

で、同額収入済みであります。これは知的・産業ク

ラスター形成推進寄附金としての受入れであります。

（款）繰入金は、予算現額７億9611万8000円、調

定額７億170万7197円で同額収入済みであります。こ

れは主に沖縄県特定駐留軍用地内土地等取得事業基

金からの繰入れであります。

（款）諸収入は、予算現額５億7118万8000円、調

定額５億1727万7391円で、収入済額５億1656万9191円

で、収入未済額70万8200円となっております。諸収

入の主なものは、（目）総務貸付金元利収入の地域総

合整備資金貸付金元利収入であります。収入未済は、

（項）雑入（目）雑入の沖縄県地上デジタル放送受

信者支援事業の交付決定取消しに係る返還金であり

ます。

（款）県債は、予算現額９億3200万円、調定額７億

5310万円で、同額収入済みであります。これは主に、

沖縄振興特別推進交付金事業の大東地区情報通信基

盤整備推進事業に係る起債であります。

資料３ページを表示ください。

令和３年度一般会計歳出決算について御説明申し

上げます。

企画部の予算は（款）総務費に計上されておりま

す。

歳出決算総額は、予算現額（Ａ）欄450億7419万

6946円に対し、支出済額（Ｂ）欄376億5468万8396円、

翌年度繰越額（Ｃ）欄54億9045万3600円、不用額（Ｄ）

欄19億2905万4950円となっております。予算現額に

対する支出済額の割合である執行率は83.5％、繰越

額の割合である繰越率は12.2％であります。

翌年度繰越額（Ｃ）欄について御説明申し上げま

す。

（項）企画費の繰越額６億2414万7600円のうち、

（目）企画総務費197万5600円は、通信施設維持管理

費における、半導体等追加部品の調達遅れ等の影響

により、年度内の工事完了が困難となったことに伴

う繰越しであります。

（目）計画調査費６億2217万2000円は、テレビ放

送運営事業費、超高速ブロードバンド環境整備促進

事業及び八重山地区ラジオ中継局強靭化支援事業に

おいて、世界的な半導体不足、新型コロナウイルス

感染症の影響により年度内の工事完了が困難となっ

たことに伴う繰越し等であります。

（項）市町村振興費の繰越は、（目）沖縄振興特別

推進交付金48億6630万6000円となっており、主な要

因としては、市町村事業に係る資材の調達困難、入

札不調等に伴う事業期間の見直し、工事の実施に伴

い生じた状況変化への対応等によるものであります。

不用額（Ｄ）欄の主なものについて御説明申し上

げます。

（項）総務管理費の不用額１億117万2217円は、主

に特定駐留軍用地等内土地取得事業の公有財産購入

費において、軍用地取得面積が当初見込みを下回っ

たこと等による執行残によるものであります。

（項）企画費の不用額８億4757万8138円のうち、

（目）企画総務費に係る主なものは、職員費（企画

調整課）における、人事異動等に伴う人件費の執行

残によるものであります。

（目）計画調査費に係る主なものは、沖縄離島住

民等交通コスト負担軽減事業における、新型コロナ

ウイルスの影響により利用者数が減少したことに伴

う負担金の執行残、離島観光・交流促進事業におけ

る、新型コロナウイルスの影響により当初計画して

いたモニターツアーが中止となったことによる委託

費の執行残によるものであります。

（項）市町村振興費の不用額８億1684万4694円は、

主に（目）沖縄振興特別推進交付金において、市町

村事業に係る入札残及び事業計画の変更等による交

付金の執行残であります。

（項）選挙費の不用額１億622万2307円は、主に衆

議院議員総選挙費における、市町村に対する交付金

及び公費負担経費の執行残であります。

（項）統計調査費の不用額5723万7594円は、主に

職員費（統計課）における、人事異動等に伴う人件

費の執行残であります。

以上で、企画部所管の令和３年度一般会計歳入歳

出決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度委員長の許可を得てから、重複する

ことがないよう簡潔にお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては、部局長が行い、それ以外はできるだけ
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担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに企画部関係決算事項に

対する質疑を行います。

山里将雄委員。

○山里将雄委員 では、お願いします。

私から主要施策の成果説明の中から事業を２つば

かり、ちょっと確認だけさせてもらいたいと思って

います。

まずは、今、出してありますけれども、28ページ

の小さな拠点づくり支援事業について教えてくださ

い。

まず、この事業の概要の説明をお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 小さな拠点づくり支援

事業ですが、この事業は、地域の中でコミュニティー

の要となり、一定の生活サービスを確保する小さな

拠点づくりに必要な取組を支援することを内容とし

ております。

支援する地域ですが、市町村が、まず推薦をいた

しまして、その内容等を県のほうで確認をさせてい

ただきまして支援を実施しているという内容でござ

います。

○山里将雄委員 今の説明であったんですけれど、

この企画提案、その募集の対象というのは、個人と

か、あるいは自治会とか、企業とか、今、市町村を

通してということはおっしゃっていたんですけれど

も、その辺はどうですか。

○山里永悟地域・離島課長 実績と併せてちょっと

説明をさせていただきます。

まず、市町村からの推薦を受けまして、対象とし

ては、地域の区であったりとか、自治会であったり

とか、公民館が推薦されることがあります。

具体例ですが、令和元年度と令和２年度は選定を

行いまして、令和元年度は国頭村と本部町が対象と

なりました。

内容は、国頭村のほうが、観光客をターゲットと

した特産品の開発であるとか、観光プログラムの開

発であるといったものを目指しておりまして、北西

の３区を対象としました。

本部町のほうが、一人暮らしの高齢者に対して買

物支援をするために、移動販売車を入れたいといっ

た内容に対して支援をいたしました。

令和２年度ですが、宮古島市の狩俣地区、こちら

においては、地域の食堂を展開したいといった内容

であったりとか、放課後の見守り、児童の見守りの

環境をつくりたいといった内容がありましたので、

それに対して支援をさせていただきました。

あと、竹富町は、西表の白浜地区を選定させてい

ただきまして、こちらについては、直前に大手の製

パン会社が撤退をいたしまして、地域でそれを補完

するような取組をしたいといった内容もありました

ので、公民館のほうに、そのパンの工房をつくる内

容だったりとか、そういった提案に対して支援をさ

せていただいたという状況でございます。

○山里将雄委員 ごめんなさい。ちょっと聞き漏ら

しました。

２年度が国頭、大宜見と、そして本部。３年度が

竹富とどこでしたか。

○山里永悟地域・離島課長 説明が舌足らずですみ

ません。

支援期間は２年間になりますので、令和元年度に

国頭村と本部町を選定して、これは令和元年と令和

２年の２年間をかけて支援をさせていただきました。

令和２年度は、宮古島市の狩俣地区と竹富町の白

浜地区を選定し、これに関しては、令和２年と令和

３年の２年間支援をさせていただきました。

○山里将雄委員 そうすると、令和３年度はもう募

集はしてないということなんですね。

○山里永悟地域・離島課長 そのとおりでございま

す。

○山里将雄委員 事業内容はさっき言いましたので、

今、説明あったんですが、これは３か年間の事業で

あるんですけれど、これまでに４つの案件が、いわ

ゆる認定されて、事業をやっているということです

ね。

これは、類似市町村にこれを広めていくというこ

とを書いてあるんですけれども、これをどうやって

広めていくのか、そういった具体的な展開の方法と

か、それはどう考えていますか。

○山里永悟地域・離島課長 今、委員が御指摘され

たように、県が入りまして、地域づくりの先導モデ

ルをつくって、これを横に広げていくということが

大きな目的でありまして、その一つの取組としては、

最終年度にシンポジウムを最後に開催させていただ

きまして、そこで各地区から成果発表させていただ

いて、それをもって横展開を図る取組をしたり、ま

た、鋭意、その地区に視察に来てもらったりとかし

ながら、横展開を図っている状況でございます。

○山里将雄委員 シンポジウムはもう終わったんで

すね。

これは、令和３年度までの事業となっているんで
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すけれども、４年以降がどういう考えなのか、この

シンポジウムを開いた結果、４年以降はそれを基に

いわゆるほかの市町村への展開をしていくとか、そ

ういった事業だったんですかね。

○山里永悟地域・離島課長 今、委員から説明して

いただいたとおりでございまして、このシンポジウ

ムは２つの目的がありました。

この３年間の取組の成果発表で横展開を図るとい

うことと、その後、次にどういう仕掛けをしていっ

たらよいかとか、どういうニーズがあるかといった

ことで、２部構成で行いまして、後半は、例えばヤ

ンバルの共同売店の店主さんとかにも入っていただ

いて、この地域の活性化のために、共同売店の役割

であるとか、それを支える行政、国頭村の職員とか

も入っていただいて、国頭村の地区の区長さんとか

にも入っていただいて、いろいろとディスカッショ

ンをさせていただいたという２部構成で行いました。

ちょっとそういった内容も踏まえて、今年度から

は、この地域が主体的に活動して、その活動を持続

するために、やっぱりどうしても資金を生み出すよ

うな、そういう取組も必要なものですから、そういっ

た資金を確保できるような取組につなげていきたい

ということで、離島・過疎コミュニティビジネス支

援事業というものを今年度から展開をしております。

○山里将雄委員 もう一度、事業名をお願いします。

コミュニティ……。

○山里永悟地域・離島課長 離島・過疎コミュニテ

ィビジネス支援事業でございます。

○山里将雄委員 この件は以上とします。

次は43ページ、離島テレワーク育成事業について、

また同じようにお聞かせください。

これも事業の説明をまずお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 離島テレワーク人材育

成補助事業でございますが、本事業は、離島におい

て、ＩＣＴを活用した新たな収入の仕組みの構築を

目指しておりまして、農業であるとか、観光業であ

るとか、そういった本業や家事の隙間時間を活用し

て取り組むテレワーク就労を希望する方に、業務上

必要になるスキルの研修、業務の仲介、納めてきた

製品―完成品の納品の管理、チェック、就業中の

助言などそういった内容に取り組む県内の民間事業

者へ補助をしておりまして、全離島の市町村―37有

人離島を対象とした支援体制とＩＣＴを活用して島

外から仕事を取り込む新たな環境の構築を図ってい

るものでございます。

○山里将雄委員 ありがとうございます。

これは、事業期間が令和３年度が最終年度となる

というふうになっているのですが、その事業の成果

指標とか設定していたと思うんですけれども、人材

育成と言いますから、その人数とか、あるいは１人

当たりの収入額とか、そういった指標、これはどう

なっていますか。それの達成はできているんですか。

○山里永悟地域・離島課長 成果指標ですけれども、

令和３年度―最終年度にテレワーカーとして育成

する人数を435人まで増やしていきたいということを

目標としておりました。

○山里将雄委員 それは皆さんとしては、その事業

については、３か年間の事業については、目標が達

成できているということで理解していいですか。

○山里永悟地域・離島課長 令和３年度末、いわゆ

る令和４年３月末時点ですが、テレワークにエント

リーしてくれた、登録をしていただいた方は621名で

す。

この研修を経て、実際に就労の段階まで来ている

研修完了の方々が415名となっておりまして、あと一

歩というところでございます。

○山里将雄委員 分かりました。

令和３年度のこの報告、予算が3898万円で99.3％、

執行率は非常に高くなっているんですけれど、その

面でも予定は達成できたということになるんでしょ

うが、この予算というのは、主にどんなことに使わ

れるのか。

これ、先ほど事業者への支援というふうにおっ

しゃっていたんですけれど、予算は主にどんなもの

に使われるんですか。

○山里永悟地域・離島課長 離島のテレワーカーの

育成に取り組む事業者ですけれども、37有人離島を

対象に、まず、テレワーカーの育成、研修であると

か、それもオンラインにして自宅にいながら受けら

れるような環境もつくったりとか、そういったこと

もやります。

また、育てながら仕事の実績も積むＯＪＴもやり

ますので、そのため、首都圏であるとか、島外に適

した仕事を取り込んでいく営業活動といったものも

やってもらっています。

そういった事務局の人件費や旅費、また、人材育

成に必要となる研修費、離島の方のパソコン等の環

境の整ってない方もいらっしゃいますので、こういっ

た方に関しては、育った後は自分でそういった環境

を整えて、自走してくださいという、そういったお

約束はしていただくんですけれども、研修期間中は、

パソコンも無料でリースをさせていただくとか、そ

ういった環境の構築等に補助をさせていただいてお

ります。
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○山里将雄委員 これネットで引っ張ってみたんで

すけれど、このテレワークの求人というのは結構あ

るんですよね、相当出ている、今現在ですね。

離島に行ってもそれに応募すれば、テレワークが

可能だと思うんですけれども、この事業を行わなけ

ればならないという、何かそういった理由というの

はどういうことなんですかね。

○山里永悟地域・離島課長 推測ですが、委員が見

られているような一般的な首都圏も含めたテレワー

カーの皆さんが仕事を取るためのプラットフォーム

というのは多く立派にあります。

じゃあ、今までパソコンになじんでいないような

離島の第１次産業に従事していらっしゃる方とか、

観光業をやっていらっしゃる方が、隙間で、自前で、

すぐにその仕事が取れるようなところまで、自己研

さんでいけるかというとなかなか難しいかと思いま

す。

そういったことも踏まえまして、この離島の皆さ

んに適した仕事の整理をして、それに見合う研修を

して、そこにエントリーしやすい、なかなか一歩を

踏み出しづらい方も多いので、気軽に参加できるよ

うな仕事を整理したりとかしながら、この離島のテ

レワーカーのためのプラットフォームというものを

つくりました。

沖縄アイランドコネクトというプラットフォーム

なんですが、そこに行けば、この仕事だったら自分

でもできるんじゃないかという業務があって、それ

に必要な研修というのも既にセットされていて、沖

縄の離島の皆さんに特化したプラットフォームを構

築したというのがこの事業でございます。

○山里将雄委員 分かりました。

隙間の時間を利用したりとか、主婦とかとさっき

おっしゃっていたんですけれども、大体どのような

方々の応募が多いですか。

○山里永悟地域・離島課長 まず、今、参加してい

ただいている方の離島テレワーカーの属性ですけれ

ど、女性が７割、男性が３割です。

年齢層ですが、30代、40代の方が多いです。

お仕事等をされているのが、パート、アルバイト

をやっていますという方が多い状況でございます。

○山里将雄委員 本当にその隙間時間で足りない部

分を少し補うような、そういう働き方をこれで実際

にやっているということですね。

分かりました。

それから、実績のほうなんですが、2760万円とい

うことになっているんですけれど、効果のほうに書

いてありますね、下のほうの。

この2760万円というのは、この415人育成して、

415人でこの金額ということなんですか。

そうすると１人当たりは、はっきり言ってあんま

り大した金額にはならないんですけれども。

○山里永悟地域・離島課長 委員のおっしゃったと

おりなんですが、延べ人数になっていますので、延

べ人数で5782人業務で、この実績ということでござ

いまして、委員が御指摘されたように、もっと収入

を高く目指すべきじゃないかということは、そのと

おりでして、それを目指してスキルアップのための

人材育成を行っておりまして、初めてテレワークを

やった方が、すぐに高単価の収入を得るような、そ

こまで成果を上げるというのは、なかなか難しくて、

この事業の特色は、仕事で実際に収入を得て、自信

もつけながらスキルアップを図って、自分の収入アッ

プを目指していくというところがございます。

そうしたこともありますので、スキルアップの向

上であるとか、単価の向上を目指す、そういったモ

チベーションの支援も含めて、今、人材育成を行っ

ているところでございます。

○山里将雄委員 分かりました。

これは令和３年までの事業で、当該年度で終わっ

たということなんですけれど、後継事業とか、そう

いった展開はどうですか。

○山里永悟地域・離島課長 今年度からは、後継事

業として離島ＩＣＴ利活用人材等高度化補助事業を

展開しておりまして、今、離島テレワークでエント

リーしていただいた方の中から、もしくは、新規に

エントリーする方の中で、自分はもっと高スキルを

目指したいという方に重点を置いた高スキル取得希

望者に対しての専門性の高い業務に関する研修とい

うものに、ちょっと重点を置く事業を今年度からは

展開しております。

○山里将雄委員 分かりました。

これは離島のための人材育成というふうになって

いるんですけれども、離島以外でも、いわゆる本島

でも過疎地域とか、人口の少ないところ、そういっ

た状況は同じようにあると思うんですけれども、そ

ういったところでのこの事業―この事業は、あれ

なんでしょうけれども、同じような事業を展開する

とか、そういうお考えはないでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 実際、同じようなスキー

ムで、ほぼ自走の状態で、今、本島のほうでは行わ

れている状態ですが、我々としては、離島が不利に

ならないように、今、離島のほうに特化した補助を

展開させていただいているといった状況でございま

す。
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○山里将雄委員 ありがとうございました。

以上です。

○又吉清義委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 成果報告書のほうにはないので、

関連する決算状況のもので出させていただいていま

すが、まず１点目ですね。

科学技術振興について伺いますが、沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画に基づいて科学技術振興ロードマッ

プがつくられ、約７年間、令和３年度まで科学技術

振興事業が行われましたが、その決算の総合計金額

について伺います。

○高嶺力志科学技術振興課長 お答えいたします。

科学技術振興に関する予算の執行額ですけれども、

管理費を除いた決算額ということで、平成28年度か

ら令和３年度までの合計で執行額は約60億3000万円

となっております。

以上です。

○当山勝利委員 分かりました。

60億余りの予算が投下されて、この７年間で、こ

の事業での成果について伺います。

○高嶺力志科学技術振興課長 成果についてですが、

県では21世紀ビジョン基本計画に掲げる健康医療等

の成長分野を柱に、琉球大学や沖縄高専、ＯＩＳＴ

等の大学等研究機関を核とした研究開発を推進し、

新事業を創出する知的産業クラスターの形成に取り

組んでまいりました。

具体的には、ライフサイエンス企業が入居するラ

ボの整備、大学等の研究シーズと企業のニーズのマッ

チング、産学連携共同研究の支援等を行ってきまし

た。

その成果としましては、うるま市州崎のライフサ

イエンス企業の集積が、令和４年現在で37社、それ

から、研究人材の高度化としてゲノム解析技術者が

８人、再生医療認定医が９人、臨床細胞培養士が

７人、それから、大学発ベンチャーが累計で令和２年

度までに23社の創出、それから、共同研究等を支援

し、特許の出願数が19件で登録済みが７件となって

います。

また、将来の科学技術を担う人材の育成について、

小・中・高の各段階に応じた科学教育プログラムを

実施し、多くの子供たちが科学に触れる機会をつく

ることができたと考えております。

以上です。

○当山勝利委員 健康医療を中心にずっと執り行わ

れてきたというような御答弁だったと思いますが、

令和３年度が一旦の区切りとなって、次に、今年度

から科学技術振興について、取組が行われていると

思いますが、これまでに培われてきたこの事業の成

果を、今どのように引き継いで実施されているのか

伺います。

○高嶺力志科学技術振興課長 お答えいたします。

知的産業クラスターの形成に取り組んだ結果、う

るま市州崎地区にライフサイエンス企業を中心とし

たベンチャー企業の集積が一定程度進むなど成果が

出ております。

一方で、企業数は一定程度集積しましたが、企業

の事業規模の成長拡大や継続的な新事業の創出が十

分とは言えないことから、大学等と企業の共同研究

や研究開発、事業化、規模拡大等の各段階に応じた

支援などが課題となっています。

また、その他の課題として、研究成果等の技術移

転の推進については、大学等の研究成果と産業界の

事業化ノウハウを融合させることや科学技術を担う

人材の育成については、科学に触れる機会を創出し、

子供の成長に応じた多様なプログラムを幅広く実施

し、取組を継続する必要があると考えています。

これらの課題に取り組むため、新21世紀ビジョン

基本計画や同計画に基づく実施計画では、企業の集

積を図るだけではなく、そこから、新たな付加価値

を加えて事業を展開する自立循環型のイノベーショ

ンエコシステムの構築に向けて取り組むこととして

おります。

具体的には、大学と研究機関を核とした共同研究

の推進、国内外の技術者を沖縄に呼び込み、起業に

向けた取組を支援、また、子供たちが科学技術に触

れる機会の創出などを引き続き取り組むこととして

おります。

以上です。

○当山勝利委員 課題というのが、ある程度ベン

チャー企業は集まったけれども、そこから大きくなっ

ていないというのが現状だと。

そのために、大きくするための取組をもうやって

いるということなんですけれども、これは、皆様方

だけじゃなくて、例えば商工労働部とも一緒になっ

て、当然、実際に事業化というのが目標にされてい

ると思うので、そこら辺の連携はどうなっています

か。

○高嶺力志科学技術振興課長 企画部のほうでは、

大学等を中心とした、ある意味ではちょっと基礎的

に近い部分の研究を支援いたしまして、それが、ま

た研究段階が進展して、企業に技術移転されて、企

業が実用化に近いような状態になって、実際に実用

化とかというような段階になったときの研究開発に

ついては、商工労働部のほうが支援するというよう
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なことで、役割分担をしているところです。

以上です。

○当山勝利委員 分かりました。

そこら辺は、また商工労働部とも一緒にいろいろ

やられると思いますので、了解いたしました。

次に、令和４年度以降は、これまでロードマップ

がつくられた。だけど、今回もつくらないで、実施

計画を立てて進捗管理するということだったんです

が、その実施計画ができたのか、また、進捗管理は

どうなっているか伺います。

○高嶺力志科学技術振興課長 新たな実施計画につ

いては、新沖縄21世紀ビジョン実施計画、これは全

庁的な計画ですけれども、その中の科学技術振興部

門ということで作成し、公表もしているところです。

全実施計画でも計画の対象期間が今回短く設定す

ることが―10年間で３回の見直しの策定というこ

とになりますので、そういう意味では、施策の検証

をして、それを踏まえて見直し等をすることが従来

よりは短い期間でできるようになるのかなと思いま

す。

また、進捗管理については、毎年全庁的に実施す

るＰＤＣＡにより、全ての施策に対して成果指標、

それから活動指標の両面から、その成果、進捗状況

等を把握して、進捗管理を行うというようなことを

考えております。

以上です。

○当山勝利委員 進捗管理、実施計画については分

かりましたが、進捗管理が、結局、県庁でやられる

ＰＤＣＡでの評価ということなんですけれども、す

ごい専門的な事業に対して、県庁の方々がきちんと

進捗管理ができるのかどうなのかというのは、すご

く疑問があります。

昨年の御答弁では、専門的な方々の委員会をつくっ

て、そこで進捗管理をしてもらいますということだっ

たんですけれども、この取組ってどうなっています

か。

○高嶺力志科学技術振興課長 進捗管理ですが、事

業単位では毎年度専門知識を有する有識者、複数の

有識者に入っていただきまして、研究の進捗や成果、

継続の可否等について審査をしていただきます。

そのような仕組みもつくっております。

ただ施策全体についても、そのような専門知識を

持っていらっしゃる有識者に成果の評価であったり、

進捗管理を行っていただく仕組みづくりについては

検討していきたいと考えています。

以上です。

○当山勝利委員 いつも、毎度毎度言うんですけれ

ども、この科学技術振興というのは未来の沖縄県の

飯の種ですよと、その種をつくっているところです

よと。

そこを管理するのは、専門的なものが当然入って

くるので、それが全庁的なＰＤＣＡで、私は絶対管

理できないと思うんですね。

であれば、きちんとしたところを、組織をつくる

なり、委員会をつくるなりでもいいんですが、きち

んとやっていただきたいと思うんですけれど、部長

はどうでしょう。

○儀間秀樹企画部長 今の課長のほうからもお話あ

りましたけれども、個々の事業についてはこれまで

その専門的な知識を有する方々に検証委員会という

形で検証していただいたということで、やはりＰＤ

ＣＡを行政だけで回すと、取組の効果とか、要する

に事業を進めていく中での課題とかということで

あって、具体の研究の中身についてはなかなか触れ

ることができないということで、やはりその専門的

な知識があった方々、そういった有識者を集めて検

証していただくということは非常に大切だと思って

いますので、その辺は、そういうふうな方向でちょっ

と進めていきたいなというふうに思っております。

○当山勝利委員 ぜひよろしくお願いします。

次に移ります。電子自治体推進事業というのがあ

ると思いますが、昨年も聞かせていただきましたが

ＲＰＡ化された業務というのが、去年は13個ほどあ

りますということだったんですけれども、昨年度よ

り増えたのかどうなのかちょっと伺います。

○與儀尚情報基盤整備課長 よろしくお願いします。

ＲＰＡができた業務が昨年度より増えたのかとい

うことですが、令和３年度においては、前年度13業

務というふうに説明させていただきましたが、13業

務から新型コロナウイルス感染症に係る入力業務な

どで、新たに15業務増えておりまして、合計28業務

をＲＰＡ化しております。

以上です。

○当山勝利委員 28業務に増やされて、それで業務

削減がどれだけできたのか。要するに、時間数でど

れだけできたのか伺います。

また、その中で特出して、この業務はこれだけ減

らすことができましたよという業務があるのかどう

かも伺います。

○與儀尚情報基盤整備課長 全28業務での時間数の

削減効果ということでは、全体で2429時間の手作業

で行っていたものを、410時間にＲＰＡ化することで

削減できております。

その中で特に件数、ＲＰＡ化した件数とか削減時
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間が多かった業務、３つほど説明しますが、まず、

生活保護費支給事務、これが令和２年度からやって

おりますが、件数が５万713件ありまして、これで削

減できた時間が862時間。

２番目に、ＨＥＲ－ＳＹＳ、コロナの情報共有シ

ステムのＨＥＲ－ＳＹＳの陽性者の就業制限の解除

入力、これが３万件ほどありましたが、950時間の削

減効果がありました。

もう一つは、同じくＨＥＲ－ＳＹＳの入力で、健

康観察の停止情報を登録するという業務がございま

したが、これが２万4917件ありまして、207時間の削

減効果、大きなものはこの３つということでござい

ます。

以上です。

○当山勝利委員 令和２年度で2738時間削減できま

したという御答弁が昨年あったんですね。

今の御答弁、令和３年度で言うと2419時間が410時

間になりましたということなんですけれども、それ

というのは去年と今年で、今年のほうが、削減時間

が減っているんですよね、なぜ。

○與儀尚情報基盤整備課長 申し訳ありません、

ちょっと説明が間違っておりました。

2429時間というのは、今、上位の３つの話をした

ものの手入力の時間でございました。

申し訳ありません、訂正いたします。

それで28業務全体では、もう一度繰り返しになり

ます。

全体で3870時間の手作業の処理時間だったものが、

3038時間削減されて、832時間でＲＰＡ化してできる

ようになったというのが28業務全体での時間になり

ます。

訂正いたします。

○当山勝利委員 分かりました。

3000時間以上の削減ができたということでありま

すけれども、去年もお願いしたんですが、時間、こ

れ削減できたということをコスト換算するとどうな

りますでしょうかということを、昨年投げさせてい

ただきましたが、それはできましたでしょうか。

○與儀尚情報基盤整備課長 ＲＰＡの導入によって、

昨年度は28業務で職員の手作業の3870時間が、削減

効果があったという説明になるんですが、これはコ

ストに換算するということをシミュレーションして

おります。

経験年数10年で大学卒の職員をモデルとした場合

ですが、この場合に時給換算で2194円となりますの

で、先ほど申し上げた28業務で3870時間の削減効果

に2194円を掛け合わせると849万1000円。

これが人件費換算の削減効果になるものと、コス

ト換算ということで試算しております。

以上です。

○当山勝利委員 分かりました。

コストでもこれだけ下がっているということと、

あとは時間ですよね。

この時間を職員の方々がどう有効利用するかとい

うのも、もっと大切なことだと思いますので、でき

る部分はやっていただいて、職員の方々の残業を減

らすとか、そういう部分にも充ててほしいし、創造

的な仕事をするとかということもやっていただきた

いと思いますので、ぜひそこら辺はよろしくお願い

します。

次に行きます。３番、沖縄県のデジタルトランス

フォーメーションの推進について伺いますが、昨年

９月に推進本部を設置されているということですけ

れども、この県行政におけるデジタルトランスフォー

メーションの推進状況について伺います。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 よろしく

お願いします。

令和３年９月、知事を本部長とする沖縄県ＤＸ推

進本部を設置したんですけれども、それ以降、11月

には４名ほど外部のアドバイザーを任命しまして、

ＤＸアドバイザーチームを設置しました。

そして本年５月にＣＤＯ補佐官を外部から任用し

まして、体制を整備していきましたというのが、ま

ず、体制面での動きです。

それから、計画ですね、本県のこのＤＸ推進の考

え方や方向性などを示す計画であります、沖縄県Ｄ

Ｘ推進計画です。

令和３年度のところは、骨子をつくるところまで

作業を進めまして、本年９月16日にローンチしたと

ころでございます。

ですので、今後本計画の下で推進本部を中心に、

また、外部デジタル人材の専門的な知識、経験も取

り入れて、ＰＤＣＡも回しながら計画的、総合的に

取り組んでいきたいというふうに考えております。

○当山勝利委員 今御説明がありました計画のほう

立てられたということで、私もきちんとまだ見てな

いんですけれども、説明いただきたいなと思うのは、

この計画を立ててＰＤＣＡ回しながら、沖縄県の行

政の中で、このデジタルトランスフォーメーション

を使って、どういう方向性に持っていこうとされて

いるのか伺います。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 お答えし

ます。

この計画そのものはＤＸ推進していくんですけれ
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ども、その上にやっぱり沖縄振興計画、大きな計画

がございますので、これをデジタルの面で支えてい

くというのがＤＸ推進計画でございます。

なので、目指すところは振興計画と同じでござい

ます。

これを、デジタルの手段をいかに使ってサポート

していくかというところが大きな方向性だというふ

うに認識しております。

○当山勝利委員 私がお伺いしたいのは県庁として、

その業務の中でどういう方向性で持っていこうとさ

れているのか伺います。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 県庁の中

の業務でいきますと、やはりまず効率化を進めない

といけないというふうに思いまして、先ほどＲＰＡ

のお話が出ました。

それ以外にでも、例えば、県庁のパソコンがきち

んとモバイル化してネットワークも無線化していく

ような流れだとか、あとは文書管理でいけば、電子

決裁ですね。こういったところを取り入れて、きち

んと効率化していって、職員の皆さんの時間をもっ

と生み出すと。そういうふうな流れにしていきたい

なというふうに考えております。

そういったところを各課、それぞれ所管するとこ

ろがあったりするんですけれども、私たちだったり、

ＣＤＯ補佐官も入っていきながら、連携していきな

がら進めていきたいと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

昨年聞いたかと思うんですけれど、他県の情報収

集しますということもあったと思うんですが、他県

の情報収集の中で沖縄県に取り入れた、何か事業と

いうのはありますでしょうか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 他県事例

の収集の話なんですけれども、昨年度はまず推進計

画の策定に向けて動いておりまして、例えば、愛媛

県さんだとか、三重県さんなどの中で、ＤＸの推進

体制だとか、計画における取組内容、こういったと

ころを参考にしたところでございます。

あと、先ほど申し上げた中の、外部デジタル人材

のチームを使っての、各部局に対してサポートして

いける、そういう専門的な知識、経験に基づいてア

ドバイスしていく事業を行っているんですけれども、

そういった中で、例えば、サービスデザイン志向だ

とか、そういったところの勉強会とかもやっており

まして、具体的に滋賀県さんで働いていた方を講師

としてお招きして、勉強会をやったり、あとは、県

立学校のＩＣＴ利活用推進だとか、そういったとこ

ろに和歌山県さんの校務支援システムの共同調達し

た事例だとか、こういったところを紹介しながら進

めているところでございます。

○当山勝利委員 そういう先進事例を取り入れなが

ら、沖縄県でもやっていくということなんですけれ

ども、効率化ということで、いろいろ電子決裁とい

う話もあったんですが、現状の法令上、電子化しに

くいとか、そういう効率化しにくいとかという側面

というのはありますでしょうか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 法令上も

確かにあるんですけれど、例えば、電子申請で言う

と紙が多いもの、電子決裁もそうなんですけれども、

こういったところはうまくデジタル化していくに当

たっても、やっぱり障害になると思っていて、これ

を超えるものをどういうふうにやっていくかという

のは、これから考えなければいけないなというふう

に思っています。

多量にこの決裁が回っていくときに、画面だけで

見ているところ、実際にはたくさん紙があるものと

いうのは紙のほうが早いという、実際におっしゃる

方も非常にいらっしゃるので、そういったところを、

紙も併用しながら、でも決裁だけは電子化していけ

ば何とかなるのかなとか、そういったところをハイ

ブリッドで考えながら進めていかなければいけない

というふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

これからまた、いろいろこなれていってくると思

いますので、頑張っていただきたいと思います。

最後になりますけれど、オンライン化を進める県

内市町村自治体の助言という、そういう事業もある

と思いますが、こちらのほうは実際に行われている

のかどうなのかも含めてちょっと御答弁いただけま

すか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長 お答えい

たします。

国が進めている自治体ＤＸ推進計画、市町村にお

いては、オンライン化だとか、標準化、共通化とい

うものが、対応が必要とされているところです。

令和３年度なんですけれども、これらについての

動きとして、11月に県と市町村が連携を図っていく

というＤＸ推進連絡会を設置しております。

これで全体会議を開催したり、あとは圏域別にこ

のワーキンググループを開催したりして、情報共有

等を図っているというところが、令和３年度までで

す。

令和４年度の事業として、市町村の職員に対する

研修だとか、あとは人材不足等によってＤＸ推進の

取組を懸念されている市町村、特に小規模な市町村
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がいらっしゃるかと思うんですけれども、こういっ

たところに外部の専門人材をサポーターとして選任

して、派遣するという伴走型の個別支援、これは今

年度から実施しているところでございます。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

ＩＴ業界の人材不足というのは、沖縄県だけでも

なく、日本だけでもなく、全世界的にも不足してい

るというような話も聞きます。

特に、高度になればなるほど、そういう人たちが

いないということも伺っておりますので、そこら辺

はまた、いろんなところと情報共有されながら、民

間企業もあると思いますので、そこら辺のいろんな

知恵と知識を使って進めていただけたらと思います。

離島テレワークも投げてありましたけれども、先

ほど山里委員のほうでしっかり御答弁いただきまし

たので取り下げます。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お疲れさまです。

令和３年度、コロナ対策で本当に忙殺された年度

で、最初に補正予算が22次と最多になって、臨時交

付金の多くというのはコロナ対策に使われたと思い

ますが、どうだったでしょうか。

○宮城直人企画調整課副参事 地方創生臨時交付金

ですけれど、コロナ対策の感染症対策、それから経

済対策、この２つが中心で多くの費用を執行してお

ります。

以上です。

○西銘純恵委員 補正額が3282億円余りですよね。

その中で、コロナ関連でどれだけ使われましたか。

○宮城直人企画調整課副参事 コロナの関係は、経

済対策も全部コロナ関係です、これは。

○西銘純恵委員 額をお尋ねしている。

○宮城直人企画調整課副参事 ちょっと決算ベース

ではないんですけれど、国の交付限度額ベースでは、

令和３年度、1431億円余りですね、交付限度額が示

されております。

その範囲で交付がされております。

○西銘純恵委員 臨時交付金の関係ですけれども、

沖縄県、特に感染がひどかったし、ＰＣＲ検査とか

県独自にやらざるを得なかったという部分もあるし、

また米軍基地からオミクロンが県民に広がったとい

う事情とかですね。

また、所得が低いので、雇用調整助成金が８割ぐ

らい出たにしても、沖縄県民のそもそもの所得が低

いので、これに上乗せをするという、県が独自にま

たやっていらっしゃいますよね。

そういう意味で私、コロナ関連の交付金、国から

来る配分について、全国の、同じようにというわけ

にはいかないと思っているんですけれども、配分ど

うだったんでしょうか。

○宮城直人企画調整課副参事 まず、交付金の性質

を、５種類の中の性質を２つに大きく分けると、一

つが医療機関などへの空床の補助とか、それから事

業者への支援などに充当されるもの、これは国の配

分基準に基づいて各自治体に交付限度額を示して、

その範囲内で自治体が事業を執行するというものが、

まず一つですね。

もう一つが、飲食店への営業時間短縮の協力金、

これにも充当するということで、使途限定している

ものについて国が措置するもの、この２つの枠にな

りますけれど、後者のほうは、営業時間短縮の件数

とかそういった必要な額は、国のほうから必要な額

は措置されておりますけれど、前者の空床補助とか

事業支援とかそういったものについては国の配分基

準がありまして、人口とか、それから県内の事業所

数とか、それから、県内の感染の状況、沖縄県は昨

年度、全国一の感染状況になったりしましたけれど、

それからあと、自治体の財政力指数、そういったも

のを反映した数式で全国に配分したという配分基準

になっております。

○西銘純恵委員 1400億円余り、コロナ対応で交付

金が入ったということですけれども、結局、県は足

りなくて繰入れをやったということがあると思うん

ですが、基金どれだけ使われていますか、財政調整

基金からの対応として。

○儀間秀樹企画部長 財政調整基金につきましては、

総務部の所管でございます。

○西銘純恵委員 全国の配分基準で入ってきたとい

うことですけれども、沖縄県はもっと要求すべき、

国にコロナ関連は増やしてほしいということをやっ

たのかどうか、やるべきだと思ったのですが、そう

いうことをやりましたか。

○宮城直人企画調整課副参事 県としてはそういっ

た状況がありましたので、国に対して臨時交付金の

追加交付とか、それから、それ以外の雇用調整助成

金の特別措置の延長などについて、これまで20回、

県単独で要請を実施してきています。

また、全国知事会で、知事が意見を出したりとい

うことで、全国知事会と連携して36回、国に知事会

を通して要望もしております。

そのほか、鳥取県とか宮崎県など複数の自治体と

連名で２回、国にも要請をしたところです。

○西銘純恵委員 感染症は、国の仕事だと思うんで



－218－

すよね。

それがちゃんと末端、都道府県、市町村に必要な

分が来ていないということは、おっしゃるように、

もっと国が予算を出すという立場でやってほしいと

思います。

次、移ります。17ページ、自家用車から公共交通

へということで、ＳＤＧｓや高齢化の対策とも併せ

て、県民や県政の大きな課題だと思うんですけれど

も、公共交通関連、３つお尋ねしたいと思います。

17ページの鉄軌道を含む新たな公共交通システム

導入促進事業、事業の目的とこれまでの取組と事業

の効果を伺います。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道導入

の目的、効果についてお答えします。

沖縄を除く他の都道府県においては、戦後間もな

く、旧国鉄により鉄道が普及され、現在においても

全国新幹線鉄道整備法に基づき、国主体で新幹線整

備が進められているなど、移動、生活圏域の拡大、

地域振興が図られているところでございます。

一方、米軍の統治下にありました沖縄では、壊滅

しました県営鉄道の復旧は行われず、さらに、広大

な米軍基地の存在、基地周辺での過密な市街地の形

成、急激な自動車交通の増大など、歴史的社会的事

情によりまして、慢性的な交通渋滞、公共交通の衰

退など、様々な問題が発生しているところでござい

ます。

そのため、県では21世紀ビジョンで示されました、

沖縄の将来の姿でありますとか、陸上交通の課題解

決の観点から、広域交流拠点の那覇と北部圏域の中

心都市であります名護を１時間で結ぶ鉄軌道導入に

向けて取り組んでいるところでございます。

○西銘純恵委員 困難な事業を頑張っていると思う

んですけれども、中部圏域で、今成果のところ、実

績のところでありますけれども、中部圏域での取組

はどうでしょうか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 中部圏域で

の取組でございますが、県では本島内の各圏域に議

論の場を設けるなどして、市町村と共同で広域的な

課題対応に向けて取り組んでいるところでございま

す。

中部圏域に関しましては、具体的には、路線バス、

あと、コミュニティーバスの連携によりまして、沖

縄市へのアクセスの利便性向上について議論を進め

ているところでございます。

○西銘純恵委員 自動運転とか、ＬＲＴなど、そこ

も含めて県の全県的な交通体系と言いますか、研究、

調査・検討などはなされているんでしょうか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 先ほどお答

えしました各圏域における議論の場の中で、市町村

と共同で広域的な課題対応に向けて取組を進めてい

るところでございまして、その中で地域にふさわし

い公共交通ネットワークの在り方につきましても、

ＬＲＴ等の新たな交通システムも含めまして、幅広

く検討しているところでございます。

○西銘純恵委員 まだ固まったのがないという、検

討中ということはそういうことですね。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 そのとおり

です。

○西銘純恵委員 18ページ、同様なんですけれども、

路線バスの定時運行への取組の成果について伺いま

す。

○山里武宏交通政策課長 よろしくお願いいたしま

す。

当該事業の成果ですけれども、令和３年度はノン

ステップバス１台の導入補助とキャンパスバス実証

実験を含む３件の調査を実施したところでございま

す。なお、これまでの取組としてノンステップバス

の導入補助は219台行っております。

あと、バスロケーションシステムの導入補助を行

うなど、あとＯＫＩＣＡのシステムの導入、あるい

は、バス停の上屋の整備補助等々の補助も行ってお

ります。

県民への公共交通に関するアンケート調査ですけ

れども、それで65％が以前に比べて公共交通が使い

やすくなったというふうな答えを得られているとこ

ろでございます。

県としてはその路線バスの利用環境改善がなされ

るとともに、利便性の向上がある程度図られている

ものという認識をしております。

以上です。

○西銘純恵委員 キャンパスバスの実証について、

成果どうなっていますか。

○山里武宏交通政策課長 令和３年１月から令和

４年３月まで、新たな路線の検討として、小中学校、

高校及び大学等が密集する地域とモノレールのてだ

こ浦西駅を結節するキャンパスバスの実証実験を実

施しました。

令和４年の４月から沖国琉大快速線として自主運

行がなされております。

公共バスの利便性向上に引き続き取り組んでいき

たいと思っております。

以上です。

○西銘純恵委員 国道58号の伊佐までのバスレーン、

これの成果についてお尋ねします。
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○山里武宏交通政策課長 この事業をスタートした

平成24年から、新型コロナウイルス感染症流行前の

令和元年度まで、それまでの減少傾向に歯止めがか

かって、利用者数はおおむね横ばいで推移しており

ます。

国道58号のバスレーンを通過する路線についてな

んですけれども、令和元年度、この新型コロナ感染

症前の令和元年度の利用者数が平成23年度と比べて

約７％増加している路線があります。

当該事業における基幹バスシステムの導入に向け

た取組の成果によるものだと推測しております。

以上です。

○西銘純恵委員 バス利用者が７％増加していると

いうことですね。

○山里武宏交通政策課長 まだ限定的ではあるんで

すけれども、この基幹バスのルート―バスレーン

を延長したこのルートにおいては、平成23年度から

増加している路線もあると。

やはり定時性とか、速達性を目指した路線ですの

で、やはり定時性とか、速達性を、やっぱり一定程

度改善していくことで、そういう利用者の増加につ

ながったものであると考えております。

○西銘純恵委員 自家用自動車を廃止していくとい

うことが、両面あると私受け止めています。

伊佐から胡屋までのバスレーンは延伸になるんで

しょうか。

取組の状況はどうですか。

○山里武宏交通政策課長 今後の伊佐以北について、

以下のステップでバスレーンを導入していく予定を

しております。

以下というのは、まずステップ１で山里地区から

普天間伊佐の上り、これが令和９年度を目標にして

おります。

ステップ２として、胡屋、山里間の上り、那覇方

向ですね、これを令和13年度を目標、ステップ３と

して、伊佐、普天間、山里、胡屋の下り、胡屋方向、

これも令和13年度を目標にしているというような目

標を立てておりますけれども、導入に当たっては当

然県民へのＰＩなども実施して、合意形成を実施し

てやっていきたいなと考えております。

以上です。

○西銘純恵委員 気候温暖化を防止するという、車

を置くというのと、今の令和13年って、あと10年以

内の計画を持っていらっしゃるけれども、やっぱり

とても大事な取組じゃないかなと思ってはいます。

ただ、おっしゃったように、住民の意見を聞くと

いうのが大事ですので、パブリックコメントをやら

れるということで、それも頑張ってほしいと思いま

す。

それで次、33ページ、同じバス路線の関係ですけ

れども、地域住民の日常生活を支える乗り合いバス

の減便や路線の廃止というのはあったんでしょうか。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

やはり、まず、県内の路線バスなんですけれども、

系統数として、平成30年度から175系統で、令和元年

も同じく、令和２年度は183というふうに系統が

ちょっと増えていると。

これは、新たな新規路線なども、一応、東京バス

などの新規参入などもあるとか、そういう理由で系

統数は伸びているところがあると。

一方で、令和元年度に減便というか、運転士不足

等の理由で減便等があるという形がありました。

あと、今年度なんですけれども、令和４年度の減

便もちょっとございまして、新聞等にもあったんで

すけれども、沖縄バスさんが運転手等のコロナの感

染等が増加しているというようなこともあって、会

社としてそのＢＣＰ、事業継続計画に基づく減便な

どが実施されたというふうなことは聞いております。

今は、それはまた戻ったりしているんですけれど

も、一部まだ減便が残っていたりしているという形

にはなっております。

以上です。

○西銘純恵委員 やっぱり日常生活を支えるバスの

減便というのがやっぱり問題があると思うし、それ

をその自治体でも何か代わりになるような公共の乗

り物をやっていくというのも併せて、県は支援をし

ていただきたいと思います。

元に戻ることが一番かと思うんですけれども。

補助事業の内容、どうなっているのか伺います。

○山里武宏交通政策課長 このバス路線補助事業で

すけれども、これは国、県、市町村及びバス事業者

等で構成する沖縄県生活交通確保協議会の場で協議、

了承された赤字バス路線に対して補助を行います。

スキームですけれども、補助額については、生じ

ている赤字分である欠損額に対して補助をします。

費用の20分の９を上限として、国県市町村で負担

をしています。

この補助事業ですが、これは国と県が協調して事

業者へ補助をする、いわゆる国協調補助と、県と市

町村が協調して事業者へ補助をする、または、その

県が市町村へ直接補助をする、いわゆる県単補助の

２種類があります。

○西銘純恵委員 国が関与しているのは、単独市町

村と県というのは、何か振り分けというのは、何で
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されているの、国が入らないのは。

○山里武宏交通政策課長 基本的に国協調補助は複

数の市町村をまたぐ広域的、幹線的な路線が対象に

なっております。

県単というのは、それ以外というか、市町村の中

だけ、単独市町村の中だけを走るものとか、あるい

は、それを超えるものもあるんですけれども、今の

ような幹線的、国の対象路線ではない部分というの

か、該当しない赤字路線等を対象に補助をしている

という形になっております。

○西銘純恵委員 国が関わっている補助の割合とい

うんですか、これは沖縄県、ほかの全国とどうなっ

ていますか。

○山里武宏交通政策課長 国協調補助は国と県が

１対１で負担しております。

補助割合として、国庫が２分の１、県が２分の１と

いう形です。

○西銘純恵委員 そうすると、乗る住民、市町村、

事業者には負担はないということですか。

○山里武宏交通政策課長 この補助については、費

用の20分の９が上限になっていて、例えば、それを

超える分というか、経常収益がその分を超えた分に

ついては、事業者等が負担するという形になってお

ります。

○西銘純恵委員 事業者負担と言ったら、バス賃に

も関わる問題じゃないかなと思っているんです。

この補助について、20分の９ですけれども、私は

沖縄戦で、やっぱり軽便鉄道、南部から嘉手納まで

あったのが壊されて、全国は戦後間もなく国鉄がで

きたという、こういう事情も言えば、少なくとも、

鉄軌道が導入されるまではバス賃も鉄軌道並みに安

くするとか、そういうことで、今言った全国と同じ

ような補助ではなくて、もっと入れるべきだと思う

のですが、この取組についていかがでしょうか。

○山里武宏交通政策課長 実は県は令和３年度の新

たな沖縄振興―去年ですけれども、その制度提言

において、路線バスの欠損補助に係るこの国庫補助

対象額の限度額の撤廃、あと、運賃を鉄道並みに低

減するための財政支援、あとは、自治体が負担する

運行維持費の８割を国庫補助金または交付金として

支援することを、今回のこの制度を国に提言として

求めてきたんですけれども、実現には至らなかった

という経緯があります。

○西銘純恵委員 これ取組、実現するまで頑張って

いただきたいと思います。

最後に34ページ、離島住民の交通コスト負担軽減

ですけれども、これはとても離島苦に寄り添った事

業だと思っていますが、住民の感想といいますか、

そういうのは県に届いているんでしょうか。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

県で以前実施したアンケート調査で、やはり離島

住民からの評価が高くて、かつ、今後の重点的に取

り組むべき事項として、この交通運賃が、島外に出

る交通運賃というのが上位に掲げられている状況が

ございますので、引き続き県としてはこの事業を安

定的・継続的に実施することが重要であるというふ

うに考えております。

なので、今年度以降も一括交付金を活用して当該

事業を引き続き実施しているところでございますの

で、今後とも離島住民の定住条件の整備を図るため

に、このコスト事業に取り組んでまいりたいと思い

ます。

以上です。

○西銘純恵委員 利用者の延べ人数をお尋ねします。

○山里武宏交通政策課長 平成24年から令和３年度

の航路、航空路の件数として、949万4574件になって

おります。

○西銘純恵委員 航空路って聞いたけれど、船。

○山里武宏交通政策課長 すみません、今の数字は

航路、航空路合わせての件数でした。

そのうちの航空路が393万6429件、航路が555万

8145件になります。

先ほど言ったんですが、合計で949万4574件になり

ます。

○西銘純恵委員 離島苦、本当に支援をするという

ことでは、大事な事業で安定的・継続的にやってい

きたいという答弁を受けましたので、頑張ってくだ

さい。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 鉄軌道附帯決議というのがあるん

だが、国会での。これはどうですか、これが力になっ

て進むようになっていますか。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

鉄軌道につきましては、これまで全国新幹線鉄道

整備法を参考にした特例制度について、これまでずっ

と国に対して要望してまいりました。

今回、沖振法の改正がございましたそのタイミン

グで国会において附帯決議がなされたということで、

この鉄道整備の特例制度も踏まえた形で、今度国の

ほうで調査・検討を行うということでございますの

で、これは沖縄振興基本方針にも記載されていると

いうことで、国はその調査に向けて今準備を進めて

いるというところでございます。
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これまで要望してきたことが今回、国においても

取り組むということになっておりますので、一定程

度の前進が図られたのかなというふうには思ってお

ります。

○渡久地修委員 この鉄軌道、先ほどから答弁を聞

いているけれど、ちょっと原点に立ち返って、戦後

処理の問題としてしっかりやってもらうというとこ

ろ、もっと立ち返ってやるべきじゃないかなと、最

近思ってきているんだけれど、その辺はいかがです

か。

○儀間秀樹企画部長 やはり戦後、本土のほうでは

国鉄とか、あるいは新幹線の整備がなされている中

で、沖縄はそういう軽便鉄道がなくなって、基地建

設が進められたということで、その歴史的な背景も

ございます。

そういった背景と、それに加えて、今、国のほう

ではＣＯ２の削減ということで、沖縄県ではＳＤＧｓ

についても積極的に取り組んでいこうという中で鉄

軌道を導入することは、ＣＯ２の削減にも非常に効果

があるということを思っておりますので、そういっ

た両面も踏まえながら、国には求めていきたいとい

うふうに思っております。

○渡久地修委員 答弁いいんだけれど、やはり戦争

で廃墟になって鉄道も全部なくなったという、僕は

この沖縄振興の原点にもう一度立ち返ってやるべき

じゃないかなと。そうしないと、これは突破できな

いんじゃないかなと思っていますので、これは今日

は指摘にしておきます。

次に、普天間の24ページと25ページ。普天間の先

行用地取得、その事業の目標、実績、面積と金額で

お願いします。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

よろしくお願いいたします。

土地取得事業の件ですけれども、県では平成24年

度に特定駐留軍用地内土地取得事業基金への約69億

1000万円を積立て、普天間飛行場の道路事業用地

17.15ヘクタールの先行取得に取り組んでおります。

平成25年度から令和３年度までの土地取得面積の

累計は、約12.8ヘクタールとなっており、達成率は

約74％となっております。

これまでの取得費ですが、約61億円となっており

ます。

○渡久地修委員 これは順調ですか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

一応、達成率74％となっておりまして、引き続き地

権者への事業周知等を行って目標達成に向けて取り

組んでいきたいと考えております。

○渡久地修委員 要するに74％なのは分かるけれど

順調ですかということ聞いているので、遅れている

のか、それとも目標どおり順調にいっているんです

かということ。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

これはいつまでにというのが特に決まっておりませ

んので、74％が順調かどうかというのがちょっと、

すぐにお答えすることができません。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

普天間飛行場の跡地ということで17.15ヘクタール

道路用地として取得ということで、25年度から取得

をスタートしたところでございます。

目標が17.15ヘクタールを前年度、前回の基本計画

の計画期間、令和３年度までに17.15ヘクタールを取

得しようというのが目標でございました。

ただ、この跡地の先行取得については、土地の所

有者からの申出がないと取得できないということも

ございまして、それで、まずはその制度の周知をと

いうことで、いろいろ周知を図ってまいったところ

ですけれども、なかなかそれが進まないということ

で、前年度末までで74％程度ということで、目標に

はちょっと達しなかったと。

引き続き17.15ヘクタールについて今後も取得を進

めてまいりたいということでございます。

○渡久地修委員 この土地の先行取得はとても大事

な事業なので、申出がないとできないというのもあ

るんだけれど、じゃあどうするかってやつをね、もっ

と全力を挙げてやってください。

あと、最後に35ページ、石油、離島の離島力向上

の石油。

石油製品の、これ何度もこっちで取り上げてやっ

てきたんだけれど、今までのやり方を変えないと、

根本的に変えないといけないよねという議論、いつ

もやっているんだけれど、前回の委員会でも、ちょっ

ともう仕組みを根本的に変えないといけないんじゃ

ないかという話をしたんだけれど、どんな方法があ

るか検討するという答弁だったんだけれど、どうい

う検討になったかを教えてください。

○山里永悟地域・離島課長 まず、石油製品という

ものは、各離島の活動の根幹を支えるエネルギーと

して、現在も重要な位置を占めておりまして、その

石油の販売事業者たちは、それを支える事業者であ

るわけです。

委員はよく御存じだと思いますが、この石油輸送

補助ですが、財源となっているのは石油価格調整税

というものでして、沖縄独自の税制を国に認めても

らって、石油の輸送補助に充てているという仕組み
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がございます。

この内容を変えるに当たっては、総務大臣の同意

が必要であったり、それなりの大きなハードルを越

えていくという流れが必要になってまいります。

その前提で申しますが、今年度、石油製品輸送補

助事業の効果等に関する調査を実施しておりまして、

現在、この石油関係の調査に実績のある調査会社に

委託をしまして、調査内容の精査を行い、また、石

油販売事業者に協力依頼を行いまして調査を開始い

たしました。

調査の内容ですが、石油販売事業者の経営実態調

査、あとその石油を購入する離島事業者の石油利用

実態調査、また補助対象経費に関する調査であった

りとか、離島を有するほかの都道府県との比較も考

えております。

その調査を今開始している動きと並行して、石垣

市と竹富町、また市長、町長に直接お会いして協力

をお願いしております。

内容としては、関心が高い内容であったんですが、

市役所、町役場、また村役場ですけれど、この石油

製品価格を担当する部署というのが今までなくて、

県と連携してやりましょうということをお願いをし

ました。

その場で担当部署を指定していただきました。

また今回実施する実態調査への協力、あと、地域

の方々の御協力というのが非常に重要だと考えてお

りますので、市町村と連携した地域住民への御協力

というのも呼びかけていただくことも確認をさせて

いただいております。

また同時に、離島のガソリンスタンド等々を回っ

ていろいろと話をさせていただいております。

特に各離島に回っているところなんですが、八重

山の離島の竹富町、島々ありますけれども、そちら

の離島の販売業者さんとか、意見交換を重ねる中で

は、彼らとしても自分たちは本当に頑張って経営努

力していると。それがなかなか離島の方々に伝わら

ないということで、たまに心が折れそうになるとい

う、そういったお話も伺っていて、それならばこの

実態調査にもっと積極的に協力をして、この調査を

もって自分たちの経営努力というのも一緒に見える

ようにしましょうという呼びかけも行っているとこ

ろです。

こうした本調査によって離島特有の経費の把握

だったりとか、最新のデータを用いた価格差の発生

要因の分析を行いまして、効果的な支援であったり

とか、あとは、先ほども申しましたけれど、県だけ

ではなくて、離島の市町村、もしくは関係の団体、

離島の地域の皆さん、こういった体制づくりが非常

に重要かなというふうに考えておりまして、今こう

した取組も進めているというところでございます。

○渡久地修委員 とにかくこの問題は、僕は県議会

に来てからずっと議論しているわけよ、なかなか解

決……。

事業者がいるよね、住民がいる。

だから、民間事業者任せではこれ絶対解決しない

と僕は思います。

だから、これは県も、さっき言った国も、県も、

市町村も、住民も一体となったものでやらないとで

きないと。

それの一つの参考になるのが、水道の広域化、あ

れは県と市町村、自治体同士だから、進みやすいと

ころあると思うんだけれども、これは、民間事業者、

働く人のあれも守らんといけない、住民も守らない

といけないという、いろんな難しいのがあるから、

極端なことを言ったら、前は僕はみんな一緒になっ

て、第三セクターみたいなものをつくったらどうか

ということも言ったことあるんだけれど、これいろ

いろなもの含めてやらないと、簡単には解決できな

いと思うので、県、市、事業者、住民一体となって

解決するというものにしていったほうがいいと思い

ますので、それも含めて、ちょっとどういう検討が

できるか検討してみていただきたいんですが、部長

どうですか。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

先ほど課長からも話ありましたけれども、事業者

からも話を聞く、そして、その住民、あるいは市町

村からも御協力いただいて、今回調査を実施すると

いうことで、そういった住民とか事業者、市町村、

話合いの中で、検討を進めていきたいというふうに

考えております。

○渡久地修委員 これも長年ずっと議論してきてい

る問題だから、しっかりと国、県、市町村、住民、

事業者含めて、しっかり話し合って方向を見いだせ

るようにやってください。

終わります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後０時４分休憩

午後１時21分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 主要施策のほうの29ページですけ

れども、これは小さな拠点づくり支援事業、先ほど

質問があったもので、ビジネス支援事業だと。
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宮古のほうで、狩俣地区がこの事業、食堂とかあ

るいは放課後の見守り事業とかという話があったん

ですけれども、もう少し具体的に説明をお願いでき

ますか。

○山里永悟地域・離島課長 宮古島市狩俣地区です

が、自治会が支援対象となりまして、委員からも今

説明がありました地域食堂の展開や放課後見守り、

保育拠点整備など、地域住民の生活向上を目指した

小さな拠点づくりの実現に向けて支援をさせていた

だきました。

地域食堂ですが、集落センター、公民館のような

ものですが、ちょっと大きめの公民館ありまして、

そこの集落センターの調理室の改修、あと、狩俣小

学校の校庭に名物の大きいガジュマルがあるんです

けれども、そのガジュマルを活用した放課後の見守

り、保育拠点整備に係る支援をさせていただきまし

た。

状況の御報告を受ける機会がございましたので、

自治会長さんからちょっと状況報告いただきまして、

この食堂ですが、幼稚園へのお弁当の提供であると

か、単身高齢者への配食サービス、地域行事等で活

用されているということでございます。

校庭のガジュマルを活用した放課後見守り、保育

拠点ですが、子供たちの放課後の遊び場として定着

しておりまして、保護者からお年寄りを含めた世代

間の交流が生まれていますという報告を受けており

ます。

○國仲昌二委員 この場合、県の支援というのは、

改修の費用ですとか、あとそのガジュマルを活用し

た遊び場というんですか、そこに関しての県の支援

というのはどういったのがありますか。

○山里永悟地域・離島課長 その地域食堂ですが、

設備の備品であったりとか、そういったものの購入

の費用等も支援をさせていただいております。

校庭のガジュマルですけれど、そこに、地域の方

に大工さんとかもいらっしゃいまして、その方々が

このガジュマルにこう寄り添うような感じのツリー

ハウスというんですかね、そういった遊び場を地元

で企画、立案をして、造って、それを地域の子供た

ちと一緒に、そういう、見守りの拠点として今活用

しているという状況でございます。

○國仲昌二委員 今回こういうふうに、狩俣自治会

がそういう事業をやったということですけれども、

これ事業名ですかね、コミュニティビジネス支援事

業という話でしたけれども、この事業をどうやって

ビジネスにつなげていくかという、これからのそう

いった予測というか、そういったものは何かありま

すか。

○山里永悟地域・離島課長 すみません、先ほどの

山里委員からの御質問でちょっと、少し重複してし

まったところがあるかもしれませんが、令和元年か

ら令和３年に決算審査をいただいている事業という

のは、小さな拠点づくり支援事業というものでござ

いまして、そういった拠点づくりを、地域食堂であ

るとか、そういったものを、拠点づくりを行う支援

事業をさせていただきました。

今、委員がおっしゃった、このビジネス化してい

くというところは、その後継事業で、今年度から始

めている事業ということになります。

関連しますので、今年度から行っているその後継

事業でありますが、例えば、その地域の拠点となっ

ているのは、何も公民館や地域食堂だけではなくて、

共同売店とか、もともとあるところもあって、それ

は運営継続性に課題があるということはよく聞いて

おりましたので、そういった声も拾って、コミュニ

ティービジネスの支援事業というのを今年から開始

しているところでありまして、具体的には、地域の

区長会に参加させていただいたりとか、区長さんや

地域住民との意見交換をさせていただく中で、共同

売店の担い手、後任の人材育成が課題だとか、地域

で取れた農産物の販路開拓をしていきたいんだけれ

ど、自分たちではどうやっていいか、ちょっとまだ、

専門家の意見を聞きたいとか。あと、惣菜とか弁当

販売とか、地域の食材を使ったものをやっていきた

いんだけれど、これをどうやって売っていいか、専

門家の支援がほしいとか、そういった御要望等があ

りましたので、そういった御要望を踏まえた、この

コミュニティービジネスの構築支援というのは今年

からやっているということでございます。

○國仲昌二委員 この今年度からやっている事業と

いうのは、どこか地域指定でやっているのですか。

それとも全県的な取組なのですか。

○山里永悟地域・離島課長 基本的には離島、過疎

地域全般を対象地域にしております。

ちょうど今、応募とか企画とかをいただいて整理

をしている段階でして、全県的な対象で行っている

中で、ヤンバルの北部とかから応募が多かったりと

か、そういった状況になっています。

○國仲昌二委員 分かりました。

次は31ページ、移住定住促進事業。

表の中のこの事業内容を見ますと、移住体験ツ

アー、あるいは中間支援組織養成講座、移住フェア

とあるんですけれども、ちょっと説明をお願いしま

す。
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○山里永悟地域・離島課長 本事業、移住受入れの

取組を進めている県内の全市町村とも連携して行っ

ていく事業でございまして、具体的に申しますと、

一つ一つ申し上げますと、移住フェア、東京とかで

行われるんですけれど、これの出展費用とか申込み

とか、場所の設定、場所を確保するとか、そういっ

た経費を県のほうで負担させていただいて、市町村

の負担を軽減した上で、積極的な参加を呼びかけて、

市町村と一緒になって移住フェアに参加して移住者

を呼び込むという取組でございます。

令和３年度で申しますと、多良間村を含む６自治

体と一緒に取組をさせていただきました。

移住相談会は、これも県主催で、県外で行ったり、

コロナ感染症が拡大したときにはオンラインで行っ

たりもしました。

これについては、県主体なので、場所の設定とか

県のほうで当然行うんですけれど、そちらについて

も７自治体さんと一緒にさせていただきました。

移住体験ツアーですが、文字どおり、移住前の体

験をしてもらうということでツアーを組むんですが、

昨年度、コロナ感染の拡大もあったので、オンライ

ン開催が多かったんですが、感染が落ちついたとき、

石垣だけは実地開催ができたという状況で、オンラ

インではありますが、多良間村を含む８自治体のほ

うで体験ツアーを開催することができました。

ふるさとワーキングホリデーというのは、少人数

ですけれど、例えば、沖縄の農業体験、農園である

とか、マンゴー農園であるとか、あと地域のヤンバ

ルの食堂でとか、ホテルであるとか、そういったと

ころの要は就労体験。それを、首都圏の学生さんと

か、移住を念頭に置いた方々にその体験をしてもらっ

て、１か月ぐらいやってもらいます。

そこからちょっと、移住につなげるという、そう

いう取組でございまして、このワーキングホリデー

に関しては、宮古島市を含む10自治体の方々、多良

間村でも行っております。

10自治体のほうで一緒に実施をさせていただきま

した。

あと移住、沖縄県の移住応援サイト、ホームペー

ジ、おきなわ島ぐらしというのがあるんですけれど、

そちらで情報提供いただいている自治体さんの情報

も積極的に発信をしておりまして、今、多良間村を

含む15自治体から情報をいただいて、情報発信をし

ている状況でございます。

○國仲昌二委員 こういった活動というのかな、事

業というのは、多分、小規模離島とか、あるいは小

規模市町村のほうが多いと思うんですけれども、こ

の効果といいますか、この事業を平成28年度からやっ

てきて、その移住定住促進というのに関しては、効

果としてはどういうふうに見ていますか。

○山里永悟地域・離島課長 この移住定住促進事業

ですけれど、一緒にやっている市町村とかはよく分

かると思うんですが、移住は結構、移住者の方にとっ

ては大きな決断で、御家族であったりとか御親族で

あったりとか、いろんな方々と相談をしながら進め

ていくので、すぐにその移住しましたというところ

に結びつく場合と、なかなか時間がかかるといった

場合もございます。

そういったことを切れ目なくつないでいくという

ことをちょっと重視してやっておりまして、移住フ

ェアの実績、昨年度だけで申しますと104人の方の移

住相談を、移住フェアでフェース・ツー・フェース

で行わさせていただきました。

あとは、このおきなわ島ぐらしというホームペー

ジですけれど、年を追うごとに閲覧する方がかなり

増えてきていまして、令和３年度だけでは19万2000件

のアクセスにまで、かなり増えてきています。

当初、平成28年は３万件ぐらいだったものですか

ら、かなり増えてきているところでございます。

移住相談会、県主催のものですが、こちらでは、

沖縄県独自でやったということもありまして、253人

の相談を受け付けさせていただきました。

あと、県庁の地域・離島課のほうに離島コーディ

ネーターと専門相談員を置いているんですけれど、

そちらへの相談件数も増えてきておりまして、令和

３年度だけでも189件の相談が来ているという状況で

ございまして、そういった継続した市町村と連携し

た取組もあって、令和３年、コロナもありまして、

かなり活動が制限されたんですけれど、結果から申

しますと、この令和３年だけで、コロナ禍ではあり

ましたが、このアンケート等で確認が取れた分でし

か把握はできていないんですけれど、11名の方から、

沖縄に移住したという御回答をいただいていて、２名

の方からは、もう１年以内に移住しますという御予

定をいただいていたりします。

平成27年から、御協力いただける方に限られます

が、また御報告をいただいているんですけれど、そ

れで申しましても、67名の方が移住しているという

ことで御報告をいただいているところです。

○國仲昌二委員 ぜひ市町村と連携して頑張ってい

ただきたいと思います。

次は、これも先ほど質問あったんですけれども、

離島住民交通コスト負担軽減事業ですね。

私も離島の住民でありまして、かなり助かってお
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ります。

本当に、ぜひ継続してやってもらいたいという事

業なんですけれども、ただ、81.2％という執行率な

んですけれども、こんなものなのですか、執行率と

いうのは。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

令和３年度は、令和２年度に引き続いて、新型コ

ロナウイルスの影響で、結果としてその航空路とか

航路の利用者数が想定よりも少なかったということ

に伴って、執行率の低下及び不用額が生じておりま

す。

令和３年度の予算の執行に当たっては、例えば令

和３年10月以降、コロナによる緊急事態措置が解除

されたことに伴って、利用者数は回復基調にあった

ため、予算を減額補正せずに確保していたのですが、

今年、令和４年１月からコロナの再流行に伴って、

まん延防止等重点措置を発出された結果、不用が生

じたという形になっております。

○國仲昌二委員 コロナ禍でちょっと利用は落ちた

ということで、多分そういう執行率になっていると

いう、今のその説明で納得しました。

課題のほうで、この本事業の安定的かつ継続的な

実施について検討する必要があるという指摘がある

んですけれども、これについての説明をお願いしま

す。

○山里武宏交通政策課長 県としましても、やはり

この事業、安定的かつ継続的に実施することが重要

であるというふうに考えておりますので、令和４年

度以降も一括交付金を活用して、当該事業を引き続

き実施しております。

今後とも、この事業、定住条件の整備を図るため

にコスト負担軽減に取り組んでいきたいと思ってお

ります。

○國仲昌二委員 本当に、離島住民にとっては非常

に助かる制度ですので、しっかり、安定的かつ継続

的な実施というのを心がけて続けていただけたらな

と思っております。

よろしくお願いします。

次は38ページ。八重山地区のラジオ中継局強靱化

支援事業ですけれども、事業の目的として、その情

報遮断の回避といった防災上の観点で、情報格差是

正を図るというのがあるんですけれども、世界的な

半導体不足の影響で事業が遅れているということで

繰越しになっていますけれども、現状について伺い

ます。

○與儀尚情報基盤整備課長 八重山地区ラジオ中継

局強靭化支援事業でございますが、八重山地区の難

聴解消及び保守性の向上のため、八重山地区市町村

圏事務組合が事業主体となって、令和２年度より事

業に着手しておりまして、ラジオ放送中継局などの

再構築及び強靱化を行うものとなっております。

今、委員が御指摘されているように、繰越しなど

が起こっていますけれど、令和３年度に計画、予定

をしておりました機器の製作が、必要な部品調達に

おいて、世界的な半導体不足の影響で納入までに不

測の時間を要することから、令和３年の予算の大部

分が繰り越されております。

そして、現時点でのその状況、繰越したものの状

況なんですが、部品調達はほぼ完了しておりまして、

メーカー側で今、機器の製作を進めているところで

す。

その結果、令和５年３月までにはこの繰越した分

の機器の製作が全て完了する見込みとなっておりま

す。

○國仲昌二委員 事業の目的にもあるように、その

情報遮断というのは、防災上の観点からも重要だと

思いますので、ぜひ早めの完成をよろしくお願いし

ます。

41ページの離島体験交流促進事業というので、当

初予算が２億2000万あるんですけれども、決算で１億

も行かない、9990万。

この執行率が77％しかないというのを、ちょっと

説明をお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 令和３年度ですが、御

承知のように、コロナウイルス感染症の感染拡大が

ありまして、緊急事態措置などが取られまして、離

島との往来というのは制限されました。

中でも、デルタ株とかオミクロン株とか、変異株

というものがちょっと猛威を振るいだしたようなタ

イミングもありまして、当初予定よりも後ろにずら

す方向、まずは派遣延期というものを繰り返したわ

けですが、そうしていく中で、派遣予定校、小学校

ですけれども、学校のカリキュラムであったりとか、

学校の行事とかとちょっと若干合わないということ

で、派遣ができなくなってくるという児童等も出て

きたこともありまして、予定していた児童全体はも

う送れないことが見込めたので、11月補正ではその

分の減額補正というのも行っております。

随時、切れ目のない離島の体験をしてもらいたい

ということで、延期を繰り返しながらも準備を進め

ておりましたが、年明けからずっとオミクロン株の

感染再拡大が進みまして、こういう中、対象が小学

５年生の児童なんですけれども、ワクチン接種とい

うのも、大人と比べてちょっと十分ではないといっ
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たこともございまして、派遣予定校に複数回、ちょっ

と意向確認を行ったんですが、やはりちょっと慎重

な意見があったものですから、実際の派遣というも

のは断念をいたしまして、その中でも離島の体験が

できるように、オンライン体験交流を変更実施いた

しました。

結果として、11校619名がオンラインの体験交流に

参加をしてくれましたが、現地への派遣が結果的に

行えなかったということにより、2970万円の不用額

が発生しております。

○國仲昌二委員 分かりました。

次は42ページ、これも執行率が55.3％とちょっと

低く、その事業内容を見ても、1900人の予定が10人

になったと。これもコロナのあれかなと思うんです

けれど、ちょっと説明をお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 先ほどの体験交流と重

複する部分もありますが、変異株なども伴いまして、

コロナウイルスの感染拡大に伴う往来制限が繰り返

される状況となりました。

ただ、この離島観光・交流に関しましては、コロ

ナで経済的に疲弊して苦しむ離島事業者の経済復興

にもつながることもありまして、我々としては、何

度もプログラムツアーの再構築を繰り返しながら、

延期しながらも、とにかく人を送って離島の観光事

業者を元気にしたいということで、ずっと挑戦を続

けている状態で延期を繰り返したということがあり

ます。

そういった中、当初66本のツアーを造成して、事

前のＰＣＲ検査を義務づけたり、体制を構築したん

ですが、やはりそれも全て中止せざるを得ないとい

う延期の状況になりました。

こういう中、これまで取り組んできた旅行プログ

ラムの自走化にも取り組みまして、前年比10倍近く

になる133件のツアーというのが自走化をして、旅行

者等の販売契約に至っております。

そういった中の、11月頃にちょっと一回、コロナ、

こう波がありますので、一旦ちょっと落ち着きを見

せ始めて、この文化観光スポーツ部の事業なんです

が、おきなわ彩発見といったものができるような状

況になりましたので、離島の事業者等にも意向確認

をして、じゃあこの離島の観光交流事業もやろうと

いうことで、プログラム造成を再度、やり直し等も

含めて作業を進めて、11月26日から募集を開始しま

した。

開始したところ、647名の皆さんが応募してくれて、

離島に派遣できる状況になったわけですが、年明け

からオミクロン株の再拡大が、もうかなり急速に広

まりまして、往来が制限されて、１月７日出発のツ

アーをもって、全てのツアーが中止に追い込まれて

しまいました。

よって、そのときに募集をした、93本のツアーを

造成して募集はしたんですけれど、そのうち90本を

停止せざるを得ないという状況になりました。

そういった、実際に送れる方々はもうかなり制限

されて、もう中止が重なったということで6000万円

余の不用額の発生につながったものであります。

○國仲昌二委員 当初予算が１億3400万で、派遣人

数が1900人とあるんですけれど、結果的には派遣が、

10人しか派遣できなかったというような内容ですね。

決算額が7400万ということで、ちょっとこの派遣が

10名で7400万というのが、ちょっと分かりにくいで

すけれども、説明をお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 先ほども説明させてい

ただいたんですが、派遣できたのは３本、10名です

けれど、この費用に関しましては、離島の事業者一

緒になってプログラムを―離島の事業者は、かな

り小規模事業者なんですが、その事業者たちの協力

を得ながらプログラムを造成し、準備をし、派遣の

応募をするということを繰り返し行いまして、要は

プログラム造成に係る費用というものは、実は、総

計で申しますと約160本ほどのツアー造成を行って、

前半ではもう60本ぐらい、それを募集の前で中止を

せざるを得ない状況になったりとか、年明けは93本

の応募を行ったわけですが、３本の派遣を行った時

点で、90本は中止になってしまうということで、こ

のプログラム造成に係る費用であるとか、先ほど申

し上げた、自走化……。

○國仲昌二委員 分かりました、オーケー。

あの、プログラムツアーの費用があったというこ

とね。

では、最後ですけれども、市町村振興資金の貸付

基金の運用状況というところで、金額のほうが、今

年度中の増減額というのがマイナス1600万となって

いるんですけれど、これを見ると、３番目の貸付状

況を見ると、貸付額より償還額のほうが大きいんで

すけれども、このマイナスというのがちょっとよく

分からないので、説明をお願いします。

○森田賢市町村課長 お答えいたします。

今御指摘ありました、市町村の振興資金貸付基金

につきましては、市町村及び市町村が組織する一部

事務組合の振興を推進するために、市町村等に貸し

付ける資金として、自治法の規定に基づいて設置さ

れた基金でございます。

当該基金につきましては、沖縄県市町村振興資金
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貸付基金条例におきまして、市町村等が実施する公

共施設の整備事業等の資金として貸し付けるほか、

市町村等の振興及び活性化を図るため必要があると

認めるときは、予算の定めるところにより、基金の

一部を処分することができるとされておりまして、

基金から繰り出して、市町村の広域連携に係る事業

等に活用しているところでございます。

貸付金の償還利子など、基金の運用から生ずる収

益につきましては、当該基金に繰入れられるという

ところでございますけれども、令和３年度は、基金

から繰り出した事業費が基金へ繰り入れる運用収益

を上回ったため、増減額がマイナスとなっていると

いうところでございます。

○國仲昌二委員 市町村振興のために、県が行う事

業にも取崩して使うことができるということですか。

○森田賢市町村課長 当該基金は、県が一般財源で

積み立てたものでございまして、県が考える市町村

の振興等に資する事業について、取崩して活用して

いるというところでございます。

○國仲昌二委員 それと、４番目の貸付内訳という

表があるんですけれども、この右側の上から２番目

に合併市町村振興というのが２件、貸付事業がある

んですけれども、これはどういう事業なんですか。

○森田賢市町村課長 合併後の南城市等が行った、

公共施設の整備についてということで承知しており

ます。

○國仲昌二委員 宮古島市も合併して、もう何年で

すかね、ある程度、この市町村振興の起債ですとか

というのは、何というのかな、年度の制限があるん

ですけれども、これについては、特にそういった制

限はないということなんですか。

○森田賢市町村課長 今、委員がおっしゃったのは、

多分、合併特例債のことと思われるのですが、合併

特例債は当然、上限額が決まっておりますので、そ

れ以上のものは発行できないというのはありますけ

れども、この資金につきましては、基本的に、その

公共施設の整備等に資するものについては貸付けが

できるということになっております。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。

以上で私は終わります。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 鉄軌道の導入システムについてで

すけれど、名護から那覇までの鉄軌道の実現は、こ

の20数年前に北部の市町村の総意として声を上げて

きていることから始まってきているわけです。

その中で、一向に進まないこの鉄軌道事業に対し

て、北部の住民からは、やっぱり夢物語なのかとい

う、もうトーンダウンしてきているんです。

そういう観点からして、どのような取組を行って

きているのか、いま一度説明願いたい。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道導入

の実現に向けた取組についてですが、平成30年５月

の構想段階における計画書を策定以降、課題とされ

ています費用便益比、あと採算性等について検証を

行い、国に説明を行うとともに、全国新幹線鉄道整

備法を参考としました特例制度の創設等、必要な支

援を求めてきています。

また、鉄軌道導入に向けた取組の推進には、県民

全体の、鉄軌道を望む声が大きくなることが重要と

考えておりまして、令和２年度以降は県民向けの機

運醸成に取り組んでいるところです。

県が求めてきました特例制度についてですが、令

和４年度から、国においても調査・検討が進められ

ることも踏まえて、引き続き鉄軌道の必要性を丁寧

に説明しながら、早期導入に向け、国と協議を進め

ていきたいと考えております。

○平良昭一委員 これはずっと同じような状況が何

十年も続いている。

結局、今、車の道路の整備、いわゆる名護北道路、

高規格道路、トンネル、それぞれ駆使して、伊差川

まですごいスピードで完成してきたわけですよね。

そして嵐山のテーマパーク、世界遺産の今帰仁城

跡、海洋博記念公園まで。それももう既に計画の中

に入ってきているわけですよ。

これぐらい道路の整備は進んでいくのに、鉄軌道

は全然進んでいかないということに関して、北部の

方々、やはりもう駄目なのかという、こういう形な

んですよ。

これをどう、皆さんが一生懸命仕事しているか伝

えていく。それが足りない。

どう思うか。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

まず、先ほど室長のほうから説明ありましたけれ

ども、この鉄軌道に係るその事業につきましては、

平成24年度から県のほうで着手をしております。

それで、平成24年度から25年度にかけまして、鉄

軌道を導入することがどのように可能となるのかと

いうことで、いろいろ調査をして、その中で全国新

幹線鉄道整備法を参考とした上下分離方式の採用に

よって採算が取れることを、調査で確認できたと。

２年かけて、その辺の調査をしたということでご

ざいます。

そして、26年から29年にかけて、県民の皆さんの

意見も聞きながら、構想段階における計画案づくり
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に取り組んで、平成30年５月に構想段階における計

画書を策定したと。

そして、平成30年度から令和元年度にかけて、費

用便益比について検討、加えてケースによっては１を

超えるというようなものも出てきたということで、

一応段階を踏んで作業してきたというところでござ

います。

この事業費が、うちの試算ですと6000億を超える

ような事業費でございますので、やはり慎重になら

ざるを得ないというところが、国のほうにもあると

思います。

先ほども申しましたけれども、特例制度について、

今回、調査・検討をするというふうな国の方針も出

ておりますので、何らかの形で前進するのではない

かというふうに期待しているところでございます。

○平良昭一委員 先般、長崎まで新幹線が通りまし

たよね。

あんなものも短期間でできるのに、なぜそういう

沖縄はできないのかというのは、住民は単純にそう

考えるわけですよ。

いろんな国の制度、この費用対効果だけが頭の中

に入り込んでしまっているから、そういう形なるか

もしれないけれど、特例制度、もうちょっと国と議

論してやる必要はあると思います。

どうですか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 この鉄軌道

の導入の事業ですけれども、県は国に対して、早期

の事業化について要望をさせていただいているとこ

ろでありますが、他の大型事業を参考にしますと、

やっぱり構想から着工までは20年、30年程度かかる、

要するところもございます。

国においては、先ほどありましたけれども、6000億

を超える事業について、慎重な検討が継続され、次

年度も調査事業として予算のほうを要求し、取り組

むことと聞いております。

引き続き国のほうにも県のほうから丁寧に説明し

て、協議を進めたいと考えております。

○平良昭一委員 これは、公共交通で、また特別委

員会でやりましょう。

次に、成長分野リーディングプロジェクト創出事

業の概要をちょっと説明していただきたい。

○高嶺力志科学技術振興課長 お答えいたします。

この事業では、沖縄21世紀ビジョン基本計画で、

成長分野に位置づけた健康医療、環境エネルギー分

野において、産学官の連携による先導的な共同研究

を実施、発展させることで、新たなリーディング産

業の創出を図ることを目指して実施をしております。

平成29年度から令和３年度の５年間で７件の産学

共同研究を実施しております。

主な研究内容としましては、健康医療分野では、

琉球大学とトロピカルテクノプラスの共同研究とな

りますが、再生医療の創薬原料として期待されるエ

クソソーム、これは生体内での細胞間の情報伝達を

担っていると考えられている物質ですけれども、そ

れを高純度で生産する技術の開発、それから、エク

ソソームを生成するデバイスの試作品を開発しまし

た。

従来の方式と比較して、短時間に高い収率でエク

ソソームを回収することが可能となっています。

また、琉球大学と沖縄ＵＫＡＭＩ養蚕の共同研究

ですが、沖縄産の蚕のさなぎを用いたアフリカ豚熱

経口ワクチン及び簡易診断キットの開発の共同研究

を行っております。

これは、蚕のさなぎからワクチン開発に必要な抗

原たんぱく質の生成を行って、さらに、簡易診断キッ

トの試作品の作成をしております。

また、環境エネルギー分野では、これはＯＩＳＴ、

沖縄県環境科学センターの共同研究になりますけれ

ども、県産微生物群による窒素・リン除去機能を持

つ、養豚排水処理技術の研究開発を行っており、畜

産排水中に含まれる硝酸性窒素について独自開発し

た実証機を用いて、一般排水基準を満たす浄化レベ

ルを達成しております。

研究の概要は以上です。

○平良昭一委員 これは、継続していつ頃まで続く

予定なのか。

○高嶺力志科学技術振興課長 それぞれの研究テー

マですけれど、この３件につきましては、例えばこ

のエクソソームの研究開発につきましては、まだ研

究は途中の段階にあります。

実用化までは至っておりません。

ただ、令和４年度以降も後継事業のほうで、支援

をしていくというようなことになっています。

また、蚕のさなぎを用いたアフリカ豚熱のワクチ

ンの開発につきましても、令和４年度以降も引き続

き研究開発の支援を後継事業のほうで継続すること

としております。

以上です。

○平良昭一委員 実用化するまでは、支援していく

という形だと思います。

分かりました。

次に、水源地域環境保全事業ですけれど、これは

水源地特有の行政需要に基づいて実施する事業に対

して支援を行っていくということでしたけれど、ど
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ういう事業を行ってきたのかな。

どういう支援を。

○山里永悟地域・離島課長 水源地域環境保全事業

ですけれども、事業の助成の対象ですが、水源市町

村の作成した事業計画に基づいて行っておりまして、

水源涵養機能の維持等であれば、林道や河川周辺の

清掃、除草等の森林環境整備、河川の土砂しゅんせ

つや赤土流出対策などによる水質保全、林道パトロー

ルや外来種駆除によるヤンバルの環境保全、また、

地域振興に関する取組として、地域の伝統行事や自

然体験学習、エコツアーの実施に係る環境整備、ダ

ム広場の設備の修繕など、地域のにぎわいや関係人

口の創出につながる幅広い事業を支援の対象として

きております。

○平良昭一委員 これは、この皆さんのところに出

されている水源基金の創設の陳情、それと大きく関

わるわけですよね。

ダムに関わる事業であれば、何でもできるという

ようなことでは、皆さんのところでは、今、支援し

ているところないはずですから、地域の行政需要に

対して基金を創設してほしいという趣旨と、この水

源地域環境保全事業というのは、全く別物だと私は

認識しているけれど、皆さんはどう考えるか。

○山里永悟地域・離島課長 新たな水源基金創設の

陳情をいただいているところでございまして、水源

市町村の皆さんとは今年度に入ってからも意見交換

を続けさせていただいております。

その中で、現在、水源市町村に交付されている国

有資産等所在市町村交付金、これについての交付実

績であるとか、この交付金の原資が受水市町村の負

担で賄われている仕組みなど、これを理解していた

だくように説明を重ねておりまして、それと併せて

この意見交換の中で、水量の確保であるとか、河口

しゅんせつ、河口閉塞の改善など、幅広い行政課題

の対応についても御相談がありますので、こちらに

つきましても、関係部局と情報共有しながら、連携

の上、対応を重ねているところでございます。

○平良昭一委員 この陳情が出てきてから、皆さん

よく意見交換をしていることは評価します。ただ、

それが結論を出すまで時間がかかり過ぎると、また

大変困りますので、大事なことですから、この辺は

意見交換をやりながら、できるものはやっていただ

きたいと思っています。

次に、石油製品の輸送の補助事業ですけれど、午

前中の説明で、これは15年も前ぐらいから、こうい

う話は出てきているわけですが、この時期に来て、

石垣と竹富と意見交換して、担当を決めたなんてい

う話が、今、出てくること自体おかしくないか。皆

さんのやる気がなかったということの証明じゃない

か。これは、県議会で代表質問、一般質問の中で、

かなりの回数が上げられてきているような状況で

しょう。

その中で、本島を10とした場合、110となっている、

一定の評価ができる、評価がされたというような、

こんなものでは、離島の方々に対して大変失礼な話。

県は本当にやる気あるの。これまで何してきたの

か。

どうですか。

○山里永悟地域・離島課長 今回、私のほうで石垣

市、竹富町の市長、町長と面会をさせていただいた

のは、特に、石垣市議会でこれに関する決議をされ

て、陳情もいただいたことであるとか、竹富町議会

でも取上げられて、これに関する議論が行われたと

いうそういう特殊な事情もあったので、時間をいた

だいてお話をさせていただく中で、部署の設置等も

お願いしたといった経緯がありまして、これまでも

市町村とは、話はさせていただいております。

これまで取組は、どのようなことを行ってきたの

かということですけれども、格差縮小のために、随

時、分析調査を行う中で、改善等は行っておりまし

て、例えば平成24年度の要因分析を踏まえまして、

各離島の回遊を終わった後、島に着いた後の陸送の

部分が、大規模離島と小規模離島は大分違うもんで

すから、そういったところの輸送形態に合わせた補

助の見直しを行うことで、平成24年度と令和３年を

比較すると、格差が22円から16円に縮小をするなど、

十分ではないかもしれませんが、一定の効果は出て

きていると。そういった取組を続けているところで

ございます。

○平良昭一委員 皆さんは、本島と一部の離島をやっ

ているわけですよね。離島間でも違うわけよ。７月

に行ったときに、石垣でガソリンも入れました。西

表でも入れました。20円ぐらい違うんですよ。だか

ら、同じ離島でも、同じ八重山圏域の中でも違うわ

けよね。

その辺も入れながら、運ぶものだけではなくて、

同じ価格にするための努力をどうしていくかという

ことを聞きたい。

さらなる格差の縮小に向けての取組をしたいと

言っていますので、その辺も視野に入れながら、やっ

ていってほしいんですけれど、どうですか。

○山里永悟地域・離島課長 今、平良委員から御指

摘あったように、離島間でもかなり差があるんじゃ

ないかというのはおっしゃるとおりでして、令和４年
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７月の各離島の状況を見ても、同じ離島でも、同じ

小規模離島でも、南北大東と竹富町の小規模離島で

はかなり、かなりというか、それなりの差が出てい

たりとかします。

そういったこともありますので、各離島市町村に、

要は担当課を配置してもらったりとか、あとは、そ

こを通じて、日常的に販売事業者と、あと地域の皆

さんと一緒になってこの問題を取り組んでいく、そ

ういった体制づくりをしていきたいと今、考えてお

りまして、その効果的な体制づくりと併せて、要因

分析の中で効果的な補助の見直しというのを行って

いるというところでございます。

○平良昭一委員 石垣だけではなくて、竹富だけで

はなくて、いろんな離島もありますので、各町村の

担当部署も決めて、取り組んでいただきたいと思っ

ています。

次に、ちょっと戻りますけれど、那覇空港整備促

進事業費です。

皆さんの考え方だけちょっとお聞きしたいのです

が、国際空港として、いわゆる第２滑走路もできて、

アジアの玄関としての世界最高水準を見据えた拠点

空港の整備を促進していくというのが県の考え方で

すから、その件に関して、当然、国際空港として備

わっていないといけないというのは、空港のホテル

なんですよね。

それは前に議論したんですけれど、それに関して

は、県の考え方はどう思っているか。

○小浜守善交通政策課副参事 お答えいたします。

当該事業は、県経済の発展を見据えまして、那覇

空港の機能拡張などについて、課題の把握や調査を

行うことを目的にしております。

実際、今年度調査においては、那覇空港における

航空機の地上走行状況の観測とか、あとは、航空会

社、空港従事者を対象に、那覇空港に求められる機

能とか、サービスに対するヒアリング調査などを行

いまして、第２滑走路供用後の新たなニーズや課題

等の把握と分析を行っているところでございます。

今、委員からお話のございましたホテル、あるい

は、商業施設というところがございます。

県内の経済界のほうからも、いろいろな御提案が

あるところでございます。

我々は、この那覇空港の機能拡張の調査を今年度、

また、来年度も含めて、いろいろ考えているところ

ですが、こういう基礎資料をまとめまして、経済界

とも意見交換、また、国とも意見交換を行ってまい

りたいと考えております。

○平良昭一委員 もうれっきとした国際空港ですよ。

国内でも５番目、６番目に入るぐらいの離着陸が

あるわけですから、当然24時間体制の中で考えてい

かないといけなくなればホテルですよね。

それは、以前から言われているわけですから、そ

の辺の構想は、企画の中で頭の中には入っているべ

きだと私は思いますけれど、どうでしょうか。

○小浜守善交通政策課副参事 先ほどと繰り返しに

なるところもございますけれども、今、この那覇空

港に必要な機能が何であるかというようなところを

いろいろ今、調査・分析をしているところでござい

ます。

その中で、もちろん短期的に必要なもの、あと、

中長期的に必要なものというところがいろいろある

かと思います。

この辺に向けて、県の中でも考えをまとめまして、

これから、コロナ後にまた非常に航空需要が増して

くることも考えられますし、そういうものを踏まえ

まして、経済界、国との意見交換を行ってまいりた

いと考えております。

○平良昭一委員 分かりました。

次に、小さな拠点づくりの支援事業の中で、過去

に、運営が厳しく閉鎖した共同売店への支援につい

て、この事業で考えていきたいというようなことを

議論したことがありましたけれど、その辺の状況は

どうなっているか。

○山里永悟地域・離島課長 委員の御質問の趣旨は、

この小さな拠点事業で共同売店に対して、どういう

支援につなげていったかということだというふうに

受け止めております。

午前の山里委員からの御質問のときに少し触れさ

せていただきましたが、小さな拠点事業の最終年度

の成果報告を行うため、シンポジウムを行いまして、

成果発表とともに、この後の後継事業につなげてい

く第２部のところで、共同売店の店主さんであると

か、国頭村の村役場の職員等にも出ていただいて、

この共同売店の果たす役割であるとか、事業性だと

か、課題といったことについて協議をさせていただ

いて、今般、令和４年度、今年度からの後継事業と

して、コミュニティビジネス構築支援事業といった

ものにつなげてきております。

その中で、また今年に入ってからも地域の区長会

で事業説明を行ったり、地域住民の方と意見交換を

実施しまして、共同売店については、後任の人材育

成に大きな課題があるとか、共同売店は販売店だけ

ではなくて、地域の情報交換をする場であるとか、

にぎわいの拠点にしたいとか、そういった御相談も

受けておりますので、こういった御要望に沿うよう
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な構築支援に今、取り組んでいるところでございま

す。

○平良昭一委員 この共同売店があるところという

のは、ほとんど過疎地域で、お年寄りがたくさんい

らっしゃる。交通の便が不便、住民の足がないとい

う、共同売店は、もう本当に生活の重要な位置づけ

がされているわけですよね。

そこが、後継者不足、あるいは人口の減で、お金

が集まらないということで、経営ができないという

事例は、もうかなりたくさんあります。

そういう面では、一つの例として国頭村との意見

交換もやっているかもしれませんけれど、それぞれ

の特にヤンバル、離島の地域にはそういう悩みはあ

ると思いますので、その辺を十分、その制度を生か

しながら、手助けをやれるような状況をつくってい

ただきたいと思っております。

最後に、先ほど、國仲議員からもありましたとお

り、この八重山地区のラジオ中継局ということに対

してですけれど、老朽化もありますが、電波が入り

にくいというのが一番の原因だと思います。八重山

以外もそういうところは当然ありますが、それは順

次、そのような改善をしていくような予定ですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 八重山地区のラジオ中

継局強靱化支援事業については、現在、平成15年に

更新されたものの機器が老朽化しているという状況

も踏まえて、今、新たに再構築をしているところで

ございます。

今後の計画としては、宮古地区において、平成16年

に更新した機器のさらに次の更新というタイミング

が来ているかと思いまして、今、宮古島市のほうで、

次年度以降にこの事業化の計画を進めておりますの

で、そこに対して、どういった事業スキームで再構

築を行っていくのかということで、今年度宮古島市

は９月補正で調査をするということになっておりま

す。

それを受けて、事業スキームを我々も一緒に考え

ていきながら、八重山と同じように、そこも協調補

助という形で、可能であれば我々も支援していきた

いと考えております。

さらに、その後ろには、大東地区についても、平

成18年に更新したものが、さらに更新のタイミング

が迫ってくるだろうということで、今、その両市町

村とも聞き取り、意見交換をしておりますが、現状

のところは、すぐに更新という計画はないというこ

となので、引き続きこういった先島、宮古、八重山、

大東地区においては、そういった支援が必要なこと

については、意見交換をしながら、今後も検討して

いきたいと考えております。

○平良昭一委員 これは、要は、既存の施設の老朽

化の対応ということだけなのか。

○與儀尚情報基盤整備課長 そういうことでござい

ます。

○平良昭一委員 余計な話になるかもしれないけれ

ど、テレビとかはどうなるの。

皆さんのところではないのか。ラジオだけですか。

○與儀尚情報基盤整備課長 テレビ放送についてと

いう御質問ですけれど、放送法第92条によりますと、

放送事業者が中継局を整備して、放送エリアの拡大

に努めるものというのが原則ではあります。

しかしながら、地理的及び地形的な要因によって、

テレビ放送電波が届きにくい地域、あるいは、事業

採算上の問題がある地域において、難視聴が発生し

て、受信対策が必要な実態があるということは認識

しております。

県内全体については、共聴施設というような形で、

自治体であったり、地域の組合など、ＮＨＫと共同

で造ったものとかもありますけれど、こういったも

のが99施設ありまして、そういったところで、それ

ぞれ住民の負担を得ながら運営されている状況があ

るということは、認識しております。

県としては、国からの支援が受けられるメニュー

などがあれば、市町村にもそういった情報を提供し

ているところですが、例えば令和３年から４年度に

かけては、テレビ共同受信施設の災害性強化を図る

同軸メタルのケーブルから光ケーブル化を図る場合

に、その更新費用の一部を補助する共聴施設ネット

ワーク強靱化支援事業などもありますので、そういっ

たものを案内しながら、どういったスキームで組み

立てればいいかというようなことを意見交換しなが

ら協力をしているところであります。

また、この共聴施設の老朽化に伴う更新の問題と

いうのは、沖縄県だけの話ではなくて、全国的に問

題となってくるものでありまして、地デジに移行し

た平成23年から、今10年経過していますので、10年

以上も経過するところなので、全国的にこういった

問題があるというのは、これも九州ブロック会議で

あったりとかでも話題になることであります。

なので、我々も全国知事会などを通して、今年度

も令和４年８月に、デジタル社会の実現に向けた提

言という形で、全国知事会からデジタル大臣並びに

総務大臣に対して、施設更新費用の低減など、難視

聴地域の負担軽減を図ることを求める要請なども

行っております。

引き続き地元住民の方々の声を拾いながら、国に
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対して、しっかりそういった更新の支援メニューが

創設されるように求めていきたいと考えております。

○平良昭一委員 この地デジ化して10年、その中で

逆にテレビが見られなくなったという地域はあるの

か。

確認はしているわけだからいいけれど、果たして、

そういう方々をどう救っていくか、これ非常に問題

ですよ。

全国のレベルだというんだけれど、いわゆる共聴

施設をもって、組合の中で自分たちで自腹切って運

営してきている。

片やただで見れる、片や自腹を切らないと見れな

いなんて言っている、今はどこのうちでもテレビあ

りますよね。

そういう状況の中で、平等性を確保するというの

は、当然のことだと私は思いますけれどね。

その辺を国にいろんな状況の中で、調整をしてい

きたいというような話でありますけれど、頑張って

いただきたい。

以上。

○又吉清義委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。

すみません、質問聴取ではないんですが、不用額

の件はやっぱり最初にさせていただいて、総務部の

ほうでもお話ししたんですが、令和２年に比べて令

和３年の不用額は約80億ぐらい増えていると。

その中には、どうしてもその地方創生臨時交付金

の部分でのものも数多くあったというようなお話も

あるのですが、今回もこの企画のほうで19億の不用

額があるんです。

この計画調査費でも繰越しでも６億2000万、不用

額でも約８億、沖縄振興特別推進交付金でも48億の

繰越しに、もう約８億の不用額ということは、部長、

これは、皆さん国からも相当にこの不用額の件は、

もう以前から指摘をされている事項だと思うんです

が、この振興策を担っている企画部の部長として、

このことはどうお考えになりますか。

○儀間秀樹企画部長 ソフト交付金の不用額や繰越

しにつきましては、平成20年度代の後半二十七、八

年辺りに執行率が悪いと。繰越しが多い、不用が多

いということで、それが予算にも影響したというこ

とが一度ございました。

それを受けて、企画で言うと市町村分のソフト交

付金、これについて執行率を高める、繰越しを極力

出さないようにする、不用額も出さないようにする

ということで取り組んでまいりました。

その結果、だんだんと繰越率とか、不用率につい

ては、改善されていったものと思っております。

ただ、今回、令和３年度の数値を見ますと、若干

の数値の悪化がございます。

これにつきましては、市町村の交付金事業につい

て、できるだけ不用を出さないように、繰越しを出

さないようにということで、新年度に入る前の早い

段階、前年度の後半部分から結構期間を設けて、新

年度の事業計画についてしっかりと検討できる期間

を設ける。そして、当初の最初の交付決定にできる

だけ交付決定いただくということで、当初の交付決

定率を上げることが、まず重要であるいうことで、

それにも取り組んだところでございます。

その結果、令和３年度は令和２年度に比べて、当

初交付決定率も上がっております。

あとは、できるだけその不用を出さないようにと

いうことで、年に数回、執行状況調べであったり、

不用額調べであったり、そして、その結果を基に、

事業間の変更であったり、市町村間の流用、こういっ

たものもしっかりやってきているところでございま

す。

今回は、やはり入札残とか、あと、事業の見直し

による事業期間の変更であるとか、そういった要因

でもって、若干数字は悪くなっておりますけれども、

不用率、繰越率、これについては、傾向としては、

改善傾向で進められているものというふうに認識し

ているところでございます。

○當間盛夫委員 コロナ禍で、いろいろな形で、皆

さん事業に追われていたと。協力金含めて、そういっ

たことだと思うんですけれど、しっかりと計画性を

持って、不用額をできるだけ出さないというのは、

皆さんの単年度主義の予算の在り方だというふうに

思っていますし、国で今度また令和４年から新たに

振興策というのは始まりましたので、そういったこ

とも今回も３年見直しの３年で検証しながら、５年

見直しというような形のこともあるわけですから、

しっかりとその辺を踏まえて、やっていただければ

と思います。

次に、先ほど皆さんからもありますように、鉄軌

道の状況なんですけれど、もうずっと調査、私が指

摘する中で、県と国で平成24年から始まったこの調

査は、もう15億以上になっていると、調査費だけで

ね。

いまだにそういった部分のまだまだ道筋も見えて

ないという状況があるんですが、まず、この調査の

中で、県が調査した委託先というのをちょっと分か

るだけでいいですので、近々のもので教えていただ

けますか。
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○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道の調

査についてですが、その受託先としまして、県のほ

うでは、交通分野のコンサル事業者、あと、内閣府

のほうでは、同じく交通分野のコンサル事業者及び

鉄道事業者となっております。

○當間盛夫委員 皆さんからいただいた資料を見る

と、この交通を専門にするコンサルなのかもしれま

せんが、偏っているんです。

ほとんど同じこの調査会社が行っているというこ

とで、国からすると、この１社しかやってない。

基本的に、平成30年に民間の鉄道会社がちょこっ

とだけ1000万ぐらいの予算で、民間の鉄道会社が、

調査の部分でのものがあるのですが、あとはもう全

部同じ１社の会社しかやってないということを考え

ると、内閣府から出されたものは、もう相変わらず

変わらない、ビー・バイ・シーだとか、いろんなこ

とを含めて、そういう数値しか出てこないんじゃな

いかなと我々は思うんですが、どうですか、その辺

は。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 内閣府の調

査でございますが、課題となっておりますビー・バ

イ・シー、ちょっと１にまだ至ってない部分に関し

て、毎年、便益の向上の検討であるとか、経費の縮

減についての調査を継続して行っております。

以上です。

○當間盛夫委員 俺の質問と何か答弁が全然かみ

合ってない。

まあいいや。

国土交通省の将来の鉄道のと、今後の鉄道整備の

方策のという部分の中に、今後の基本的な考えに、

空港アクセス鉄道に関する政策目標ということで、

主要空港のアクセス鉄道については、航空輸送の高

速化を十分果たすようなことで、利便性の一層の向

上を図るということを、国土交通省の部分でのもの

が鉄軌道のことでうたわれているんですけれど、那

覇空港は、この主要空港に当たるんでしょうか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 鉄道の空港

アクセスに関して、すみません、那覇空港が当たる

かどうかというのは、承知しておりません。

○當間盛夫委員 午前中に渡久地委員がお話しした

ように、戦後、この沖縄の鉄軌道はそういう形での

歴史があるということがあったわけですから、国が

主要空港のアクセス鉄道と言っているわけだから、

皆さん、那覇空港は主要空港ですよということも、

しっかりと国に訴えていきながらのことで、今、県

はＳＤＧｓを全面的に出してきているわけですから、

この中でも、地球環境に関する鉄軌道はこれからも

重要だということをやってきているわけですので、

そういったことも全面的にやって、もうさっきお話

しした、皆さん、このコンサルばっかりに調査を任

せているんですけれど、一度県が、有志が集まって、

本気で沖縄に鉄軌道を引こうという県の職員だとか、

いろんな県の民間団体も含めながらも、そういった

ことをつくっていく意気込みが、私は必要じゃない

かなと思うんですけれど、部長どうですか。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

今、委員がおっしゃった国交省の主要空港アクセ

ス鉄道ですか、一層の利便性の向上ということで、

主要空港に那覇空港もという話については、ちょっ

と制度とか、内容をちょっと調べて、そういうアプ

ローチができるかどうか、その辺について、ちょっ

と整理してみたいと思っております。

それから、先ほど、ＳＤＧｓの話もございました

けれども、やはり沖縄における二酸化炭素の排出量

を見たときに、自動車が全国の２倍にあるというこ

ともあって、それで、また、１人当たりの１キロ輸

送に係るＣＯ２排出量が、鉄道は自動車の７分の１以

下というデータも出ております。

県の試算によると、この鉄軌道導入によって、自

動車の交通量が１日当たり５万8000台削減されると

いう試算も出ておりますので、そういったデータも

示しながら、鉄軌道について、早期に取り組むよう

に、国にも働きかけていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 頑張ってください。

次に、科学技術イノベーションシステム構築事業

ですが、これは、令和３年で事業期間的には終了し

ているのですが、この中でベンチャーが何社できた

んでしょうか。

ベンチャー企業というのか。

○高嶺力志科学技術振興課長 お答えいたします。

この事業に関わる、先ほど午前中ちょっと答弁さ

せていただいたんですが、科学技術振興の施策の効

果として、全体としては、大学発ベンチャーが令和

２年度までに23社という統計は出ております。

以上です。

○當間盛夫委員 これは、平成27年から令和３年ま

でに、幾ら予算総額をかけたんでしたっけ。

○高嶺力志科学技術振興課長 平成27年度から令和

３年度までの予算額は約14億5900万円となっており

ます。

○當間盛夫委員 僕は、もう少し、皆さん、この辺

は精査したほうがいいと思うね。

もう14億5000万という予算をかけて、今、言われ

た22社だということが堂々と皆さん、胸を張って言



－234－

えるような数字になっているのかということは、も

う一回、皆さん、精査されてください。

よろしくお願いします。

次に、駐留軍の事業なんですが、先ほどもあった

んですけれど、取得費、どれだけの面積があって、

今、どれだけ費用をかけているのか、もう一度ちょっ

と御答弁ください。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

お答えします。

県では、平成24年度に特定駐留軍用地等内土地取

得事業基金に約69億1000万円を積立て、普天間飛行

場の道路事業用地17.15ヘクタールの先行取得に取り

組んでおります。

平成25年度から令和３年度までの累計は、取得面

積12.8ヘクタールで、達成率は約74％となっており

ます。

取得費としましては、約61億円となっております。

○當間盛夫委員 この所得費のこの61億の内訳を教

えてください。

割合でもいいよ、10分の８が云々だとかさ。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

内訳としましては、公有財産購入費となっておりま

す。

○當間盛夫委員 違う。

私が言う内訳は、この61億はどこからの原資かと

いう話。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

特定駐留軍用地等内土地取得事業基金でございます。

○當間盛夫委員 だから、これは国からの事業……。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

失礼しました。

沖縄振興特別推進交付金でございます。

○當間盛夫委員 これは10分の10、10分の８どちら

ですか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

10分の８でございます。

○當間盛夫委員 この部分で61億、12.8ヘクタール

取得しているわけですので、普天間飛行場というこ

とですから、まだ軍用地料も入っていると思うんで

すけれど、年間の軍用地料はどれだけになっている

んですか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

約２億です。

○當間盛夫委員 ２億ということを考えると、これ

平成24年からですよね。

積み重ねているんだったら、大体どれぐらい積み

重ねているか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

これは、平成25年度から始まっておりまして、令和

３年度までに約12億6000万ほどでございます。

○當間盛夫委員 じゃあ、これから10年、普天間が

返らないとしたら、約20億は、この軍用地料で入っ

てくるというような考え方でもいいんですか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

大体そのような額になるかと思います。

○當間盛夫委員 分かりました。

次に移らせていただきます。移住定住促進事業で

すが、この事業で、どれだけの人口増の効果をもた

らされたということがあるのか、ちょっと示してい

ただけますか。

○山里永悟地域・離島課長 お答えします。

この移住事業を取り組む中で、御報告に協力いた

だける方から確認できた数字のみとなってしまいま

すが、平成27年から令和３年度まで御報告をいただ

いた方々で確認したのは67名となっております。

○當間盛夫委員 では、聞きますけれど、皆さん、

この目的はバランスのとれた人口の維持・増加を目

指すためということが、平成28年度からやっている

んですけれど、平成28年度から人口減少した町村は

どれだけありますか。

皆さんからいただいた資料で、平成28年から人口

が減少している町村が17町村あるわけですよ。11が

離島町村になっているわけです。これは、最もその

部分でのものは、久米島なんですよ。久米島は、平

成28年で7640名の人口があったと。ところが、令和

３年になると7087名。この久米島を平成２年ですよ。

平成２年には１万309名の人口があった。ところが、

令和３年見ると7000名。これは、この定住促進事業

がどう効果を現しているのか、私は不思議なんです

けれど、部長、これどう答えますか。

○山里永悟地域・離島課長 失礼しました。

委員に御提供差し上げた資料がまさにスタートが

平成２年になっておりまして、令和２年までの30年

間の人口増減が見られる状態となっております。

委員が御指摘されたように、沖縄全体では20％も

人口増加している一方、離島過疎地域の市町村とい

うのは、逆のトレンドを示しておりまして4.2％の減

少ということになっております。

特に委員から御指摘のあった久米島などは、3000人

ですので30％の減少という状況となっておりまして、

深刻な状況はおっしゃるとおりです。

本県の離島過疎地域ですけれども、小規模な離島

であったりとか、本島北部の山間地域となっており

まして、地理的に条件不利を抱えていたり、産業の
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社会活動というのが不利な状況であったり、若年層

の進学や就職に伴う地域外への流出、また、雇用の

受皿となる産業振興の遅れなどが人口減少の要因と

なっております。

こうした人口減少を抑制するためには、移住の促

進も含めて、住宅や保健医療の確保、教育の振興な

どによる定住条件の整備、農林水産業や観光業の産

業の振興による雇用の場の創出など、包括的な取組

を継続して実施する必要があると考えておりまして、

県としても県過疎方針等を定めて、引き続き取り組

んでいるところでございます。

○當間盛夫委員 僕は、もっと前向きに考える必要

があると思うんだよね。

この住環境の整備ももちろんあるんでしょうけれ

ど、やはりこのコロナ禍で、東京一極集中というの

が、だんだん地方に向いてきているということを考

えると、この通信環境ということをしっかりとこの

離島の中でもやっていく、空き家対策の中で、市町

村としっかりと、この空き家の部分での住環境とい

うことを県も一緒になって考えていくというような

ことも、改めていろんな形での方向性を持っていく

必要があるんだと思うんですけれど、前向きにね。

どうでしょうか、その辺は。

○山里永悟地域・離島課長 今、空き家対策という

具体例が出ました。

まさにおっしゃるとおりで、移住事業に取り組む

市町村からも空き家に関する相談であるとか、意見

というのは多くあります。

そのため、市町村と連携した空き家発掘、改修、

地域づくり等の研修を特化して行っているところが

ございまして、講師による空き家の取組の事例であ

るとか、先進的に、この空き家活用を行っていると

ころの現地視察であったりとか、ヒアリング、実際

に現地で空き家改修を行うワークショップなども今、

取組を進めているところでございます。

こちらについては、住宅不足の解消というものが

根本的にありまして、土木建築部など関係部局と課

題を共有して、市町村と連携して取り組んでいきた

いと考えております。

○當間盛夫委員 頑張ってください。

次、もう最後になりますが、皆さんから出ている

石油製品輸送事業なんですけれども、お持ちだと思

うんですが、令和４年の今のレギュラーガソリン、

離島と本島との格差はどうなっているんですか。

○山里永悟地域・離島課長 離島の平均で恐縮です

けれど、令和４年７月時点で申し上げますと、本島

が174.5円、離島の平均が194.8円ですので、価格差

は20円となっております。

○當間盛夫委員 各離島、こればらばらなんですよ

ね。

皆さん、これからもまたいろんな形で調査をする

と、課長も先ほどもいろいろとお話がありました。

一度、やっぱりもう少し根本的な考え方を一回変

えて、僕は、過激かもしれないけれど、やめてみて、

やめたら効果がどうあるのかと、どういう結果になっ

ているのかということも踏まえながらでも、やる必

要があるのかなと思うけれど、なかなかそれは難し

いはずでしょうから。

でも、これだけ毎年、年間９億近くの予算をそう

いった部分での離島に関しての格差がないようにと

いうことで出す中で、全くそれが効果が出てこない

ということは、やっぱりどこかでちょっと根本的な

ものを変える必要があるんじゃないかなと思います。

よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 今日は、皆さんも早く帰れそうな

気がしてきましたね。

今日、５つ事業で通告していて、全部、どなたか

がされてはいるんですけれども、私もさせていただ

きたいと思います。

まず最初に、鉄軌道のほうなんですけれども、先

ほどの質疑でも、８年かけて15億使ってという話も

ありましたが、私はこれ、完全にマンネリ化してい

るような気がしてならないんですが、部長どうです

か。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

先ほど平成24年以降の取組について御説明をさせ

ていただきました。

それで、構想段階における計画書も取りまとめ、

ビー・バイ・シーについても、さらに調査・検討を

して、１を超えるケースも出てきたというところで

ございます。

それで、先ほども申しましたけれども特例制度、

これについて、これまでずっと要請した中で、今回、

国のほうでも沖縄振興基本方針に掲載していただき、

具体的に全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制

度について調査・検討すると、今回初めて、こうい

うところが国のほうでも取り組むというふうに示さ

れておりますので、何らかのその展開があるのでは

ないかというふうに期待をしているところでござい

ます。

○花城大輔委員 ビー・バイ・シーが１を超えると

いうのは、沖縄県の主張であって、やっぱり内閣府

の担当の職員に聞くと、ビー・バイ・シーが１を超
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えないんですよねと言って話がそこで終わるんです。

なので、先ほどの答弁でも、慎重にならざるを得

ないという国の立場も理解した中で、私はやはりこ

こで、6000億を取りに行くんだという勝負をかけて

いただきたいなというふうに思っています。

これは、事業の中の成果の中にもワークショップ

をやったりとか、論文コンテストをやったりとか、

皆様が苦労していろいろと考えておられるのは理解

をしますけれども、国は基本的に出したくないわけ

ですよね。

こちらは取りに行くわけですから、これは勝負し

ないといけない。

この勝負を何でかけていくかというところが、大

事だと思っています。

例えば、この前ある方が言っていたんですけれど、

今の国際情勢を見て、シェルターの機能を持ったも

ので提案をしてはどうかとか、その他いろいろな工

夫の仕方があるのではないかなと。

例えば、仮にビー・バイ・シーが１を超えなくて

も、その中で、県民の利益を考えるような工夫をし

たらどうかとか、そういったこともあるので、私は

ぜひこれは、せっかくこれだけ長い時間取り組んで

いるのですから、何とか達成していただきたいなと

いうふうに思います。

また、先ほど北部のほうではもう、少し機運が下

がっている状態があるというような意見もありまし

たけれども、実際これだけ長い期間取り組んで、県

はこの県民の期待というものは、今、現在どのよう

に感じていますか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 お答えしま

す。

鉄軌道の導入は、県土の均衡ある発展、県民及び

観光客の移動利便性の向上、交通渋滞の解消による

経済の活性化、基地返還跡地のまちづくりの推進な

どに資する重要な社会基盤であり、沖縄振興に大き

く寄与するものと考えております。

構想段階では、県民等との情報共有を図りながら、

計画書策定を行いまして、延べ６万2000件の意見が

寄せられたほか、令和２年度以降に実施しています

シンポジウムですとか、論文大会、ワークショップ

等にも多くの応募があります。

関心や期待は高いものと考えております。

あと、市町村ですが、市町村に対しましても、会

議で意見交換をした上で構想段階の計画づくりに取

り組んでおり、現在では、同計画に基づきフィーダー

交通の充実に向けて市町村との協議を進めていると

ころでございます。

引き続き鉄軌道の導入効果を広く県民に周知し、

県民一丸となった機運醸成に取り組んでまいります。

○花城大輔委員 今の答弁の中で、フィーダー交通

のお話もありましたけれども、これも私は、非常に

楽しみにしています。

１日の半分以上が車運転できないような状態に私

いつもありますから、沖縄市でバスターミナル構想

というものも着手しているんですよ。

沖縄市の胡屋という地域にさえ行けば、ライカム

だろうが、アリーナだろうが、東部海浜のビーチだ

ろうが、どこにでも行けるというような構想です。

車を持たなくても生活できるようになる。

そのようなものも併せて、県民がもっとわくわく

するような提案の仕方にしていただきたいのと、こ

れも皆様の苦労を分からないわけではないですけれ

ども、ぜひ、燃えて取り組んでいただきたいなとい

うふうに思っています。

要望して、次の質問に移ります。

続いて、バスです。これは今、バスなび沖縄の検

索機能が使えなくなっていないですか。

どなたか、最近使ったことある人はいますか。

そのまま質問を続けるので、もし分かったら答弁

してください。

これはバスの利便性を高めるためのソフトですよ

ね。

非常に便利で使っていたんですけれども、最近検

索しても何て出ましたかね。検索結果はありません

というふうに出ます。

なので、今、使えなくなっているんだろうと思っ

ているんですけれども、これ後で分かれば答えてい

ただきたいと思います。

これ、私、この利便性に加えて、乗り心地という

視点もいつも必要だろうなというふうに……。

使える。

じゃあ、私のスマホが壊れている。

じゃあ、さっきのは聞かなかったことにして、

ちょっと進めますけれども、例えばコロナになって

から、全部の窓が全開ではないですが、開いている

んですよ。

とっても暑いし、湿気感じて、非常に不快である。

もうちょっとしたら寒さというのも出てくるのか

もしれません。

そういった乗っているお客様の要望みたいな、意

見みたいなものを直接バス会社に伝える機会という

のは、何かあるんですか。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

バス会社とは、常日頃このバスの利便性向上のた
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めの事業もしつつ、あと、協議会なども随時やって

いて、勉強会などもやっていますので、そういう意

見等々があった際には、意見交換等も随時やってい

る状況でございます。

○花城大輔委員 それと、コロナ禍になって乗客数

の減少が問題になっていましたけれども、最近、か

なり戻ってきているんではないかなと思うんですが、

県ではどのように把握していますか。

○山里武宏交通政策課長 お答えします。

沖縄県バス協会によると令和４年４月から７月の

乗合バス10社の減収額としては、大体２割程度はま

だ減になって、令和元年度―コロナ前と比較して

も、まだ２割減というような状況であります。

まだ以前に比べれば、１年前ぐらいだと３割ぐら

いだったんですけれども、若干回復傾向にはあるん

ですが、まだ依然として、その影響はあるという状

況でございます。

○花城大輔委員 バスなび沖縄のソフトが使えるん

だったら、この質問はもう終わります。

これは午前中の質疑の中で、２億7600万の売上げ

を1782名で割ると、そんな大した金額にはならない

ですよねというような答弁がありましたけれど、こ

れは1782名全てが受注した金額が2760万なんですか。

○山里永悟地域・離島課長 ちょっと表現が紛らわ

しくて、大変申し訳ございません。

登録者数は600名余で、研修を終えて自走している

のが400名以上ということなっておりますので、こち

らに参加人数というのは延べ人数でございまして、

その業務を要は１人で２回以上こなした方もござい

ますので、それは重複分も含まれております。

○花城大輔委員 一番稼いだ人が幾らとかというの

は分かるんですか。

○山里永悟地域・離島課長 月当たり９万円を超え

ている方もいらっしゃいます。

ごく一部です。

○花城大輔委員 これは、後で構わないんですけれ

ども、これは、今も継続している事業ですか。

○山里永悟地域・離島課長 今年度からは、その後

継事業に移行しまして、この離島のテレワーカーの

中から、さらに高スキルを目指す方に重点を置いた

高度人材育成のほうに移行しております。

○花城大輔委員 高スキルの人材育成というふうに

ありますけれども、これはあまりにも離島という限

定された中で、ライバルが多過ぎる事業でもあるの

かなというふうにも思っております。

これは、参加者からの評価というものは把握して

いますか。

○山里永悟地域・離島課長 アンケートを実施いた

しまして、今後もこのテレワークを続けたいという

方が95％いらっしゃいますので、おおむね高評価で

はないかと考えております。

○花城大輔委員 今後のニーズとしても、強くある

というふうに理解してよろしいですね。

○山里永悟地域・離島課長 具体的な声ですが、家

事、育児の合間に少しずつスキルアップができるで

あるとか、離島にそもそもこういう場が少なかった

のでありがたいといった声もいただいていますので、

有望かと考えております。

○花城大輔委員 終わります。

以上です。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 改めて、答弁者の皆さん、御苦労

さまでございます。

通告してありますけれども、ほとんど各委員の皆

さんが質問して、ダブっているところがたくさんあ

りますね。

その点、重複しないように、要点だけを質問させ

ていただきたいと思います。

まずは、主要施策の17ページ、鉄軌道についてで

ありますが、その件も各委員から質問がありました

けれども、この事業は、平成27年度から実施された

沖縄県にとって大変大事な事業だというふうに理解

をしております。

その新たな交通システムの導入促進事業というこ

とでありますけれども、この事業は、県知事も選挙

公約の中でしっかりとうたっていることであります

し、本県における交通渋滞とか、ＣＯ２削減に寄与す

るということもしっかりと訴えております。

ただ、残念ながら、進捗状況があまりよくないと

いう、これはもう各委員からもそういうふうな質問

がありましたけれども、令和３年度を含めて、進捗

状況を聞きたかったんですが、大体、その話につい

て理解ができたというふうに考えています。

その中で、これまでの答弁の中で、国といろいろ

と協議を行ってきたということでありますけれども、

その協議の内容を御説明お願いできますでしょうか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 国との協議

内容でございますが、県では国の検討委員会にオブ

ザーバー参加するとともに、県の要望事項やそれぞ

れの調査内容について、これまで時期を捉えて意見

交換を行っており、国とは情報共有を図りながら、

検討を進めてきたところでございます。

国においては、県が求めてきた特例制度の調査・

検討を今年度から進めることとしておりますので、
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引き続きこの沖縄の鉄軌道の必要性を丁寧に説明し

ながら、早期導入に向け、国と協議を進めてまいり

たいと考えております。

○仲田弘毅委員 この協議の中で、従来から、特に

内閣府が中心にお話ししておりますビー・バイ・

シーの話がもうずっと出てきたような感じがいたし

ますけれども、そういうふうな費用対効果等につい

て、国との調整はどういうふうになっているんでしょ

うか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 国とは、常

々意見交換をさせていただいているところでありま

すが、ビー・バイ・シーの検討等につきましては、

県とは別に国のほうで慎重に調査・検討が進められ

ているところでございます。

○仲田弘毅委員 そのビー・バイ・シーを含めて、

国との調整は前向きであるというふうに考えていま

すか。

それとも、やはり協議がしっくりいってないとい

うことでよろしいのでしょうか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 県では、こ

れまで精緻化によりましてビー・バイ・シーが１を

超えるケースを確認したところでございます。

そのことについても国のほうには説明してござい

ますが、一方で、国のほうはやはり多額な事業費が

かかるプロジェクトでございますので、しっかりと

したビー・バイ・シーの検証、分析ですとか、あと、

実際の開業後の採算性が確保できるかどうかという

ところを慎重に調査・検討が進められているという

ふうに認識しております。

○仲田弘毅委員 国との調整とはまた別に、鉄軌道

以外のＬＲＴとか、あるいは、ＢＲＴなどの地域交

通のビジョンについても議論はなされておりますで

しょうか。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 県では構想

段階における計画書、こちらは基幹軸の鉄軌道の計

画書でございますが、その鉄軌道の非沿線地域を含

めた多くの県民や観光客が鉄軌道の利便性を享受で

きるように公共交通の骨格軸となる鉄軌道の導入と

ともに、利便性の高いフィーダー交通ネットワーク

の構築に向けて取り組んでおります。

そのフィーダー交通の充実については、先ほども

御説明しましたが、本島の各圏域に議論の場を設け、

市町村と協働で議論を進めているところでございま

す。

○仲田弘毅委員 今のお話は事業計画の中で、県、

市町村と協働で課題解決に向けてという、これは今

までの答弁もありますけれども、具体的に各市町村

との協働で頑張るという協議内容は、どういうふう

な協議がなされているかお聞かせください。

○比嘉学交通政策課公共交通推進室長 県では、本

島内の各圏域に設けた議論の場の中で、令和２年度

から議論を進めておりまして、先行する北部圏域で

は、名護を起点としました、今後テーマパークの開

業を見据えた公共交通の再編、中部圏域のほうでは

沖縄市のアクセス利便性向上に向けて、路線バスと

コミュニティーバスの連携について協議を進めてい

るところでございます。

○仲田弘毅委員 次に、主要施策の20ページ、沖縄

科学イノベーションシステムについて伺います。

これは当山委員から多数の質疑がありましたけれ

ども、その中で、ちょっと視点を変えて、ＯＩＳＴ

を含めて琉球大学、沖縄高専とかを中心に共同でい

ろいろ研究がなされておりますが、ＯＩＳＴ10周年

記念式典において、粒子バイオ分野での取組を強化

することを期待するという岸田総理からのメッセー

ジが寄せられております。

その中で県として、このような分野でどういうふ

うな連携を取っていくのか、見解が伺えればと思い

ますが、いかがでしょうか。

○高嶺力志科学技術振興課長 お答えいたします。

この沖縄科学技術イノベーションシステム構築事

業、それからその後継事業になりますイノベーショ

ンエコシステム共同研究支援事業におきましての

ＯＩＳＴとの連携につきましては、例えば令和３年

度まではＯＩＳＴと企業との共同研究の支援という

のは、契約数で言えば１件というような―その他

ＯＩＳＴが関わっているのは数件あるんですけれど

も、そのような結果だったんですが、今年度、令和

４年度の事業からはこの事業において、ＯＩＳＴの

ほうの研究案件を支援するというような、公募のほ

うでの情報発信も強化しましたところ、３件のＯＩ

ＳＴの研究事案について採択し、共同研究の支援を

することとなっています。

以上です。

○仲田弘毅委員 ＯＩＳＴ、自然科学大学院大学、

沖縄県が仲井眞県政で誘致した、本当に世界に先ん

ずる大事な学業の分野だというふうに認識しており

ますので、今後とも、県もバックアップして、世界

の人材あるいは沖縄県からもその類いの人材が輩出

できるように、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

通知いたしましたように、主要施策の25ページ、

特定駐留軍用地についてでありますが、これは渡久

地委員からも質問がありましたけれども、普天間飛
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行場内の24筆、約１ヘクタールの取得というのがあ

りますけれども、この取得に関しては令和３年度ま

での本県の第５次振興計画の取得予定の事業でしょ

うか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

お答えします。

委員おっしゃるとおり令和３年度までの時限立法

でありました跡地利用推進法に基づく事業でござい

ます。

○仲田弘毅委員 渡久地委員に答弁したときの、

ちょっと数字聞き漏らしたかもしれませんが、その

取得目標、これは七十何％でしたかね。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

お答えします。

普天間飛行場の道路用地17.15ヘクタールの先行取

得に取り組んでおりまして、令和３年度までの累計

が、取得面積約12.8ヘクタール、目標に対して達成

率が約74％となっております。

取得費につきましては、約61億円となっておりま

す。

○仲田弘毅委員 これ渡久地委員も再三質問してい

ましたけれども、県としての目標に対して、この74％

というのは、これは達成率から言うとどういうふう

な理解をすればよろしいでしょうか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

跡地利用推進法に基づく先行取得の制度でございま

すけれども、通常の公共事業の用地取得と違い、こ

ちらから用地交渉は行わず、地権者からの申出を受

けることで土地取得を行うという制度になっており

まして、計画的な土地取得がちょっと難しいという

側面があります。

ただ、今回、跡地利用推進法が令和14年３月31日

まで延長されたことから、引き続き地権者への事業

周知を行い、目標達成に向けて取り組んでいきたい

と考えているところでございます。

○仲田弘毅委員 その取得の原資は、特定駐留軍用

地等内土地取得事業基金ということになっておりま

すが、これ残高にしてどの程度になりますか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監

令和３年度末で17億4900万余りとなっております。

○仲田弘毅委員 通告いたしました主要施策35ペー

ジ、この事業も先ほど質問がありましたけれども、

石油製品輸送等補助事業。

まずお聞きしたいのは、この事業内容で本島並み

の価格というふうにありますけれども、具体的にリッ

ター当たり、どの程度の補助事業になりますでしょ

うか。

○山里永悟地域・離島課長 こちらの補助事業、輸

送の補助ですので、各離島の輸送の形態であるとか、

輸送の距離によって大分変わってきます。

伊江島のように本島に近い離島になりますと、

１リットル当たり3.5円になるわけですが、南北大東

とかになりますと、１リッター当たり31円を超える

補助額になっていきます。

○仲田弘毅委員 随分差がありますね。

その離島間の補助事業についてなんですが、これ

は宮古、八重山、それから小規模離島というふうに

区別されると思うんですが、その補助事業者につい

て教えていただけますか。

○山里永悟地域・離島課長 今委員から若干説明も

ありましたとおりでございまして、宮古島、石垣島、

久米島、大規模、中規模の離島に関しては、特約店、

いわゆるりゅうせきを代表とするような大きな特約

店というところが、輸送も行っていますので補助の

対象となります。

それ以外の各小規模離島となりますと、各離島の

石油販売事業者が輸送まで担っている部分がありま

すので、その石油販売事業者であったり、海運業者

というのが補助の対象となります。

○仲田弘毅委員 ぜひ、やはり離島の振興なくして

本県の発展はないということを随分言われてきまし

たので、離島のことをしっかりと守っていただきた

いと思います。

次に主要施策、今通知いたしましたけれども、

39ページ。

これは超高速のブロードバンド事業でありますけ

れども、それについてお伺いします。

最後になります。

市町村と連携を図りながら整備を促進するという

ことになっておりますけれども、県内離島の進捗状

況をまず教えてください。

○與儀尚情報基盤整備課長 お答えします。

超高速ブロードバンド環境整備促進事業は、離島

や過疎地域において、都市部と同等の情報通信環境

を確保するため、地元市町村などと連携して光ファ

イバー網を整備するものであります。

平成28年度の事業開始以降、15市町村において整

備を完了しております。

○仲田弘毅委員 部長、この事業が成功すると、完

成した暁にはどのようなことが期待できると思いま

すか。

○儀間秀樹企画部長 お答えいたします。

この事業を実施することで光ファイバー網の基盤

整備率をどんどん上げていこうということでござい
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ます。

それで、この事業を始めた平成28年度でございま

すけれども、県全域でこの光ファイバー網の基盤整

備率が95.8％、離島が80.5％でございまして、本土

との格差がございましたが、令和３年度末時点で県

全域で99.6％、離島で97.2％ということで、県全域

で見ますと全国平均を上回っているような状況がご

ざいます。

こういったことを期待して、ＤＸなど、やはりそ

の情報基盤の整備というのが非常に重要でございま

すので、そういった意味ではこの一括交付金を活用

して基盤整備も随分進んだのではないかというふう

に思っております。

○仲田弘毅委員 私たちうるま市では、もともとは

５つの離島がありました。

遠いところから伊計島、宮城、平安座、お隣の浜

比嘉島。

そして、この４島は僻地ではありますけれども、

もう橋が架かって離島ではなくなりました。

これはやはり国の事業で、随分、生活の利便性が

整ってきたというふうに考えています。

残念ながら、津堅島だけは、まだ橋が架かってお

りません。

この津堅島以外は、光ファイバー含めて、国の事

業でできましたけれども、今のところ多分、津堅島

がその枠内には入ってないと思うんですが、その津

堅島に関してはいかがでしょうか。

○與儀尚情報基盤整備課長 小規模離島の中では、

津堅島であったり、久高島であったりというところ

がまだ光ファイバー網が未整備の状況であるという

ふうに認識しております。

超高速ブロードバンドを整備するに当たっては、

その基盤となる海底光ケーブルなどの整備費用が多

額であることや、整備後の維持管理費の負担などが

課題となります。

そのため、国や地元市町村、民間事業者などと連

携して、整備主体、財源の確保、維持管理の在り方

など意見交換を図りながら、条件が整った地域から

順次整備に取り組んでおります。

引き続き津堅島や久高島においても、これらの課

題を解消し、整備に着手できるように現在―先月

も意見交換をしているところなので、そのように今

後も取り組んでまいりたいと考えております。

○仲田弘毅委員 ありがとうございます。

関連してお聞きいたしますけれども、離島地域に

おける５Ｇ対応の普及状況がどうなっているか、お

聞きしたいと思います。

○與儀尚情報基盤整備課長 各通信事業者における

最新の５Ｇの整備状況については、非公表となって

いる―公表はされていない状況ではありますが、

国においては、５Ｇの基盤展開率を令和２年度末の

16.5％から令和５年度末までに98％まで高める計画

となっております。

事業者においては、それぞれ５Ｇの開設計画の申

請時―令和元年度ですけれど、それぞれ計画とい

うのを出されていまして、それは公開されているも

のになっておりますので、例えば沖縄県内であった

らこの４つのキャリアがそれぞれ89％であったり

50％であったり、56％みたいなことが、令和６年度

末までにそういった整備をするということになって

おりまして、各キャリアが現在そういったところに、

鋭意取り組んでいる状況だと認識しております。

県においてもデジタル社会への推進により、離島

における通信需要が今後増加することが想定されま

すので、久米島地区であったり先島地区において、

通信事業者の５Ｇ基地局整備などによる、通信需要

の増に対応するために、現在県が所有する通信設備

の高度化事業などに取り組んでいるところでありま

す。

引き続き通信事業者などと連携しながら５Ｇなど、

次世代情報通信環境の整備に取り組んでまいりたい

と考えております。

○仲田弘毅委員 このような環境整備をしっかりや

ることが移住定住促進事業との兼ね合いも含めて、

例えば、東京在の人間が、沖縄県の各離島に移住し

て、東京と全く同じ仕事をお互いの各離島で仕事が

できるような体制づくりにつながっていくというふ

うに考えていますので、企画部の大きな仕事だとい

うふうに考えていますから、ぜひ頑張ってください。

○又吉清義委員長 以上で企画部関係事項に対する

質疑を終結いたします。

先ほど、國仲委員の質疑に対する答弁で、市町村

課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、

発言を許します。

森田賢市町村課長。

○森田賢市町村課長 すみません、先ほど國仲委員

の質問の市町村振興資金の合併市町村の振興の中で、

南城市の小学校支援と申し上げたのですが、八重瀬

町の誤りでございました。

失礼いたしました。

○又吉清義委員長 よろしいでしょうか。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。事務局から総括質

疑の取扱いについて説明があった。）
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○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括質疑につ

いて、各総括質疑ごとに、これを提起しようとする

委員から、改めてその理由を説明した後、当該総括

質疑を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑（委員会協議用）の順番でお

願いいたします。

まず、第１項目、花城委員から説明になります。

○花城大輔委員 過去最高の財政調整基金が積み立

てられたことについて、本来であればこれは県民の

救済で使うべきだったのではないかということを知

事に質問させていただきたいということで提起させ

ていただきたいと思います。

○又吉清義委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 反対の意見はありませんので、

意見なしと認めます。

次に、項目２です。

仲田委員のほうからお願いいたします。

○仲田弘毅委員 同じく、例年にない財政調整基金

の積立てについてでありますが、今現在、沖縄県が

経済的にひっ迫しているような状況で、その財政基

金が増額になった分を県民に予算化すべきだという

ことで、その総括質疑事項ということで知事に質問

をしていただきたい。

以上です。

○又吉清義委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

引き続き當間委員からお願いいたします。

○當間盛夫委員 私立学校の補助事業に関して、令

和３年で学校施設に関する分を終了しているんです

が、これからＩＣＴの環境整備とか、私立には公立

のような予算がないので、学校運営に関してはです

ね。これしっかりと充実させる必要があると思って

いますので、その辺はやっぱりトップの知事の考え

方をお聞きしたいなと思っておりますのでよろしく

お願いします。

○又吉清義委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

同じく、當間盛夫委員よりお願いいたします。

○當間盛夫委員 ワシントン駐在に関しては、約５億

の予算を使う中で、委託費という部分で、向こうの

ロビイストなのかコンサルなのかちょっと私も明確

ではないんですが、不透明というところもあります。

効果がどうあるのかということも疑問であります

ので、これはまた知事に基地問題という中での在り

方ということです。

予算の使い方を含めた部分をお聞きしたいなと

思っております。

○又吉清義委員長 反対の御意見はありませんか。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 私も質疑の中でワシントン駐在員

活動事業の成果について伺わせていただきましたけ

れども、近年、徐々にというか、かなり成果を上げ

てきているというのもありまして、アメリカ国内の

中でもいろいろな活動が活発な事業になっていると

いうことも認められるようなデータも出ておりまし

た。

そういう中にあって、成果も出ているわけですか

ら、これは知事に聞く内容ではないのかなと思って

反対意見とさせていただきたいと思います。

○又吉清義委員長 以上で、総括質疑に係る提起理

由の説明と反対意見の表明を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、総括質疑の必要性及び整理等の

ついて協議した結果、花城委員と仲田委員

の財政調整基金についての項目を１つにま

とめ、３項目について報告することで意見

の一致を見た。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

○又吉清義委員長 次に、特に皆さん申し出たい事

項について御意見がありましたら挙手の上、御発言

をお願いいたします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

結いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調整における決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。
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よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月25日火曜日正午ま

でにタブレットに格納することにより決算特別委員

に配付することになっています。

また、決算特別委員の皆様は、10月26日水曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定となって

おります。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

ありがとうございました。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 又 吉 清 義
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令 和 ４ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和４年10月21日 (金曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午後２時52分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県一般会計決算

第６回議会 の認定について（農林水産部及

認定第１号 び文化観光スポーツ部所管分）

２ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県農業改良資金

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

３ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県沿岸漁業改善

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第８号 て

４ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県中央卸売市場

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

５ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県林業・木材産

第６回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第10号 について

６ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 大 浜 一 郎君

副委員長 大 城 憲 幸君

委 員 西 銘 啓史郎君 島 袋 大君

委 員 上 里 善 清君 玉 城 武 光君

委 員 仲 村 未 央さん 次呂久 成 崇君

委 員 赤 嶺 昇君

欠席委員

委 員 新 垣 新君 中 川 京 貴君

委 員 山 内 末 子さん

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である山内末

子さんは調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 崎 原 盛 光君

農 林 水 産 総 務 課 長 新 城 和 久君

農林水産総務課研究企画監 安 田 宗 伸君

流通・加工推進課長 久保田 圭君

農 政 経 済 課 長 長 嶺 和 弥君

営 農 支 援 課 長 能 登 拓君

園 芸 振 興 課 長 久保田 一 史君

糖 業 農 産 課 長 嘉 陽 稔君

畜 産 課 班 長 長 利 真 幸君

畜 産 課 班 長 照 屋 亮君

森 林 管 理 課 長 近 藤 博 夫君

漁 港 漁 場 課 長 仲 地 克 洋君

商工労働部マーケティング
宮 国 順 英君

戦 略 推 進 課 班 長

文化観光スポーツ部長 宮 城 嗣 吉君

観 光 政 策 統 括 監 真 鳥 洋 企君

観 光 政 策 課 長 金 城 康 司君

観 光 振 興 課 長 大 城 清 剛君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 白 井 勝 也君

文 化 振 興 課 長 松 堂 徳 明君

空 手 振 興 課 長 佐和田 勇 人君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 嘉 数 晃君

交流推進課参事兼課長 上 地 聡君

3ii4

○大浜一郎委員長 ただいまから、経済労働委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和４年第

６回議会認定第１号、同認定第２号、同認定第８号

から同認定第10号の決算５件及び決算調査報告書記

載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び文化観光

スポーツ部長の出席を求めております。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係決

算事項の概要の説明を求めます。

崎原盛光農林水産部長。

○崎原盛光農林水産部長 それでは、農林水産部関

係の令和３年度歳入歳出決算について、その概要を

説明させていただきます。

本日はタブレットに掲載されております令和３年

度歳入歳出決算説明資料により御説明をさせていた

だきます。

経済労働委員会記録（第２号）
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それでは、農林水産部の令和３年度歳入歳出決算

説明資料を御覧ください。

１ページです。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳入

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳入の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますけれども、予算現額615億

3188万2181円に対し、調定額439億7847万2288円、収

入済額435億6588万8557円、不納欠損額430万5000円、

収入未済額４億827万8731円で、調定額に対する収入

済額の割合である収入比率は99.1％となっておりま

す。

２ページをお願いいたします。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳出

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳出の合計につきまして

は、予算現額772億9440万5082円に対し、支出済額

555億3914万9980円、予算現額に対する支出済額の割

合である執行率は71.9％で、翌年度繰越額186億

9867万5161円、不用額30億5657万9941円となってお

ります。

次に、一般会計の歳入歳出決算について御説明い

たします。

３ページをお願いいたします。

まず、歳入について御説明いたします。

予算現額610億8284万4181円に対し、調定額426億

7403万9319円、収入済額426億5995万5803円、不納欠

損額０円、収入未済額1408万3516円で、収入比率は

99.97％となっております。

歳出科目についてですが、（款）分担金及び負担金、

（款）使用料及び手数料、（款）国庫支出金。４ペー

ジになります、（款）財産収入。５ページになります、

（款）繰入金、（款）諸収入、（款）県債となってお

ります。

収入未済額について御説明をいたします。

５ページの表頭の右側のＥ欄になります。

（款）諸収入（目）違約金及び延納利息は1408万

3516円でございます。

６ページをお願いいたします。

次に、歳出について説明いたします。

予算現額768億4536万7082円に対し、支出済額551億

3471万8161円、執行率71.7％、翌年度繰越額186億

9867万5161円、不用額30億1197万3760円となってお

ります。

予算科目の（項）別に申し上げますと、（項）農業

費につきましては、表頭のＡ欄になります。

予算現額181億3710万6000円に対し、支出済額157億

7504万9840円、執行率87.0％、翌年度繰越額11億

9657万500円、不用額11億6548万5660円となっており

ます。

次に、下から４行目の（項）畜産業費につきまし

ては、予算現額40億969万962円に対し、支出済額30億

3943万1214円、執行率75.8％、翌年度繰越額７億

7040万7810円、不用額１億9985万1938円となってお

ります。

７ページをお願いいたします。

（項）農地費につきましては、予算現額376億6025万

3970円に対し、支出済額246億2354万1310円、執行率

65.4％、翌年度繰越額127億3981万4850円、不用額２億

9689万7810円となっております。

次に、表の中段の（項）林業費についてです。予

算現額24億3453万3450円に対し、支出済額17億8624万

3222円、執行率73.4％、翌年度繰越額５億6991万

2200円、不用額7837万8028円となっております。

８ページをお願いいたします。

（項）水産業費につきましては、予算現額130億

4998万7200円に対し、支出済額97億2560万3355円、

執行率74.5％、翌年度繰越額30億4456万6821円、不

用額２億7981万7024円となっております。

次に、（款）災害復旧費の（項）農林水産施設災害

復旧費につきましては、予算現額15億5379万5500円

に対し、支出済額１億8484万9220円、執行率11.9％、

翌年度繰越額３億7740万2980円、不用額９億9154万

3300円となっております。

以上、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明いた

しました。

９ページをお願いいたします。

次に、農林水産部の所管する特別会計の歳入歳出

決算の概要について御説明をいたします。

まず、農業改良資金特別会計について御説明いた

します。

歳入につきましては、予算現額5075万8000円に対

し、調定額４億6488万5618円、収入済額１億3839万

8446円、収入未済額３億2648万7172円、収入比率は

29.8％となっております。

収入未済額の主なものにつきましては、（款）諸収

入の（目）農林水産業費貸付金元利収入の２億4768万

7258円で、貸付金の償還が延滞となっていることに

よるものであります。

10ページをお願いいたします。

歳出につきましては、予算現額5075万8000円に対

し、支出済額4553万680円、執行率89.7％、不用額522万

7320円となっております。不用額の主なものにつき

ましては、（目）管理指導事務費の401万1651円で、
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委託料の執行残等によるものでございます。

11ページをお願いいたします。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計について説明を

いたします。

歳入につきましては、予算現額117万1000円に対し、

調定額３億4358万5456円、収入済額３億1148万

1037円、収入未済額3210万4419円で、収入比率は

90.7％となっております。収入未済額の主なものに

つきましては、（款）諸収入の（目）農林水産業費貸

付金元利収入の3199万5969円で、貸付金の償還が延

滞となっていることによるものであります。

12ページをお願いします。

歳出につきましては、予算現額117万1000円に対し、

支出済額40万9648円、執行率35.0％、不用額76万

1352円となっております。不用額につきましては、

全額が（目）管理指導事務費であり、主に委託料の

執行残等によるものであります。

13ページをお願いいたします。

次に、中央卸売市場事業特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、予算現額３億8130万9000円

に対し、調定額３億6505万8710円、収入済額３億

5917万8283円、収入未済額588万427円で、収入比率

は98.4％となっております。

収入未済額の主なものにつきましては、（目）市場

使用料の296万8200円で、使用料の支払いが延滞と

なっていることによるものであります。

資料の14ページをお願いいたします。

歳出につきましては、予算現額３億8130万9000円

に対し、支出済額３億5819万2491円、執行率93.9％、

不用額2311万6509円となっております。不用額の主

なものにつきましては、（目）中央卸売市場管理費の

2311万5559円で、職員手当の減等によるものであり

ます。

15ページをお願いいたします。

次に、林業・木材産業改善資金特別会計について

御説明いたします。

歳入につきましては、予算現額1580万円に対し、

調定額１億3090万3185円、収入済額9687万4988円、

不納欠損額430万5000円、収入未済額2972万3197円で、

収入比率は74.0％となっております。

収入未済額の主なものにつきましては、（目）違約

金及び延滞延納利息の1594万8531円で、違約金が未

納となっていることによるものであります。

16ページをお願いいたします。

歳出につきましては、予算現額1580万円に対し、

支出済額29万9000円、執行率1.9％、不用額1550万

1000円となっております。不用額の主なものは、（目）

貸付事業費の1500万円で、新規貸付がなかったこと

によるものであります。

以上、農林水産部関係の令和３年度一般会計及び

特別会計の決算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長 農林水産部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算の審査等に関する基本的事項に従って

行うことといたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決議議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いをいたします。

また、質疑に関しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うようにお願いいた

します。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに農林水産部関係決算事

項に対する質疑を行います。

上里善清委員。

○上里善清委員 まず、決算の総括表からお聞きし

ます。

翌年度繰越しが186億ということなんですが、

ちょっと額があまりにも大き過ぎるので、主なもの

でいいです。どういったものが繰越しになったのか

御説明してください。

○新城和久農林水産総務課長 令和３年度の繰越額

は約187億円ございますが、その主な内容といたしま

して水利施設整備事業、補助金事業ですが、これが

約33億円ほど。それから、農地整備事業が約25億

4000万ほど、農業農村整備事業やあと漁港漁場整備

事業の水産基盤整備事業等で合わせて約127億円を繰
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り越しております。繰越額の約７割近くを占めてお

ります。

○上里善清委員 これは翌年度、この事業というの

は執行するという形になるんでしょうかね。

○新城和久農林水産総務課長 そういうことでござ

います。

○上里善清委員 あと、不用額が30億ぐらいありま

すね。これはどういうことが主なものですかね。

○新城和久農林水産総務課長 不用額の主なものに

つきましては、漁港漁場災害復旧事業、補助金事業

ですが、これは軽石対策で、県事業の県管理漁港27漁

港ございますが、その被害を想定して予算計上した

ところでございますが、最終的には５漁港の被害に

とどまったことから約８億円ほど不用になっており

ます。

それからもう一つは病害虫特別防除事業ですが、

これが昨年の５月以降、本島中南部や先島地方を中

心にミカンコミバエの誘殺が続きましたが、そのた

めに予算計上しておりましたが、年明け以降もこの

誘殺を続ける必要がございましたので、結果的に不

用となって２億7000万ほど不用が生じたところでご

ざいます。

○上里善清委員 ちょっとお聞きしたいんですが、

軽石の問題ですけどね、沿岸とかにちょっとまだ見

受けられるんですよ、軽石。私、与那原海岸とか西

原海岸をよく通るんですけど、まだちょくちょくあ

るもんで、この処理というのはもう完全に今のとこ

ろ終わりという形になるんですか。

○仲地克洋漁港漁場課長 県内には52の海岸保全区

域、漁港海岸がございまして、漁港のほうの海岸で

ございますけれども、そのうち半分ほどは海岸への

漂着状況は確認しております。海岸につきましては

漁港海岸以外も、農林海岸または土木の海岸等ござ

いまして、その海岸については環境省の補助事業を

活用しまして、今後も引き続き陸上部、砂浜等に漂

着しているごみは―ボランティアまたは地域の活

動等で採取された軽石については今後引き続き処分、

撤去していく考えでございます。

○上里善清委員 次、主要施策からちょっと質問し

ていきます。

185ページ、地産地消マルチブランド戦略事業とい

うやつですけど、執行率がちょっと悪い感じするん

ですがね。学校やホテルに沖縄県産の商品を卸すと

いう事業だと思うんですが、ホテルとか学校の使用

率みたいなのは分かりますかね。

○久保田圭流通・加工推進課長 令和２年度の地産

地消マルチブランド戦略事業における調査の結果で

すけれども、県内のホテルにおける野菜や果物等64品

目の県産食材利用状況調査の結果では、県内の地区

別、規模別に抽出した31施設からの回答では26.5％

となっております。また、調査の結果では、県産食

材の取扱いを増やしたいとの回答は９割と高いこと

から、今後ホテルの仕入れ担当やシェフに対し、県

産食材の旬、その調理法などの情報を提供し、県産

食材の理解を促進する取組が必要だと考えておりま

す。

また、同年度における学校給食における野菜や果

物等38品目の県産食材利用状況調査の結果は27.3％

となっており、令和元年度から0.3％増加したものの、

平成24年度の34％をピークに減少傾向にあります。

その主な理由としましては、限られた時間に大量調

理が求められる学校給食におきまして、予算ですと

か規格等の条件に合った県産食材を確保することが

困難であること、また、仕入れや献立を決定する栄

養教諭等の県産食材の理解を促進する必要があるこ

となどが挙げられております。

以上になります。

○上里善清委員 使用率が非常に低いような感じす

るんですよね。

この農産物なんですが、私もちょっと農業をした

経験がありまして、ちょっとだけ曲がっていたら規

格外という形でＣ商品になるんですよ。そういった

ものをこういったホテルとか学校給食にうまく活用

できんもんかねと思うんですが、この辺の取組はど

んなですかね。

○久保田圭流通・加工推進課長 昨年度の学校給食

の中におきまして、県産食材を提供しましたモデル

事業といいますか、マッチングを図っているところ

にはなっております。その中で昨年度はニンジンの

Ｃ品を学校給食に使っていただくという形でやって

はいるんですけれども、どうしても傷とかがありま

して加工に手間がかかるといったところがありまし

て、大量に調理しないといけないといったところで

なかなか学校給食だと使いにくい。あらかじめカッ

トしたものを提供するですとか、また学校給食でど

うしても現場で調理するとなりましたら、廃棄率を

見込んだある程度廃棄物を上乗せした量を提供しな

いといけないといった課題がありまして、その課題

がまだ残っているといった状況になっております。

以上です。

○上里善清委員 分かりました。

次行きましょうね。191ページ、新規就農者の育成

確保対策というやつですけど、この事業でどれぐら

い就農された方がいるのかですね。これは就農促進
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ですよね、ある意味では。育成して確保するという

ことですので、実績としてはどんなですか。平成24年

度から始まっているので延べでもいいんですが、何

名ぐらいの方が就農されたのか分かるのであればお

願いします。

○能登拓営農支援課長 新規就農者の実績というこ

とですが、平成24年度以降、毎年おおむね300名以上

の方が就農しておりまして、令和３年度までの10年

間で合計で3147名、新規で就農をしております。

○上里善清委員 就農するに当たっていつも課題に

なるのが、面積なんですよ。耕作放棄されている土

地を有効活用させるということで、この事業、僕ら

のところでもやったことあるんですが、農地を集積

するということはどういう取組がありますかね。

○長嶺和弥農政経済課長 農地の集積については、

県では農地中間管理事業という事業を行っておりま

す。農地中間管理事業がどのような事業かというこ

とになりますが、沖縄県農業振興公社を県では農地

中間管理機構として指定しています。農地中間管理

機構が高齢の農家さんですとか規模を縮小していき

たいという農家さんから農地を借り上げて、公募に

よって認定された認定農業者ですとか、認定新規就

農者ですとか、農地を求めている方に対して農地の

貸付けを行う事業を実施しています。

以上です。

○上里善清委員 どうしても新規就農するに当たっ

て、ある程度やっぱり収入が得られるというあれが

ないとなかなか続けられないと思うんですよ。ある

意味では、まとまった土地があれば若い者も就農し

やすいんですよ。その辺の取組をちょっとやってい

ただきたいんですけど、県としてそういう取組はあ

りますかね。

○長嶺和弥農政経済課長 先ほど御紹介しました農

地中間管理事業の中で農家に対しての農地の貸付け

を行いますが、その中では認定就農者のほかに、市

町村が新規就農者にぜひ農地を貸し付けてほしいと

いう推薦があれば、その新規就農者に対して優先的

に貸し付けるような取組を行っております。

○上里善清委員 分かりました。

次行きましょうね。201ページです。県産農林水産

物輸出体制構築事業というやつですが、私がちょっ

と今思うことは、円安が進んでいるということは輸

出にはプラスなんですよ。輸入するにはちょっとき

ついんですがね。海外輸出ということを視野に置い

て振興を図っていただきたいんですが、その辺の考

え方はどんなですかね、県の。

○久保田圭流通・加工推進課長 県の農林水産物輸

出における基本的な考え方といたしましては、輸出

に当たっての主な課題であります安定供給の確保、

輸送時の品質保持、流通体制の構築など、対応可能

な国や地域を対象に海外市場のニーズや商品規制等

に基づく品目やターゲット等の絞り込みによる効果

的なプロモーションと、海外展開支援等により国際

物流ハブ機能を活用した海外輸出の強化に取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

また、委員がおっしゃっていたように現在の円安

につきましては、価格競争力を高められることから、

課題であります輸出先国での類似農産物との競合に

おいて、県産農林水産物の優れた品質の認知を高め

るに当たって追い風たるものというふうに考えてお

ります。

以上になります。

○上里善清委員 今の円安はチャンスだと思います

ので、ひとつ強力に取り組んでください。

あと207ページなんですが、これは赤土問題ですけ

ど、今県が取り組んでいるものが有効になっている

のか。よく海岸沿いを見たら真っ赤っかなもんです

から、ぜひこの取組は強化せんとますます海が悲惨

な状況になりそうな感じでですね。この赤土問題、

どのように考えていますか。

○能登拓営農支援課長 県では赤土等の流出防止対

策としまして、圃場の勾配修正、それから排水路の

整備、沈砂池の設置などの土木的な対策を行うとと

もに、営農的な対策としまして赤土等流出防止営農

対策促進事業によるグリーンベルトの設置ですとか、

コーディネーターの配置、それから土壌保全の日な

どのイベントの開催による意識啓発などに取り組ん

でいるところでございます。

○上里善清委員 アメリカの穀倉地帯といいますか、

化学肥料を使ったおかげで土地が剝げてしまって、

大雨が降るとみんな表土が流されてしまうという被

害が最近続発しているんですよ。沖縄のこの赤土問

題もちょっと似たようなところがあるので。

実を言うと、最近耕さない農業というのが注目さ

れているんですよ。どうしても保水し切れないから

表土が流れてしまうと。だから耕さなければ菌が発

生して、この表土がなかなか剝げないという効果が

あるらしいんですよ。そういったことも推奨すべき

じゃないかと私は思うんですが、どんなでしょうか。

○能登拓営農支援課長 赤土等の流出防止対策とし

まして、先ほど申し上げましたとおり赤土等流出防

止営農対策促進事業で緑肥作物の栽培ですとかグ

リーンベルトの設置などを行っているところですが、

それ以外にも県の農業研究センターのほうではこれ
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までにサトウキビにおいて、春植えですとか、夏植

えの浸食時の減耕起栽培―耕す量を減らす減耕起

栽培ですとか、それから株出し時における中耕・培

土作業の省略といったことについても検討を行って

いるところでございまして、その中で赤土の流出防

止に対して一定の効果があるというような成果も確

認をしているところでございます。

ただ一方で、雑草対策ですとか、あとは収量の低

下といった課題も指摘をされているところでござい

ますので、引き続き様々な視点から効果的な対策に

ついて検討してまいりたいというふうに考えており

ます。

○大浜一郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 185ページ、先ほどこの利用の状況

が少し減少しているという答弁がありましたけど、

そこの課題は何ですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 県内ホテルですと

か学校給食における利用率の課題におきましては、

まず、学校給食におきましては予算面ですとか、商

品の規格といった条件に合った県産食材を確保する

ことが困難であるといったことですとか、あとホテ

ルや学校給食に共通することですけれども、ホテル

の担当者ですとか栄養教諭等、その献立を考える方

々に対して県産食材の理解促進が必要であるという

ことが挙げられております。

以上です。

○玉城武光委員 県内の食材を使う上で、地産地消

ですよね。これを高めるということが非常に大事に

なっていて、取り組んできて、皆さんが努力してい

るのに減ってきていると。要するに減少している、

利用率がね。これをもっと強化する必要があるんじゃ

ないかなということを思っているんですが、今後の

取組をちょっとお聞かせください。

○久保田圭流通・加工推進課長 まず今年度の取組

ですけれども、ホテルはこれまで利用率の調査といっ

たものが中心になっておりましたので、やはりマッ

チングを強化していきたいということになりまして、

調査の際に県産食材を利用したいというホテルの意

向を把握した上で、要望のあったホテルに対して県

産食材の情報提供を強化しているといったところに

なっております。

また、今後の取組、方向性としましては、やはり

学校給食といったところでなかなか食材費の制約と

かもございますけれども、やはり学校教諭に対しま

してもその情報提供が不十分であるといったところ

がありますので、県産食材の旬ですとか、そういっ

たものをあらかじめ事前に提供していくといった取

組をしてまいりまして、その理解促進に努めている

といったところになっております。

以上になります。

○玉城武光委員 学校給食における利用状況はどう

なっていますか。

○久保田圭流通・加工推進課長 令和２年度におけ

ます学校給食ですけれども、学校給食と言いまして

も全ての品目ではなくて、学校給食に使う野菜や果

物など38品目の県産食材の利用状況を調査した結果

になりますけれども、令和２年度では27.3％となっ

ておりまして、平成24年度の34％をピークに減少傾

向が続いているといった状況になっております。

○玉城武光委員 利用の品目が減っている―増や

せる可能性はありますか。

○久保田圭流通・加工推進課長 おおむね今現状把

握しているものとしましては、野菜と果実、畜産物、

水産物といったカテゴリーで捉えているんですけれ

ども、その中で伸びているものとしましては、令和

２年度では果実ですとか水産物が伸びてきていると

いった状況にございます。それ以外にもやはり学校

給食で使えるもの、その供給といった課題もありま

すので、そういったものをどのような供給ができる

かといったところは、栄養教諭の研修会等を通じて

周知を図るとともに、ニーズの把握にも努めていき

たいというふうに考えております。

以上になります。

○玉城武光委員 学校給食の場合、各市町村によっ

てアンバランスがあるんですか。それとも均一で利

用しているのか、そこら辺分かりますか。

○久保田圭流通・加工推進課長 すみません、手元

にちょっと詳細な資料はございませんけれども、市

町村によって大分ばらつきはあるといった状況に

なっております。

○玉城武光委員 では次ですね。187ページ、災害に

強い高機能型栽培施設の導入推進事業の翌年度繰越

額が大きく増えた、増額になったその要因をお聞か

せください。

○久保田一史園芸振興課長 翌年度に今回繰越しが

多かった理由についてですけれども、事業のほうの

説明からさせていただきますけれども、自然災害や

気候変動に左右されず、定時、定量、定品質の出荷

に対応できる原産地を形成するため、一括交付金を

活用して平成24年度から強化型パイプハウスや平張

り施設の整備を実施しております。

令和３年度では２年度の繰越分３地区に加えて、

生産者等から要望がありました11地区、計８市町村

14地区を計画しておりました。しかし、計画策定へ
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の進捗を考慮いたしまして、取下げの地区であった

り地区の入替え等がありまして、最終的には７市町

村10地区での実施となっております。

その繰越しの要因についてなんですけれども、近

年の資材価格高騰による自己負担への増加、それに

対する懸念からの取下げであったり、計画の再調整

等がありました。あと新型コロナ等の影響がありま

して、なかなか集まって調整ができないということ

がありまして、策定に時間を要したために繰越しと

いうものがありました。また、取下げということが

あった場合に地区の入替え等もあります。入札残も

ありますので、その予算枠をしっかりやっぱり不用

を出さないため使いたいということで、要望のある

地区の前倒しでの調整、実施のほうがなかなか、やっ

たんですけれども年度末までに間に合わなくて、繰

越しという形になりまして、現年に関しては執行率

が低い状況となっております。

ただ、不用額につきましては最終予算の約1.7％に

とどまっておりますので、予算のほうは有効に活用

して、施設設備の推進に寄与できたと考えておりま

す。

○玉城武光委員 いろいろな要因で取り下げた方々

もいらっしゃる。そういう方々がいて、翌年度の繰

越しという形になったという説明なんですが、計画

段階からそういうことは予想されますから、そこに

対する指導、周知徹底をお願いしたいと思います。

次に189ページ、気候変動対応型果樹農業技術開発

事業の成果と効果について伺います。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 この事業に

つきましては、本県の亜熱帯性気候を生かしたマン

ゴーでありますとかパイナップルなど、本土と異な

る熱帯果樹等々の品目を材料としまして研究開発を

しているところですが、昨今、近年の夏秋季の高温、

また冬春季の低温、また台風などの気象変動によっ

て、着花、花のつき、実のつきの不良、また果実品

質の低下、病害虫の多発などの問題が生じているも

のに対応するため研究開発を行っているところです。

この中で、１つはマンゴーにおける加温関連装置

を活用した栽培技術、着花の安定化、また収穫時期

の早期化、技術の開発、またパイナップルにおいて

は、自動開閉装置を活用したビニールハウスの温度

管理による収穫の前進化、あとアテモヤなどの熱帯

果実の仕立て方法や育苗方法の開発、貯蔵特性の解

明などを行っております。また、新品種育成の基礎

となりますパイナップルやマンゴーのゲノム解読な

どを実施しまして、ＤＮＡマーカーの選抜のための

簡易ＤＮＡの抽出方法などの開発などを実施してき

たところでございます。

○玉城武光委員 この開発、要するに技術開発は県

の機関でやっているんですか。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 県の農業研

究センター、糸満にあります本所、それと名護にあ

ります名護支所を中心に行ってきております。

○玉城武光委員 気候変動に対応しなければいけな

いという気候変動の危機がありますから、ぜひ頑張っ

ていただきたい。

191ページ、新規就農者の育成確保対策の執行率、

不用額、翌年度繰越額の要因は上里委員のところで

説明していたんですが、私はこの中の沖縄県新規就

農一貫支援事業の研修生の受入れ、農家の支援がゼ

ロになっている、いないということになっているん

ですが、その要因は何ですか。

○能登拓営農支援課長 沖縄県新規就農一貫支援事

業につきましては、市町村や出荷団体等の関係機関

から要望調査を行ったり、ヒアリングに基づいて計

画を定めているところですが、昨年度につきまして

は研修生を受け入れいただくこの農家に対する支援、

これについては要望がございませんで、結果として

ゼロというような状況になってございます。

○玉城武光委員 何でゼロになったんですか。

○能登拓営農支援課長 もともとはこの事業、数年

前は10名程度の実績があるところなんですが、昨今

のコロナの関係で研修の受入れ自体が非常に難しく

なってきているというようなことと、それから研修

の受入れに当たって、受入れていただく農家の方に

も少し詳細なカリキュラムを作成していかないとい

けないというようなこともあって、この２年ほどは

利用状況が少なくなっているということでございま

す。

○玉城武光委員 コロナとかいろいろなことがあっ

てということなんですが、この研修生を受け入れる

農家をぜひ増やしてほしいということです。

次に、就農定着の強化・スタートアップ支援の推

進の概要について教えてください。

○能登拓営農支援課長 沖縄県新規就農一貫支援事

業の中のスタートアップ支援の推進につきましては、

新規就農者の就農定着を目的としまして、経営安定

に必要となる農業機械や施設などの初期導入の費用

に対して一部助成を行ってございます。

令和３年度につきましては、15市町村において27名

の新規就農者を対象に支援を行ったところでござい

ます。

○玉城武光委員 予算として４億3717万8000円とい

うことなんですが、準備型で農機具のトラクターと



－251－

か、そういう購入に対する補助ですよね。その補助

できるメニューはどんなものですかね。

○能登拓営農支援課長 基本的には農業を開始する

に当たって必要となる施設として、強化型のパイプ

ハウスですとか平張りのハウス、それから機械の関

係で言いますとトラクターなど広く対象にしており

ます。基本的には補助率80％以内で、補助額の上限

800万円というふうに定めて支援をさせていただいて

おります。

○玉城武光委員 そういう就農者への支援、ぜひもっ

と強化してもらいたいということです。

次は、沖縄型レンタル農場設置事業というのがあ

るんですが、その概要をお伺いいたします。

○能登拓営農支援課長 沖縄型レンタル農場設置事

業につきましては、新たに農業に参入しようとする

意欲ある就農希望者に対して、実践的な農業経営を

開始するための施設及び機械を市町村ですとか出荷

団体が貸付けを行う場合に、その整備に係る費用を

県のほうから補助をするという事業となっておりま

す。

これまで県内５か所に設置をしたところでありま

して、令和３年度につきましてはうるま市において

１か所設置を行っております。

○玉城武光委員 このレンタルという方式なんです

が、農場を整備するのは県が整備して、レンタルで

貸すということなんですか。

○能登拓営農支援課長 レンタル農場自体の整備に

つきましては、市町村ですとかＪＡなどの農業団体

に行っていただきます。市町村、団体が行う整備に

対して県が支援をするという仕組みになっておりま

す。

○玉城武光委員 どんな割合で支援するんですか、

補助率とかそういうのは。

○能登拓営農支援課長 補助率につきましては基本

的に定額ということになっておりますので、全額補

助をさせていただいております。

○玉城武光委員 この定額というのは決められた年

度の予算の定額ということで、ちなみに幾らですか。

○能登拓営農支援課長 令和３年度につきましては、

うるま市におきまして野菜のハウスを858平米整備し

たところですが、これに係る事業費として1232万円

補助を行ったところでございます。

○大浜一郎委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 皆さんお聞きですけど、学校給食

の県産物の利用状況ということで皆さん調査をされ

て、その調査の結果報告書なども出されているので、

それを少し見ているんですけどね。この利用率は重

量ベースで出されているんですけれども、例えば重

たい野菜、カボチャとかトウガンとか、そういうも

のの利用が多くなれば県産利用率が上がるというこ

とになっちゃうので、重量ベースで評価をするもの

なんですか、県産食材の利用率というのは。

○久保田圭流通・加工推進課長 現状の調査といた

しましては重量ベースで取っているということにな

りますので、委員がおっしゃるように重量のあるも

の、そういったものの使用率が高まれば県産食材の

利用率といったものが高まるといったことになって

おります。

実際、その低い理由といたしましても、重量があ

りますタマネギとかジャガイモ、大根といったもの

とかの県産食材の供給率、利用率が低いといったと

ころがこのような数字になって現れているのかなと

いうふうに考えております。

○仲村未央委員 重量ベースじゃなくて品目ベース

にしないのはなぜなのかですね。要は品目に対して

県産食材がどれぐらい使用できているのかというこ

とにしない理由は何なんですか。重量ベースにする

というこの理由。

○久保田圭流通・加工推進課長 すみません、なぜ

金額ベースで取らないのかというところは、ちょっ

と特に答えというのは今のところは持ち合わせてい

ないんですけれども、ただ別途、国の調査があるん

ですけど、国の中では文科省がやっているところで

すけれども、調査の手法は異なりまして、品目数で

すとかあとは金額ベースといったものを、それぞれ

の都道府県別ですとか国産品といったところの統計

を取っているものがございます。

○仲村未央委員 少しよく分からないので、要はそ

の利用ということを見るときに、お野菜とかいろん

な多岐にわたる食材がいかに地元産が使われている

かということに皆さん興味があると思うので、１種

類がたくさん使われていると利用率が上がるという

調査の仕方だと、なかなか目指している理想の地産

地消というところにたどり着くのかですね。そこは

どのように誘導しようとしているんでしょうか。

○久保田圭流通・加工推進課長 この調査がそのま

ま38の品目にしているといった理由といたしまして

は、これは対象が野菜ですとか果実、畜産物、水産

物といったところになっておりまして、こういった

ところを伸ばしていきたいといったところがありま

す。

例えば主食になります穀類、お米ですとかパンと

か、そういったものはやはり県産で生産されている

ものは極端に少ないので、全体像でやってしまうと
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伸ばしたい品目の数値が取れないといったところが

ありますので、そういったところを加味して、県が

伸ばしたい38品目の状況を把握しているといったと

ころになっております。

以上になります。

○仲村未央委員 そうですね。品目別ではモズクと

かパパイヤとかアーサになれば100％の調達があると

いうことは、結局給食のメニューに非常に左右され

る。沖縄の料理だと当然に沖縄の食材の利用率が上

がるということは、非常に有益だなというふうに、

先ほどもメニュー開発のところでこれは誘導をした

ら非常に有効になるのかなと思ったのと、あとやっ

ぱり先々を見据えて、この調達がどの時期にどれぐ

らいどこで仕入れられるのかという情報が、各市町

村の実際には調達をする給食センターにないと、そ

ういうところにまではなかなか、慣れたところの発

注にとどまってしまうので、ここのマッチングが非

常に肝なのかなという感じがするので、こういった

調達予測みたいなものの情報とかというのは、ここ

までを皆さんは今この事業を通じながら、あるいは

地産地消の推進ということを掲げるときのコーディ

ネートというのは誰がやるんですか。県が誘導しよ

うとしているんですか。市町村任せですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 委員がおっしゃっ

ているどこが県産食材をリードしていくかといった

ところになりますけれども、やはり県としてはその

全体の状況把握をしていって、各市町村にもその調

査結果というのは提供しております。先ほど武光委

員の答弁にお答えしたように市町村別によって大分

ばらつきがございますので、その意識を持っていた

だくという点でも各市町村に調査結果というのをお

返ししているところでありますので、その市町村へ

の取組を促していきたいというふうに考えてはおり

ます。

また一方、その流通状況につきましては、やはり

今私どものほうが把握しているのは先ほど申し上げ

た38品目、４つのカテゴリーだけですので、それ以

外の例えば主食になるものですとか、牛乳ですとか、

そういったところの流通状況までまだ十分把握でき

ていませんので、そういった状況につきましては把

握に努めていきたいというふうに考えております。

以上になります。

○仲村未央委員 各市町村、ニーズが高い事業では

あると思うんですよね。みんな選挙になると公約で

地産地消を推進しますというのはよく掲げてはいる

んですけど、実際にそれを実践しようとすればやっ

ぱり今のような課題にすぐに行き当たりますし、誰

かが本当に熱意を持ってコーディネートをするとい

うことを本気で中心になる構えがないと、各市町村

でなかなかその取組というのは滞った感じで、停滞

感があるのかなという感じがしますので、そこの全

体の取組をどう促していくかというところをぜひま

たさらに工夫をしていただきたいなと。これは教育

委員会との調整が大きいと思いますけれども、そこ

の誰が音頭を取るのかというところをもう少し深掘

りをしていただきたいなというふうに要望します。

宮古製糖、７月の下旬に現場を見に行ったんです

けれども、フィルターが故障したということで、隣

の雑木林に不法投棄をして物すごい環境汚染を生ん

でいるという事案の状況について、どのように把握

されているかお尋ねいたします。

○嘉陽稔糖業農産課長 委員おっしゃるとおり、製

糖機のフィルターが詰まりまして運転できないとい

うところで、そのときに近くの海岸のほう、雑木林

のほうに不法投棄したということであります。

これにつきましては、基本的に保健所の指導でずっ

と動いていまして、その後工場の操業を止めまして

フィルターの一部交換を行いまして、その後保健所

の指導の下に操業を開始したと。そういうこともあ

りまして、操業が遅れたというところがあります。

その後操業が終わりまして、フィルターについては

完全にもう交換してありまして、その後不法投棄し

た残渣については製糖工場の敷地内に一部回収して

いるということで、ただ、その不法投棄によりまし

て木が枯れたりとかそういうのがありまして、その

辺につきましてはまた保健所の指導と、あとそこが

防風林というところもありまして、そこをまた違う

課のほうで今指導しているということでございます。

○仲村未央委員 物すごい悪臭と、それから海岸の

すぐそばですので、海に垂れ流して海の周辺の生物

がたくさん死んでいたとか、写真も見せていただい

たんですけれども。それから島民の皆さんの心配は、

地下水にも影響が出ないかということを非常に懸念

をされていたんですね。

これはやっぱり不法投棄でしたので、突然工場を

止められないということで物すごい量をそのまま横

に投棄をするということだったようですから、そこ

はやっぱり厳重に現場の指導を確認をして、このよ

うな故障の背景も含めて、指定管理者さんですので

その体制の確認とか、やっぱり徹底してここは状況

を把握する必要があるのかなと思いましたけれども、

その辺りの指導等々はいかがでしょうか。

○嘉陽稔糖業農産課長 我々のほうも新聞とか状況

を確認した後は、宮古製糖のほうに指導を行いまし
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て、それとまた各製糖工場、全工場のほうにもこう

いうことがないようにということで文書で通知して

いるところです。

その後は保健所、あと多良間村とも協議しながら、

我々も現地に行きまして確認しまして、次の操業に

向けてそういうことがないかしっかりその辺を確認

していきたいと思っています。

○仲村未央委員 以上です。

○大浜一郎委員長 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 よろしくお願いします。

まず192ページ、成果の報告のところなんですけれ

ども、各委員のほうからもちょっとあるんですけれ

ども、新規就農一貫支援事業なんですけれども、

3000人を上回る3154人ということなんですが、例え

ば圏域ごとの目標数とかというものもあるんでしょ

うか。

○能登拓営農支援課長 新規就農者の目標につきま

しては、県全体で年間300人というような形で目標自

体は設定をしているところですが、各地区ごとに実

際の新規就農者数自体は調査をいたしておりまして、

例えば令和３年度につきましては北部で95名、中部

で36名、南部で95名、宮古44名、八重山43名、合計

313名というようなことになってございます。

○次呂久成崇委員 その中で農地確保が課題となっ

ているということなんですけれども、今圏域ごとに

それぞれ新規就農者数あったんですけれども、特に

この地域、圏域が厳しい状況だとかというようなも

のはあるんでしょうか。

○長嶺和弥農政経済課長 今農地のお話だったかと

思うんですが、耕作放棄地のデータで申し上げます

と、令和２年の荒廃農地、耕作放棄地ですけど、県

全体で3592ヘクタールございました。このうち圏域

別の内訳を申し上げますと、北部地区が1452ヘクター

ル、中部地区が869ヘクタール、南部地区が520ヘク

タール、宮古地区が274ヘクタール、八重山地区が

478ヘクタールという内訳になってございます。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

この農地確保が課題ということではあるんですが、

それぞれの各地域、圏域ごとで、その確保策につい

ての取組というのはどのようになっているんでしょ

うか。

○長嶺和弥農政経済課長 先ほども申し上げました

とおり、農地中間管理事業等を活用して高齢の農家

さんですとかこれから離農するというような形の農

家さんから農地を借り受けて、新規に始めたい方、

規模を拡大したい方に貸し付ける事業をしています。

その中でちょっと一つの課題となっているのが、

農地を貸してほしいんだけれども―出し手と言う

んですが、出し手をどう確保していくかというとこ

ろが一つの課題になっていますが、中間管理機構の

中では現地駐在員ですとか農地調整員という現場で

のコーディネートといいますか、情報収集して借り

たいという農家さんに速やかに貸付けができるよう

な体制を組んで、関係機関と連携しながらそのよう

な対策を取っています。

○次呂久成崇委員 ちょっと要望なんですけれども、

やっぱり新規就農者で農地確保するというのはそう

いう情報がなかなかないもんですから、ずっと農業

をされている方はどの土地が誰々の所有だというこ

とで個人的に借りたりするというのがあるんですけ

れども、なかなか新規就農者に関してはそういう情

報がないものですから、関係機関とぜひそこは連携

して、情報の提供等も含めて農地確保に努めていた

だきたいなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

208ページのほうなんですけれども、自然環境に配

慮した農業で、こちら１点だけです。各地域のほう

で農業環境コーディネーターを設置しているという

ことなんですが、このコーディネーター同士の交流

というのが課題に挙げられているんですけれども、

実際にこの情報の共有体制とかというのがどのよう

になっているかというのをお聞きしたいと思います。

○能登拓営農支援課長 赤土等流出防止対策を推進

するたびに、県では各市町村のほうに環境コーディ

ネーターを配置しまして、それぞれの農家の皆さん

への指導、普及啓発などに取り組んでいただいてお

ります。そのような中で、それぞれのコーディネー

ターの皆さんがお持ちの知見ですとか様々な情報技

術みたいなものを、それぞれの個人の情報とするの

ではなくて、県内全域で共有をしていくといったこ

とが非常に重要だというふうなことがコーディネー

ターの皆さんから指摘を今受けているところでござ

います。

そういった状況を踏まえまして、昨年度まではな

かなかそういったことができなかったので、今年度

以降になりますけれど、皆さんの交流の場を設定い

たしまして、そういう情報交換、さらには人脈を広

めていくといった取組を進めていきたいというふう

に考えております。

○次呂久成崇委員 こちらのほうちょっと要望なん

ですけれども、実は東村のほうに私も視察に行った

ときに、パイン畑の路地のほうで赤土流出防止とし

てサトウキビの葉、バガスですね。それを敷き詰め

てということで、これは肥料にもなりまた流出防止
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にもなるというようなことがあったんですけど、私

たち八重山のほうではそういう活用の仕方というの

はあまり実は知らなかったんですよね。

ですので、コーディネーターをせっかく設置して

いて、その情報共有がなされてないというのであれ

ば少しもったいないなというふうに思ったものです

から、ぜひ今年度、情報共有、また体制も構築をし

ていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ

それはよろしくお願いしたいと思います。

次に210ページになります。サトウキビの生産支援

なんですけれども、現在の機械収穫率というのは何

％か分かりますか。

○嘉陽稔糖業農産課長 ハーベスターの機械収穫率

ですが、平成14年度の37.9％から令和４年期には

84.6％と、46.7ポイント向上しております。

○次呂久成崇委員 地域によってばらつきがあると

いうことなんですけれども、実はこの機械化なんで

すけど、ハーベスターのオペレーターの代金という

のも各地域、圏域ごとによって大分差がありますよ

ね。ですので、かなり機械化は進んではいるんです

けれども、機械化に伴って各地域でこのオペレーター

代というのがかなり農家さんの負担になっていると

いうことで、そこはなかなか地域事情、特殊性もい

ろいろありますので、その代金等について統一する

というのは難しいところがあるのかなというふうに

私自身も思うんですけれども、ただそれにしても、

例えば久米島だと１日6000円とかオペレーター代が

発生するらしいんですよ。１日じゃなくて、これは

トンですかね。ところが実質久米島の土地というの

はとても小さいので、移動とかというのも含めて実

際にオペレーターが収穫をするのは３時間、４時間

だと。だから、移動代で結局はオペレーター代を支

払っているようなもんだというような、少し現地の

農家さんからすれば、ほかのところと比べてなかな

か機械化というのが進まない理由というのは、やっ

ぱりオペレーターのほうに行くお金が農家さんから

すると実際に働いている、収穫をする効率的なこと

を考えると、ちょっと機械化が進むのは自分たちと

してはいかがなものかなというような話もあったも

のですから、ただ、サトウキビ農家さんというのも

今大分高齢化が進んでいますので、そこら辺の対策、

機械化を進めるのは確かにいいんですけれども、そ

れ以外の地域の実情というのも踏まえて、そこら辺

の対策というのは県としてはどのようにお考えなの

かなというのだけお聞きしたいと思います。

○嘉陽稔糖業農産課長 委員おっしゃるとおり、農

家の高齢化に伴って機械化が必要な部分は確かにあ

ります。ただ、今回の石垣のほうでも製糖が遅れた

ということで、晴れていても前日雨が降っていたら

機械が入れられないというところで、その翌日はま

た雨が降って入れないということも続いて収穫がで

きないということもありましたので、この辺は地域

によって大型を入れるのか、中型、小型を入れるの

かとか、あるいは雨のときにどういった収穫体系を

行うのかと。この辺につきましては地域といろいろ

検討しながら、どういう体系がいいのかというのは

ちょっと検討していきたいなと思います。

それと、先ほどありましたオペレーターの料金に

ついては、なかなか県のほうから口を出すことが難

しいものですから、ただ、機械の料金については国

のほうではコストという形で見て、12月にあります

交付金の中に算定はされているという考えは持って

いますので、その辺はまたそういうのも上がってき

ているということで、国のほうには交付金を上げる

ようにこれから要請していきたいと思います。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

次で最後になるんですけれども、213ページ、畜産

の担い手育成のほうに行きたいと思いますが、事業

の効果にある粗飼料基盤の整備なんですけれども、

実際に今県内の飼料自給率というのはどれぐらいな

のか教えていただけますか。

○照屋亮畜産課班長 粗飼料自給率でございますが、

県内の粗飼料自給率についてはちょっと細かな数値

は持ち合わせておりませんが、９割以上、粗飼料に

ついては自給しております。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

これは牧草が主ですかね。

○照屋亮畜産課班長 牧草が主になります。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

今、子牛の競りの価格というのが大分下落をして

いまして、この採算ラインというのが今55万と言わ

れているんですけど、近々の石垣のほうでの競り価

格もその55万を下回るような状況であって、その価

格は下がる、だけど飼料代は上がるというところで、

やはり農家さんが母牛を手放すというような状況が

ちょっと発生をしているものですから、私そこでこ

の飼料の自給率というのが少し気になったものです。

これから若手の育成も含めて考えたときにやはり自

給率というのがとても大事かなというふうに思った

ものですから、今９割ということではあるんですけ

れども、今後は牧草だけじゃなくてやっぱり穀物等

のものも含めて肥育等も含めて、やはりもう少し自

給率というのをしっかりやっていかないといけない

かなというふうに思ったんですけれども、これに関
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して今価格高騰が進んでいる。だけど牛の実際の価

格は下落をしているという状況の中で、県の今後の

対応策というのをどのようにお考えなのかというの

だけお聞きして終わりたいというふうに思います。

○崎原盛光農林水産部長 本答弁の中でもお答えし

たんですが、畜産業界というのは大変厳しい状況だ

と考えておりまして、状況を見ますと、畜種ごとで

も生産費の全体に占める飼料費の割合だとか、流通

形態だとか、取引形態とか、それから経営の逼迫度

合いとか、非常に厳しいと言いながら大分異なるこ

とも想定しております。

これまで畜種ごとに国にはいろんな制度がござい

まして、経営安定対策などが講じられておりますけ

れども、今般の急激な飼料価格高騰、これに対応す

るために県では緊急的に配合飼料、それから粗飼料

の助成も前の補正対策で組んだところであります。

しかしながら、畜産経営ではまだまだ厳しいという

のを聞かされておりますので、先ほどありましたよ

うに畜種ごとに大分状況が異なるのではないかと聞

かされているので、これは関係機関と一緒に細かく

詳細に分析をしまして、これまで行ってきた対策に

まだ何が必要なのかをまたこれからたくさん勉強し

てまいりたいと。そういうふうに考えているところ

であります。

○大浜一郎委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

まず185ページ、先ほど来からある地産地消の件で

すけれども、少し通告していますから答弁の準備も

あったと思いますので―執行率が悪いんだけれど

も、簡単に概要を、これまでの議論はなしにしてい

いですのでお願いします。

○久保田圭流通・加工推進課長 地産地消マルチブ

ランド戦略事業につきましては、幾つかの細事業で

構成しておりまして、１つが学校給食の県産食材利

用率ですとかホテルの食材利用率といったものがご

ざいます。その中の一つとしまして、花と食のフェ

スティバルといいまして例年１月下旬に開催してお

りますけれども、そのイベントの開催に充てる負担

金をこの事業の中で手当てしているところになって

おります。それが昨年は開催を準備しておりますけ

ど、新型コロナウイルス感染症のために開催を見合

せたものですから、それの負担金の執行残が主な理

由というふうになっております。

以上になります。

○大城憲幸委員 ここで言いたいのは２つで、１つ

は、今言う事情は分かるけれども、これも非常に大

事な事業。みんな先ほど来興味を持っているとおり、

そのとおり。だから流用も含めてここはしっかり執

行してほしいなというのが１つと、もう一つは、こ

の学校給食なんかについても、形が悪いからなかな

か活用が難しくてみたいな議論をもう20年前からし

ているさね。こんなのはもうちょっと発想を変えて、

今地産地消じゃなくて地消地産という言葉も出てき

ているぐらいで、やっぱり沖縄県民、子供たちには

しっかりと県産を供給するという仕組みに変えない

といけないと思うんですけれども、課長でも誰でも

いいですけど、地産地消と地消地産の違い、ちょっ

と簡単に説明願います。

○久保田圭流通・加工推進課長 すみません、しっ

かりした定義ではなくて私の解釈でということにな

るんですけれども、私のほうの解釈としまして、地

産地消、地域でできるものをその地域で消費をして

いくといったところで、文字どおりそのような形に

なります。地消地産につきましては、その地域で求

められるもの、ニーズがあるものを生産していこう

というふうになっているのかなと認識しております。

以上です。

○大城憲幸委員 そう。例えば学校給食でも15万か

ら20万ぐらいの小中学生がいるわけですよ。毎日15万

食、20万食、出るわけですよ。ということは、この

献立に基づいてこれがどれぐらい出るというのはす

ぐ計算できる。市場では、ビッグデータを取れば何

がどれぐらい売れるというのもできる。

だからやっぱり県民に対する食材、子供たちに対

する食材、それを県産で補っていく。そのために農

家がどういう準備を使用すればいいか、やっぱりも

うそろそろそういう発想に変えていかないと、なか

なかここで1000万、2000万の調査費ばかり何年もつ

けても、なかなか飛躍的に上がらない。ということ

は、やっぱり最終的には予算なんですよね。給食費

が小学校で220円、中学校で250円、その単価ではな

かなか安定的に県産のいいものを安定供給というの

は難しいですよ。だからそこはやっぱり政策的に、

県も域内経済循環と言っているわけですから。一番

循環率が高いのは１次産業であることは間違いない

わけですから、そういう意味で部長、もっと農林水

産部からそこは発信していくべきだと思うんですけ

れども、考え方をお願いします。

○崎原盛光農林水産部長 委員おっしゃるように学

校給食の問題というのは非常に古い問題で、これま

でもいろいろと議論してきた経緯がございます。や

はりこれを高めるためには、いろいろ考えてみたん

ですけれども、基本的に生産者側からすると高いも

のを売りたい、学校給食からするとできるだけ安い
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ものを買いたい、多分その違いがあるかと考えてお

ります。

そのことに着目しまして、これまで我がほうは高

く売るだけ一生懸命考えてきましたので、できるだ

け作る工夫ですね。これは恐らく加工用とかにも通

ずることかと考えているんですけれども、加工用も

できるような産地とはどういうものなのか、そうい

うところを少し議論を深めてまいりたいなと思いま

す。当然、加工用にできるということは学校給食に

もそれだけの価格で出せるということになりますの

で、恐らく給食のこれも高まることだろうと。これ

が基本です。

それからもう少し細かいんですけれども、学校給

食において先ほど規格外のものもございましたけれ

ども、そこで加工するといろいろと時間がかかった

り不要なものが出ているという課題があるらしいの

で、これをカットすれば使いたいという意向もある

ようなので、これは産地側というんでしょうかね、

できればカットしたものを学校給食にできるみたい

なことはどうなのかというのも今後ちょっと検討し

てまいりたいと。そういう考えでございます。

○大城憲幸委員 部長、具体的な細かい話まで入り

ましたけれども、私が言いたいのは、もう最終的に

は予算の問題だと思うんですよ。220円では無理です

よという話。だからそこは農林水産部から域内経済

循環という県の方針に基づいて、しっかりともっと

農林水産物、県のものを使う、そのための予算措置

も含めて主張すべきだと思いますので、お願いしま

す。

次に進みます。206ページの特栽の件、特別栽培も

否定はしないんだけれども、環境負荷という意味で

は私は取組が弱いなと思っているんですけれども、

直近の状況と考え方をお願いします。

○能登拓営農支援課長 特別栽培農産物認証向上・

発展事業につきましては、環境保全型農業の推進を

目的としまして、特別栽培農産物の認証を取得する

ための栽培マニュアルをゴーヤーなど５品目につい

て作成をしたほか、認証制度の認知度向上を図るた

めの説明会などを実施をしたところでございます。

令和４年度からは新たに５品目を追加してマニュア

ルを作成をするほか、有機農業の実証試験にも取り

組んでまいりたいというふうに考えております。

また、県内の有機ＪＡＳ認証者の現況について調

査を行いまして、課題や要望などについても把握を

していきたいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 ここで言いたいのは今触れた有機

ＪＡＳの部分なんですよ。今認証団体も１人、２人

で、何十年も細々とやっている１か所だけしかない。

農家についても一時期増えましたけれども、なかな

か増え切れない。やっぱり沖縄はほかの県と比べて

有機無農薬という取組は難しいとずっと言われてい

る。農家の中では沖縄では無理だよと言う。

だからこそ沖縄県が、国はもう25％まで持ってい

くと方針を出しているわけですから、沖縄県が具体

的に実証実験をする。もっと積極的に実施するべき

だと思っているんですけれども、その辺について再

度考え方を願います。

○能登拓営農支援課長 有機ＪＡＳなども含めて、

農薬や化学肥料の使用量削減などによる環境保全型

農業推進ということは、環境負荷の軽減ですとか持

続可能な農業生産の確立、食の安全・安心の確保と

いった観点だけでなくて、最近の農業資材高騰といっ

たことへの対応という点からも非常に重要な取組に

なってくるというふうに考えております。今般、農

林水産省のほうからもみどりの食料システム戦略が

公表されたところでございますので、県としまして

もみどりの食料システム戦略の目標なども踏まえつ

つ、環境保全型農業を推進してまいりたいというふ

うに考えております。

○大城憲幸委員 前からそういう考えは言うんだけ

れども、具体的に見えてこないわけさ。言っている

ように畜産試験場でこういう取組をします、農業試

験場でこういう取組をします、農家の皆さんにも国

の方向性はもう有機だよというようなものは、やっ

ぱり農家単体では取り組めないからこそ県が発信す

べきだと思いますので、取組の強化をお願いします。

211ページ、製糖工場の建て替えについて課題が多

いんですけれども、直近の取組状況をお願いします。

○嘉陽稔糖業農産課長 老朽化の著しい分蜜糖工場

につきましては、地域のサトウキビ生産振興や製糖

工場の安定操業が重要であることから、工場の老朽

化対策の緊急性は高いと認識しております。

一方、工場整備には多額の建設費用を要すること

から、既存事業の活用だけでは事業実施主体の費用

負担が大きく実施困難であることから、県では農林

水産省や内閣府等と高率補助による工場整備に係る

具体的な方策について、現在検討しているところで

ございます。

○大城憲幸委員 前からあるように、特にゆがふ製

糖については土地の確保も苦労してやった。ただそ

れもずっとは待てないですよという中、そこで今10年

以内に計画している３工場がどういう取組になって

いるのか、今後のスケジュールがどうなっているの

か、もう少しお願いします。
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○嘉陽稔糖業農産課長 現在、県内の分蜜糖工場で

製糖工場の建設を希望しているところが、本島のゆ

がふ製糖、石垣の石垣島製糖、北大東の北大東製糖

という形で、３つの工場が今工場建設を希望してお

ります。

先ほど委員からありましたスケジュール感という

形ですが、我々としてはやはり高率補助でないと整

備は難しいと考えておりますので、この辺は県だけ

ではなかなかすぐできないところがありますので、

今農林水産省、内閣府とも協議をしながら、その中

でどういった形で高率補助ができるのかというとこ

ろを検討しているところです。そのため、スケジュー

ル感的にはまだちょっと固まってないというところ

でございます。

○大城憲幸委員 部長、いろんな話が聞こえてきま

す。ちょっとやっぱり政治的な判断も含めて動かな

いと、なかなか事業費の拡大というのもあるし、地

域のいろんな思いも複雑に絡まっているものですか

らね。やっぱり知事はじめ三役も含めてこれはどう

にかしないといけないと思うんですけれども、その

辺について部長、どう考えていますか。

○崎原盛光農林水産部長 先ほど担当課からありま

したように、工場建設には多額の経費がかかります。

その収支をはじきますと、どうしても高率補助が必

要ということで、基本は分蜜糖工場になりますので

所管は農林水産省になります。そこの事業を活用し

ますと、こちらが考えている補助率には達しません

ので、そこで沖縄を担当している内閣府のところも

含めまして実際担当する課を交えての検討が始まっ

ておりまして、その中で我がほうが示す高率補助を

いかにするかというのを検討しているところでござ

いまして、今しばらくはちょっとまだ煮詰める必要

があるかと思います。

その後に、一旦その辺の方向性が見えたところで、

その中でもやはり多額の経費がかかりますので、い

ろいろなところでまた御支援いただくことになるの

かなというふうに、そういう段取りをちょっと考え

ているところであります。

○大城憲幸委員 とにかく私はもう政治的に動かな

いとこれは難しい。オールジャパンの仕組みでは私

は難しいんじゃないかなと思っていますので、お願

いをします。

最後、215ページの豚肉の消費活性化事業。アグー

の消費も止まって在庫を抱えて大変という皆さんも

多いんですけれども、この事業、直近の市況の状況

も含めて状況をまずお願いします。

○長利真幸畜産課班長 本事業は、沖縄県の銘柄等

を県内消費者にＰＲすることで、県産豚肉の認知度

向上及び販路拡大を図ることを目的としています。

令和３年度の事業の実績としましては、県外高級飲

食店、百貨店52店舗でのフェアやＳＮＳ等を活用し

た魅力発信等を行っております。

また、令和３年度事業の効果としましては、フェ

アに参加した生産者と高級飲食店との取引きの開始

や、百貨店での取扱量の増加などにつながっており

ます。ただ、昨今の新型コロナウイルスの影響等で

対面で打合せをしたりとか当初計画していたような

取組ができない中で、ネットとかそういったものを

活用した事業という形で取り組んでいます。

○大城憲幸委員 特にアグーなんか高級な肉につい

ては、観光客の激減で相当在庫を抱えて大変という

話なんですけれども、直近の観光客の動きというの

は皆さんのところには情報として、目に見えてもの

の動きが始まっているという情報もありますか。ま

だないですか。

○長利真幸畜産課班長 流通の細かい動きというと

ころまではちょっと細かい数字は持ち合わせてはい

ないんですけれども、ただ、昨年度までのアグーの

在庫がすごく積み上がった状況、そういうのがあっ

たこともあって、県では学校給食にアグーを提供す

る事業というものをやったり対策をしてきたんです

けれども、最近生産者のほうから聞いた話では、ア

グーの肉もどんどん出てきてはいるんですけれども、

ただ、どうしてもコロナの影響のときにアグーの頭

数を少し減らしていて、それに合わせてまた需要に

ついて生産がちょっと追いつけていないところもあ

るという話も聞いています。また、今はちょっと飼

料高騰等の影響もありますので、そちらの影響も生

産者のほうにはあるかと思います。

○大城憲幸委員 もう時間ですから要望で終わりま

すけれども、部長、ずっと本会議でも議論していま

すから、畜産を支えてくれというのが言いたいとこ

ろです。ただここに来て、これも話ししたのかな、

商工とも話したんだけれども、もう食肉加工場では

去年１億2000万の電気料が今年１億8000万になって、

来年４月からプラスの１億2000万、３億になると言

うんですよ。こういう冷蔵、冷凍庫を持っているよ

うな加工処理場なんかは、もうもたないんですよね。

そしてこれは市況が戻ったとしても、さっと価格に

転嫁できるものでもないし、もたない。それをどう

支えていくか。

今までは生産現場が厳しいというのはずっと議論

してきたけれども、それを取り巻く食品加工場、屠

畜場、そういうところもさらに厳しい状況に入って
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いきますので、取組の強化、皆さんのほうからそう

いう関係団体も含めて支えないと畜産業がもちませ

んよというのは、常に発信していただきたいという

ふうに要望して終わります。

以上です。

○大浜一郎委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

まずは決算の総括表２ページに基づいて質問した

いと思います。一般会計の支出済額の令和２年度、

億単位で結構ですので支出額、執行率、繰越額、繰

越率、不用額を教えてください。

○新城和久農林水産総務課長 令和２年度の支出済

額が575億円、翌年度繰越額が173億円、不用額が21億

円でございます。

○西銘啓史郎委員 それと執行率、繰越率も出して

ください。

○新城和久農林水産総務課長 令和２年度の執行率

は74.7％、不用率が2.7％でございます。繰越率は

22.6％です。

○西銘啓史郎委員 部長、これは他部局にも話して

いるんですけど、執行率が２年度は74.7、今年度は

一般会計で71.9、繰越しが２年度は22.6、今年度は

24.2で、不用額が2.7で、今年度は4.0と。これは監

査でもいろいろ指摘されていると思うんですけど、

部長自身は、もちろんいろんな外的要因はあると思

うんですけど、今年度の執行率の低さ、それから繰

越しの多さ、不用額の多さについては、細かい事業

は別として全体的にどのような取組をしてこのよう

な数字になっているんでしょうか。

○崎原盛光農林水産部長 近年の執行率、もしくは

繰越し等の多さにつきましては非常に懸念しており

まして、要因としてはやはり当初予算に対して補正

予算が非常に増えているという傾向があります。補

正予算というのは通常は年を越えてから大体決まる

んですけれども、当初予算に比べて非常に期間が短

い。そのためにいろんな事業を検討するのに時間を

要しまして、これがすごい繰り越しされておりまし

て時間がちょっとかかっていることが課題かなと思

います。

それとあとはコロナ禍によりまして、他の公共事

業に比較しまして我がほうは地権者の方に事業参加

者の方々がいらっしゃいます。この方々の調整に、

通常は集団で要はそろえましていろんな調整をする

んですけれども、なかなか集めることが難しくなっ

ている。これが現場からの声でございます。ですの

で、今すぐにコロナ禍が収まるとは考えてないんで

すけれども、できるだけ事業参加者の方々との調整

をできるように工夫すること。

それから、補正予算が来る前からいろいろと事業

はできるだけ進めて、円滑にできるようにする工夫

が必要なのかなというふうに、そういうふうに考え

ている次第です。

以上です。

○西銘啓史郎委員 今、お手元に会計監査の令和３年

度の意見書を提示しました。私も何回か決算委員を

やっていますけれども、大体指摘されているのが同

じような文章だと思うんですよね。この不用額、一

般会計では過去最高の384億が出てしまったと、これ

は県全体です。県は、この真ん中のほうですけど、

速やかに対策を立案し、十分な予算を確保し迅速に

事業を執行することが求められたと。この中で右側

の下、工事等の早期発注、執行管理の徹底、十分な

調整、繰越し、不用の圧縮に努めていただきたいと

いうふうに、これは多分過去ずっと同じ文言だと私

は思っています。

それで先ほど部長がおっしゃったように、いろん

な理由はあるにせよ、やはりこれだけのものをしっ

かり予算の計画であったり外的要因が変化した場合

に、その対応を早め早めにしないと、この数字はほ

とんど変わらないんじゃないかなという気がします。

農水部はどちらかというと土木も含めて繰越しが多

いというふうに私は認識しているんですけど、それ

は他の部署と違っていろんな理由があるとは思うん

ですが、ぜひこの辺の監査の指摘を含めて、部内で

しっかりこれはお願いしたいと思います。執行率を

高めて、不用、繰越しも多く出さないようなことを

ぜひ検討をお願いしたいと思います。

主要施策の資料に基づいて行きたいと思いますが、

目次を見ると主要施策は39事業ありますけれども、

農水部として令和３年度の事業数、もし分かれば教

えてください。

○新城和久農林水産総務課長 令和３年度分の農林

水産部一般会計の事業数は348事業数でございます。

○西銘啓史郎委員 そのうち新規事業というのは幾

つあったか教えてください。

○新城和久農林水産総務課長 15件でございます。

○西銘啓史郎委員 この主要施策の中の39のうちに

は新規が１しかありませんので、まずこれから質問

したいと思います。

230ページお願いします。県民の森施設リニューア

ル事業ですけれども、当初予算約１億3000万に対し

て決算額約436万ということで、この理由と計画自体

がもともとどういう計画だったのか教えてください。

○近藤博夫森林管理課長 この県民の森の施設リ
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ニューアル事業ですけれども、こちらのほうは２つ

の施設、森林学習展示館と森林科学館の展示品のリ

ニューアルを行うというものでございます。こちら

につきましては、昨年６月に委託業務の契約を締結

しまして、令和４年度に１億2903万3000円を繰り越

しているということで、3.2％の執行率になっており

ます。

この繰り越した理由ですけれども、こちらのほう

は新型コロナ感染症対策の影響で展示品の製作に必

要な現地調査、撮影、それから半導体不足といった

ことで、映像機器等の納入が遅延したということが

主な要因となっております。なお、委託業務につき

ましては今年９月に完了しているところであります。

以上です。

○西銘啓史郎委員 この施設の年間の利用者とか、

あと収支というんですか、収入と費用、分かれば教

えてください。

○近藤博夫森林管理課長 県民の森の令和３年度の

利用者数は、令和３年度ですけれども、９万人となっ

てございます。施設の指定管理者においては利用料

金の収入362万6000円、指定管理料2754万3000円、そ

れで収入額の合計としましては3116万9000円となっ

ております。支出につきましては、人件費が1896万

1000円、委託業務費が479万2000円、その他644万

6000円ということで、支出の合計は3019万9000円と

なってございます。

○西銘啓史郎委員 この施設の概要を説明しても

らっていいですか。私、ホームページで拾ったんで

すけど、どういった施設があって幾らぐらいで利用

できるのかも含めて、簡単に説明をお願いします。

○近藤博夫森林管理課長 当公園につきましては恩

納村の安富祖のほうにございまして、森林に触れ合

えるということで森林・林業を県民の方々に理解し

ていただくということも含めて、先ほど申し上げま

した森林学習展示館、森林科学館を設置しまして、

また、遊具施設やキャンプ場等を併設しております。

こちらのほうは30年ほど前に開業をしたというとこ

ろでございます。

○西銘啓史郎委員 私もホームページから見ました

けれども、キャンプだと１泊で宿泊１区画1000円と

か、割引で800円とか、パークゴルフが１時間410円

とか、いろいろ楽しめる施設なんですよね。先ほど

年間利用、令和３年で９万人と言いましたけど、こ

の中身は例えば小学生、修学旅行みたいなものとか、

どういった方々が利用されているか分かれば教えて

ください。

○近藤博夫森林管理課長 今委員がおっしゃったと

おり、小学生の遠足であるとか老人会の方々、地域

会の方々、それからもちろん個人でいらっしゃる方

が構成となっております。

○西銘啓史郎委員 私も一度だけ足を運んだことあ

るんですけど、宿泊はしてないんですが、ぜひもっ

とＰＲすべきじゃないかなと。９万人というのは目

標的にどのぐらいの目標に対して、達成率は分かり

ませんけど、この間聞き取りのときに申し上げまし

たけど、こういう施設があることを県の広報番組と

いうんですか、部長、そういった番組でＰＲすると

か、または小学生、県外というか、いろんな形で利

用する―もちろん我々県民、議員も利用を積極的

にするような仕組みをつくって、この自然環境の良

さをどんどんＰＲすべきだと僕は思います。

正直言って年間で９万人、県民、県民以外も含め

て累計で何万人か知りませんけど、もうちょっと利

用できるような方法、ＰＲ方法を考えてもらいたい

と思うんですが、部長にお聞きしたいと思います。

どうでしょうか。

○崎原盛光農林水産部長 先ほど担当課からありま

したように、県民の森につきましては、遊歩道それ

から林業が分かるようないろんな施設等もございま

して、先ほどありましたように子供たちもしくは高

齢者の方々から非常に好評を得ております。委員が

御指摘のとおり、やはりＰＲは少し不足していると

いうのを感じておりますので、比較的安い価格で入

れるし非常に良い施設なので、ＰＲは強化してまい

りたいと考えております。

以上です。

○西銘啓史郎委員 その中で、最後に１点だけちょっ

と確認させてください。191ページ、新規就農ですけ

れども、先ほどこの事業は平成24年からの10年間で

累計3147人という答弁があったと思うんですが、数

字は間違えていませんか。

○能登拓営農支援課長 先ほどお答えいたしました

数字につきましては、事業の支援を行った方だけで

はなくて、県内で新たに新規で就農された方の累計

としましてお答えをさせていただきました。

○西銘啓史郎委員 192ページでは3154となってるん

ですよね。だから数字が間違ってないかなと思って

確認したのはそこですけど、確認してください。

○能登拓営農支援課長 大変申し訳ございません。

先ほど3147人とお答えした、この数字が正しい数字

になってございます。

○西銘啓史郎委員 資料の訂正をお願いしたいと思

います。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、資料の訂正について確認があっ

た。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

○西銘啓史郎委員 この10年間の事業の総事業費、

それから決算額を教えてください。

○能登拓営農支援課長 まず沖縄県新規就農一貫支

援事業につきましては、10年間で予算額が30億8136万

円、決算額が27億2085万円となっております。農業

次世代人材投資事業につきましては、予算額が57億

2112万円、決算額が49億8955万円となってございま

す。

○西銘啓史郎委員 私はこの新規就農事業は大事だ

とは思います。それで予算は新規のほうが30億、２番

目の農業次世代が57億。実績が27億、49億。70億ぐ

らいかけて事業していることは非常に悪いことじゃ

ないんですが、3147人が新規就農して継続的に事業

をしている方の人数、農業をやめた方の人数も分か

れば教えてください。

○能登拓営農支援課長 この沖縄県新規就農一貫支

援事業で支援を行った新規就農者につきまして、追

跡調査を行っているところですが、直近10年間で支

援を行った方が407名、このうち現在も営農を継続さ

れている方が392名ということで、この辺の継続率と

いった数字になるかと思いますが、96.3％というふ

うに捉えております。

○西銘啓史郎委員 やはり新規就農者を育成、確保

と書いているので、ぜひ確保できる体制、それで確

保できなかった場合、やめた場合は何が原因なのか、

それに対する対策をしっかり取っていただきたいと

思います。

以上です。

○大浜一郎委員長 以上で、農林水産部関係決算事

項に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時23分再開

○大浜一郎委員長 再開いたします。

次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

ツ部関係決算事項の概要説明を求めます。

宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 文化観光スポー

ツ部所管の令和３年度一般会計歳入歳出決算の概要

について御説明申し上げます。

まず初めに、令和３年度の文化観光スポーツ部の

取組について御説明いたします。

本県のリーディング産業である沖縄観光は、新型

コロナウイルス感染症の緊急事態措置や、まん延防

止等重点措置の長期間にわたる適用により、令和２年

度に引き続き令和３年度においても厳しい状況が続

きました。文化観光スポーツ部では、観光関連事業

者等応援プロジェクトや宿泊事業者感染症対策支援

事業などの実施による観光関連事業者への支援のほ

か、那覇空港や宮古、下地島、新石垣、久米島の離

島空港におけるＰＣＲ検査や抗原検査の実施による

水際対策、おきなわ彩発見キャンペーン（第４弾）

などによる旅行需要喚起に取り組んでまいりました。

また、沖縄の歴史と文化への理解を深めるととも

に、新たな歴史と文化を創造していく機運醸成を図

ることを目的に、11月１日を琉球歴史文化の日と定

め県民への認知度向上を図ったほか、東京2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会に向けた県内聖

火リレーの実施や、復帰50周年記念事業である第２回

沖縄空手世界大会、第１回沖縄空手少年少女世界大

会の開催に向け準備を進め、今年８月の大会では世

界23か国、総勢2369名の方に参加していただいたと

ころです。

また、美ら島おきなわ文化祭2022、第７回世界の

ウチナーンチュ大会について、コロナ禍においても

国内外から多くの方に参加していただけるよう、安

全・安心な大会実施に向け準備を進めてきたところ

です。

令和４年度は、沖縄観光の早期回復・復興に向け、

観光業界と県が一体となり、実効性のある取組を展

開していく必要があるという観点から、観光業界と

意見交換を行い、沖縄観光の早期回復・復興に向け

た考え方を取りまとめ、おきなわ事業者復活支援金

や、観光事業者事業継続・経営改善サポート事業な

どの観光事業者への経営支援の取組のほか、おきな

わ彩発見キャンペーン（第４弾）に引き続きおきな

わ彩発見キャンペーンＮＥＸＴなどの旅行需要喚起

に取り組んでおります。

今後は、国の水際対策の緩和に伴い、インバウン

ドの回復も見込まれ、本格的な旅行需要の回復が期

待されます。

県では、今年７月に策定した第６次沖縄県観光振

興基本計画により、世界から選ばれる持続可能な観

光地の実現に向け、県民、観光客、観光事業者が自

然、歴史、文化を尊重しそれぞれの満足度を高めら

れるよう、沖縄観光の質の向上を図り、観光産業の

成長と維持を目指してまいります。

今月以降、美ら島おきなわ大きな文化祭2022や、

第７回世界のウチナーンチュ大会、沖縄福建友好県

省締結25周年記念事業などの開催を迎えます。伝統

文化の保存・継承や、スポーツの振興、国際交流等
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について、さらなる発展と次世代への継承を図るた

め、各種施策を展開してまいります。

それでは、令和３年度一般会計の歳入歳出決算額

について、お手元にお配りしております令和３年度

歳入歳出決算説明資料により御説明申し上げます。

ただいま通知いたしました１ページを御覧くださ

い。

１ページは、（款）ごとの歳入決算状況となってお

ります。

表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄を御覧

ください。

令和３年度歳入決算として、予算現額の合計（Ａ

欄）198億8846万7000円に対し、調定額（Ｂ欄）103億

5507万6288円、収入済額（Ｃ欄）103億5456万4288円

で、調定額（Ｂ欄）に対する収入済額（Ｃ欄）の割

合は99.9％となっております。なお、不納欠損額（Ｄ

欄）はございません。収入未済額（Ｅ欄）は51万2000円

となっております。

次に、（款）ごとに御説明いたします。

（款）使用料及び手数料の収入済額（Ｃ欄）を御

覧ください。使用料及び手数料の収入済額は1265万

580円で、その主な内容は芸術大学入学料などであり

ます。なお、収入未済額（Ｅ欄）は51万2000円で、

その内容は、芸術大学入学料の未収分となっており

ます。

次に、（款）国庫支出金の収入済額（Ｃ欄）を御覧

ください。国庫支出金は97億8196万2003円で、その

主な内容は新型ウイルス感染症の影響で落ち込んだ

観光需要の回復を図るため、都道府県が実施する需

要喚起策等への補助金となっております。

それでは、右から左にスクロールしていただき、

２ページをお開きください。

（款）財産収入、収入済額（Ｃ欄）は6081万7477円

で、その主な内容は、ＪＩＣＡ沖縄国際センター用

地貸付料などであります。

次に、（款）繰入金の収入済額（Ｃ欄）は２億7190万

2000円で、その内容はホストタウン等新型コロナウ

イルス感染症対策基金からの繰入金となっておりま

す。

次に、（款）諸収入の収入済額（Ｃ欄）は2003万

2228円で、その主な内容は博物館・美術館の展示会

等助成金などとなっております。

次に、（款）県債の収入済額（Ｃ欄）は２億720万

円で、その主な内容は沖縄コンベンションセンター

改修工事によるもの等であります。

以上が、一般会計歳入決算の概要となります。

続きまして３ページをお開きください。

一般会計歳出決算の状況となっております。

表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄を御覧

ください。

令和３年度歳出決算は、予算現額の合計（Ａ欄）

257億2615万9000円に対し、支出済額（Ｂ欄）154億

7748万1186円、執行率60.2％、翌年度繰越額（Ｃ欄）

84億5620万2000円、不用額（Ｄ欄）17億9247万5814円

となっております。

翌年度繰越額（Ｃ欄）の主な理由は、新型コロナ

ウイルスの全国的な感染拡大により、需要喚起策の

実施が中断したことなどを踏まえ、国の予算手続に

おいて、地域観光事業支援の翌年度への繰越しが認

められたことから、同予算を活用して実施するおき

なわ彩発見キャンペーン（第４弾）を翌年度も継続

して実施するためであります。

次に、不用額（Ｄ欄）の主な内容について、（款）

ごとに御説明いたします。

不用額（Ｄ欄）を御覧ください。

（款）総務費の不用額は1981万204円で、その主な

内容は、国際交流・国際協力推進計画策定事業につ

いて業務内容の見直しによる委託料の執行残等によ

るものであります。

次に、（款）商工費の不用額（Ｄ欄）は15億4815万

1736円で、その主な内容は、宿泊事業者感染症対策

支援事業について宿泊事業者からの申請数が当初見

込みより下回ったことによる補助金の執行残等によ

るものであります。

次に、４ページをお開きください。

（款）教育費の不用額（Ｄ欄）は２億2451万3874円

で、その主な内容は、芸術大学への施設整備補助金

について、一部改修工事に設計が必要であることが

年度途中に判明したことに伴う、工事計画の見直し

による補助金の執行残等によるものであります。

以上で、文化観光スポーツ部所管の一般会計の歳

入歳出決算の概要について説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○大浜一郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明は

終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度委員長の許可を得てから、重複する

ことがないよう簡潔にお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら
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かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに文化観光スポーツ部関

係決算事項に対する質疑を行います。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 293ページの重点施策事業の中の万

国津梁会議の事業効果と課題について伺います。

１つは、稼ぐ力に関することについて、沖縄県民

の給与所得を全体として底上げするということに

なって、いろいろな課題を解決するということが述

べられているんですが、その結果、３年以内に１人

当たりの月額給与を平均で１万円アップするという

数値目標が設定されておりますが、平均で１万円アッ

プの見通しは今のところどうですか。

○上地聡交流推進課参事兼課長 令和３年度の稼ぐ

力に関する万国津梁会議での議論を踏まえまして、

令和４年１月に知事に、３年以内に１人当たりの月

額給与を平均で１万円アップするという数値目標と

することなどが提言されております。

この提言等に基づきまして、商工労働部において

今年度４月に沖縄県所得向上応援企業認証制度を創

設し、16社を認証しているほか、同制度に関するセ

ミナー等を開催し、県民への周知等の取組により県

民所得の向上に取り組んでいるところであります。

達成状況については今後検証してまいりたいと考

えております。

○玉城武光委員 私は、見通しはどんなですかと聞

いているんです。要するに１万円アップすると言う

んだけど、この数値目標は見通しとしてはできそう

なのか、ちょっと困難なのかということ。

○宮国順英マーケティング戦略推進課班長 今年度

からの取組になりますので、達成状況については今

後検証ということにはなるんですけれども、この目

標設定に当たっては現実的にクリアできるレベル、

少し頑張ればクリアできるようなレベルとして設定

しておりまして、考え方としては、現状の実績とし

ては大体約22万円ぐらいのところを子供の相対的貧

困のラインの23万円のレベルを超えるようなレベル

に持っていきたいという考え方で設定しております。

以上でございます。

○玉城武光委員 今のお話では、その設定がクリア

できる見通しだということで理解していいですね。

○宮国順英マーケティング戦略推進課班長 その目

標達成に向けて、今後しっかり取り組んでいきたい

と考えております。

○玉城武光委員 では次、この沖縄の産業、地域、

教育等において必要とされる能力、人間力を備えた

人材をということがうたわれているんですが、それ

は具体的にはどんな人間力ですか。

○上地聡交流推進課参事兼課長 多様な人材育成に

関する万国津梁会議におきましては、解決策を自ら

思考しまして、諦めずに取り組み仲間と協働するた

めの能力、いわゆる非認知能力の育成であるとか、

あと産官学の産官学プラットフォームの構築という

ものを21世紀ビジョン基本計画に盛り込んだところ

でございまして、あと人間力に含まれる要素としま

しては、人材に望ましい能力と企業組織内で望まし

い能力に大別されております。

○玉城武光委員 この提言は、県の施策にどのよう

に取組をされるんですか。

○上地聡交流推進課参事兼課長 先ほど申し上げま

した非認知能力の育成や産官学プラットフォームの

構築について提言されまして、新・沖縄21世紀ビジョ

ン基本計画に盛り込まれたところでございます。

沖縄21世紀ビジョンで目指す人間力に含まれる要

素としましては、先ほど申し上げた能力に大別して、

能力向上に向けて家庭や地域、学校教育、企業内組

織における必要な取組について提言されております。

これらは新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、

今後10年関係部局において取り組まれることとなっ

ております。

文化観光スポーツ部におきましては、おきなわ国

際協力人材育成事業やウチナージュニアスタディー

事業、海邦養秀ネットワーク事業などの人材育成事

業において実施している研修プログラムにおきまし

て、参加する生徒や学生が海外とのコミュニケーショ

ンやネットワーク形成を通して、情報収集力やコミュ

ニケーション力、好奇心を持って目標に挑戦し、や

り抜く力などの非認知能力、人間力の向上を図るた

めの内容を充実させてまいりたいと思っております。

○玉城武光委員 分かりました。

次、296ページのＢｅ．Ｏｋｉｎａｗａ Ｆｒｅｅ

Ｗｉ－Ｆｉ活用キャッシュレス整備実証事業につい

てですが、執行率が47.1％、不用額が3704万3000円。

そこの執行率の低い要因と、不用額が出た主な内容

と理由について伺います。

○大城清剛観光振興課長 不用の主な要因は、コン

タクトレス決済端末機の設置支援のための補助金の

執行残によるものであります。この理由としては、

端末機の価格が当初見込んでいた金額よりも安価と

なったことが挙げられます。また、新型コロナウイ

ルス感染症の流行拡大により、各事業者の営業活動

が思うようにいかなかったことが挙げられます。

○玉城武光委員 どの課でもどの部でも新型コロナ

ウイルスの影響がいろいろ出ているので、そこにも
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出たということですが、単価が低かった、少なかっ

たということは予測できなかったんですか。

○大城清剛観光振興課長 端末機の種類が様々あり

まして、当初私たちは９万円程度になるんじゃない

かと予想しておりましたが、実際には５万円程度だっ

たということで、ちょっとその辺、予測のほうが難

しかったという面があります。実際に事業が走って、

事業者の皆さんがその端末のほうを選んだというこ

とが挙げられます。

○玉城武光委員 分かりました。

次、305ページの沖縄観光国際化ビッグバン事業の

委託事業内容、事業内における人件費、一般管理及

び消費税及び本庁の事務について伺います。

○大城清剛観光振興課長 ビッグバンの人件費や一

般管理費等の質問でありますけれども、１億800万余

りの予算額に対して8400万余りの決算となっており

ますけれども、この内容は委託先であるコンベンショ

ンビューローに対しての一般管理費や、また様々事

務経費がかかりますので、その内容を分けて記載し

ているということであります。

○玉城武光委員 観光ビューローに委託したという

ことですね。

○大城清剛観光振興課長 そうであります。

○玉城武光委員 次、318ページのスポーツツーリズ

ム戦略推進事業について、誘客促進事業のプロモー

ションの実施件数が53件となっている。その中身を

ちょっと教えていただけませんか。

○嘉数晃スポーツ振興課長 同事業においては、県

外、海外からのスポーツに関しての観光誘客を行う

事業で取り組んでいるところなんですけど、主な取

組として、まず県外でのスポーツイベント等におい

て出展いたしまして、沖縄のスポーツ環境のＰＲを

しております。また、県内にプロスポーツチーム、

キングスさん、ＦＣ琉球さん、アスティーダさん、

コラソンさん、４つのプロチームがありますので、

彼らが県外で試合をする際に、アウエーのところで

沖縄のプロモーションを行っています。

また、沖縄観光コンベンションビューローのほう

にスポーツアイランド沖縄というホームページを

持っていますので、そこでインスタグラム、ツイッ

ター等で沖縄のスポーツのいろいろな情報を提供し

たり、また、公共交通機関、例えばゆいレールの中

で広告を行って、県内スポーツの周知を行ったりと

いうところを取り組んでおります。

以上です。

○玉城武光委員 次、326ページ、マリンタウンＭＩ

ＣＥエリア形成事業についてですが、官民連携によ

る新しい生活様式等の視点を踏まえたという、この

形成の取組の進捗状況をちょっと教えてください。

○真鳥洋企観光政策統括監 県では、県土の均衡あ

る発展と産業振興を図るために、大型ＭＩＣＥ施設

を核として沖縄県マリンタウンＭＩＣＥエリア形成

事業基本計画を、パブリックコメントなどを踏まえ

て今年８月に策定し、公表したところであります。

進捗状況ですけれども、現在整備財源の検討を進

めるとともに、運営収支等の精査やＰＦＩ法に基づ

く実施方針等の作成に向けた検討を進めております。

また、魅力あるマリンタウンＭＩＣＥエリアの形成

に向けまして、地元の東海岸地域サンライズ推進協

議会などで構成する大型ＭＩＣＥ施設エリア振興に

関する協議会を設置しておりまして、情報共有や連

携を図りながら、魅力あるマリンタウンＭＩＣＥエ

リア形成に向けて取り組んでいるところであります。

今年８月に開催した協議会では、基本計画案に対

するパブリックコメントの情報提供や基本計画に対

する意見交換を行うとともに、エリアのにぎわい創

出やＭＩＣＥ受入れのための公有地の活用について、

地元の東海岸地域サンライズ推進協議会と連携して

取り組むことを確認しているところです。

今後も引き続き地元町村との連携を図りながら、

取組を進めていくこととしております。

○玉城武光委員 最後、345ページの沖縄空手振興事

業について、古武術に関する解説書が作成されたと

あるんですが、この解説の概要とその公開状況につ

いて伺います。

○佐和田勇人空手振興課長 沖縄の空手には多くの

流派がございます。各流派、それぞれの歴史を持ち

まして、独自の型や鍛錬法を編み出してきました。

これら各流派の特徴を調査研究することによって、

沖縄空手を体系的に記録・保存し、人材育成及び歴

史研究に資するとともに、調査報告書を多言語化す

ることによって世界に沖縄空手を発信する目的で

行っている事業でございます。

令和３年度は、古武術を対象として学識経験者で

構成され研究対象流派や事業の方針を決める監修委

員会と、古武術の有識者で構成される古武術の調査

や研究内容を深める検討委員会、部会を設置し、古

武術のこれまでの歩み、そして原理、身体操作、型

や分解などを内容とする解説書を作成しております。

作成した解説書は県内、県外、海外の道場へ配付い

たしました。また、県内各市町村立図書館等や東京

の中央図書館などへも配付しまして、一般貸出しも

可能となっております。ちなみに日本語版が560部、

英語版が340部、フランス語版が50部、スペイン語版
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が50部ということで、トータル1000部印刷しており

ます。

○玉城武光委員 これは購入もできるんですか。販

売もしていますか。

○佐和田勇人空手振興課長 販売はいたしておりま

せん。一括交付金ということで、販売ができないと。

○玉城武光委員 以上です。

○大浜一郎委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 お願いします。

313ページ、人材育成のところなんですけれども、

ここにも人材不足がずっと言われているということ

で、皆さん今年は振興計画、第６次で観光事業者の

年収の目標、ターゲットを定めていこうということ

で掲げていますけど、目標はこの計画にある280万、

この見方は合っていますか。

○金城康司観光政策課長 今、委員おっしゃった観

光事業者正社員20代の平均年収280万円というのは第

６次沖縄県観光振興基本計画で定められておりまし

て、計画年度が10年間となっておりまして、10年後

の目標値でございます。

○仲村未央委員 10年後で280万、今は幾らですか。

○金城康司観光政策課長 直近の数字ということで

平成31年になるんですけれども、31年の20代の正規

職員の平均年収が253万となっております。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲村委員から観光事業者の現在

の年収について質疑があり、観光政策課長

から観光事業者全体として目標値は定めて

いないとの説明があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 観光業界の人手がいつも少ない、

増えないというのは、やはり賃金の問題が非常に大

きいのではないかと思うんですね。そこをどう克服

していくかというのが、まさに皆さんがおっしゃる

観光の質の向上。質の向上というのはもちろんサー

ビスの質の向上だけれども、サービスを提供する人

が幸せにならないと質の向上はできないと思うんで

すよね。

そういう意味では質の向上の県民的な目標の中で、

観光事業者がどれぐらい収入を得ていくことが―

本来、沖縄の持続可能な観光を支えていくという視

点に立てば、当然それは現状の収入が幾らであるの

か。それから、将来にわたってどれほどの所得環境

にしていくのか。そしてひいては、そこに非常に大

きな人が働いている、人口ウエート。県民の多くの

人たちがサービス業に従事しているので、そこが大

きく向上していくことで県民所得をどう上げていく

かという意味では、非常に大事な目標になると思う

んですけれども、それがないとなると何を求めて皆

さん、全体の底上げというか、ターゲットを取り組

もうとするのかという根本が問われていると思うん

ですけど、そこはいかがでしょうか。

○金城康司観光政策課長 まず、観光事業者の平均

年収を目標値に掲げられましたのが２つありまして、

まず20代の平均年収が将来的に280万円。それから、

役職者ということで部長級、課長級、係長の平均年

収については448万円と定めております。

あえて若者の平均年収の目標値を掲げましたのは、

やはり若年者で離職者も多いというふうなことがご

ざいますので、やはり観光事業者の永続的な雇用の

観点から言えば、若年者の平均年収を上げることも

重要ではないかということで、そういうふうな目標

値を設定しております。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲村委員から観光事業者の年収

について目標値を設定してはどうかとの補

足説明があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 今、委員の質問

の意図は、持続可能な観光地という部分については、

観光に従事する方もしっかり持続可能でないととい

うところで一定程度の処遇が必要じゃないかと。そ

の点に関しては、今従事者の収入ということで目標

設定していますが、観光事業者に対する収入という

部分については観光収入という全体の額を捉えてい

まして、観光収入が10年後は1.2兆円、人泊数4200万

人というところで、観光客に来ていただいて、こち

らでサービスを提供いただいた部分の見返りとして

落としていただくお金というところが観光事業者の

ほうに行って、ひいては従事者の処遇改善にもつな

がって、そこで質の高い人材が確保されることによっ

てサービスの向上であるとかということにつながっ

て、そこがまた旅行者の満足度の向上にもつながる

と。そういったいい循環が起きるようなというとこ

ろでもって、観光収入ということで目標値を設定し

たところです。

○仲村未央委員 それは相対の考え方として理解を

しています。観光収入全体が上がらないと、収益と

して客単価も上がらないと、それから還元される従

事者の所得には反映されないわけだから、もちろん

それはそのとおりなんですけど、やっぱりもう少し

それをターゲット、県民の働きに寄り添ってそれを
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上げていくという視点もないと、何か非常に大ざっ

ぱな目標だなと。

このたび皆さんに資料をお届けして、この間アメ

リカでポール・キャンドランドさんに会ったもんだ

から、部長、その方は知っていますか。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、文化観光スポーツ部長から説明

があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 ディズニーの経営者で、沖縄のペ

プシにいたということもあるものですから、やっぱ

り非常に沖縄の観光の質に対しての提言がありまし

て、それでとても憂えていて。というのはやっぱり

沖縄のブランドということに対してのインパクトが

非常にターゲットが弱いと。端的にハワイと比較し

て、ハワイのアロハというアロハスピリッツに対比

しての沖縄のブランドイメージというのが、非常に

キーワードとストーリーという両面からの構築がな

いと、観光の質を上げていくというのはなかなかで

すねと。今4200万泊ですか、皆さんが掲げているの

は。それだとやっぱり今のまま行くと、この低賃金

の構造を底上げしていくということについては非常

にこのブランディングということを強調してアドバ

イスをしていましたけどね。

沖縄観光というものをキーワードで表すとしたら、

ぱっと一言で表せる言葉がありますか。今考えてと

いう意味じゃなくて、要はそういうハワイのアロハ

スピリッツに対応するような沖縄の観光を表すキー

ワードというのは、何か議論したことがありますか。

○大城清剛観光振興課長 沖縄ではＢｅ．Ｏｋｉｎ

ａｗａというブランドを発信しておりまして、美し

い自然、温かい人々の中で本来の自分を取り戻すと

いうようなテーマで、国外また国内、そのようなメッ

セージを発して誘客のほうをしております。

○仲村未央委員 時間も限られていますので、また

世界のウチナーンチュ大会が明けてからこのポール

さんも沖縄にいらっしゃるようですので、沖縄に対

してわざわざディズニーでスティッチの沖縄版もつ

くって放映したぐらいの愛情を持っていますので、

そういうブランディングのプロフェッショナルもぜ

ひ活用しながら質の向上全体に取り組んでほしいな

と思って資料をお渡ししていますので、ぜひ共有、

議論に資するように活用をお願いいたしたいと思い

ます。

以上です。

○大浜一郎委員長 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 304ページのインバウンド医療受

入体制整備事業についてなんですけれども、こちら

はコールセンターだけの対応というふうになってい

るんでしょうか。ちょっと確認です。

○大城清剛観光振興課長 インバウンド医療受入体

制整備事業は、県内全域において外国人観光客が急

な病気、けがに見舞われた場合でも安心して医療サー

ビスを受けられるよう、外国人観光客向け、急な病

気やけがの電話相談窓口を設置しておりまして、こ

ちらは24時間対応しているというような状況であり

ます。

○次呂久成崇委員 ちなみに対応の言語数というの

は何か国語対応なんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長 英語、中国語、韓国語を

はじめ、全18言語対応となっております。

○次呂久成崇委員 これはコールセンターだけとい

うことなんですけれども、例えば県立病院のほうに

もそういうスタッフを置くというような考えは将来

的にあるんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長 今、委員がおっしゃった

病院のほうでの対応ということですけど、こちらの

ほうは離島地域を含む沖縄県内の医療機関に対して、

電話や映像による医療通訳サービスを提供できるよ

うに、既に県内の34の病院にタブレットを合計62台

設置しておりまして、こちらは24時間対応可能とい

うことで、外国人の方が医療機関を訪れた場合も受

付でこのタブレットで通訳ができて、さらに先生の

ところまで持っていって診療もそこでできるという

ような体制を整えております。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

次に313ページのほうなんですけれども、観光関連

事業者への研修ということなんですが、この研修内

容というのは誰が決めているんでしょうか。どういっ

たやり方をしているんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長 こちらは委託先のほうで

観光事業者の方ともいろいろ話を伺いまして、必要

な研修内容を組んでおります。例えば階層別の観光

人材の育成ということで、階層別と申しますと採用

から３年以内の方のエントリー層のものとか、あと

は現場リーダー層、３年以上８年以内のこのような

方々、あとは経営者層とかそのような区分けをして、

研修のほうを提供したり、そのほかに集合型研修と

か様々な研修のほうを用意しております。

○次呂久成崇委員 アンケートのほうでこの満足度

というのはかなり高いようなんですけれども、実際

にこの研修後、受講者のほうから現場でこのような

効果があったよとかという声はどんなでしょうか。
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○大城清剛観光振興課長 この受講者へのアンケー

トでは、以前より仕事のやりがいを感じるようになっ

たとか視野を広げることができた等の声がありまし

て、また、受講者の上司の方にアンケートを取った

ものでも、提案力が身についてるよとかそういう声

もあります。この研修のほうが終わった後も、自発

的に受講者が集まってお互いにディスカッション、

あと講習会等を継続して自発的に行っているという

ようなこともあると聞きまして、私たちとしても非

常にうれしい、研修の効果があったんだなというふ

うに感じております。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

最後なんですけど、329ページの世界のウチナーン

チュネットワーク強化推進事業のほうで、６番目の

沖縄文化芸能指導者派遣事業なんですけれども、昨

年はコロナで海外派遣できなかったということなん

ですけど、これは指導者だけじゃなくて、私は将来

的にというか、実際にこの生徒さん、芸能を習って

いる皆さん同士の交流とかというのも必要じゃない

かなと。

実際にハワイとかでしたら沖縄フェスティバルが

毎年行われているようなんですけれども、そこにも

ぜひ沖縄のほうからも来て、実際に生の芸能を見た

いというような交流を望む声もあるものですから、

ぜひ今後このような事業の展開というのも要望した

いなということをお願いして、私は終わりたいと思

います。

○大浜一郎委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 よろしくお願いします。

まず、305ページの沖縄観光国際化ビッグバン事業

からですけれども、先ほども少しありましたけれど

も、観光基本計画も少し見せてもらいました。量か

ら質へという大きな転換をしますといういうことで

す。この事業の中でも様々取り組んできて、コロナ

の影響でリセットされてしまいましたけれどもね。

最後のほうに課題の中で、欧米等の長期滞在云々と

いうのがありますけれども、今後この質を求めてい

く中で、このいらしてくれる外国人客についてもや

はりそういう欧米の皆さんを中心に誘致していくと

か、そういうような部分も方針として持っているん

ですか。お願いします。

○大城清剛観光振興課長 質の高い観光地を目指す

ということをしておりますので、本質を求めて費用

のほうも高く設定できるほう、例えば欧米の富裕層

というか、そういうところも私たちは狙っていかな

きゃいけないかなと思っております。

ただ、日本全体で今現在そのようなことを成功し

ているところはなかなかないということも聞いてま

すし、沖縄が先進的な場所として、そのようなター

ゲットも求めていきたいと考えております。

○大城憲幸委員 質を求めていくというところで、

この基本振興計画の中でも３点挙げていました。１つ

は世界から選ばれる持続可能な観光地を目指す。そ

して先ほどもありましたけれども、人材の育成を進

める。そしてソフトパワーを利用したツーリズム内

容をやるというのがありましたけれども、ちょっと

具体的に考えると、持続可能な観光地といっても今

沖縄の再生可能エネルギーの割合というのは伸び切

れない。相変わらず10年後、20年後の計画を見ても、

７割、８割、化石燃料の発電が残るんじゃないかと

言われる。そして、人材育成についてもなかなか少

し時間がかかるかもしれない。やっぱり質を高めよ

うといっても今具体策がなかなか、観光計画をばっ

と読んでみても、これをやれば客単価が上がるなと

か、お客さんもたくさんお金を使ってくれるなとい

うのが見えてこないんですけれども、その辺につい

てどう考えていますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 沖縄観光の質の

向上というところで、観光客数の増加と並行して、

まず１人当たり消費額の向上とか平均滞在日数の延

伸という切り口で、そこを向上させていこういうふ

うに考えておりまして、そのためにはどういう切り

口で施策を打っていくかというお話だと思うんです

けれども、これ一つ、ソフトパワーを生かした沖縄

らしさ、本物の沖縄らしさというところを生かした

沖縄コンテンツの造成。それから、新たな観光スタ

イルというところの中でのワーケーションの推進。

それから、滞在日数を増やすという意味合いで離島

周遊型のツアー。ターゲットを明確にしたプロモー

ションというところでは、長期滞在とかあるいは１人

当たりの消費単価が高いと言われている欧米豪路な

どの外国人観光客の誘客と。そういった形で、それ

ぞれの切り口から消費額の向上や平均滞在日数の延

伸、そういったものを図っていきたいと考えていま

す。

○大城憲幸委員 私もこれといった答えを持ち合わ

せているわけではありません。ただ、やはり我々が

モデルにしてきた、目指してきたハワイが今コロナ

禍から回復していく中で、数は戻ってきたけれども

やっぱり地元住民とのあつれきがある。一気に戻り

過ぎて、住民生活あるいはサービスに支障を来して

いるという話がある。そこはやっぱり十二分に勉強

して参考にすべきだと思いますので、取組のほうを

よろしくお願いいたします。
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324ページの戦略的ＭＩＣＥ誘致促進事業と、

326ページのマリンタウンＭＩＣＥエリアの形成事

業、併せてですけれども、我々はこの大型ＭＩＣＥ

を前提にＭＩＣＥ戦略というのを積み上げてきまし

た。ただ、今現在なかなかＰＦＩでやりますという

方向性は出しているけれども、いつできるのか、そ

の辺が見えてこない中で、県のＭＩＣＥ誘致あるい

は戦略という部分もなかなか今立てづらい、見えづ

らいのかなという状況になっていますけれども、そ

の辺の現状と考え方をまずお願いします。

○真鳥洋企観光政策統括監 県では、令和４年度か

ら始まる新・沖縄21世紀ビジョン基本計画や第６次

沖縄県観光振興計画において、ビジネスツーリズム

を沖縄観光の基軸の一つに位置づけ、国際的なＭＩ

ＣＥ開催地としてのブランドの構築及び関連産業の

成長・発展に向けた施策の展開と、マリンタウンＭ

ＩＣＥエリアを核とした全県的なＭＩＣＥ受入体制

の整備を掲げ取り組むこととしております。

県内におきましては、これまでの主なＭＩＣＥ会

場であった沖縄コンベンションセンターや万国津梁

館、ＯＩＳＴなどに加えまして、令和３年に沖縄ア

リーナ、令和４年には糸満市観光文化交流拠点施設

くくる糸満や、那覇市文化芸術劇場なはーと、琉球

ホテル＆リゾート名城ビーチなど、新たなＭＩＣＥ

施設が開業しております。

県としては、ポストコロナに向けて回復の道の見

えるＭＩＣＥ事業を県内へ取り込むため、これらの

施設などと連携強化に取り組み、大型ＭＩＣＥ案件

の受入れを推進、促進するとともに、沖縄の地域特

性や魅力ある観光資源を活用したリゾートＭＩＣＥ

の開催へとつなげたいと考えております。大型ＭＩ

ＣＥ施設につきましては、今年８月に沖縄県マリン

タウンＭＩＣＥエリア形成事業基本計画を策定しま

して、現在、整備財源の検討を進めるとともに、運

営収支等の精査やＰＦＩ法に基づく実施方針等の作

成に向けて検討を進めておりまして、既存施設が実

現できなかったＭＩＣＥの県内開催が可能となるよ

う、取り組んでいくこととしております。

以上です。

○大城憲幸委員 前段の話と後段の話、ちょっと相

反するのかなと思っています。前段の話、民間がど

んどんホテルなんか充実させていって、大型ＭＩＣ

Ｅ施設がなくても誘致はできるんだよと。充実させ

ていくよというようなものは、そのとおりだと思い

ます。ただ、それを頑張れば頑張るほど、もう大型

ＭＩＣＥはいいんじゃないかという話にもなりかね

ないんですよね。

そういう部分と、現実的にマリンタウンのＭＩＣ

Ｅについて民間との話合いというのは、具体的にあ

の基本計画を見てもなかなか見えてこないんですけ

れども、実現性あるいは応募件数とかというのはど

ういう状況になっているんですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 基本計画を策定する

に当たっては、サウンディング調査を実施しており

ます。その中では、複数の事業者から参入意向はい

ただいてますので、実現可能性はあるというふうに

考えております。

確かになはーとさんだとか名城ビーチさんとかは

できておりますけど、例えば名城ビーチであれば、

バンケットで1000平米ぐらいになりますので、やっ

ぱりキャパの問題で受入れができないＭＩＣＥ案件

も出てきますので、そこで受け入れることができな

い大規模な案件については大型ＭＩＣＥ施設で受け

入れていきたいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 ただ、やっぱり県民から見て、Ｍ

ＩＣＥもずっと調査費をどんどんつけて造ります、

造りますと言う。Ｊ１サッカースタジアムも調査費

をつけて頑張りますと言う。国立博物館も調査費を

つけて国に要望します。鉄軌道もやる。モノレール

の延伸もやる。そういうようなイメージになってし

まっているものですから、その辺のめり張り、やっ

ぱり担当部局として部署として、しっかりこの総合

計画もＭＩＣＥ誘致も関連づけて、やっぱり県民に

対してどうしても必要な施設なんだという部分をや

らないと、どうも規模も縮小した、なかなか予算も

つかないというようなイメージになってしまってい

るのが、地域も含めてちょっと前が見えないような

状況になっているというのを危惧しますので、取組

の強化をお願いします。

以上です。

○大浜一郎委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 300ページ、離島観光活性化促進

事業のところで、１、２、３、項目ごとの予算と決

算額を教えてください。

○大城清剛観光振興課長 離島航路開設・チャー

ター便支援については、480万円の予算に対し124万

6000円の決算。離島観光プロモーションについては、

5827万円の予算に対し5887万4000円の決算。離島観

光基盤強化については、7500万円の予算に対し7269万

3000円の決算となっております。

○西銘啓史郎委員 ありがとうございます。

この事業はもう10年間の事業だと思いますが、こ

の総額の予算額と決算額を教えてください。

○大城清剛観光振興課長 平成24年度から令和３年
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度までの項目ごとの予算、決算については、離島航

路開設・チャーター便支援は、予算額が２億3348万

9000円に対し決算額が１億4567万3000円。離島観光

プロモーションは、予算額が16億718万1000円に対し

決算額が16億1494万円。離島観光基盤強化について

は、予算額が８億2748万7000円に対し決算額が７億

9352万2000円となっています。

○西銘啓史郎委員 この10年間、相当の額を費やし

て離島のいろんな観光基盤も強化したと思いますが、

ちょっと確認ですけど、何度も言いますけど、石垣

－宮古と、久米島とほかの南部離島は違うと思って

いて、石垣－宮古は直行便がどんどん飛んできてい

る時代ですし、前も言いましたけど、久米島は修学

旅行の大型機がなくて大変だという中で、あともう

一つは、チャーターも離島に限らずオフラインの

チャーターありますよね。例えば11月６日から長野

－那覇が飛んできたりとかね。その辺に対する支援

は今どうなっていますか。

離島活性化じゃないんだったら別かもしれません

けど、そういったオフラインのチャーターについて、

部としての見解を教えてください。

○大城清剛観光振興課長 チャーター便支援に関し

ては、離島に関してはチャーター便支援のほうを行っ

ております。

○大浜一郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員からオフラインのチャー

ター便支援について聞きたいとの補足説明

があった。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

大城清剛観光振興課長。

○大城清剛観光振興課長 チャーター便支援に関し

ては、以前はかなり幅広くやっておりましたけれど

も、やはり状況に応じて支援をする必要がありまし

て、現在は離島便の支援だけになっておりまして、

先ほどの長野便とか、これは那覇と長野ですけれど

も、そういうことに関しては支援のほうは現在行っ

ていないという状況であります。

○西銘啓史郎委員 今後、支援する考えはあるかな

いか教えてください。

○大城清剛観光振興課長 状況のほうを確認しなが

ら判断していきたいと思っております。

○西銘啓史郎委員 全然今の答えで納得できないん

ですけれども、要は申し上げたいことは、長野県は

チャーター便を飛ばして知事自らも何度も来ていま

す。この間もちょっと話しました。沖縄に対する思

いが強くて、姉妹都市の提携も求めています。この

間、宮城部長、知事に同席されたと思いますけど。

申し上げたいことは、オフラインを定期化するに

はやっぱりチャーターで実績を積んでいって、どの

航空会社が飛ぶかどうかは別としても、出入り運航

じゃないにしても、そういったことをやっていかな

いと需要と供給がマッチしないと駄目だと僕は思っ

ているんですね。これに対して県が何らかの支援を

する、我々議員団も交流をする、子供たちのスポー

ツも交流をすることでいろんな動きが出てくるので、

そこら辺はぜひ全く考えないではなくて、何らかの

アイデアを予算化することも含めて考えてほしいと

思います。部長、何かコメントがあればお願いしま

す。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 地域同士の多面

的な交流という部分は必要だと思っておりますし、

一定程度の交流の実績というのもありますので、先

ほどのチャーター便の部分については、本土から離

島に直接行くような便については支援しているとい

う部分もありますし、また、エアラインとの連携の

部分でのプロモーションであったりとか、あるいは

修学旅行に対する支援というような部分もあります

ので、そういった多面的な交流の部分でどういった

支援ができるのかという部分は引き続き検討してい

きたいと思いますし、またさらにこういう積極的に

アプローチしていただいている団体については、積

極的にこちらも対応していきたいというふうに思っ

ています。

以上です。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

続いて、307ページの（９）海外富裕層向けプロモー

ション事業に関連してですけれども、プライベート

ジェットの離島を含めて、那覇を含めて、来沖とい

いますか、件数は部として把握されていますか。

○大城清剛観光振興課長 プライベートジェットが

那覇空港等に実際来ているということは聞いており

ますけれども、そのような統計は取ってないという

ことで、機種の統計とかは取っているんですけれど

も、プライベートジェットかどうかというのはない

ということで、現在のところは把握できていないと。

しかし、下地島空港のほうはＳＡＭＣＯ―下地

島空港のエアポートの会社のほうに確認しまして、

あちらで扱っているものは、昨年2021年であれば12件

ほどあったということを確認しております。

○西銘啓史郎委員 その中身とか、どういった宿泊

をしているとかは把握されていますか。

○大城清剛観光振興課長 そのような中身まではま

だ確認できておりません。

○西銘啓史郎委員 今のプライベートジェットにつ
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いては、ぜひ私は力を入れていくべきだと思います。

アジアから来る富裕層の方々は別に定期便で来るだ

けではなくて、そういう方々も大事に、それ以外の

方も大事ですけど、そういう方々の声もしっかり聞

いてほしいと思います。

続いて312ページ、管理体制の件ですけれども、計

画策定済みの市町村と、計画中、その他の市町村に

対してどのような取組でいくか教えてください。

○大城清剛観光振興課長 令和４年６月７日時点で

観光危機管理計画を策定済みの市町村は16市町村と

なっております。策定していない市町村に対しては、

令和３年度は県内全ての市町村を対象とした勉強会

をオンラインにより３回実施しております。各市町

村の観光危機管理計画の策定や見直しに向け、第１回

は観光危機管理に関する理解促進を図る講義、第２回

は参加者地域の観光実態や発生する危機の想定、役

割検討などのワークショップ、第３回は地震発生後

を想定したワークショップや意見交換を実施してお

ります。

このことによりまして、令和３年度、新たに石垣

市、うるま市、沖縄市、糸満市が観光危機管理計画

を策定しているという状況であります。令和４年度

においても、同事業において勉強会の実施を予定し

ており、引き続き各市町村の計画策定の支援に取り

組んでまいります。

○西銘啓史郎委員 非常に大事なことだと思うので、

41市町村がしっかりできて、何か有事のときにはしっ

かり体制が取れるようにお願いしたいと思います。

336ページのしまくとぅば普及継承事業ですけれど

も、これも８年間になるんですが、累計の予算と決

算額を教えてください。

○松堂徳明文化振興課長 しまくとぅば普及継承事

業の平成26年度から令和３年度までの事業予算です

が、累計額が予算額６億7180万6000円、決算額が累

計額として６億1058万1000円となっております。

○西銘啓史郎委員 その中で、しまくとぅば普及セ

ンターの人員体制というか、ちょっと詳細を教えて

ください。

○松堂徳明文化振興課長 県のほうでは平成29年度

にしまくとぅば普及センターを文化振興課の中に設

置しております。同センターの体制でございますが、

しまくとぅば普及センター長１名、コーディネーター

６名の計７名体制で、現在総合窓口の案内とか人材

バンク、あるいは検定等の取組を行っているところ

でございます。

○西銘啓史郎委員 たしか県民の８割がどうのこう

のという目標だったと思うんですが、数値目標、今

現在どういう状況でしょうか。教えてください。

○松堂徳明文化振興課長 しまくとぅばの普及を進

めていく中で、その目標値として、しまくとぅばの

使用頻度ということで、しまくとぅばを主に使う人、

しまくとぅばを共通語と同じぐらい使う人、挨拶程

度に使う人を含めた挨拶程度に使う県民を、平成25年

度の基準値58％に対して、令和３年度は88％まで上

げていくという目標を持っていますが、現在、令和

３年度で28.6％となっております。

○西銘啓史郎委員 その理由は何だと思いますか。

○松堂徳明文化振興課長 やはり主にしまくとぅば

を使う世代のほうが70歳以上という部分が多くて、

その方々の現状として子供たちに伝える機会がなか

なか減っているというのが一つございまして、今回

この令和３年度の県民調査を実施する中で、調査項

目として新型コロナウイルス感染症の流行による生

活の変化という項目を少し調査いたしました。その

中でやはり一番しまくとぅばを使う割合が多い友人

と会う機会が減ったというのが全体で74.5％となっ

ておりました。こういったしゃべる機会がやはり減っ

たというのが、今回かなり下がってきた原因の一つ

であると検討しております。

○西銘啓史郎委員 僕は決してそうじゃないと思い

ますよ。コロナの影響で88の目標が28までしか達し

ていないとは思えないんですが、ちょっと後で触れ

ます。

341ページの文化芸術関係ですけれども、この事業

内容、決算額、当初より増額になっていますが、増

額になった理由と概要を教えてください。

○松堂徳明文化振興課長 沖縄文化芸術を支える環

境形成推進事業でございますが、当初予算から補正

を行いまして、実際コロナ禍でなかなかイベント開

催ができない中で、イベント中止等が相次いでいる

中で、伝統芸能、音楽、美術、芸術、アート分野と

かそういった携わるアーティストなどの活動の場も、

これまで以上に厳しい状況に置かれておりました。

このため令和３年９月補正において、このアーテ

ィストを活用して情報を発信するような取組を行っ

ております。件数といたしましては、全体で30件の

目標としていましたが、36件の情報発信を行ったと

ころでございます。

○西銘啓史郎委員 この事業、同じように５年間累

計の予算と決算額を教えてください。

○松堂徳明文化振興課長 本事業の平成29年度から

令和３年度までの５年間の累計でございますが、予

算額が６億1346万円に対して決算額が５億7300万

1000円となっております。
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○西銘啓史郎委員 額的には先ほど336ページのしま

くとぅばのあれと同じような予算になっていると思

います。決算額もほぼ一緒なんですけど、申し上げ

たいことは、もちろんしまくとぅば事業、議員提案

の条例ができたことも理解しています。もちろんそ

れを残す努力も必要かもしれませんけれども、私は

もっと力を入れるべきはこういった文化事業に対す

る支援、芸能の方々、琉舞の方々、その方々がしゃ

べる方言だったり、そういった方々をしっかり育成、

継承することで、言葉も同時に僕は継承されていく

と思うんです。ですから、子供たちも含めてしまく

とぅばがしゃべれるようにしようという、学校の先

生もなかなか教えられない環境の中で、そこに６億

を積むことが本当に僕は適正なのかどうか疑問があ

ります。

ですからお願いしたいことは、この事業に限らず

本来何が目的なのか。その手段として何を選ぶのか。

そこをしっかりしとかないと、全ての事業そうです

けど、やって効果があったものとないものは冷静に

分析をして、次年度の事業に充てていくというふう

にしないと、決してこの生きたお金をしっかり使う

ように文化観光スポーツ部の皆さんにもお願いした

いと思います。

以上です。

○大浜一郎委員長 以上で、文化観光スポーツ部関

係決算事項に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括質疑につ

いて、各総括質疑ごとに、これを提起しようとする

委員から、改めてその理由を説明した後、当該総括

質疑を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑の順番でお願いいたします。

まず、総括質疑１番、西銘啓史郎委員、御説明を

お願いいたします。

○西銘啓史郎委員 議運の中で総括質疑を今回も行

うことが決定されて、やはり部長では答えられない

こととか、そういったものに対して知事の出席を求

めて総括質疑を行うという決定がなされたことに関

して、特にうちなーんちゅ応援プロジェクト、コロ

ナで疲弊したいろんな企業に対する商工労働部の主

管の事業ですけれども、この間聞いたようになぜ主

要施策に入っていないんですかと言ったら、企画部

がどうのこうのとかあまり訳の分からない説明が

あったし、やはりこの辺はもともと知事としても、

国の補助が大半でしたけれども、その辺の考え方も

部長ではなくて知事として自ら今後どのようにして

いくんだと。予算がなくなればやらないのか、何か

を切り崩してでもやるのかも含めて、知事の意思を

しっかりと確認すべきだと思います。これは決算な

ので、決算に対する考え方をきっちり知事には総括

質疑として取り上げて質問したいということで上げ

ました。

以上です。

○大浜一郎委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 部長、課長から一応は答弁はされ

ていて、総括質疑は決算特別委員会で知事も参加す

ると。出席されるということになっているんですが、

西銘委員も決算委員会の委員でしょう。

○西銘啓史郎委員 違う違う、西銘純恵さんです。

○玉城武光委員 要するに西銘委員がやるというこ

となの、決算特別委員会で。

○西銘啓史郎委員 私じゃないですよ。

○玉城武光委員 いろいろやりたいということはあ

ると思うんですが、一応部課長も答弁はされていま

すので、私はこれは総括質疑でやる必要性はないと

思います。

以上です。

○大浜一郎委員長 ほかの反対の御意見はあります

か。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○大浜一郎委員長 意見なしと認めます。

次の項目、２番の提起理由について、大城委員の

ほうからお願いいたします。

○大城憲幸委員 もう書いているとおりなんですけ

れども、あったように、いわゆる国際物流ハブ事業

関連だけでこの10年間で80億から90億ぐらい。ただ、

私の認識では、全日空の建屋、あるいは滑走路の舗

装工事、あるいはロジスティクスセンター、そうい

うような部分は国がやったもの、県が一括交付金で

やったものを含めて数百億ぐらいあるわけですよね。

これまではやっぱり沖縄のものを外に出していく

ことによって沖縄の製造業等、沖縄の企業を育てよ

うということで、この物流拠点事業というのは莫大

な予算をかけてきたわけですけれども、肝腎の足元

の地元企業、製造業が今非常にどんどん厳しくなっ

ている。そして地元企業の意見を聞くと、さらに製
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造業に対して県外企業の進出が最近多くなっている

というような話もありますので、申し上げたように

やっぱり地域経済循環というのをこの振興策でも目

玉にしていますので、県は。そういう意味では予算

のシフトも含めて、この物流拠点事業の総括と、そ

して今後地元企業をどう育てていくのかという方向

性は知事のリーダーシップが必要じゃないかという

のが言いたいところですので、総括質疑に上げて決

算委員会で議論すべきだというふうに考えておりま

す。

○大浜一郎委員長 説明は終わりました。

ただいまの項目について反対の御意見はありませ

んか。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 先ほども言いましたけど、この委

員会でも答弁は部課長がされておりますから、それ

は知事にやると言うんだったら私はそこまでやる必

要はないと思う。次のものも。

○大浜一郎委員長 ほかに御意見はありますか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○大浜一郎委員長 意見なしと認めます。

あと１件ですね。３番の件に関しましても、大城

委員、御説明願います。

○大城憲幸委員 お願いします。

今中小、あるいは地域の企業を一生懸命電力さん

が回って値上げをお願いして歩いているそうです。

その資料によると、今年度の赤字はもう400億の赤字

を見込んでいると。とにかく来年度以降は大幅に上

げないと会社がもちませんということで、この１年

ちょっとの間で２倍以上、３倍近くの電力の料金の

値上げをお願いして歩いているということです。

そういう中で、やはり今さっきの部分とも関連し

ますけれども、県内の製造業、中小企業が先行きの

経営が見えない。不安だというような声があります

ので、当然国の力も借りないといけませんけれども、

やっぱりそこに沖縄県としてどう対応するのかとい

うところと、ほかの県に比べて沖縄の電力事情とい

うのは現在もやはり石炭あるいは化石燃料に頼ると

ころが大きい。そして今後の見通しを考えても、原

子力がない、あるいは地熱発電がないという沖縄の

特殊事情も含めて、化石燃料に頼るところは今後も

沖縄の特殊事情として残るわけですから、そういう

中でこの沖縄の電力をどうするのか。再生可能エネ

ルギー、脱炭素をどう進めていくのか。そこはやは

りこれまでの取組とは一歩違った強化が必要だと思

いますので、知事の見解あるいは決意を聞かないと

いけないなというのが今回の理由です。

○大浜一郎委員長 説明は終わりました。

ただいまの項目についても反対意見はありますか。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 電力会社の経営、料金の高騰とい

うのは、決算とはちょっと離れていますよね。それ

もあるし、いろいろ答弁はされておりましたから、

そういう面では総括質疑をやる必要は私はないと思

います。

以上です。

○大浜一郎委員長 ほかに御意見はありますか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○大浜一郎委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

見の表明を終結いたします。

次に、決算特別委員会における総括質疑について

の意見交換及び当該事項の整理等について、休憩中

に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、総括質疑の必要性及び整理等に

ついて協議した結果、３項目について提起

することで意見の一致を見た。）

○大浜一郎委員長 再開いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議をした

とおり、報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いいたします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○大浜一郎委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し入れたい事項についての提案を

終結いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大浜一郎委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月25日火曜日正午ま

でにタブレットに格納することにより、決算特別委

員に配付することとなっております。

また、決算特別委員の皆様は、10月26日水曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定となって

おります。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 大 浜 一 郎
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令 和 ４ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和４年10月21日 (金曜日)

開 会 午前10時６分

散 会 午後５時53分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県一般会計決算

第６回議会 の認定について（保健医療部所

認定第１号 管分）

２ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県国民健康保険

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第20号 て

３ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県病院事業会計

第６回議会 決算の認定について

認定第21号

４ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 末 松 文 信君

副委員長 石 原 朝 子さん

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

照 屋 大 河君 比 嘉 京 子さん

瀬 長 美佐雄君 玉 城 ノブ子さん

喜友名 智 子さん 仲宗根 悟君

欠席委員

上 原 章君

※決算議案の審査等に関する基本的事項４

（６）に基づき、監査委員である上原章

君は調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 糸 数 公君

医 療 企 画 統 括 監 諸見里 真君

保 健 衛 生 統 括 監 新 城 光 雄君

保 健 医 療 総 務 課 長 古 市 実 哉君

医 療 政 策 課 長 井 上 満 男君

健 康 長 寿 課 長 崎 原 美奈子さん

地 域 保 健 課 長 新 里 逸 子さん

衛 生 薬 務 課 長 田 端 亜 樹君

衛生薬務課薬務専門監 池 間 博 則君

感 染 症 総 務 課 長 城 間 敦君

ワ ク チ ン ・ 検 査 平 良 勝 也君
推 進 課 長

感染症医療確保課長 國 吉 聡君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 総 務 課 長 上 原 宏 明君

病院事業総務課新型コロ 當 銘 哲 也君
ナウイルス感染症対策室長

病 院 事 業 経 営 課 長 與 儀 秀 行君

病院事業経営課班長 山 里 修 一君

病 院 事 業 企 画 課 長 照 屋 陽 一君

病院事業企画課看護企画監 津 波 幸 代さん

北 部 病 院 長 久 貝 忠 男君

中 部 病 院 長 玉 城 和 光君

南部医療センター・ 和 氣 亨君
こども医療センター院長

精 和 病 院 長 屋 良 一 夫君

宮 古 病 院 長 岸 本 信 三君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん

3ii4

○末松文信委員長 ただいまから文教厚生委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和４年第

６回議会認定第１号、同認定第20号及び同認定第21号

の決算３件の調査並びに決算調査報告書記載内容等

についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

まず初めに、病院事業局長から病院事業局関係決

算事項の概要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 委員の皆様、おはようご

ざいます。

それでは、病院事業局長の令和３年度決算の概要

について、令和３年度沖縄県病院事業会計決算書に

基づいて御説明申し上げます。

初めに、事業概要から御説明いたします。

決算書の15ページを御覧ください。

事業報告書の１概況の（１）総括事項について、

文教厚生委員会記録（第２号）
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沖縄県病院事業は、県立北部病院をはじめ６つの県

立病院と、16か所の附属診療所を運営し、県民の健

康保持に必要な医療を提供するため、医師や看護師

等の医療技術員の確保とともに、施設及び医療機器

の充実を図るなど、医療水準の向上に努めておりま

す。

業務状況については、入院患者延数が53万1457人、

外来患者延数が70万1650人で、総利用患者延数は

123万3107人となり、前年度と比べて３万548人の増

加となりました。

次に、決算状況について御説明いたします。

恐縮ですが、１ページに戻りまして御説明いたし

ます。

まず、決算報告書の（１）収益的収入及び支出に

ついて、収入の第１款病院事業収益は、予算額合計

656億5634万3000円に対して、決算額は707億6741万

6820円で、予算額に比べて51億1107万3820円の増と

なっております。

その主な要因は、新型コロナウイルス感染症関連

の収益受入に伴う増のため、第２項の医業外収益に

おいて102億2634万8219円増加したことによるもので

す。

次に、支出の第１款病院事業費用は、予算額合計

679億6604万7000円に対して、決算額は631億7509万

5978円で、不用額は47億9095万1022円となっており

ます。

その主な要因は、医師等の人員確保が困難となり、

給料及び手当などが当初の見込みを下回ったことに

より、第１項の医業費用において46億1032万1333円

の不用が生じたことによるものです。

２ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出について、収入の第１款

資本的収入は、予算額合計72億8568万6000円に対し

て、決算額は53億6471万6830円で、予算額に比べて

19億2096万9170円の減となっております。

その主な要因は、建設改良費の執行減及び繰越に

伴い企業債借入が減少したため、第１項の企業債に

おいて、14億1740万円の減収が生じたことによるも

のです。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計90億

8410万5554円に対して、決算額は70億8366万5238円

で、翌年度への繰越額が６億8684万1097円で、不用

額が13億1359万9219円となっております。

その主な要因は、施設整備費における入札執行残

のほか、整備内容の見直しによるもの、資産購入費

においてはコロナに起因する製造・流通網の混乱等

により納期が見通せず、年度内執行が困難となった

こと等によるものであり、第１項の建設改良費にお

いて、12億2167万9836円の不用が生じたことによる

ものです。

３ページを御覧ください。

令和３年４月１日から令和４年３月31日までの損

益計算書に基づきまして、経営成績について御説明

申し上げます。

１の医業収益は、入院収益、外来収益などを合計

した480億2753万3552円で、２の医業費用は、給与費、

材料費、経費などを合計した597億4670万8020円で、

１の医業収益から２の医業費用を差し引いた医業損

失は117億1917万4468円となっております。

３の医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助

金、国庫補助金などの合計で、219億6826万3507円と

なっております。

４ページを御覧ください。

４の医業外費用は、支払利息、長期前払消費税勘

定償却、雑損失を合計した27億6168万1929円で、３の

医業外収益から４の医業外費用を差し引きますと、

192億5658万1578円の利益が生じております。

これに医業損失を加えた経常利益は、74億8740万

7110円となっております。

５の特別利益は６億5216万9659円で、６の特別損

失は16億4949万6026円であり、差引き９億9732万

6367円の損失を計上しており、当年度純利益は64億

9008万743円で、前年度繰越欠損金67億2209万8390円

を合計した当年度未処理欠損金は２億3201万7566円

となっております。

５ページを御覧ください。

剰余金計算書について御説明申し上げます。

表の右の欄、資本合計を御覧ください。

前年度末残高15億2640万8242円に対し、前年度処

分額が０円、当年度変動額は64億9008万743円で、当

年度末残高は80億1648万8985円となっております。

下の欠損金処理計算書について御説明申し上げま

す。

１行目、当年度末残高の未処理欠損金は、２億

3201万7566円で、これにつきましては、全額を翌年

度に繰り越すことになります。

６ページを御覧ください。

令和４年3月31日現在における貸借対照表に基づき

まして、財政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部における１の固定資産は、（１）の

有形固定資産と、７ページに移りまして、（２）の無

形固定資産、（３）の投資を合わせた合計で458億

9443万4484円となっております。

２の流動資産は、（１）の現金預金、（２）の未収
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金、（３）の貯蔵品などを合わせた合計で304億4269万

1982円となっております。

１の固定資産、２の流動資産を合わせた資産合計

は763億3712万6466円となっております。

８ページを御覧ください。

次に、負債の部における３の固定負債は、（１）の

企業債、（２）の他会計借入金などを合わせた合計で、

404億2702万5076円となっております。

４の流動負債は、（２）の企業債、（３）の他会計

借入金、（４）のリース債務などを合わせた合計で、

113億404万9166円となっております。

５の繰延収益で、長期前受金から収益化累計額を

差し引いた繰延収益合計は165億8956万3239円となっ

ております。

３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合

わせた負債合計は683億2063万7481円となっておりま

す。

９ページを御覧ください。

資本の部における資本金合計は18億7858万4732円

となっております。

７の剰余金は、（１）の資本剰余金、（２）の利益

剰余金の合計で61億3790万4253円となっております。

６の資本金と７の剰余金を合わせた資本合計は

80億1648万8985円で、これに負債合計を加えた負債

資本合計は763億3712万6466円となっております。

以上で、認定第21号令和３年度沖縄県病院事業会

計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことといたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう、簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

ます。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに病院事業局関係決算事

項に関する質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 おはようございます。

決算と予算のときには、各病院長も御出席のこと

ゆえ、この機会にということを含めて質疑をさせて

いただきます。

まず、１番目にこの２年余りにわたってコロナと

の闘い、そして本当に多くの県民の命、それから離

島におきましては、本当に重症化する患者との闘い、

観光客との、また、住民との問題もあって本当に大

変な状況を危機一髪のところで、今に至ってるのか

なというふうな、せんだっての７波のときに、非常

に危機感を感じましたけれども、今日に大きなこと

にならずにといいましょうか、来てるのではないか

と思います。

そこで、私たちはこの教訓をやっぱり、感染症の

専門家の話をお聞きしますと、10年に一遍ぐらいは

こういう新たな問題が起こるのではないかという予

測さえも出されているところもありますので、先生

方に、この機会に、これまでに体験なさった中で、

県立病院としてはもう県民の命の最後のとりでに

なっていますので、どのような体制づくりを今後、

この教訓を生かしながらつくっていくのかというこ

とが非常に我々が知りたいところです。

そのために各病院長から、コロナを体験して、こ

れからの県立病院の在り方をハードやソフトの面か

らどのようにお考えなのか、示唆に富んだ提言がい

ただければありがたいと思います。

できるだけ簡潔によろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 それでは、ただいまの件につい

ての答弁についてですけれども、まず、順番を先に

申し上げておきます。

北部病院長、それから中部病院長、南部医療セン

ター・こども医療センター院長、宮古病院長、八重

山病院長、精和病院長の順で御発言をお願いしたい

と思います。

○久貝忠男北部病院長 委員が今御指摘したとおり、

この２年半のコロナ禍でいろんな課題が浮き上がっ

てきましたが、北部病院では、ハード面としてはコ
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ロナの関連する各補助金で、ＣＴとか、人工呼吸器

とか、陰圧室とか、ＥＣＭＯ等を整備させていただ

きました。実際それを使用しております。

これらの経験を基に新しい感染症―新興感染症、

再興感染症に対しても柔軟に行えるように、治療に

専念できる環境ができつつあるんじゃないかと考え

ています。

ただし、北部医療圏というのは、やっぱり医療資

源が非常に乏しい地域でありますので、今回、それ

に対して、保健所と医師会、あとは病院―北部病

院と医師会病院ですが、その３者が非常に連携が強

化できたということで、これも今後につながる連携

体制ができたと思っています。

今後はその通常診療を制限せずに、どうやってやっ

ていこうかということを考えているところです。

このように平時から非常時、非常時から平時とい

う切替えが今後は重要になってくるんですが、やっ

ぱり平時から人材の確保というのはとても重要で、

今回はハード面に関しては先ほど申しましたように、

コロナ関連補助金で異次元的な整備ができたんです

が、人材確保がやっぱり今後も重要になってくるか

と思います。当然、コロナ対応だけではなくて非コ

ロナに対応する職員も含めて、余剰とならないよう

な体制を構築していく必要があるかと思っています。

以上です。

○玉城和光中部病院長 ハード面では、当院はもう

老朽化や狭隘化についてこれまで何度も訴えてきて

おりますけれども、中部病院が担うべき役割の維持

がやっぱりこのハードでは難しい状況であり、いよ

いよもう待ったなしの状況に来ているのかなという

のが正直な印象です。

今まさに、もう建て替えの具体的な期日を私はも

う示す時期が来てると思っておりまして、これ以上

先延ばしにできない逼迫した状況がもう来てると

思っております。

琉大病院の移転、あるいは公立北部医療センター

などの計画も進められておりますけれども、医学生

の教育や医師派遣などでそれを支援することになる

であろう当院の整備計画についても足並みをそろえ

て進めるべきだと思っております。

医学教育の質の担保、あと、職員の離職や研修医

の確保についても、ハード面の設備が重要で経営に

もやはり大きく影響しております。具体的に言いま

すと救急でももう４人がやっぱり抜けたりとか、あ

と研修医もせっかく離島に派遣している人たちが中

部病院に戻ることなく沖縄を去っているという状況

の中では、中部のハード面のことをやっぱり原因と

して本土の充実したところに行くという方々が少な

からずいると思っております。やっぱり中部病院に

残って沖縄に残りたいと思われる中部病院になるこ

とは人材確保の意味でもとても大事なことではない

かなと私は感じております。

この問題については、地域市町村からの不安な心

配の声も上がっております。

なお、南棟の耐震問題についても今出ております

けれども、今、工事計画等について再検討している

ところで、ちょっと苦慮してるところでございます。

以上のことから、遅くとも年内にはもう建て替え

に関する具体的な期日を広く県民のほうにも示すべ

きだと自分は考えております。

以上です。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 コロナとの直接的な関係ではありませんが、た

だいま中部病院の玉城院長からもお話があったよう

に、施設の老朽化、あるいは狭隘化ということがハー

ド面での大きな課題と考えてます。

当院も開設からもう16年目となりましたので、一

部の設備では老朽化がもう始まっていて早急に更新

が必要になっています。

あと、開院の当初にはなかった新たな医療ニーズ

への対応、それから、職員が16年の間に随分増えま

したので、この増加した職員や、あるいは利用者へ

の対応が現在の課題となっています。

具体的には、クーラーで言えば室外機に当たりま

すけど、建物を冷やす大型の冷凍機の更新が喫緊の

課題でありますし、職員の休憩室の確保、外来化学

療法室の拡大、ハイブリッド手術室の設置、駐車場

の拡大、あと、敷地内へのヘリポートの設置などが

課題となっています。職員数についてはもう1400人

になりましたので、休憩室が随所で手狭になり、ミ

スを避けた休憩場所の確保は、コロナ対策のみでな

く、労働衛生環境整備の観点からも求められていま

す。また、外来化学療法室の拡大やハイブリッド手

術室については、病院の開設当時にはなかったより

高度な医療を提供する場として、設備整備が求めら

れており、さらに、中期的には不足がちな駐車場の

立体化を含めた拡大、それから、災害拠点病院であ

りながらヘリポートは敷地外にあるということが実

際の災害の場面には迅速な対応にそぐわないと考え

ています。

それから、ソフト面での課題は、当然、県立病院

の責務としての不採算医療や政策医療を適正に行う

ための補助金や繰入金の安定的な確保に加えて、特

に今、問題になっているのは、令和６年度から始ま



－277－

る医師の働き方改革への対応を見据えて、医師の業

務をタスクシフト、あるいはタスクシェアを行う特

定行為実践看護師の養成が喫緊の課題となっており、

そのための研修施設の施設整備が求められています。

以上です。

○岸本信三宮古病院長 御存じのように宮古島は離

島で、沖縄本島からも300キロ離れておりまして、こ

この最後のとりでとして当院の職員一同頑張ってお

りますし、また、観光客の対応についても我々の責

任が大きいというふうに感じておりまして、日々の

診療について、特にこのコロナに関しては一言申し

上げたいと思います。

まず、ハード面についてですけれども、令和３年

度までには新型コロナウイルス感染症患者等入院医

療機関設備整備事業などの補助金を利用しまして人

工呼吸器３台、ベッドサイドモニター22台、簡易陰

圧２台などを設置することができました。

ありがとうございます。

また、市、あるいは医師会が協力して購入してく

れたＰＣＲ機器をレンタルしていただきましたり、

また、非常に篤志家というか、補助で呼吸器も３台

でしたかね、贈与していただきました。

その他、ハード面の現状の課題として非常に大き

いのは、当院は、御存じかもしれませんけど、院内

に当院の救急室と市の夜間救急休日診療所というの

が併設されている形になっております。院内にある

わけですね。

このコロナの間においては、この夜間救急診療所

は借用させていただいて、感染者、あるいはその疑

い、発熱の方を診るというような部屋にしておりま

した。いずれにしても院内で非常に狭いという状況

でしたので、４月に宮古島市からこの夜間救急診療

所を譲り受けまして、現在、当院の救急と夜間救急

診療所を合わせた改築工事のための設計に取り組ん

でいるところで、大至急やりたいというふうに考え

ております。

ソフト面に関しては、先ほど先生方がおっしゃっ

たとおりでありまして、人材の確保、育成が非常に

課題であり、また急務でもあると思っています。

まずは、今回も非常に感染が蔓延した中において

は、職員の感染による病棟の閉鎖というのは非常に

大きな問題になりまして、それに対する看護師の確

保はやはり離島は特に―看護師に限らず、事務も

そうなんですけれども、余裕を持った対応ができる、

こういうようなことに対応ができる人員確保をお願

いしたく考えております。

また、特に感染症の対応に当たっては、ＩＣＴ

―インフェクションコントロールチームで、主要

な責務を担っている感染管理認定看護師が今１人

おって、また１名育成中でありますが、このような

状況においてはこの看護師の役割というのは非常に

重要でありまして、この配備をぜひ進めていきたい

というふうに考えております。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 今回、２年余りコロナの

対応に当たりまして、かなり八重山地区としてもい

ろいろなことが起こったということをちょっとお知

らせしたいと思います。

また、コロナ補助金でＥＣＭＯとか、あと、人工

呼吸器、モニター等を整備できたことはとてもあり

がたかったと思っています。

当院は離島にありますので、石垣島以外の竹富、

与那国、多良間からのコロナに関しても受入れを行っ

てまいりました。

離島からコロナ感染患者を搬送するという経験が

何度かありまして、そのためにヘリの中の養生とか、

あと、搬送する方々のＰＰＥという防護服を着ての

対応という形で重々しい形での搬送になったんです

けれども、実際、与那国から重症患者の搬送が数名

あったときに、海上保安庁では１機１名ということ

がありまして、それだと３往復での搬送になるとい

うことで、与那国からの搬送に初めて自衛隊さんに

お願いして、複数名の搬送ということをできること

になりました。

大型ヘリであると石垣空港に降りないといけませ

んので、そこからのまた重症患者の搬送でかなり四

苦八苦して、時間をかけて病院に収容したというよ

うなことが今回ありましたので、ぜひとも病院の近

隣に大型ヘリも離発着できるようなヘリポートの設

置が必要ではないかということの結論に達しました。

今後そういうふうな新興感染症が発生したときの離

島からの対応というのは、今後も継続して考えてい

くべきじゃないかということがあります。

ソフト面に関しては、新型コロナウイルス感染症

の第７波は、八重山においてはほかの地域とは比較

にならないぐらい急激に発生しました。その増大し

た中で、病院職員の罹患や体調不良、濃厚接触者に

該当する等で休職者が急増したことで、医療体制の

確保や継続的な医療提供に甚大な影響を及ぼしまし

た。

このことを踏まえて、やはり離島の病院において

は今後、平時から余裕のある病院職員数の配置が必

要と強く感じております。ちなみに、第７波によっ

て病院職員の病休者が１日70名を超したことがあり
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ます。その中で、病院職員をやりくりしながら、診

療を制限しながらどうにか対応してきたということ

がありますので、ぜひとも平時から余裕のある病院

職員数の配置を強く希望したいと思います。

以上です。

○屋良一夫精和病院長 よろしくお願いします。

精和病院は県立唯一の精神科病院として精神保健

福祉法に基づいて政策医療を行っていますが、今回、

新型コロナウイルス感染症に対応するために既存の

病棟１つを休床しまして、コロナ病棟を開設し受入

れを行ってきました。

その経験を基に、ハード面の課題については、当

院は築36年が経過しておりまして、施設、機械整備

の老朽化が著しく、現在、多様化した精神医療のニー

ズに十分応えられない状況になっております。

例としては、新型コロナの病棟を立ち上げたんで

すけれども、うちの受入れは無症状、軽症という扱

いだったんですけど、ピーク時には、中等症まで受

け入れなきゃならない状況になって、その際、酸素

の中央配管がなく、大型のボンベを運んで部屋まで

持っていって変えて、そういうような作業が必要で、

看護師の疲弊につながるようなことがありました。

しかし、今年の６月にやっと配管工事を終えて、

現在は酸素をスムーズに使うことができるんですが、

総合病院にあるような正式な形での中央配管という

ことではありません。いろいろ修繕費とか、設備費

に対応してるんですけれども、予算の都合もありな

かなか十分にはいかないというところがあります。

あと、ソフト面では、現在、当院は医師の欠員が

あって、９名のうち１人不足しているんですけれど

も、コロナの受入れに関して結構、やっぱり時間外

が増えたりということで、長時間労働縮減に向けた

勤務体制の確立のためにも、医師の安定的な確保が

大事であって、コロナの受入れに関しては感染症法

だけでなく、精神保健福祉法も並列した入院なので、

やっぱりその中でも、精神保健指定医の確保が大事

だと思います。

それ以外で、精神科医療として障害者の地域移行、

地域定着を推進するためにコメディカルの安定的な

確保も大切かと思っております。

あと、精神科医は感染症を扱う意識が初めはなかっ

たのでかなり戸惑いがあって、この辺、医師のほう

も、今後は感染症も自院で、精神科で扱えるような

知識と技能を身につけていくことが大切かと思いま

す。

以上です。

○比嘉京子委員 本当にたくさんおありだろうけれ

ども、その範囲の中でこれだけおっしゃったのかな

というふうにもうかがえますが、どちらの病院にも

やっぱりハードとソフトに近々の課題があるなとい

うことは、今日、明らかになったのではないかなと

思います。

それで、まず、スタッフの問題を２番目にお聞き

するんですけれども、病院事業会計審査意見書の

５ページから６ページにかけてですけれども、毎年

同じような文言で、やっぱり人員について医師等、

医療スタッフの確保についてということが今、皆さ

んのタブレットにお送りしてると思うんですけれど

も、そこが去年のものを見てみましたら、同じよう

に去年も人数を増やしました、何名になりましたと

いうふうに書いてございまして、今年も58人増加し

て3056人になっているというふうに書いております。

そこでお聞きしたいんですけれど、毎年のように

このようなレベルで増やしているにもかかわらず、

今、現場からはかなりの人材が平時から十分じゃな

いというお話があるわけなんですけれども、今現在、

局長にお伺いしたいのは、何名採用をしていて何名

退職者数が出てるかという基本的なことからお聞き

したいと思います。

○上原宏明病院事業総務課長 令和３年度で申し上

げますと、採用者につきましては、医師が52名、看

護師が138名、コメディカルが42名、合わせて232名

となっております。また、退職者につきましては、

医師が52名、看護師が105名、コメディカルが17名の

合計174名となっております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 今お伺いしたのは採用人数と退職

者数ですけれども、年間ある程度の人数が途中で休

職をするという、これは産休・育休も含めてですけ

れども、そういう数字というのは推移としてあると

思うんですけれど、大体この人数からして、賄える

だけの休職者が出てるのかどうかお聞きしたいと思

います。

○上原宏明病院事業総務課長 基本的な考え方とし

て、休職者とかが年度中途で出たら、基本的には臨

時的任用職員―正職員じゃなくて、臨任とかで充

てることが基本となっておりまして、ただ、看護師

については数が多いのと、あと、確保が困難という

こと、そこら辺を見越して、一定程度、多めに採用

しているところでございます。

以上です。

○比嘉京子委員 今、138名の看護師を採用するけれ

ども、年間で105名退職をするということでは、これ

で充足をしてるんだというお考えなんでしょうか。
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○津波幸代病院事業企画課看護企画監 看護師に関

する９月の欠員状況をお伝えいたします。

９月１日現在で休職者は137名おりまして、臨任職

員とか補充を補って、９月１日現在、看護師の欠員

は県立病院全体で10名となっております。

充足率に関しては99.5％というふうになっており

ます。数的には充足率が99.5％なんですが、実際に

今回コロナの休業者が大変多くて、最大、多い日が

206名の看護職のお休みの日もありまして、実際、やっ

ぱり育休者、あるいは退職者も途中でおりましたの

で、現場のほうはすごく大変な状況でありました。

それに対して、令和３年度と同じように厚労省等か

らの応援看護師を調整して、93名の応援看護師を配

置したところです。

今後は、欠員状況も見ながら前倒し採用とか、あ

と、病院の状況も聞きながら検討していきたいと思

います。

以上です。

○比嘉京子委員 今回、退職者というのが、例えば

例年、３年前にはなかったほどの退職者が出たとい

うことがあったんでしょうか。

○津波幸代病院事業企画課看護企画監 退職者に関

しましては、令和２年度、令和３年度は同じ数の退

職者数で、特にコロナに関連した退職というのはあ

りませんでした。

以上です。

○比嘉京子委員 もう少し実態が見えないんですけ

れど、例えばドクター、医者を52名採用したけど、52名

退職したというようなことが今、お話があったんで

すけれども、それによって例年よく指摘されている

ところの、この６ページの上のほうにあるんですが、

医師の欠員等によって休診やまたは診療の制限等が

起こっている箇所もあるんでしょうか、現在。

○照屋陽一病院事業企画課長 医師不足によって現

在の診療を休止してるのが、病院ごと、診療科ごと

に申し上げますけれども、北部病院の泌尿器科、中

部病院の眼科、八重山病院の眼科です。

医師不足によって一部診療制限をしてるところが

２診療科ありまして、北部病院の脳神経外科、中部

病院の泌尿器科ということになってございます。

以上でございます。

○比嘉京子委員 毎度、毎年のこの審査意見書を読

んでると必ずこの文言が判で押したように出てくる

わけなんですけれども。

ちょっと病院長にお聞きしたいんですけれども、

今、局が答えていただいた人数があるんですけれど

も、ぜひうちの病院はこういう不足が起こってるん

だ、こういう状況があるんだということをおっしゃ

りたい院長は手を挙げて、現状をもっと、全体で言

うと見えにくいので、その実態をちょっと報告があ

ればありがたいかなと思います。

○末松文信委員長 どうぞ、挙手してください。

比嘉委員は、御指名はないですか。

○比嘉京子委員 今、北部病院が泌尿器と脳神経と

いう２か所、問題が起こっているというのがあるの

で、非常に救急の患者さんが、脳血管的なことになっ

たときには中部病院に運ぶという現状なんでしょう

か。

○久貝忠男北部病院長 実情を申し上げますと、脳

神経外科、週１回、医療センターが外来を午前中やっ

てますけど、極めて足りないという、医療機能がか

なり落ちてます。

実際、北部病院と医師会病院を合わせて、これ統

計を取りましたけど、大体60人ぐらいが年間流出し

ています。くも膜下出血とか手術を要する患者。

手術をしない患者さんはどうなってるかといった

ら、医師会病院も北部病院もそうですけど、外科が

診たり内科が診たり―つまり、脳外科の目を通っ

てない。実際は、ｉＰａｄで画像を見てるだけです

けど、患者は診てないという状況で、医療機能が落

ちてるということです。

泌尿器科に関しては、もともと当院にいた職員が、

自分の患者さんを、これは前立腺がんとかそういう

患者ですけど、それだけを診てて、尿管カテーテル

と交代してるだけで、一般の患者さんは診てません。

泌尿器科は、北部には開業医が２つあるんですが、

一番困るのが、いわゆる英語でＵｒｏｓｅｐｓｉｓ

と言うんですけど、これ結構命に関わるんですね。

こういう患者さんも以前は中部に運んでいたんです

が、中部も泌尿器科がちょっと少なくなってしまっ

て、この辺もよっぽどのことがない限りは運んでい

ないという状況で、大変、医療機能としては落ちて

ると。

精神科が移動しまして、もともと外来はしてなかっ

たんですけど、これによって、結構、痴呆とか自殺

企図とか来るんですね、そういう精神科救急に関し

ては、当院でまたそれもｉＰａｄをしながらあとは

やってますけど、あとは脳波の読影ができないので、

これもセンターにお願いしてると、そういうふうな、

迅速性にはかなり欠けてるという状況が生じていま

す。

以上です。

○比嘉京子委員 やっぱりくも膜下をはじめ、そう

いう緊急時というのは一刻を争うというところで、
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助かることが助からない等のことも十分懸念される

わけなんで、非常に緊急性を要するかと思うんです

が、事業局長に、今の現状をいつどのように打開を

されようとお話をされているのか伺いたいと思いま

す。

○我那覇仁病院事業局長 まず、脳外科医に関して

は沖縄県全体で、特に県立病院で人が少ないという

のは、これは以前から申し上げています。

北部地域に関しては、北部病院、それから北部地

区医師会病院２つで専属の脳外科医はゼロというこ

とであります。

それから、中部でも、これまで１人、２人という

ことでしたけど、現在、今、那覇市立病院から応援

してもらっていると。

南部医療センターが割と、ＳＣＵといいますか、

中心的な脳外科の治療を行っていますけど、そこは

六、七名ですか、そういった人が集まってると。

それから、宮古病院は２人、それから、八重山が

１人というふうな状況でございます。

これに関して、全病院に非常に多くの脳外科医を

配置することはやっぱり極めて難しいような状況で、

我々は何度も琉大病院のほうにも医師派遣等につい

てお願いしているところですが、琉球大学もかなり

医師が少なくて派遣することが難しいということで

す。

最近、本土の九州大学の脳外科の医局に、北部病

院やあるいは局の担当を通じて、派遣等のお願いを

しているところでございます。

それから、今、南部医療センター・こども医療セ

ンターが、脳外科医が割とそろっているということ

でございまして、この北部の画像診断、あるいは急

ぎ手術をするようなそういった症例等に関しては、

やっぱり脳卒中センターというところに送っていた

だいていると。

そういうふうな状況で、かなり医師確保は厳しい

んですが、今後とも、県内外に協力、あるいは派遣

について求めていくというふうな状況でございます。

それから、泌尿器科に関しても同様の傾向があり

まして、北部が泌尿器科常勤がゼロ、中部が１人、

南部医療センターは、小児専門の泌尿器科ですが、

これ１人と、成人はいないわけですね。宮古に２人、

八重山に１人と、そういうふうな状況でございます。

対策としては、先ほど話しましたように、県内外

の大学病院等に医師の派遣をお願いするということ

は、これまでどおり継続するということと、それか

ら、先日の議会でもお話ししましたけど、やはり医

療機器が十分でないために医師が来ないと。

例えばそれは、泌尿器科においては手術支援ロボッ

トですね、そういったことの指摘もありまして、現

在、それの整備に向けて検討をしている、そこは導

入させるというふうなことを考えております。

○比嘉京子委員 今、緊急の事態に対して打つ手が

ないと、今すぐに充足できる見通しがないというよ

うなお話に聞こえたんですけれども、南部がそろっ

てる、どこがそろってるではなくて、北部病院にそ

れを充足するめどがあるんでしょうかとお聞きをし

たところですが、いかがでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 基本的には、緊急事態に

関しては、県立病院が協力しながら行うことは可能

だと思います。

いつ医師確保ができるかどうかについては、今、

その期日をはっきり申し上げることはできませんが、

大学病院等と何度もこういうふうに現状を説明しな

がら、それから先日は、北部基幹病院が将来できま

すが、そういったところにもやっぱり脳外科という

のはぜひ必要ですので、そういった将来的な構想も

含めて、例えば九州大学にそういったお話をさせて

もらって、協力をお願いするというふうなことを考

えています。

○比嘉京子委員 基幹病院の話をすると結構ずれて

しまうんですけれど、基幹病院に、我々が説明を受

けたのが十分に医師が充足できる見通しがあるんだ

と、だから病床率90％以上でも大丈夫なんだという

説明を受けて、採算性が出てきてるわけです。

今の状況ですと、県立北部病院に至って今、欠が

あり緊急時の対応ができない。

これは名護のみならず、名護より以北のところか

ら患者が運ばれてくることを考えると、県立病院で

シェアをするという考えには、私は至らないのでは

ないかと思うのですね。

北部は北部なりに、北部の圏域がしっかり守られ

ていく体制をどうつくるかということを早急に考え

ないといけないはずなのに、南部でどういうのがあっ

て、中部でどういうのがあってはなくて、北部でど

うするかということを考えていかないと、やはり私

は命の格差が生まれるんではないかと、非常に危惧

する今の答弁なんですけれど、基幹病院を造ったら

人が来るということは設備がいいから来るんでしょ

うか。今、琉大からたくさんの医師が来ることになっ

てるはずですよ。今の現状で来ないということは、

望めるんでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 琉大に関しては、私はど

ういった職員の構成がどうかについては詳しいこと

は存じ上げておりません。
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ただし、現在琉大に行っても、要するに、県立病

院に派遣する余裕はないと、そういうふうなことで

ございます。

それから、今、いろんな地域でそれ全てのことが

できればそれは理想的なんですけど、今はこういっ

た医師の偏在とかありまして、全ての場所に総合的

に多くの人をやるというのはかなり困難な状況がご

ざいます。

やはり集約化といいますか、ある程度、大きな人

数をそろえて、そこに人を集めて難しい症例をやる

と、そういうのはやっぱり基本的には必要なことで

ございます。

そういう意味で、これは脳外科に限らず、やっぱ

り循環器科とか、泌尿器科も含めてそういったこと

もやっぱり考えていかなくちゃいけないと。

ただし、緊急を要することに関してはきちっと対

応するということは必要だと思います。

以上です。

○比嘉京子委員 きちっと対応ができない状況が今

あるということを我々は突きつけられているわけな

んです。

それで、私たち、基幹病院に関しては琉大から卒

業生も出てくるので、全く問題はないという説明を

受けた上で今日に至り、規模が決定しているわけな

んです。このことに話をずれるわけにはいかないん

ですけれど。

それで、いわゆる安定的な確保と定着を図るとい

う、そういうことが指摘をされてるわけですが、局

ではなく、例えば中部病院、南部医療センター、そ

れから、宮古、八重山も含めて、どのようにしたら

安定的に定着を図ることができるかという御意見が

ありましたら、お願いしたいと思います。

○久貝忠男北部病院長 医師の確保ということでよ

ろしいでしょうか。

まだ走っているわけではありませんが、公立病院

経営強化プランというのが今度できました。以前は

改革プランということで、今回から強化プランとい

う、名前が変わって、経営のほうからどちらかとい

うと医療の分化と連携を中心に据えなさいと。それ

は何が起こっているか―医師の偏在が起こってる

ということで、何とか医師の偏在を、経営は度外視

とは言いませんけど、取りあえず医療機能を持つた

めに、医師の偏在を防ぐ方法は何があるかというこ

とでできたプランです。先ほど局長も述べましたけ

ど、基幹病院に人を集めてそこから医師を派遣しな

さい、看護師を派遣しなさいというプランだと思い

ます。

これは私の持論ですけど、医療は保険料と税金か

ら賄われていますので、居住地にかかわらず極力公

平であるべきだと思います。

これがなぜ起こっているかと言ったら、やっぱり

医療偏在。沖縄県は医師多数県です、明らかに。全

国でも４番目に、東京、福岡とかそういう、名立た

る県の上位にいますけど、そういう医師の偏在が起

こって、北部には今まで人が来てない。

定員が約47から50あるんですけど、今まで充足し

たことはありません。充足してないのは何か、どう

しているかって言ったら、派遣とか委託に頼ってい

るわけです。そういう先生方は６か月ないし１年で

はいなくなります。

そういうことで、それを持続的に恒久的に何がで

きるかといった場合は、県立病院の中では、そうい

うふうな人材の循環をしていただけないかなと、そ

のプランが、今回、令和５年から―以前からこれ

は言われてるんですけど、やっていただきたいなと

思います。

以上です。

○玉城和光中部病院長 久貝先生の言うこともご

もっともで、今はやっぱり沖縄県で中心となってい

るのは、確かに那覇市立病院と、南部医療センター

が脳外科の中心をやっておりますので、今、当院も

研修医の中には脳外科希望というのはいるわけです

よね。ここで初期研修を終わって、やっぱりここを

去って行っちゃうという方がどこに行くかっていっ

たら、やっぱり規模と設備の整った、人と設備の整っ

たいわゆるハイボリュームセンターって、東京とか

都会のほうにみんな抜けていくということが多いん

ですけれども、沖縄県でもやっぱり那覇市立とか南

部医療センターのほうに残って、この中で育ててい

くという形のあれで、今、那覇市立のほうから、今、

脳外科の先生を一応派遣してもらって、当院の脳外

科の希望とかの教育を今もう始めていて、彼らが沖

縄県に残って、いずれ脳外科のこの医療を担うよう

にしていくという形を取ろうということで、今、計

画して進めております。

そういうことができるということをやっぱりやっ

ていかないと、久貝先生の言っているとおり派遣と

かもできなくなるのかなというふうに思っておりま

す。

今それをちょうど始めたところでございます。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 今の脳卒中のお話に関しましては、県に８つの

脳卒中ケアユニットという脳卒中の急性期を中心に

治療ができる施設がありますけれども、そのうちの
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２つは宮古と八重山にありまして、残る６つは南部

にあります。

やはり中部、北部の急性期脳卒中を治療する施設

というのが、今、不足している状況で、中部病院、

北部病院、大変お困りだと思います。

私たちの南部医療センターは、この脳卒中のケア

ユニットの中の、今、コア施設といって、その中心

的な役割を担わせていただいていて、今後は国が指

定する包括的脳卒中センター―これは各県に１つ

だけ置くことが決まっているのですが、それの取得

を目指して今、人をどんどん集めて高度医療を提供

できるように準備をしているところです。

そういうことができるメリット、そのためには魅

力ある職場、高度な医療ができる職場である必要が

あって、それが先ほどのハード面での不足について

も触れましたけれども、ハイブリッド手術室として、

手術室の中で血管造影もできるというような高度な

医療施設があることで、まず医師が集まってくるし、

定着をする。ある程度の人数をまず確保することで、

今度は南部医療センターの脳外科を核として、周辺

の施設への派遣ができると、ずっと送り続けるとい

うことはもしかしたら難しいかもしれないですけれ

ども、中部や北部に対してセンターの脳外科職員を

定期的にローテーションで派遣するというような形

で県全体をカバーできるような仕組みづくりをした

いと考えています。

○岸本信三宮古病院長 この医療スタッフの安定的

な確保と定着という御質問だったと思いますけれど

も、まず医師については、例えば宮古病院では60名

ほどの医師の枠の中で大体20名ぐらい毎年入れ替

わっています。

若い先生が４年、５年、６年生ぐらいの先生方が

ですね、卒後に来ていただいて、１年、長くいると

２年という形でローテーションしていますが、そこ

で、宮古地区はやはり宮古病院に患者さんが集中す

るので、診療の経験として非常に意義のあるものだ

というふうに自負しておりますし、実際に出て行か

れる先生方も勉強になったということなんですが、

しかしながら、そうはいっても定着するわけではな

いので、常に毎年そういう形で３割ぐらいはもう医

師確保という形になっております。

また毎月30名ほどは専門医を病院に来ていただい

て診療していただくというような取組をしておりま

すけれども、やはり医師の場合は、自分のキャリア

形成をいかに、例えば宮古、あるいは、八重山のよ

うな離島に行ったときにできるかということが重要

になりますので、例えばそれについては、宮古ある

いは八重山に勤務されたら、例えば留学していける

とか、あるいは旅費とかの、あるいは研修の参加費

用、あるいは学会の専門医の費用を負担するとか、

そういうようなことが必要かというふうに考えてい

ますし、常日頃から我々はホームページ等あるいは、

事業局と一緒になって本土の大学等々に足を運んで

専門医等の派遣をお願いしているところであります。

ちなみに、福岡大学が脳外科の先生を送っていた

だいたので、今、宮古は現地にいる先生と合わせて

２名の体制でありますが、幸いですね、もう一人、

来年度から脳外の先生が来たいというような要望も

ありますので、これ、ぜひ積極的に進めていくとい

うような方向になっております。

もう一つは医師確保はこのような形ですが、看護

師確保、これが非常に重要だと思っています。特に

今回の第７波ですね。コロナで非常にたくさんの看

護師が休職状況になりました。もちろん、産休、育

休で常時10名ぐらい、そして、長期療養を合わせる

と15名ぐらい休んでいますから、病休あるいは感染

あるいは濃厚接触と、あるいは子供が感染したとい

うことで、20名から多いときは40名ぐらい休んでた

んじゃないかと思います。つまり、200人の看護師の

うちの常時１割、ひどいときは２割というふうな形

で休職している。こういう人たちを、ぜひバックアッ

プするような体制、途中採用とかそういう話ありま

したけど、バックアップする体制をちゃんとつくっ

ておかないと、いる人がもう疲弊して大変だと、毎

日聞かされています。病棟も縮小しながら今少しず

つ感染が落ち着きましたので広げていきますけど、

やっぱりそんなに、フルにはもう、277床の病床を開

けられないというようなことは看護部から毎日聞か

されていることなので、ぜひこの辺、先ほど99％の

充足率という話もありましたけど、現状は全然違う

と。

特に離島は、例えば会計年度ですと、離島手当み

たいなのもつかないんですよね。ですから、これ非

常に不利なんですね。沖縄本島での採用はオーケー

かもしれませんけど、離島はそれが難しいんです。

だからそういうことも踏まえて離島の対応をぜひお

願いしたく、それが一つの安定的な確保、定着につ

ながると思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 今、宮古病院の岸本先生

が言ったのとほぼ同じような内容です。

特に医師確保に関しては４月の段階でどうにかそ

ろえたかと思っても、今度、また、徐々に徐々に医

者が退職したりして、３月などには本当に３分の１の
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先生たちが入れ替わるという状況にあります。

医師に関しては、やはり本人のキャリアアップと

かを含めまして、安定的な確保というのには至って

いないのが現状です。ほかの職種と違って、医者は

嫌だと思えばすぐ辞めるし、やはり自分の見つけた

目標に向かって進むとなると、じゃあ１年で終わり

みたいな形を取られるので、毎年毎年その空いた穴

を埋めるだけで今精いっぱいで、今後医師確保に関

しても、この医師の働き方を見据えた形での増員と

いうわけにはなかなかいかないのかなと思っており

ます。

当院は脳外科医が今１人東京のほうから来ていた

だいておりますけれども、その先生も単身赴任で来

ていて、ほぼ24時間365日何か救急があった場合には

全て対応していただいています。かなり拘束されて

いる状況がきついために、できれば、もう１人の医

師を確保したいんですけど、なかなか来ていただけ

ない状況にあるために、今、現状としては、この先

生を月に２、３回、週末、家族の元に帰すことで、

拘束からしばらく解いてあげるという形をどうにか

つけながらやっております。そのときに医師が不在

になる場合は、今、南部医療センターとか、本土の

ほうから脳外科医を代診という形で石垣島の中に医

師を配置した形で急患に対しては対応しているよう

な形です。

泌尿器に関しては、現在、産業医大のほうからこ

の何年か派遣していただいて、１人の医師がどうに

か頑張ってやっているんですけれども、その採用す

るときに、その先生たちが使う医療機器とかという

のもかなり負担をかけてそろえたりとかしながらも、

必要なものはちゃんとそろえてあげるというのがや

はり今後の医師確保にもつながるので、そういうふ

うな機器整備に関しても必要性というのは忘れては

いけないものではないかなと思っております。

以上です。

○屋良一夫精和病院長 医師の安定的確保というこ

とですけれども、一般科の病院とちょっと精神科の

病院は違うところがあるというのはあるんですけれ

ども、当院の場合というか、これまでは精神科の場

合、病院それぞれでやっぱり医師を確保していると

いう色彩が強かったのですけれども、やはり県全体

として精神科医を確保して回していくというところ

が、今もやっているんですけれども、今後、大切か

なと思っています。

ただうちの病院も精神科の病院としては、先ほど

申し上げましたように36年がたって、なかなかこう、

若い先生とか、あるいはその専攻医、あるいは初期

研修医が来たときに、魅力のある病院、ハード面の

充実というところで、少しその辺が懸念されるとこ

ろで、この辺の充実をした上で常に毎月のように若

い先生は回ってくるので、精神科の魅力を私たち所

属する精神科医が伝えていって、回ってくるだけで

はなく定着してもらって、この精神保健指定医とい

うのを極力、全て育てていくような努力が必要だな

と思っていて、またそれにプラスその大学との連携

も今、うちの病院としてはあまりできてないところ

があるので、そこをこれからというか、現在も行い

始めているんですけれども、やっていきたいと思っ

ております。

以上です。

○比嘉京子委員 ソフトの面とハードの面が非常に

密接な関わりがあるということがよく分かります。

やっぱり魅力的な医療現場であったり、ハイブリッ

ドの導入であったり、機器の導入であったりという

ことがないと、先生方はやっぱりそこで腕を磨こう

というようなところにつながらないということが、

リンクしてるんだなということがよく伝わってまい

りましたので、そこは局も含めて、県議会も含めて、

今後どのようにバックアップをするべきかというの

が、今日、改めて確認ができたのではないかなとい

うふうに思います。

あと、働き方というものも質問に入れてありまし

たけれども、それは令和６年から、2024年、２年後。

先ほど先生方から、令和６年からというようなお話

がありましたけれども、そこもリンクしていかない

と、やっぱり設備の問題、働き方の問題、アメニテ

ィーの問題、八重山病院の宿舎の問題等も伺ってお

りますので、やっぱり魅力ある、引きつけられるよ

うな、病院ということが今後非常に求められている

のかなというふうに思います。

中でもやっぱり、設備の問題と機器の問題という

のは、ぜひとも我々も理解をしていきたいと思って

おります。

以上です。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 医療現場の状況を聞かせていた

だきました。

これまでコロナ感染の中でね、本当に医療現場の

皆さん方は大変逼迫した状況の中で頑張ってこられ

たということに、心からの敬意と感謝を申し上げた

いと思います。

さらに、今、比嘉京子委員の質疑の中で、医療現

場がまだかなり厳しい現状にあるということを聞か

せていただきました。ぜひそういう状況の中で医療
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現場で頑張っていらっしゃる皆さん方が本当に安心

して―これも県民の命とやっぱり向き合って毎日

頑張っていらっしゃるわけですので、そこに対して

しっかりと現場で医者や看護師やスタッフの皆さん

方が本当に安心して働き続けることのできるこの環

境をどう確保していくかということは大変大事な課

題になっております。そういう点で、私は医療現場

で働く医師や看護師、やっぱり医療スタッフの安定

的な確保が重要になってくるんではないかというふ

うに思っておりますので、ぜひ、今、各病院長の皆

さん方からお話がございました。

この皆さん方が安心して働き続けられる、この現

場をどう確保していくかということについて、やっ

ぱり病院事業局長としてしっかりと前向きに対応し

ていくということが非常に大事だと思いますので、

今後の具体的な計画、そして決意についてちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

○我那覇仁病院事業局長 先ほどから申し上げてい

ますが、やはり医師の確保というのは大変重要で、

また難しいものであるということは御理解いただけ

ると思います。

地域偏在、それから科の偏在がございまして、本

当に幾つかの科というのは、なかなかボリュームが

少ないんですね。その中で、何とか沖縄県の医療を

維持するためには人材が必要だと。事業局のほうで

は、人材確保班という、数名の方がおりまして、絶

えず各県立病院の状況、どこが足りないとか、そう

いう話をしております。

それから、いろいろな人材を通じて、大学、本土

の大学、大きな病院と、何度も現場に行って、沖縄

県の状況を説明し、医師派遣等について協力をお願

いして、その結果、そういう活動で人が来ると。そ

れから、沖縄県は、保健医療部のバックアップもあ

りますが、人材確保や研修等、約10億のいろんな補

助とか基金がございます。

本土から来た場合には、そこに研究医師として協

力するとか、それから沖縄に来て、離島に行った場

合に国内外への留学に行って、スキルを上げて帰っ

てきたら、また地域に貢献してもらうと。

それから、沖縄県から今現在、毎年17名の地域枠

の方がおられます。その中で、その４年間は、離島

僻地に勤務するということもありますので、ここは

琉大と話をしながら、うちの保健医療部もそうです

が、どの場所に、どういった人材を送るかというこ

とも含めて、いろいろ相談してまいりたいと思いま

す。

以上です。

○玉城ノブ子委員 よろしくお願いいたします。

あと１点だけですね。

さっき比嘉京子委員の質問の中でも出ました。ハー

ドの面で老朽化して、なかなか中部病院も今、大変

厳しいというふうな状況もありましたし、ほかの病

院からも、医療機器の問題の要求もございました。

これについては、もちろん医療スタッフの確保と同

時に、ぜひ積極的に進めていくということが大事だ

ろうというふうに思います。これについても、病院

事業局長、きちんとやっぱりその現状については掌

握なさっていらっしゃるんでしょうか。

それに対する対応をしっかりやっていくというこ

とが必要じゃないかと思いますが。

○我那覇仁病院事業局長 今回のコロナの補助金が

あって、例年になく、各県立病院は、人工呼吸器と

か、ＥＣＭＯとか、あるいはその他の医療機器、か

なり充実したような点はありますが、まだ足りない

ところももちろんございます。

そういうことに関しては、毎年、医療機器の予算

というのを、可能な限り準備して整備していきたい

なと考えています。

それから、先ほど申しましたように、人材の確保

に関しては、やっぱり高度機器がないと集まってこ

ないというふうな現状も鑑みまして、先ほどから話

しているように、手術支援ロボット、それからハイ

ブリッド手術、これも局としても想定して、今準備

してますので、ここもやっぱり現場と、なるべくそ

ういった機器をそろえたら、それだけの資格のある

人が必要ですので、そういったことも含めて、これ

も相互に連携しますけど、整備していくというふう

な考えでございます。

○玉城ノブ子委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 何点か伺いたいと思います。

まず、コロナ感染に対する医療機関の中核的役割

を担う県立病院に敬意と感謝を申し上げたいと思い

ます。

監査の意見書の視点ですが、病院事業本来の目的

である公共の福祉を増進するように運営されたのか、

まず、自己評価として、事業運営の決算に関する総

括を伺いたいと思います。

○我那覇仁病院事業局長 総括ということでござい

ますので、少し時間をいただいて御説明したいと思

いますので、御了承ください。

令和２年２月に、県内で初めて新型コロナウイル

ス感染症の症例が確認されてから、２年半余りが経

過しています。
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昨年は、病原性の強いデルタ株、それから今年は

感染力が非常に強いオミクロン株の爆発的な流行に

より、医療崩壊が現実的なものとなり、県立病院経

営も多大な影響を受けました。

現在は第７波が収まりつつありますが、感染の収

束は見通せない中、新たな変異株の出現や、第８波

の到来も危惧されており、今後の感染状況は予断を

許さないと思います。このような状況の中で、令和

２年度、３年度と、病院事業会計決算は、経常利益

及び純利益を計上しました。

令和３年度決算においては、新型コロナウイルス

感染症入院病床確保支援事業補助金や、医療機関協

力金などの医療外収益が増加したため、経常利益は

約74億9000万円、純利益は64億9000万円となり、累

積欠損金は令和元年度の約89億5000万円から、令和

３年度には約２億3000万円に縮減しています。しか

しながら一方では、医業収支については、入院や外

来患者の単価の増により、医業収益は前年度より増

加しましたが、材料費や経費などの増により、医業

費用も前年度より増加したため、マイナス117億

2000万円と、前年度より約１億6000万円損失が拡大

しており、コロナ前の令和元年度がマイナス58億

9000万円であるのと比べて、約２倍、大きな開きが

あります。

県立病院は、離島を含め、最前線でコロナ病床や

非コロナ病床を可能な限り確保し、日夜、中等症か

ら重症な患者を受入れ、県民の医療を守ってきまし

た。

それぞれ環境の異なる県立病院が工夫をしながら

経営努力を行い、新たな施設基準の取得や診療方針

見直しへの対応など、経営改善を進めてまいりまし

た。

しかしながら、感染力の強いオミクロン株の出現

により、医療従事者においては、コロナ感染や濃厚

接触者などが増え、県立病院では最大376人の休職者

が発生しました。

これにより、病棟閉鎖や救急医療の一部制限など、

医療提供体制の縮小を余儀なくされ、一般患者の入

院、手術、検査の延期など、多大な影響を受けまし

た。

今後の医療機関への国からの支援については見直

しも想定されておりますが、病院事業局としては、

ウィズコロナの下で、政策医療を担う県立病院とし

ての役割を果たすとともに、より一層の経営改善に

取り組んでいきたいと思います。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 中核的なコロナ感染の対応とい

う意味では、文字どおり県立が果たした役割は大き

かったと思います。

そういう意味では、コロナ感染者の入院治療に関

する県立病院の果たした役割、比重とか、伺いたい

と思います。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

県立病院では、医療フェーズに応じて、県全体の

確保病床の約３割を占めるコロナ病床を確保し、コ

ロナとコロナ以外の両方の患者を受入れております。

コロナ患者の受入れについては、主に人工呼吸、

ＥＣＭＯなどの重症、中等症患者の受入れや、離島

におけるコロナ患者の対応、妊婦や新生児、透析患

者、精神疾患を有する患者の受入れなど、県立病院

以外の医療機関では対応が困難なコロナ患者を受入

れており、令和２年度から令和４年度９月末までに

6685人のコロナ患者を受入れました。また、高齢者

介護施設等へ感染症専門医や、感染管理認定看護師、

ＤＭＡＴの職員等を派遣し、施設内の感染防止の指

導を行うとともに、クラスター発生時には、現地に

て、感染者の治療や感染拡大防止の対策等を行って

おります。そのほか、軽症者用の宿泊療養施設や入

院待機ステーション、ワクチン集団接種への職員派

遣など、県コロナ対策本部からの要請に対応してお

ります。

県立病院は、今後もコロナとコロナ以外の医療の

両立を図り、県立病院としての役割を果たしてまい

ります。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 先ほども報告、実態的にはＤＭ

ＡＴや施設への派遣等々でも頑張ったということで、

そこで医療と保健福祉の連携の実践状況で、連携す

る上での課題とか対応でどういうのが見られたのか、

そういった面で伺いたいと思います。

○岸本信三宮古病院長 よろしくお願いします。

宮古地区におけるコロナ感染症の流れについて少

しお話ししたいと思いますが、コロナの流行が始まっ

た当初は感染症指定医療機関として宮古病院が中心

に、主に宮古病院だけでというような形の対応に当

たっておりました。

幸い、市が疑似症についてキャンピングカーを病

院の近くのカママ嶺公園に４台設置していただいて、

疑似症はそこに、感染者は全員宮古病院で診るとい

うような形になってスタートしたのですが、複数回

にわたる感染症数の爆発的な増加に伴い、我々のキャ

パシティーを大きく超える事態が発生し、令和３年

１月には、各県立病院、琉球大学、民間病院、さら
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に多数の医療機関から医師、看護師を派遣していた

だきましたけれども、ちょっと立ち行かなくなりま

して、災害派遣として自衛隊の医療専門官の派遣、

あるいは厚労省からの医師、看護師の派遣等を受け

て何とか乗り切ったという経緯が令和３年の１月で

ありました。

こうした経験を通じて、平時より地域全体、ある

いは外部も含めた協力連携体制を講じておくという

のが非常に重要だという課題が浮き彫りになりまし

て、現在では、宮古圏域の中では、当院とほかの病

院、あるいは医師会、保健所との連携をつないでお

りますし、また、縦のほうでは県のコロナ対策本部、

あるいは医師会も県の医師会と宮古地区医師会との

縦の関係もつなぎながら、縦横の関係で連携をして

コロナの患者の入院等を扱っているわけなんですね。

当院及び民間病院のコロナ患者の入院患者数や受

入れベッド数、それから、保健所が行う宿泊療養施

設の受入れ状況、高齢者施設等の感染状況等の共有

を図っております。これにより、宮古圏域での感染

状況及び医療機関の対応余力等の把握が容易となり、

以前と比較してスムーズな対応につながっていると

いうふうに考えております。また、高齢者施設、あ

るいは介護福祉施設で患者発生がある場合は、保健

所職員とともに当院の感染症認定看護師が速やかに

現地に赴き、感染状況の把握、感染対策の指導、コ

ロナ検体採取、ＰＣＲ検査などを実施して、クラス

ターの発生防止に努めており、医療資源が限られて

いる宮古地区で重症者が限りなく少なくなるように

対策を講じてきましたということであります。

以上です。

○屋良一夫精和病院長 精神科病院における精和病

院についてなんですけれども、先ほど事業局のほう

からＤＭＡＴという言葉が出てたんですけれども、

当院には災害派遣精神科医療チームＤＰＡＴ先遣隊

チームというのがあります。コロナの発生時には精

神保健センターや他の精神科病院のＤＰＡＴのチー

ムと多職種と連携し、クラスター発生病院や施設へ

の応援派遣を行っておりました。

令和２年８月よりクラスターが発生した６つの精

神科病院なんですけれども、結構大きなクラスター

が発生するので、そちらへ医師、看護師、精神保健

福祉士の職員を応援派遣いたしました。また、ＤＰ

ＡＴとは別に、感染症認定看護師として、クラスター

の起こった病院へ感染対策の指導なども認定ナース

が出向いて行っているという状況がありました。ま

た、県のコロナ本部にもＤＰＡＴ調整本部とか、そ

ちらのほうにも職員を派遣しておりまして、精神科

のコロナ入院患者の調整を行う精神科リエゾン業務

というのがあるんですけれども、こちらにも当院の

医師３人がその役を担ったという経緯がありました。

あと、ちょっと別のことなんですけれども、当院

のコロナの入院患者のことなんですけれども、クラ

スターを起こした病院から、あるいは施設からの入

院に関しては、元の病院とか施設に戻すことが速や

かにできないことが多いんですね。というところで

は、民間の精神科の病院が後方支援病院というとこ

ろを名乗りを上げてくれて、その辺で民間同士の協

力もあるんですけれども、うちのコロナの療養が終

わったら別の病院が一旦引き取ってくれるというこ

とがありまして、この辺のところの連携は非常にう

まくいって、割とスムーズにうちの病院にコロナ患

者がたまらずにというか、そういう連携ができてい

たという経緯があります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 どうもありがとうございます。

医療と保健福祉の連携はもう常時、課題だとは思

います。

最後になりますが、現在、収束の方向で落ちつい

ている今こそやっぱり対応する、備えると、８波も

あるでしょうと言われている中で、前年度の取組が

今年度にしっかりと生かされているという状況なの

かどうか。

あと、８波にどう備えるべきかという問題意識に

ついて伺いたいと思います。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

病院事業局では、令和３年８月に新型コロナウイ

ルス感染症対策室を設置し、各県立病院及び県保健

医療部等関係機関と情報共有を密に行い、連携の強

化を図りました。

県立病院におけるコロナ患者受入れの人員体制に

ついては、特に課題となっている看護師不足に対応

するため、令和４年度採用予定者の前倒し採用や広

告媒体等を活用した臨時的任用職員等の募集などを

行い、計画的な人材確保に努めてきました。また、

県立病院においては、コロナ対応の初期の頃は医療

機器や個人防護具などの医療資機材が不足していま

したが、国や県保健医療部の各種補助金等を活用し、

医療機器の整備や個人防護具等の安定確保を進めて

まいりました。

令和４年１月からは、感染力の強いオミクロン株

が主流となり、新規感染者の拡大に伴って県立病院

職員が多数休業したため、救急や一般診療の制限に

より、人員体制をコロナ対応に見直すとともに、県
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外医療機関への看護師の応援派遣要請などを行い医

療提供体制の維持に努めてまいりました。

病院事業局としては、各県立病院が前年度までの

コロナ対応の教訓を生かし、第７波に対応してきた

と考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 もう県立病院が果たしてきた役

割、今後も担うべき重要な整備という点では、各委

員から出された老朽施設の早期の建て替え等々、あ

るいはドクター、看護師、あるいは医療機関に従事

する人、それぞれの専門医やスタッフの確保という

点では、コロナ対応以外にも重要な役割を担ってい

るであろう機関ですので、ぜひそこへの対応を強化

していただくということを要望して終わりたいと思

います。

ありがとうございました。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。よろしくお願

いします。

まず最初に、令和３年度の病院事業局での新型コ

ロナの関連予算と実績についてお伺いします。

予算の金額、執行金額、主な事業と成果、特に令

和２年度とどのように予算の使い方が変わってきた

のかという点、お聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 私のほうからは、コ

ロナ関係予算の実績と局全体に関する割合のほう、

御説明をさせていただきます。

令和３年度の病院事業会計におけるコロナ関連の

予算ですけれども、病院事業会計というのは２本立

てになっておりまして、通常よく言う３条予算とい

うものと４条予算ですね。

この３条予算というのが収益的収入と言われてい

るものですけれども、こちらの予算につきましては、

コロナ関係約19億円。それから、資本的収入、４条

予算ですけれども、予算につきましては17億円となっ

ており、それぞれ収益的収入及び資本的収入に占め

る割合は、３％と23％というふうになっております。

一方で、こちらに対する実績額ですけれども、コ

ロナ関連の収益的収入の実績額は約133億円、それか

ら、資本的収入の実績額は約14億円となっておりま

して、それぞれ収益的収入及び資本的収入に占める

割合は19％と26％というふうになっております。

以上です。

○喜友名智子委員 その中での主な事業は、どのよ

うなものがありましたか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

各県立病院においては、国や県保健医療部に補助

金の申請を行い、受入れた補助金を活用して、コロ

ナ患者の受入れを行っております。

主な補助金としては、コロナ病床を確保した医療

機関に対して支給がなされます新型コロナウイルス

感染症入院病床確保支援事業補助金がまずあります。

次に、コロナ入院患者を受け入れた医療機関に対

して支給されます新型コロナウイルス感染症医療機

関協力金補助金がございます。

３つ目に、都道府県からコロナ受入れ病床を割当

てられた医療機関に対して支給されます新型コロナ

ウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事

業補助金があります。

主な補助金としては以上です。

○喜友名智子委員 令和２年度と、前年度と比較し

てコロナ関連の予算、使途について何か変化があっ

た点があればお聞かせください。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

県立病院では令和２年２月以降、主に中等症以上

のコロナ患者や他の医療機関で対応が困難なコロナ

患者を受け入れております。

令和２年度から、国や県保健医療部の各種補助金

を活用してコロナ患者の受入れ体制を整備しており

ます。

各県立病院では、前回の感染拡大の波におけるコ

ロナ対策の検証を行い、次の波に備え、特に人工呼

吸器などの医療機器やマスクやガウンなどの個人防

護具が不足しないよう、各種補助金を活用して対応

しております。

コロナ患者の受入れ対応については基本的に、年

度による違いはございませんので、令和２年度から

引き続き受入れ体制の整備に必要な補助金の受入れ

と予算執行に努めているところでございます。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

先ほど来、コロナ禍での病院の先生方、それから、

看護師さん、職員の皆さんが、心身を削りながら頑

張ってこられたということは、ほかの委員からも指

摘がありました。

令和３年度で、職員の皆さんに対するこのコロナ

関連の手当というのはどのようなものがありました

か。

○上原宏明病院事業総務課長 局のコロナ関連の手

当といたしましては、特殊勤務手当ですね。伝染病

防疫手当の特例、感染拡大時業務対応特別手当、感

染拡大時派遣対応特別手当を支給しております。
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○喜友名智子委員 分かりました。

まだまだコロナが収束していなくて、もう当たり

前のように第８波というものを予想していることが、

本当にもどかしいというか、なかなか新規感染者が

抑え切れないという県の取組はやはりまだ私は課題

があると思っています。

世間はもうウィズコロナ、あるいはもうコロナは

収まったんだと、日常に戻っているような雰囲気に

なってますよね。それでもやっぱり、病院の皆さん

はそうではないという状況にまだあるのではないか

と推察をいたします。とはいえ、１日の新規感染者

数はもう500名以下を切るのも当たり前の数字になっ

てきました。比較的落ちついていると思われる今の

時期に、これまでの第７波まで非常に御苦労されて

きた各病院のほうをぜひ、私は知事に視察に行って

いただきたいんです。なかなか感染治療に当たって

いる中で訪問の受入れというのは難しかった面があ

るかと思いますが、今だったら県立病院を回って、

この２年以上の間、現場の皆さんの声を直接知事に

聞いていただくということが非常に重要ではないか

と思いますが、局長いかがでしょう。

局長に答弁していただきたいです。

○我那覇仁病院事業局長 令和３年度において玉城

知事の各県立病院の訪問は行われておりませんが、

県立病院に関する重要事項については随時、局長か

ら知事に報告を行ってはおります。

令和４年度について、知事訪問は現時点では予定

されておりませんが、病院事業局としては玉城知事

に県立病院の現状を確認していただきたいと考えて

おりますので、今後のコロナの状況を踏まえて対応

を検討したいと考えております。

○喜友名智子委員 ぜひお願いいたします。

全国では、沖縄の入院調整は県が一元化して行っ

ているという部分が評価をされている部分もあるん

ですが、それはやはり中南部中心のことだと思うん

ですね。北部であったり、離島であったり、そこは

やはり病院単体で御苦労されて入院調整や治療に当

たっている現状を、ぜひ知事には御覧いただきたい。

年内にも、もう第８波が来たらまたばたばたして、

視察どころではなくなってしまうかもしれません。

ぜひ現場に行って、ゆっくり聞いていただいて、職

員の顔も、働き方もぜひ見ていただきたいと要望い

たします。

次が沖縄県病院事業関係の決算審査意見書より、

何点かお尋ねをいたします。

今、表示をさせていただいた意見書の６ページ、

事務的手続についてお尋ねいたします。

この６ページの中に、定期監査において手当や契

約事務で基本的な財務事務の不適正な処理が確認さ

れる、また、依然として指摘件数が多いとあります。

これ昨年も似たような指摘があったかと思いますが、

令和３年度に関してはどのような事例があったんで

しょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

令和４年度の定期監査における事務手続等の不適

正処理については、給与、手当等の過不足払いや契

約保証金の免除に係る手続等が挙げられております。

このような不適正な処理の多くは初歩的な事案で

あって、担当者において、関係規定などの基礎的な

知識の理解不足であったり、病院現場における管理

監督者の審査が不十分であったことが主な要因とし

て挙げられております。そのために、病院事業局で

は、本庁職員が各病院のほうに出向き、毎年、事務

点検、それから、事務指導を行っているところです。

令和３年９月からは、それだけではなくて月に

２回、財務事務に係る事務担当者勉強会というのを

開催しております。

さらに、令和４年度、今年度からですけれども、

本庁職員及び各病院の担当者が一緒になって各病院

を回って、会計事務の審査も巡回指導を行ったりと

いうことで審査機能の強化に努めているというとこ

ろです。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

すみません、今、県からの指導や巡回とあったん

ですけれども、病院の事務は医療事務ということで、

事務の中でも特殊な事務かなと理解しています。

病院単独で育成するのは難しい面があるんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今回のこの監査のほ

うで指摘に当たったものについては、病院の医療事

務のところではなくて、どちらかというと、給与の

支払い事務であったりとか、一般的な事務の関わる

ところのものです。

それから、病院事業職員については今、生え抜き

の病院事務職員というのを採用してますけれども、

若手の職員だったりとか、ちょっと知事部と違って

財務的なところの知識がまだ十分でないというとこ

ろがありますので、そういったところを本庁から職

員が現場に行って、去年までは本庁職員が現場に行っ

て、あるいはマン・ツー・マンという形でやってた

んですけれども、そうではなくて、今年度からは同

じような課題とか、抱えている病院が幾つかありま

すので、それならば病院の職員も、例えば中部とか

北部の職員がセンターに行って書類を見たりという
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形で、一緒になってそういった書類の点検をしていっ

て、事務処理能力の向上を図っていこうというよう

な取組を行っているところです。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

報告書の中に、令和４年４月から本庁組織の再編、

県立病院の事務部各課に係を設置するとあります。

この詳細が、今、御説明いただいたものという理

解でいいですか。

ほかにありましたらお聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 私のほうで先ほど回

答させていただいたものにつきましては、どちらか

というと実務面のものです。

こちらの決算書のほうにあります係というものに

ついては、組織体制上の整備ということで行ったも

のです。これまで、病院現場においても審査という

のを実際やってるんですけれども、そこを係として

設けてなかったので、ある意味、責任が曖昧だった

りとか、そういうところもありましたので、そこを

はっきり持たせるということで今回、組織改編の中

で審査係というのを設けて、病院の事務についても

適正執行を進めていこうという、形的なものをつくっ

たというところです。

○喜友名智子委員 新しい係ができてプロセスが変

わったと。

そうすると、令和３年度と令和４年度で事務のミ

スというか、不適正な処理の事項というのは何件減っ

たという比較が恐らくできるのではないかと思って

います。

こういったことは令和４年度が終わったら、比較

可能な状態には今なってますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 その辺のところにつ

いては、比較できるようにやっていきたいと思って

ます。

ただ、事務につきましては、一朝一夕にできるも

のではないというところのものと、人事異動があり

ますので、必ずしも今年育てた人材が来年もやって

るというところもありませんので、人の入替え等も

ありますので、ここは引き続き地道に、そういった

担当職員の能力向上に努めていくということです。

ちなみにですが、病院事業局におきましては、３年

前は件数が30件超えてました。

去年、おととしと、17件という形ですが、今年は

ちょっと20件というふうに増えてますが、それ以前

の30件には戻らないように、今後も、事務処理能力

の向上に努めていきたいというふうに思っておりま

す。

○喜友名智子委員 事務というのはある程度、汎用

化というか、マニュアル化して、あまり人に仕事が

ついていかないようにしないと、結局、誰かがいな

くなったら、また理解できる人がいなくてミスが増

えるということにつながりますので、ぜひバランス

を取った運営を要望いたします。

今映している資料９ページ目ですね。

表６の病院別当初予定量と実績の比較を見ていま

す。この表を見て、この業務予定量が患者数を基に

つくっているということは説明書きで理解いたしま

した。この中で、外来の北部病院だけが予定量より

も実績を上回っていると。ほかの病院は違う数字が

出ているんですが、この北部病院だけ実績が上回っ

た、何か地域的な要素、要因があったんでしょうか、

気になっているので状況だけ教えてください。

○久貝忠男北部病院長 実績ですけど、予定量が

4000人ほど上回っています。９割は新型コロナ感染

症の患者で、内科と小児科です。

当初から、沖縄県コロナ本部というのが一応あっ

たんですが、どっちかというと、中南部中心という

認識で、北部病院では医療資源が乏しいので、何と

か組織をつくれないかということで、保健所、病院

―これは北部病院と医師病院ですけど、あとは医

師会、それぞれで役割分担をすれば、医療資源が乏

しくても何とか対応できるんじゃないかと。

感染症はいきなり爆発しますので、それを、人が

増えても、労働損失が起こっても、システムだけは

壊さないようにしようということで、まず、保健所

の役割を介護施設や高齢者施設にクラスター、ある

いは感染を発見した場合は、そこへ出向いていって

感染の指導をやって、患者さんが検査が必要かどう

か、検査が必要であれば北部病院に誘導すると。そ

して、医師会はワクチン接種とかホテル療養のほう

をやると。そしてそこで健康観察をして、おかしかっ

たらすぐ病院にやると。つまり早い段階で重症化を

見つければ医療は逼迫しないんだというコンセンサ

スで、それで外来が増えてもよしとしました、たく

さん取ろうということで。そして、そういう状況で

外来患者が増えたんだと思います。

これが医業収益にも現れてまして、令和２年から

３年度、別に医業収益を増やすためにやってるわけ

じゃないんですけど、大体11.6％増えています。こ

れ他の５病院の県立病院はないんですけど、当院は

２桁の伸びが示されています。こういうことで、積

極的にコロナ患者を病院で受けていたということが

要因かと思います。

３者の連携の強化と、もう一点は令和３年８月、

去年のちょうど８月頃にインフルエンザの流行がど



－290－

うこうって言われたときに、発熱外来を、これは国

の補助ができたんですが、それをいち早く取り込み

まして、そして、病院で自宅療養者の電話診療を

―これは本来は保健所の役目なんですけど、保健

所はできませんから、病院が担ってました。それで

これも同じことで、早く電話でつなぐことによって

医療者が聞き取りをすると重症化が防げるんですよ

ね。それも同じようなことで、これも外来診療に入っ

てますから増えたと。

そういうこの２つの要因で、北部は4000人ぐらい

増えたんじゃないかと思います。そのときに対応し

たのは、内科の先生だけじゃなくて、整形、小児科、

それこそ病理医も、みんな総動員して、電話はでき

ますので、そういうふうにしてやったことが外来の

予定量が上回ったと考えています。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

質問は以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午後０時７分休憩

午後１時24分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 よろしくお願いします。

文厚は、初めて来たもんですから、病院なのか保

健医療部なのかがよく分からなくて、その辺のとこ

ろは御勘弁ください。

午前中から、コロナ関連ですとか、いろいろ政策

医療を担う県立病院は大変な御苦労がおありだなと

いうことを印象に持ちました。それで、いろんな課

題が午前中あったんですけれども、これは的外れか

なと僕の質疑そのものがちょっとそうかなと思いは

しましたけれども、元気よく頑張って質問したいと

思いますので、よろしくお願いします。

今日は１点だけ、中部病院ですかね、研修制度

―卒業医学臨床研修事業ということがネットを調

べたら出てきて、括弧書きでハワイ大学というよう

なものが出てきたものですから、研修制度はどこの

病院にもおありであるんだろうなと思っておりまし

たが、この研修制度についてまずは内容についてお

聞かせいただけますか。

○玉城和光中部病院長 私のほうから、簡単にやり

ましょう。

ちょうど復帰の５年前の1967年に、当時、ハワイ

大学のほうから講師をいわゆる指導専門医という指

導専任の方々を15人招いて始めたのが当院の研修で

ございます。

これはアメリカのちょうど実践的な研修というこ

とで、非常にユニークで、当時、復帰前の５年前の

ことですので、もう実際アメリカの人たちが直接、

優秀な指導医が直接指導するという形でこれが始

まっています。これはまた復帰後もこれがずっと継

続されて、もう56年の歴史を積み重ねて今、56期生

で、もう57年目に入っているところです。卒業生も

この中では、1200人を超えております。

今、そのうち、私もそうですけど、一旦終わって、

離島へ行って、また県外、あるいは国外、自分は米

国で研修して戻って、今、中部病院でやってますけ

れども、こちらの病院事業局長の我那覇先生も同様

ですけれども、大体1200人余りのうちの大体７割に

当たる人が今、県内のどこかで、大体780、今、数字

は具体的に忘れましたけど、約７割近い人たちが今、

ここで働いてるということで、かなり沖縄県の医療

に貢献してるということでございます。

琉球大学にも、当院出身者は多くおりますし、民

間のほうにも那覇市立、あと、浦添総合、そのほか

にも、もうあらゆるところと言ってもいいでしょう、

開業の先生のところもそうでしょう。かなりの、中

部病院の研修修了者が今いて、沖縄県の医療に貢献

してるということでございます。だから、修了者の

うちの７割は県内で働いているという、こういう実

績を残しているのがこの臨床研修事業の一番の特徴

ではないかなと思います。

以上簡単ですけど、これでよろしいでしょうか。

○仲宗根悟委員 詳しく御説明いただきました。

歴史そのものというのは、米軍統治下の頃から始

まっていって、56年、57年の実績というんでしょう

か、歴史があるというような内容のようですけれど

も。

もちろん、医学生からしますと、タイトルにもあ

るとおり、卒業医学臨床研修事業というようなお話

ですから、卒業認定に必要な単位取得のための研修

でもあるというようなことの理解でよろしいでしょ

うか。

○玉城和光中部病院長 まさしく、プログラムとい

うことでカリキュラムがしっかり組まれていて、今

は新臨床研修がもう全国義務づけられましたので、

実際、今やられてるこの新臨床研修は中部をモデル

としてつくられているので、初期研修の２年間のこ

れはもうちゃんと決められたものを修めて、それ終

わった後で初めて正式な医師の免許が下りるという

形に今なっていると思います。

○仲宗根悟委員 非常に私自身、恥ずかしい思いを
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してるんですけれども、県内の県立病院で受けられ

る研修というのは、琉球大学医学部が本県にあると。

琉大の医学部生に限っての研修科目かなとそう

思っていましたら、ネットを調べてみますと、募集

要項があって、来年度ですか、もう既に研修制度に

対する公募中だとかいうことで、これは県内に限っ

てではなくて、全国至るところから研修、定員はお

ありでしょうけれども、受け入れるというような内

容で理解してよろしいでしょうか。

○玉城和光中部病院長 そのとおりでございます。

全国から今、来ております。もちろん琉球大学も、

地元も来ておりますので。

○仲宗根悟委員 実は今年の７月に出た朝日新聞を

見て、私のほうもびっくりいたしました。

この記事の内容が、32歳で東京で開業をされてる

方の記事なんですけれども、どんな患者も絶対に断

らないと、こういうポリシーで開業をされたと。そ

の在宅診療クリニックを東京でなさったという方の

記事の内容だったんですけれども。

読んでいるうちに非常に興味深いといいましょう

か、目からうろこといいましょうか、非常に驚いた

ことに、この方は鹿児島の出身のようで、宮崎の医

学を受けられて、そして、最初は在沖米軍海軍病院

で研修を行ったと。その翌年に、県立中部病院で初

期研修を受けて、前期、後期があるようですね。そ

れで後期は、伊平屋、波照間、石垣などの離島で研

修をされたというような内容のようです。

そして、この方の、東京で開業をしたいというよ

うな、どうしてかなというようなことだったんです

けれども、コロナで保健所から、在宅で苦しんでい

る方がいらっしゃいますが診てくれますかというよ

うな内容で連絡があったそうです。そしたら、はい

行きますということで行ったら、同年代といいます

から、30代の方々がコロナで苦しんで、その寝床で

排便をするぐらい人間の尊厳を失っている状況でこ

ういるんだと。それを見かねて、シーツの片づけし

てから、後に治療を施すというような内容だったよ

うなんですけれども。

この方が初日が５名、次の日に20名を受け入れた

というようなことで、非常に今、大都市東京の中で

こういうことが起こっていると。隣近所には、しっ

かりした医療施設もあるんだけれども、診てもらえ

ないという状況だったようです。東京の状況がこう

ですと。

確かにプロフェッショナルはいるけれども、それ

は専門しか診れないということで断られたと。自分

は絶対断らないということであったようなんですけ

れども。その中で、研修を受けた県立中部病院では、

ゼネラリストであることをたたき込まれたという内

容なんですね。そして、東京で、この沖縄の医療が

通用するのか試したかったというような内容が載っ

てるんです。

それだけ、物すごいことがこの沖縄の県立病院の

研修制度で行われているんだなというのが、まず私

の印象でした。

今、先生がおっしゃるように、いろんな方々が研

修を通して、県内でも活躍をされてるということを

お聞きしましたときに、非常に私たちは誇りにも感

じますし、そして今、いろんな課題が多い中で、こ

ういった方々の研修もしっかりとなさっているとい

う意味では、一つ一つ、本当に課題が多い中を病院

経営、あるいは医療従事に関わっているんだなとい

うことを思いました。

午前中もいろいろな課題がありましたけれども、

課題克服のために皆さん頑張っていただきたいなと

思ってます。

県内もそうでしたけれども、全国にこうして、沖

縄で培ったスキルを積み重ねていって、いろんな形

で活躍をされているという内容を見ましたときに、

非常に心強く感じますし、そして、誇りさえ感じら

れるという意味では、今日は本当に課題も多いんで

すけれども、私自身はもうエールを送りたいなと、

頑張っていらっしゃる皆さんにエールを送りたいな

というふうに思いました。

以上ですが、感想を聞きましょうか、局長。

○我那覇仁病院事業局長 今、委員から、研修医に

エールを送りたいということをお聞きしまして、大

変うれしく思います。

先ほど、中部病院長から歴史について説明があり

ましたが、今57期ですかね、私も10期生であります。

このアメリカの教育システムというのが、その当

時の日本になかったわけですね。

要するに、みんな医局とか専門のほうからやって、

実際は救急室とか、目の前にきた患者さんは診るこ

とはトレーニングされてないと、これが非常に大き

な問題になっていたと思います。

その当時の日本医師会の武見会長が中部病院の救

急を中心にした、この目の前の患者さんを診るとい

うのを非常に感激受けて、これから本土にも、そう

いったものを広げると。

実際にそれが全国の卒業して必ず一、二年ほどは、

専門科に限らず、どんな病気でもファーストタッチ

といいますか、基本的なことはトレーニングをやら

なくちゃいけないというふうなことで、これは結局、
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全国に広がってロールモデルになって、日本が変わっ

ていったという歴史があります。

今、お話にありましたゼネラリスト、いろんな科

には、今若い人は、この専門だけ突出しているとい

う方がやはり多いんですよ。

しかし、これはしようがないと思いますけど、一

つ欠けてるのは、それだけの科を見るだけで、一般

的なことに対して対応できることが十分ではないと。

沖縄県はやっぱりこれだけの離島・僻地がありま

すから、そういったところにやって、まず全体の、

外科も小児科も内科も対応できるような医師を育成

すると。

この期間で初期研修、それから今、専門研修に行っ

てますけど、それで十分なトレーニングを受けて、

基本的には卒後５年目ですが、そういった方々を離

島・僻地に派遣して、沖縄県の医療を維持すると。

とっても重要な役割を持っていると思います。

現在、中部から始まって北部、南部医療センター、

宮古、八重山と、それから、今精和も専攻医も育て

ているし、県立全体でそういった医師を育てていく

ということに関しては、とても重要な役割をしてる

んではないかと。そういうふうに考えて、これから

もそういった医師が多く集まるような、やっぱり病

院ですね、我々もいろいろ努力していきたいと思い

ますけど、そういったふうにしていきたいと思いま

す。

以上です。

○仲宗根悟委員 ありがとうございます。

もう一つ印象的に残ったのがですね、東京で診て

もらえないというような内容は、東京の医師そのも

のの実力不足なんだとこの方は言ってるんですね。

確かに、専門科目、スペシャリストではあるんだけ

れども、沖縄でたたき込まれたゼネラリストではな

いんだというようなことで言っているもんですから、

ゼネリストを育てるこの沖縄の中部、非常にこう、

先ほどから誇り高いなというような印象を持ちまし

たので、ぜひ皆さん頑張っていただきたいなという

ふうに思います。

以上です。終わります。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

今の中部病院の研修制度を私の友人も、中高の同

級生も何名もいますし、また、目の前の方々を大事

にするということで政治に転身をして、今、宮崎市

長をやってるという人間もおります。このマインド

しっかり受け継がれていると思いますので、引き続

きこのいい医者を育てていくために努力していただ

きたいとお願いを申し上げます。

この医療体制の状況に関しては午前中の質疑の中

でいろいろと分かってきました。限られたリソース

の中で最大の効果を上げていくためにどうすればい

いかということで、特に令和３年度、コロナの中で

したから、厳しい中で皆さん御努力されていただい

たというところに改めて敬意も表します。体制の部

分については、患者と直接向き合わないといけない

部分と、向き合わなくても何とかなる部分というと

ころをしっかりより分けをして、最近、ＤＸという

言葉も出てきてますけれども、うまく活用しながら、

これは直接、病院事業局が取りに行く予算かなと思

う部分は多少あるんですが、全てに国の予算は使え

るという話も聞いておりますので、ぜひＤＸを進め

ていただいて、患者さんにより適切な医療を現場で

提供できるという体制を築いていっていただきたい

なと、これは要望いたします。

私のほうは、この運営の状況に関して幾つか質疑

をさせていただきたいと思うんですが、まず、令和

３年度の運営状況について、総括的な部分で事業局

長に見解をいただきたいなと思います。

○與儀秀行病院事業経営課長 令和３年度の沖縄県

病院事業会計における経常損益ですけれども、こち

らのほうは前年度比で、約46億9200万円の増加があ

りまして、トータルで174億8700万円の黒字というふ

うになっております。

また、純損益のほうにつきましても、前年度比で

約42億6000万円増加で、トータルで64億9000万円の

黒字となっております。

この黒字の要因ですけれども、収益面では入院外

来患者の単価がアップしたということで、医業収益

が約19億4700万円の増となっております。

もう一方で一番大きいんですけれども、新型コロ

ナウイルス感染症入院病床確保支援事業、いわゆる

空床確保料と言われているのですけれども、それら

の補助事業に係る医業外収益が対前年度に比べて

49億7200万円の増加となったことが収益面の増加に

挙げられると。

それから一方で、費用のほうですけれども、こち

ら固定資産の維持、修繕経費が約8500万円の減となっ

たことや、旧八重山病院の建物の解体撤去とありま

すけれども、そちらの費用が約１億8000万円減になっ

たことで、費用も圧縮されて、トータルとして決算

的には非常にいい数字になったというところであり

ます。

○小渡良太郎委員 総括を今いただいたんですが、

この審査意見書の中から幾つか確認するんですけれ
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ども、２ページの真ん中ら辺に、この本来業務に係

る医療損失が117億1917万余と、前年度に比較して

1.3％増加しているというところもあるんですが、こ

の理由と、あと、令和３年度行った対策について教

えていただきたいと思います。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和３年度の医業収益ですけれども、こちらのほ

うが約480億2800万円で、その主な内訳として、入院

収益が約343億1300万円、それから、外来収益が約

116億1700万円というふうになっております。

医業収益については入院外来患者の単価増、先ほ

ど申し上げましたけれども、それによって前年度比

で19億4700万円の増加となっております。

それから一方で、医業費用のほうが597億4700万円

で、主に診療活動の回復による医薬品等の増に伴う

材料費の増加や、委託において新型コロナウイルス

感染症対策に伴う労務単価の上昇、それから、委託

業務の増加というので、経費の増加があったために、

前年度比で約21億300万円の増となっております。

その結果、医業収益から医業費用を差し引いた令

和３年度の医業損失が前年度比で１億5600万円増加

して、約117億2000万円というふうになっているとこ

ろです。

○小渡良太郎委員 次の５ページのところで医業収

支の改善という部分の、またこれも中段以降なんで

すが、医業収益に係る職員給与費の割合が高いとい

う水準になってるってことなんですけれども、これ

についての見解を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 医業収支のほうにお

きまして、人件費が高くなっているということです

けれども、こちらのほうについては入院収益、外来

収益ですね。医業の収益のほうがやはり落ち込んで

くると、相対的に人件費が高くなってくるというこ

とで、コロナの中で、コロナ以前に比べて、コロナ

後の率が上がってきてるというふうになっておりま

す。

○小渡良太郎委員 その下、未収金なんですけれど

も、これも去年も、毎年聞いてると思うんですが、

未収金の状況と、あとこれも事業局としての見解を

お聞かせいただきたいと思います。

○與儀秀行病院事業経営課長 この未収金の状況で

すけれども、貸借対照表の流動資産に計上されてい

る約143億円の未収金ですが、このうち、健康保険組

合等の保険者への請求に関わるものが約96億円とい

うふうになっております。

これ何かというと、病院に行って窓口で３割負担

で払うんですけど、保険の分というのは２か月遅れ

で病院に入ってくるもんですから、その分はどうし

ても未収計上という形で計上せざるを得ないので、

その分が約96億円あると。

それから、患者個人負担に係るものの未収金とし

て約16億―実際この部分が本来の実質的な未収金

というところになります。

その他、コロナ関連の補助金等の医業外未収金が

約31億円。補助金についてもちょっと遅れて入って

くるのがありますので、そういったものが31億円と

なっています。

保険者への請求やコロナ関連補助金については、

先ほど説明しましたけれども、数か月を要すること

から未収計上してますということですね。

令和３年度における病院事業局における個人未収

金分の総額については、先ほど申し上げたとおり、

約16億円ですけれども、これが令和２年度と比較し

まして1855万円ほど増加しております。

その主な増加要因としては外来患者数の増加です

ね。あと、公費申請に係る増加件数の増、それとあ

と、ＰＣＲ検査に伴う納付書の後払いの件数が増加

したことが対前年度比で未収金が増加したと。特に

ＰＣＲ検査につきましては、その場で納めていただ

くというわけではなくて、やっぱりちょっと感染の

おそれがありますので、その検査費用については、

納付書を送って後日納めていただくという形にして

ます。

この未収金につきましては、やっぱり未収金とい

うのは発生防止というのが非常に重要ですので、病

院のほうでは防止対策として、クレジット収納やコ

ンビニ収納サービスの利用等をしていると。これま

で病院の中では、現金を持っていって払うという形

をしてたんですけど、現金が足りないと、じゃあ残

りは未収になるかというのがありましたけれども、

そういったものを防ぐために、カードでも払えるよ

うな形の取組をしてて、できるだけその場で払って

いただくというような形の取組をしています。

それから、支払いが難しい方々については、ソー

シャルワーカーとの連携によって社会保障制度の活

用をやったりとか、退院日及び診療費の事前通知な

どをして、前もって費用のほうを準備していただく

というような取組をしています。そういった取組を

した中でもやはり未収金が発生したという場合がご

ざいますので、そういった場合には速やかに納入通

知書のほうを送付させていただくと。

さらには、それでも納めていただけない場合につ

いては督促であったりとか、再度、納付指導を行う

という形でやってます。
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ただ、それをもってもまだ納めてくれないという

方がいらっしゃいますので、そういった回収困難と

いうんですけど、難しい債権につきましては、弁護

士へ回収債権を委託するなどして、取組を強化して

ます。

病院事業局のほうでは、本庁とそれから各病院の

ほうで連携して、毎年11月に徴収強化月間というの

を設けてます。

そういったところで、未収金対策委員会を開催す

るなどして取組の強化を図っていると。

それから、さらにはこれまでのそういった強化を

図っている取組というのを標準化して、適切な債権

管理を進めるために、令和４年３月に債権管理マニュ

アルというのを作成して今、そのマニュアルに基づ

いて、引き続き未収金の対策に取り組んでいるとい

うところです。

○小渡良太郎委員 この未収金対策の業務というの

は、それぞれの病院でやられてるという形ですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 各病院に未収金担当

の職員がおりまして、そちらのほうでやっておりま

す。

ただ、担当職員１人だけではなくて、院内で、先

ほど申しましたけど、ソーシャルワーカーですとか、

そういったところの部署と連携しながらやっていく

と。

それから、本庁におきましても、業務支援班の中

に未収金担当がおりますので、そういった本庁と各

病院とも連携しながら、未収金対策を行っていると

いうところです。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

この未収金対策は以前からずっと私も聞いてるし、

前の文厚でもいろいろ議論されてるというのを確認

をしているんですが、これを長引けば長引くほど、

やっぱり払わなくなるんですよね。喉元過ぎればと

いうことわざもあるとおり、せっぱ詰まって病院に

行った、治って半年、１年たったというふうになる

と、もうかかったことも忘れるというわけじゃない

んですが、やっぱり長引けば長引くほど回収が困難

になっていくと。

これは、この病院事業局の未収金だけじゃなくて、

全てのお金でそういうものになっていますので、迅

速な対応というのが一つ大事なのかなと思いますし、

また、この現場で対応できる部分というのもなかな

か限界があるというところもありますから、この事

業局本体でもやられてると思うんですけれども、しっ

かり、管理監督だけじゃなくて、ここの部分をしっ

かりサポートしていくというところも併せてやった

ほうがいいのかなというふうに感じております。

あと、次のページ、財務に関する事務について是

正・改善を要するという事項の中で、この基本的な

財務に関する業務の不適正な処理が幾つか確認され

るという、指摘件数が多いというところもあるんで

すが、まず説明をお願いします。

○與儀秀行病院事業経営課長 令和４年度の定期監

査における指摘事項ですけれども、こちらのほうは

給与、手当等の過不足払いや契約保証金の免除に係

る手続等が挙げられております。

これらの事案については、例えば先ほどの給与、

手当等の過不足払いですけれども、勤勉手当の期間

率の算定に誤りがあって、不足払いを行ったりとか、

あるいは契約保証金の免除については、適用する条

項を誤っていたりというところで、担当のある意味、

基礎的な知識の理解不足であったり、それをチェッ

クする管理監督のところの審査が不十分だったとい

うことが挙げられます。

病院事業局としても午前中申し上げましたけれど

も、本庁職員が各病院に出向いていって事務点検や

事務指導というのを行っております。

令和３年度６月から毎月、勉強会というのを開催

させていただいております。

さらに、今年度、令和４年度に入りましてからは、

本庁職員と、各病院現場の職員が一緒になって会計

事務の巡回指導をしたりというのをやって、審査機

能の強化に努めているというところと、あと、体制

の強化というところで審査係というのを各病院に設

置しまして、責任と権限を持たせた形でチェック体

制の強化を図っているというところです。

それから、今年度の定期監査で受けました事案の

部分につきましては、既に改善策を講じて再発防止

に努めているところであります。

病院事業局としても、今後とも職員の資質能力向

上を図るために勉強会を強化していったり、あと、

事務の改善というところで、例えばチェックリスト

であったりとか、マニュアルのさらなる細かい整備

と、そういったものを今現在、行っているところで

あります。

以上です。

○小渡良太郎委員 コロナでいろいろと人が休んだ

りすることも多いという状況でもあったと思うんで

すが、やはりこの３行目以降に書かれてるように、

この担当者が関係規定とかの基礎知識をちゃんと理

解してるかというところが一番重要になってくると

思います。

ルールとマニュアルを正しく理解をしておけば、
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あとはちょっと計算間違いするとかということは

あったとしても、大きなミスとか、あと、財務上の

不適正な処理という形にまでつながることは考えに

くい部分もあると思いますので、ぜひしっかりと、

担当者をそんなに頻繁に変えるということはないは

ずですから、いま一度、マニュアルを作りました、

読んでてくださいだけじゃなくて、ちゃんと定期的

に勉強会をするとかということも含めて、こういっ

た指摘が少なくなっていくように、令和４年度以降、

引き続き努力をしていっていただきたいなと、これ

は要望いたします。

もう一点、先ほど黒字が出たと、これ新聞報道等

でもありました。決算剰余金が非常に多くなってる

というのを別表で、ちょっと今、時間ないので出さ

ないんですけれども、確認はしてるんですけれども、

この決算剰余金の生じた要因は何があるのかという

ところについてお聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和３年度の病院事業収益が、繰り返しになりま

すけれども、706億4797万円ありまして、それに対し

て一方、費用のほうが641億5789万円となっておりま

す。

これに対する純利益として、差引きすると、64億

9008万円が純利益として上がってきたというところ

です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員から決算審査意見書の

３ページの表２の剰余金の約61億3790万円

ではないのかとの確認に対し、執行部から

表１の当年度純損益の約64億9008万円のほ

うであるとの説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

では、この剰余金の取扱いってどのようになって

ますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 剰余金の取扱いにつ

きましては、基本的に累積欠損金がある場合、まず

そこに充てていくという形になりますので、病院事

業局につきましては、六十何億ですか、ありました

ので、それに充てて、残り２億が繰越欠損金として

残っているという状況です。

○小渡良太郎委員 これだけの剰余金が発生した理

由というのはどのようなことが考えられるのか、教

えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 簡単に言いますと、

病院事業収益が大きくて、それに係る費用のほうが

少なかったので、その分の利益が発生して剰余金が

これだけ生み出されたという形になります。

○小渡良太郎委員 これは国からの、今回、コロナ

関係の予算ということでいろいろ入ってきてると思

うんですけれども、それもこの剰余金の中に含まれ

ていますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 コロナの補助金も含

めて収益という形になっておりますので、コロナ補

助金、例えば今回、３条予算ですと130億円余りコロ

ナ補助金が入ってきてますけれども、それのうちの

どこが剰余金で幾らというところでなくて、もう単

純にその130億も含めて病院事業収益というふうなと

ころに計上されて、そこから費用を引いた残りの64億

が純利益という形になっております。

○小渡良太郎委員 今、決算書９ページの資本の部

のところで、他会計補助金51億4251万余というとこ

ろあるんですけれども、これ多分、国からの補助も

含まれているのかなと思うんですが、この剰余金は

一部でですね、コロナ対応のための国からの予算が

入ってきた、従事した医療スタッフへ一時金とか、

設備費の購入とか、経費への充当とかというのがちゃ

んとなされたかというふうな意見もあって、それに

ついて、この病院事業局としてどう考えているのか

教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 コロナ関連の令和

３年度の医療機器に関わる予算ですけれども、コロ

ナ関連については医療機器で補助金等をいただきま

して13億7000万円があります。それに対する医療機

器としては552の医療機器のほうの整備を行っており

ます。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員から国からの予算が剰

余金に入ってしまっていないか、予算が正

しく使われているのかとの確認があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 今お伝えした医療機

器に係る13億7000万円につきましては、病院事業局

の各病院からこういった医療機器を整備したい―

ＣＴであったりとかを整備したいという要望を上げ

て、交付申請というんですが、それを上げてそれに

対して実際入ってきたお金というものですので、こ

れが剰余金に回るというのはありません。

全部、医療機器に使っております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

報道でもあって、黒字という形になったというの

もあったんですが、何かちょっと変な書き方ではな
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いんですけれども、今回、コロナがあったから黒字

になったんだみたいな書き方のような雰囲気もあっ

て、もちろん、コロナでいろいろな対応をしたとい

うのは事実だと思うんですけれども、コロナでもう

かったみたいな言われ方を、書き方をされているこ

とについては、私もちょっとどうなのかなと思うと

ころはやっぱりあります。

そこについて、局長から見解をお示しいただけれ

ばと思います。

○我那覇仁病院事業局長 やはり新聞報道で非常に

多額の補助金、協力金があって黒字になったという

こともありますが、しかしながら、沖縄県はこれだ

けのコロナの大流行で各県立病院がきちっと病床も

確保し、中等症以上の患者さんもきちっと受入れ、

それをやっぱり離島、僻地を含め、しっかりと医療

を提供したと、そういうことでこういった補助があっ

たのではないかと、我々、職員としてはそう思って

ます。

やっぱり看護師さんをはじめ、医師、コメディカ

ル、非常に一生懸命やったたまものだと考えており

ます。

したがって、これはずっと続くものではありませ

んので、経営努力をしないといけないんですが、そ

の医業収支が、コロナの前が大体、マイナスの五十

七、八億円、今回は117億ということなんですけど、

同じ土俵じゃないわけですよ。今回の場合には病棟

も閉鎖しなくちゃいけないし、診療提供も縮小しな

くちゃいけないし、手術や検査もやっぱり縮小する、

それだけ収益がないわけですから、当然、医業収支

としては減るってことは予想できるんではないかな

と思います。

私としては、令和元年ですね、そのときが、これ

までのマイナスの経常収支、29年度マイナス27億、

それからマイナス4.6億でしたかね、令和元年にはプ

ラス4.3というふうな経常収支、このときにはコロナ

がない状況です。

だから、今後はなるべくそこに近づけるように、

戻るように経営努力も引き続きやって、この大幅な

補助に頼らなくても経営が―次年度、その後、す

ぐ急に戻るというふうにはちょっと難しいかもしれ

ませんけど、そういうふうな体制に持っていきたい

と考えております。

以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

コロナがあったことで、医療機器の更新が、一部

ですけれども、進んだという事実もあります。

また、今、事業局長おっしゃったように、この決

算の部分では収益が上がったというところもあるん

ですけれども、それはやっぱりひとえに、先ほど午

前中もいろいろとお話いただきましたが、病院の現

場で頑張っていただいた方々がいて、コロナ対応を

やっていただいて、その結果がこれという形になっ

ていますので、そういうのを私もちらほら聞こえる

んですけれども、やっぱりはねのけて、真っ当なこ

とをしっかりやってこういう形になってるんだとい

うところをぜひ自信を持って言っていただきたいと

いうところもあって、ちょっといろんなところを触

れながら質疑をさせていただきました。

令和４年度、今年度は少しコロナが落ちついてき

てるんですけれども、一般県民の意識も下がってき

ています。

なので、また次の波が来たときにどういう状況に

なるかというのは分からないんですが、やはりこの

県民の安心・安全を守るのが県立病院の役目ですか

ら、引き続き頑張っていただきたいというエールも

送って、私の質疑を終わりたいと思います。

以上です。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。

若干提出した質疑内容より少しちょっと変わりま

すけれども、意見書の15ページのほうになりますけ

れども、先ほど来、小渡委員からもありました、一

般会計からの繰入金についての新型コロナウイルス

感染症入院病床確保支援事業について、繰入金の額

が112億8971万3201円となっておりますけれども、こ

れの内容と使途を再度伺います。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

15ページのこの表の、新型コロナウイルス感染症

患者等入院医療機関整備事業等の主な事業として

３つございまして、１つ目がコロナの入院患者を受

け入れるために入院病床を確保した医療機関に対し

て支給される新型コロナウイルス感染症入院病床確

保支援事業、こちらのほうが３年度決算額でいうと、

約105億1900万円になります。

２つ目に、コロナ入院患者を受入れた医療機関に

対して、医療従事者の処遇改善等に活用できます新

型コロナウイルス感染症医療機関協力金、こちらの

ほうが、３年度の決算額約13億2200万円。

３つ目に、コロナ患者を受け入れるための医療機

器等の整備にかかる費用を補助する新型コロナウイ

ルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業補助

金、こちらのほうが約10億7900万円という形で、主

な事業としてこういう補助金がございます。
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○石原朝子委員 分かりました。

それぞれの事業の中身の内容を後で資料として、

項目ごとに実績の金額を提出していただけますか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 後ほど資料を提出したいと思います。

○石原朝子委員 私もこの病院事業局のこの会計が

あまり熟知はしておりませんのでちょっと教えてい

ただきたいんですけれども、この公営企業繰出基準

に基づく繰入金については、どのような算定方法に

なってるのか教えていただけますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 政策医療の不採算部

分を補塡するために地方公営企業法というのがあり

まして、それが第17条の２第１項のほうにおいて、

一般会計において負担すべき経費の原則というのを

定めているんですけれども、これが、細かいものを

いいますと、じゃ、どういったものを負担するかと

いうところですけれども、県立病院を含む自治体病

院が一般診療に加えて高度、特殊医療、先進的医療、

離島医療、それから、救急医療と言われる政策医療

を担っているところについてやっていくんですけれ

ども、地方公営企業法第17条の２の部分では、さっ

き言った不採算医療のところですけれどもやって…

…。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から石原委員に後ほど資

料請求をしてはどうかという提案があり、

石原委員も了承した。）

○末松文信委員長 再開いたします。

石原朝子委員。

○石原朝子委員 では、この件につきましては、後

ほど資料として頂けますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 後ほど資料のほうを

提出させていただきたいと思います。

基本的に不採算医療と言われているものを、総務

省の繰出基準に基づいて積算していくというところ

で、離島医療だったり、高度救急医療であったり、

そういったものです。

○石原朝子委員 ありがとうございます。

次に、意見書の23ページになりますけれども、経

営指標の中で、職員１人１日当たりの収入が全国平

均と比べて低いんですけれども、その要因はどのよ

うに分析しておりますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

今、質問がありましたものですけれども、表17の

経営指標の中で、下から３つ目ですけれども、100床

当たりの職員数というのがございます。

こちらのほうですと、沖縄県が200.3人に対して全

国が164.4人というふうになっております。

なので、沖縄県は大分、全国に比べて人数が多い

と。このほうにつきましては、本県は離島県という

ところで、ほかのところよりも人が多く必要であっ

たりとか、各地域ごとに中核病院を構えてますので、

そういった、例えば他県であれば中央病院とか、専

門的な機能を持ったものを一つどんと置いてたりと

かするんですけれども、沖縄県はそういった形で各

２次医療圏ごとに置いてますので、そういった意味

でも、職員が他県に比べて多く必要だと。

それから、不採算医療を行っておりますので、そ

ういった意味で、収益のほうが他県に比べて少し落

ちるという形になっております。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

では、最後になりますけれども、意見書の20ペー

ジになりますけれども、これの過年度損益修正益

―令和３年度が６億4700万、そしてまた、修正損

という項目がありますけれども、これはどういった

勘定項目になりますか、教えていただけますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

まずは過年度損益修正益のほうが６億4750万円に

なってますが、内訳としまして主なものとして、中

部病院のほうで１億700万円あるんですけれども、こ

れは退職給付引当金の修正というものが上がってい

ます。

同じく、宮古病院についても退職給付引当金の修

正ということで２億1000万円とかというのが上がっ

ております。

それから、もう一つの過年度損益修正損のほうは、

北部病院のほうで、令和３年２月、３月の診療報酬

の算定額の増というところのものが上げられており

ます。

ほか、こちらのほうでも退職給付引当金の不足に

よる修正とかというのが上げられております。

○石原朝子委員 これは毎年こういった形で修正が

発生するんでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 毎年、何らかの形で

過年度に係るものの修正益とか修正損というものが

発生した場合にはこういった形で上がってくるとい

う形になっております。

これについては、令和３年度決算では上がってま

すけれども、令和２年度においても、例えば修正益

のところであれば２億1900万円余りの修正益が計上

されておりますし、修正損のほうについても令和２年

は５億1500万円余りの金額が計上という形になって

ます。
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大体、毎年あるようなものです。金額の大小あり

ますけれども。

○石原朝子委員 できれば、多額なこういった修正

が出ないように、やっぱり取り組んでいただきたい

なと思ってますけれども、その点、どのような対応

をされてますでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 先ほど申し上げまし

たけれども、退職給付引当金とか、そういったとこ

ろでちょっと会計処理のミスとかもあって、そうい

う形で金額が上がってますので、その辺は会計処理

の仕方であったりとか、中身の知識だったり、そう

いったものを病院事業局全体として、本庁を含めて、

情報共有してそういったミスが起こらない形で今後

も取り組んでいきたいなと思ってます。

○石原朝子委員 分かりました。

どうもありがとうございました。

以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から石原委員への提供資

料についての訂正があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

山里修一病院事業経営課班長。

○山里修一病院事業経営課班長 石原朝子委員の御

質問の中で、決算審査意見書15ページについて、新

型コロナウイルス感染症入院病床確保支援事業等に

ついての決算額113億円の内訳、資料について提供す

ることとなっております。

この中で、先ほど、當銘室長からの発言の中には、

コロナ患者の医療機関協力金も含めて説明しました

が、これは含まれておりませんので、これを除いた

資料を後ほど提供いたします。

以上です。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

○末松文信委員長 では、以上で病院事業局関係決

算事項に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部の入替え）

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、保健医療部長から保健医療部関係決算事項

の概要説明を求めます。

糸数公保健医療部長。

○糸数公保健医療部長 では、保健医療部所管の令

和３年度の決算概要について御説明を申し上げます。

ただいま通知しております歳入歳出決算説明資料

をタップし資料を御覧ください。

まず、資料の１ページを御覧ください。

表の右端の欄には令和３年度度沖縄県歳入歳出決

算書のページを記載していますので御参照ください。

それでは、一般会計歳入決算の状況について説明

をいたします。

表の一番上、保健医療部計の欄ですが、予算現額

の計（Ａ欄）781億1046万3000円に対して、調定額（Ｂ

欄）は628億6056万8519円、そのうち、収入済額（Ｃ

欄）が628億5253万4319円、不納欠損額（Ｄ欄）は０円、

収入未済額（Ｅ欄）は803万4200円、収入比率は99.99％

となっております。

次に、歳入予算について、款ごとに主な内容を御

説明いたします。

欄外に通し番号を振っていますので、こちらを用

いて御説明をさせていただきます。

まず、通し番号１、（款）分担金及び負担金の収入

済額（Ｃ欄）10万3225円は、精神障害者措置入院費

負担金となっております。

続いて、通し番号４、（款）使用料及び手数料の収

入済額（Ｃ欄）２億464万1443円は、県立看護大学の

授業料及び入学料などとなっております。

続いて、２ページをお願いします。

通し番号13、（款）国庫支出金の収入済額600億

3390万7874円は、新型コロナウイルス感染症対策の

ための新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金

及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

などとなっております。

それから、通し番号21、（款）財産収入の収入済額

737万2439円は、健康づくり財団等への土地貸付料な

どとなっております。

続いて、その下27、（款）寄附金の収入済額5788万

3708円は、新型コロナウイルス感染症対策のための、

県民等からの県への寄附金となっております。

続いて、３ページのほうをお願いします。

通し番号30、（款）繰入金の収入済額12億2637万

2195円は、離島や北部地域の医師確保、医療体制整

備等に要する経費に充当するため、保健医療部で設

置した各基金からの繰入れなどとなっています。

次に、通し番号35、（款）諸収入の収入済額13億

2225万3435円は、ＰＣＲ検査事業のうち、検査の費

用負担について検査事業を円滑に実施するために、

那覇市と協定を締結し、那覇市内実施分について県

で一時負担し、実績分を那覇市から委託金として納

入したものなどとなっております。

次に、収入済額について御説明いたします。

また１ページのほうに戻させていただきます。

１ページ表の一番上、保健医療部計の右から３列

目に、収入未済額（Ｅ欄）803万4200円でございます。
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それについて主なものを説明いたします。

通し番号10、教育手数料のＥ欄収入未済額507万

6000円は、県立看護大学入学料に係る収入未済額と

なっております。

入学料については、令和３年度末に令和４年度の

入学料の減免申請がなされたことから、令和４年度

に減免の決定が行われるまでの間、交付を保留して

いたことにより生じたものとなっております。

続いて、３ページをお願いいたします。

通し番号39、衛生貸付金元利収入のＥ欄収入未済

額289万8200円は、看護師等修学資金返還金に係る収

入未済額となっております。

同資金は、看護師免許取得後、県内の指定施設に

一定期間勤務した場合には返還を免除しております

が、県外への就職、あるいは看護師を離職した場合

などには返還しなければならないところ、この返還

が滞り収入未済となっているものであります。

続いて、通し番号43、弁償金のＥ欄収入未済額６万

円は、元職員への損害賠償請求金に係る収入未済額

となっております。

毎月債務支払い計画に基づき返済額の調定を行っ

ておりますが、この返済が滞り収入未済となってお

ります。

次に、一般会計歳出決算の状況について御説明い

たします。

４ページのほうを御覧ください。

４ページ表の一番上、保健医療部計の欄ですが、

予算現額の計（Ａ欄）1400億1585万2000円に対し、

支出済額（Ｂ欄）は1222億159万4515円、翌年度繰越

額（Ｃ欄）は80億135万2146円、不用額の（Ｄ欄）は

98億1290万5339円、執行率は87.3％となっておりま

す。

次に、歳出決算の主な内容について御説明をいた

します。

まず、通し番号１、（款）民生費の支出済額317億

7421万4200円は、主に後期高齢者医療広域連合に対

する負担金などに要した経費となっております。

次に、通し番号６、（款）衛生費の支出済額895億

4698万5995円については、新型コロナウイルス感染

症などの感染症対策、ハンセン病や結核対策、精神

保健、母子保健、健康増進の推進、難病対策、衛生

環境研究所及び保健所の運営、食品衛生、医務・薬

務及び病院事業会計への繰出金に要した経費となり

ます。

５ページのほうをお願いします。

通し番号34、（款）教育費の支出済額８億8039万

4320円は、看護大学の管理運営等に要した経費となっ

ております。

次に、翌年度繰越額について御説明をいたします。

恐れ入りますが、４ページのほうをまたお願いい

たします。

４ページ、表の一番上、保健医療部計の右から４列

目に翌年度繰越額（Ｃ欄）80億135万2146円がありま

す。

それについて御説明をいたします。

通し番号９、予防費については、その中のワクチ

ン・検査パッケージ等活用促進事業というものにお

きまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金検査促進枠については、令和３年度補正

予算で組まれておりまして、国の交付金執行手続が、

令和４年４月以降に行う予定となっていることによ

る繰越しとなります。

５ページのほうをお願いいたします。

５ページ、通し番号21、食品衛生指導費について

は、その中の食品衛生監視指導事業において、食品

衛生等業務システムのサーバー機器の更新に係る

データ移設作業が、世界的なサーバー関連部品の供

給不足による納品遅れにより、年度内の完了が困難

となったこと、それから、通し番号22、（目）環境衛

生指導費については、その中の水道広域化推進事業

において、関連工事において、海水取水施設整備に

おける想定以上の土質条件の発生等により工事に遅

れが生じ、年度内の完了が困難になったこと、及び

通し番号28、医務費について、この中の新型コロナ

ウイルス感染症受入病床確保事業におきまして、新

型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言等の

影響により、医療機関がその対応に追われ、病床確

保交付申請を３月中に提出することが困難となった

ことにより、年度内の事業完了が困難となったこと

などにより繰り越したものでございます。

次に、不用額についての御説明となります。

恐れ入りますが、また４ページのほうを御覧くだ

さい。

４ページ、表の一番上、保健医療部計の右から２列

目の不用額（Ｄ欄）98億1290万5339円について、そ

の主なものを御説明いたします。

まず、通し番号１、（款）民生費の不用額１億8934万

8800円でありますが、主なものを申し上げますと、

通し番号５、（目）国民健康保険指導費においては、

保険給付費の実績が見込みを下回ったことにより不

用が生じたものであります。

次に、通し番号６、（款）衛生費の不用額95億755万

2859円でありますが、その主なものは、通し番号９、

（目）予防費については、その中の新型コロナウイ
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ルス感染症検査体制確保事業において、オミクロン

株の拡大が年末から年度末に続くと想定し検査件数

を積算しましたが、実施件数が想定数を下回ったこ

と、それから、新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検

査強化事業において、エッセンシャルワーカー定期

ＰＣＲ検査対象施設の検査実施件数が検査申請件数

を下回ったこと、そして、通し番号12、（目）精神衛

生費については、その中の精神障害者自立支援医療

費において、医療費の助成実績が見込みを下回った

こと、及び通し番号13、（目）母子保健衛生費につい

ては、その中のこども医療費助成事業において、市

町村への補助実績が見込みを下回ったことにより不

用が生じたものであります。

５ページを御覧ください。

５ページの通し番号28は医務費になります。

医務費の中の新型コロナウイルス感染症宿泊療養

施設運営事業において、新型コロナウイルス感染症

の感染状況や看護師確保等の理由により新規開設が

予定よりも遅れたことや、宿泊療養施設の運営委託

・生活支援業務委託の実績額が見込みを下回ったこ

と、また、新型コロナウイルス感染症医療機関協力

金交付事業において、上半期の実績やピーク時の入

院患者数などを勘案し、年度末までの入院患者を見

込みましたが、特に第６波では、就業制限により休

業する医療スタッフが増加したことや、一般救急に

関する医療提供体制の逼迫等により入院調整が困難

となったことから、重点医療機関における入院患者

数が見込みを下回ったことなどにより不用が生じた

ものであります。

続いて、通し番号34、（款）教育費の不用額１億

1600万3680円については、県立看護大学の教員等の

欠員による人件費及び新型コロナウイルス感染症の

影響による旅費等について不用が生じたものでござ

います。

６ページのほうをお願いします。

６ページは、沖縄県国民健康保険事業特別会計の

決算についての御説明となります。

まず、歳入ですが、予算現額の計（Ａ欄）は1666億

3546万5000円に対し、調定額（Ｂ欄）は1673億9639万

5765円、そのうち収入済額（Ｃ欄）が1673億9639万

5765円、収入率100％となっております。

６ページ及び７ページは特別会計の歳入決算状況

を示している資料ですが、不納欠損額（Ｄ欄）及び

収入未済額（Ｅ欄）ともに０円、収入比率100％となっ

ておりますので、目別の説明は割愛させていただき

ます。

次に、８ページのほうを御覧ください。

沖縄県国民健康保険事業特別会計の歳出となりま

す。

予算現額の計（Ａ欄）は1666億3546万5000円に対

し、支出済額（Ｂ欄）は1659億390万6822円、不用額

（Ｄ欄）は７億3155万8178円、執行率は99.6％となっ

ております。

Ｄ欄の不用額７億3155万8178円については、主に

通し番号４、（目）保険給付費等交付金の中の普通交

付金において、保険給付費の実績が見込みを下回っ

たため不用が生じたものであります。

なお、特別会計においては、収入済額と支出済み

額に差額が生じた場合は、決算剰余金として翌年度

に繰越しをすることとなります。

以上で保健医療部所管の令和３年度歳入歳出決算

の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 ありがとうございます。

それでは、保健医療部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、委員長の許可を得てから、重複す

ることがないよう簡潔にお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに保健医療部関係決算事

項に対する質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。

では、主要施策の保健医療部のほうから。通告し

ましたように、178ページの毎度聞いているところで

すが、妊娠期からのつながる仕組みというところで

お聞きしたいと思います。

ここは母子健康包括支援センターを41市町村にま

ず設置をしていくということから充実をさせていく

と、そういうふうな展開になっているかと思います

けれども、ここに書かれてるように、今年の４月時

点では30市町村に設置ができたということでよろし

いでしょうか。

○新里逸子地域保健課長 お答えします。

令和４年４月時点は30市町村でしたけれども、今、

10月現在で32市町村に増えております。

○比嘉京子委員 これだけ一生懸命努力をして、今

41の中の32が設置をしているという状況は理解でき
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ましたけど、あとの９か所でしょうか、なかなか進

みにくい感じがしておりますけれども、その課題は

何でしょうか。

○新里逸子地域保健課長 まだ未設置のところが

９市町村ございますが、離島など小さな市町村が多

くなっております。

人材確保などが問題ということで、令和４年度か

らは、それを県のほうで支援する意味で、モデル事

業などを始めているところです。

○比嘉京子委員 ネックはやっぱり人材がいないと

いうか、人材が確保できないということがあるよう

ですけれども、今モデル事業はどちらでやっている

んでしょうか。

それから、見通しについてお聞きします。

○新里逸子地域保健課長 令和４年度のモデル事業

としては、３か所を予定しております。

粟国村と渡嘉敷村と北大東村になっております。

粟国村と渡嘉敷村につきましては、糸数部長をは

じめ課長、班長、担当そろって、村のほうに出向い

てモデル事業についての説明を行いました。それで

今年度、モデル事業として参加していただくことに

なっております。

○比嘉京子委員 たしか、那覇市のら・ら・らステー

ションができたのが一番最初だったと思うんですけ

ど、先にできたところで内容等とか、様々な充実を

図るというところがここにも書いてあるんですけれ

ども、さらなる充実のために支援をしていくという

ふうになってるんですが、どのようなニーズがあっ

て、それをどのようにセンターのほうに機能を充実

させていくかという内容についてお聞きしたいと思

います。

○新里逸子地域保健課長 センター設置をしている

市町村でも、やはり関係性を築いて連続して支援を

続けていくということが大切なので、センターの職

員のスキルの向上ということで、毎年度、研修会な

どを実施して、県外講師等から情報をもらって、向

上に努めているところです。

○比嘉京子委員 機能的にはどんな充実があるで

しょうか。

○新里逸子地域保健課長 センター機能の充実とい

うことで、国のほうが、令和３年度から、困難事例

への対応ということで、社会福祉士、精神保健福祉

士などを配置するということに対して、また予算の

補助なども行っておりますが、県内ではまだそこま

で進んでいる市町村がありませんので、県としまし

ては、そういった方向性も示しながら支援をしてい

くつもりでございます。

○比嘉京子委員 内容について少しお聞きしたいと

思いますが、こちらにまず妊娠をしてるというふう

な妊婦さんが届出に行ったところから何ができてい

るのかというのを教えてください。

そこから何が分かるのかということを教えてくだ

さい。

○新里逸子地域保健課長 妊娠届を受け付ける際に、

全数問診を行っております。

その中で、その方の経済状況だとか、家庭での支

援の状況とかそういった部分も聞き取りをしており

ますので、保健に関わる部分以外の、生活面に関わ

る部分も聞き取りをして、必要な方に対しては、福

祉的なサービスということで、市町村の福祉の所管

課等につなぐなど、適切に支援しているところでご

ざいます。

○比嘉京子委員 例えば産前産後の給付金などの説

明はなされているんでしょうか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から､妊婦がはじめて

訪ねるセンターで包括支援をするために

は給付金メニューなどの様々な情報をま

とめて発信する必要があると思うし、市

町村は出産後に家庭訪問をしているので

はないかとの補足説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

新里逸子地域保健課長。

○新里逸子地域保健課長 出産後は新生児の家庭訪

問などを行っております。

各市町村では、市町村が持っているメニューの紹

介だとか、健診事業の案内等をしているところです。

○比嘉京子委員 ここの包括支援センターに充実を

させていくというのは非常に大事なことで、産前産

後のケアの在り方がどういうところにやってくれる

場所があるのかとか、それから、どういう相談はど

こに行けばいいのかとか、それから、保育園の一番

近場の子育て支援センターがどこかあるかとか、孤

立させないように、相談ができる体制をここから様

々な事業につなげていかなきゃいけないと思うんで

すが、ここで一括して、届出に来たときに、ありと

あらゆる地域の情報を与えていくということが、そ

の意味を持ってるんだと思うんですけれども、そこ

ら辺の充実が虐待防止になったり、それから、産後

鬱病を防止したりとか、いろんなところにつながる

んだと思ってるんですよ。

ですから、皆さんがほかの事業をやっているわけ

ですよ、それが子ども生活福祉部と保健医療部にま

たがって妊産婦の支援があるんですね、事業も。管
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轄が。

ですから、こういうのを一元化していくというこ

とも含めて、私は必要ではないかなと思ってるんで

すが、部長どうでしょうか。

○糸数公保健医療部長 先ほどありましたように、

私も渡嘉敷村と粟国村で、村長を含めて、離島での

子育てについての状況も確認しながら、この制度の

説明などをさせていただきました。離島だから、み

んなの目が届いて大丈夫かというふうな、認識が僕

もちょっとあったんですけれども、離島の中でも全

然アクセスできない人もいるよというふうなお話も

聞けたりして、今の子育ての現状についても共有す

ることができました。

これまでもずっと行ってきたように、妊娠届出か

ら妊婦健診という保健の流れというのはもちろん、

お産に関する情報もしっかりと伝えます。あるいは

その情報がどこにあるかということを伝えて、本人

ができるんであれば多分、あまりフォローする必要

はないんですけれども、やはり社会経済的に少し関

わりが必要な場合は、もちろんこちら保健側でも関

わりますし、社会的、福祉的な支援が必要であれば

福祉のところからアプローチするというふうな形で、

この方に関する情報を共有してみんなでフォローし

ていって、出産・子育てを迎えるというふうな仕組

みだと理解していて、一元的には市町村においてそ

ういう仕組みが構築されていくことが大事とは思っ

ております。もちろんそれを支援する県の側でも連

携をしながら、お互いが使えるメニュー等を示して、

お母さんと子供に合ったようなサービスができるよ

うにと。それを調整するのが支援センターだと思い

ますので、先に行った自治体の例なども説明しなが

ら、これまでもやってきたことを看板を立ててしっ

かりと行っていくことをアピールするということも

含めて説明をしてきたところです。

主にその内容については理解をいただいたものと

いうふうに考えていますので、引き続き支援してい

きたいと思っています。

○比嘉京子委員 これは各地域においてもニーズが

違うと思うんですね。久米島は久米島独特のケアの

仕方をしてるでしょうし、地域によって、その地域

コミュニティーの在り方も含めて違うんだろうと思

うんですが、基本的には、妊産婦が困ったときに、

どこにどう駆け込むことができるのかということの

情報を提供しておくことと、どういう給付金等があ

るよということであったり、保健は健診であるとか

予防接種というのは以前から定着してるわけですよ

ね。それについてではなくて、今起こってることは、

出産後の、非常に困難であったり―夜泣きがひど

くてとか、寝つきをどうするかとか、１時間でも預

かってくれればとか、もういろんなニーズがありな

がら、そこに行き届けなくて、児相に駆け込む人ま

で出てしまってるんですよ。そうすると子供が取り

返せなくなったと言って訴えがあります。

このように少しのヘルプが必要だったはずなのに、

これが大々的に、何か月も連れて行かれたというよ

うな状況を生んでいるんですよ。

ですから、私はここをきちんとやっていくことと、

ニーズに合って、ここまでやるかというぐらいのメ

ニューを示していく、これはお金を出すんではなく

ても、示していくことが大事ではないかと思うんで

すね。

今、例えば宜野湾市等では、助産師たちがいろん

なことをやって、那覇市でもやってるんですが、何

時間でも預かりましょうとか、１泊赤ちゃんを預か

りましょう、リフレッシュしてくださいとかいって、

本人のすごい精神的なダメージをケアするようなと

ころもあるし、本土でいうと、産後間もない、ホテ

ルもあったり、それから宅配のお弁当を出しましょ

うというところがあったり、もう様々なメニューが

ある中で、沖縄らしいことは、どういうケアが必要

なのかということを―今みんな悲鳴を上げてるの

で、そこをどういうふうに結びつけていくのかとい

うことを、ここを拠点にやるということで、４年前

の知事選のときに、沖縄版ネウボラという名前をつ

けたはずなんですよ。

だから、それぐらい、フィンランドのネウボラを

皆さんが理解を示して、どう近づいていくのかとい

うことをぜひともお願いしたいと思うんですが、担

当者の方、いかがでしょうか。

○新里逸子地域保健課長 委員のおっしゃるように

フィンランドのネウボラについては、全ての妊産婦

について、担当の保健師が継続して寄り添って、妊

娠期から子育て期にわたりワンストップで支援する

というふうに聞いております。

母子健康包括支援センターもワンストップの窓口

として、ネウボラのエッセンスを取り入れながら、

沖縄らしい地域のつながりを大事に、支援がつながっ

ていくようなことを私たちも市町村の支援について、

これからも引き続き検討しながら進めてまいりたい

と考えております。

○比嘉京子委員 ぜひお願いしたいと思います。

特に第１子にケアをする非常に―第２子からは

キャリアができてきて親も自信が持てるんですけど、

初めての妊娠の人をいかに手厚くするかということ
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は、ここでつまずかないといいますか、子供がよく

育つのはやっぱり大人の環境だということになるわ

けですから、環境である大人たちが幸せでないとい

けない、安定してないといけないということも含め

て、不要な心配をかけないというところに力を注い

でいただければと思います。

ではもう一つ。183ページ。

私、このタイトルを見て、ちょっと初めて見たの

で非常に分からないことだらけだなと思ったんです

けれど。質問ですけれど、ここでいう僻地の診療所

への整備であるとか運営費の支援というのと、県立

病院等が抱えている支援との違いについてお願いし

ます。

○井上満男医療政策課長 お答えします。

この183ページにあるへき地診療所施設整備等補助

事業費に関しましては、保健医療部のほうから、僻

地診療所を運営する市町村を対象にしまして、運営

費、設備整備費に要する費用を補助するという事業

になっております。

○比嘉京子委員 例えば北部病院が持っている伊是

名村の診療所等との違いはどんな違いですか。

保健医療部が管轄してるところと、県立病院が管

轄している僻地診療所はどういう分類になってるん

ですか。

○井上満男医療政策課長 伊是名診療所に関しまし

ては、県立の附属診療所になりますので、もともと

の財源は国庫が４分の３ほど補助をしていただいて

おりますんで、そちらの申請を病院事業局が直接行

うような形になります。

市町村立の診療所に関しましては、我が保健医療

部医療政策課のほうで取りまとめまして国に対して

申請をし、補助金の交付を受けて市町村に交付する

という、そういう流れになっています。

○比嘉京子委員 おっしゃることは分かったんです

けれども、運営費は全額保障される、いわゆる４分

の３が国で４分の１が県で、市町村はないんだと。

それと同じように、県立病院が管轄してるところ

も、出方は同じだという理解でよろしいんでしょう

か。

○井上満男医療政策課長 その理解で間違いござい

ません。

大本の補助金は僻地診療所に対する設備だったり

運営費の補助になりますので、その僻地診療所を市

町村が運営しているのか、県が運営しているのかで、

保健医療部は市町村のほう、病院事業局は県立のほ

うを補助していると、そういう役割分担というか、

そういうふうになっております。

○比嘉京子委員 ちょっと最後に部長にお聞きした

いんですが、県立病院、先ほどありましたけど、僻

地であるとか、救急であるとかというところに交付

税が入ってると思うんですけれども、考え方はどう

なんですか。

これと同じなんですか。

不採算医療に対する。

○諸見里真医療企画統括監 お答えいたします。

交付税のお話があったんですけれども、診療所に

限ってお話しさせていただきますと、市町村立は当

然交付税があります、700万ぐらいでしたかね、県立

は実はございません。

これは、基本的に１次医療、２次医療、３次医療

でございます。

これは特異なケースなんですけど、通常、医療政

策上、１次医療は市町村が基本、２次医療以降が県

という形になっていて、ですから、県立で持ってい

る診療所16ありますが、全国的にも数はほとんどな

いです。

ですから、そういうちょっと沖縄の特異な、いろ

いろ歴史的な経緯もございますが、戦争という部分

というのがあって、交付税的には実は県立は直接来

ません。

市町村立の診療所はさっき言った700万ぐらいが、

交付税はつくという形になっています、制度上です。

補助金は、先ほど申したように、基本的には同じ

ような補助金が出ますけど、交付先が違うという形

で、市町村は県保健医療部を介して、病院事業局は

直接行くという形でございます。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 じゃあ保健医療部の主要施策の

149ページよろしくお願いいたします。

149ページのエッセンシャルワーカー等への定期Ｐ

ＣＲ検査の実施状況と、その成果と課題について

ちょっとお伺いいたします。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えいたし

ます。

令和３年度のエッセンシャルワーカー定期ＰＣＲ

検査事業においては、54万7600件分の検査を実施し、

900名の陽性者を確認しております。

実施施設においてもクラスターの発生は確認され

ていますが、本検査における陽性率は１％未満と低

い割合で推移しており、感染拡大防止に対し一定の

抑止力になっていると考えております。

課題といたしましては、参加している対象施設か

らの申込みが今、約５割にとどまっているところで、

関係各課と連携した通知文の発出や、県ホームペー
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ジでの周知に加えて、令和４年８月には、参加して

ない施設に対して電話で参加の呼びかけ等を行い、

結果、高齢者施設、障害者施設、300施設以上から新

規の申込みがございました。

それから、検査が２週間に１回ということで、そ

の間検査をしない時期がありますので、そこでどう

するかというのが課題になりますけれども、そこで

は抗原検査キットを活用するなどして、そういった

課題を解決していこうというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 このエッセンシャルワーカーと

いうのは、定期ＰＣＲ検査は非常に大事な取組だと

いうふうに思います。

それが、先ほど少し説明があったんですけれども、

５割程度の申込みしかなかったということがありま

す。周知を図っていくために、具体的に、その対象

となっているところが全部検査をやっぱり受けるこ

とができるような仕組みを、連携体制もそうなんで

すけれども、仕組みをつくっていくということは非

常に大事な取組になっていくと思うんですけれども、

これについてはどのようにお考えでしょうか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

我々もこの定期ＰＣＲ検査は非常に重要な検査と

いうふうに考えております。しかしながら、強制で

はなく、任意で受けていただいているところです。

参加していない施設に対して、検査に参加してない

理由を伺ったところ、陽性が出た場合の対応への懸

念だとか、それから、検体採取を２週間に一遍やる

のも結構負担があるとか、施設の規模に応じてはやっ

ぱり負担があるとか、なかなか手間がかかるという

こともおっしゃってました。

それから、ＰＣＲ検査は検体を採取して翌日以降

の検査結果になりますので、やっぱりすぐに結果が

分かる検査が現場としては必要だというふうな声も

上がっておりまして、参加しない施設については抗

原検査キットを有効に使っていくということも、今

後は検討していきたいなというふうに考えておりま

す。

○玉城ノブ子委員 具体的にちょっと出ておりまし

た抗原キットを配付するということも、それも一つ

の対策としては必要だろうというふうに思うんです

よね。

ですから、強制するということではもちろんなく

て、もし、コロナの蔓延が出てきたときにどうする

かということで、大変不安に思っていらっしゃる施

設も多分あるというふうに思うんですよね。ですか

ら、その後の支援というんですかね、それも必要だ

ろうというふうに思うんですよ。

これからまたコロナが感染拡大したときに、やっ

ぱりそういう皆さん方も含めてね、コロナが発生し

た後の支援をどうするかということも含めて考えて

いくことが必要だろうというふうに思うんですよね。

そのことも含めて、これからどうするかというこ

とについて検討していくことが必要じゃないかと思

うんですが、いかがでしょうか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 委員御指摘の

とおり、陽性が出た場合の対策というのは非常に重

要ですので、周知する際はそういったことも含めて

周知をしながら、また年末年始の感染拡大もやっぱ

り想定しておかないといけませんので、早め早めに

周知をしながら、この事業を進めていきたいという

ふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 無症状の方だとか、不安を持っ

ていらっしゃる方まで、いつでも安い費用でやっぱ

りＰＣＲ検査を受けることができる体制を構築して

いくということは、今後とも大事になっていくとい

うふうに思いますので、ぜひこういう皆さん方が安

心して感染予防対策を実施することができるように、

今後の対策に備えて支援を拡充していただきたいと

いうふうに思います。

以上です。

あと、152ページですね。ＰＣＲ検査検体採取セン

ターの設置と、実施状況と効果と課題についてもお

聞かせください。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

接触者ＰＣＲ検査センターは、常設しております

中部・南部会場と患者の発生状況を踏まえて設置す

る臨時会場、この２つがございます。

これらの会場において、令和３年度には７万6336件

の検査を実施し、8386人、約11％の陽性者を確認し

ております。

検査数等の内訳としましては、常設している中部

・南部会場では６万7451件の検査を実施し、7795人、

11.6％の陽性者を確認しております。

それから臨時会場としては、金武町、本部町、名

護市及び宮古島市に設置し、金武町では297件、本部

町では114件の検査を実施し、陽性者は確認されませ

んでしたが、名護市では4528件の検査を実施し、

308人､6.8％の陽性者を、宮古島市では3946人の検査

を実施し、283人、7.2％の陽性者を確認しておりま

す。

その効果といたしましては、接触者が検査を受け

やすい環境を整え、陽性者の早期発見につなげたこ

とによる感染拡大防止や無症状接触者が医療機関に

殺到することを抑制したことによる、医療現場の負
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担軽減が挙げられます。

また、高齢者枠というのも設置しておりまして、

受検者が増加した場合でも、高齢者が安心して予約

できて、確実に受検することで早期に健康観察につ

なげる環境を整えております。

課題といたしましては、中部・南部の会場はドラ

イブスルー形式でありますので、車を持っていない

方が来場できないということへの対応もありますけ

れども、こういった方々については、症状が軽い場

合には抗原検査キットなどで自己検査をしていただ

いて、陽性者登録センターへの登録を案内している

ところでございます。

以上です。

○玉城ノブ子委員 これも非常に重要な課題ですの

で、先ほどもちょっとお話ございましたけれども、

また、年末にかけてコロナ感染拡大の心配もあると

いうことがございますので、ぜひこれについては、

感染拡大を未然に防止をしていくということの上で

も、しっかりとした防止対策ができるような体制を、

今から想定して考えていくということが必要じゃな

いかというふうに思いますけれども、いかがでしょ

うか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

今、ちょうど感染状況が大分落ちついてきていて、

利用者も大分減ってきています。

一つの課題としては、今、大型の設備でドライブ

スルーという形式で会場を運営していますので、そ

の患者が少ない中で運営していくというのもかなり

厳しい状況です。あと、イベントもかなり行われる

場所でもありますので、そういったこととの兼ね合

いもあって、今後は、場所の移転とか規模について

も、その感染状況に応じて変化、対応できるような

形で考えていきたいと考えています。

○玉城ノブ子委員 これについても感染が拡大する

前に防止していくということが一つありますので、

これからも状況を見ながら、素早くそこに対応する

ことができるように、ぜひ進めていただきたいとい

うふうに考えます。

あと、行政検査委託事業の実施状況と、効果と課

題についてお聞かせください。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 行政検査委託

事業、先ほどの接触者ＰＣＲ検査もそれに含まれま

すけど、それに加えて、学校ＰＣＲ検査というのも

あります。

校内で陽性者が発生した場合に、クラス単位等の

接触者を対象としたＰＣＲ検査を迅速に行うもので

すけれども、令和３年度には６万3708件の検査を実

施して、1106名、1.74％の陽性者を確認することで、

学校現場の感染拡大を抑制し、早期の教育活動再開

に貢献したと考えております。

課題といたしましては、学校現場の負担が大きい

ということから、令和３年８月30日より支援業務を

外部委託するなどして、学校の負担も軽減してまい

りましたけれども、しかしながら、患者急増時には

検査の遅延が生じるということもありましたので、

現在学校のほうでは検査対応の迅速化を図るべく、

令和４年度より症状のある小・中・高生のいる世帯

については、症状のある方が申込みしていただいて

抗原定性検査キット―ＲＡＤＥＣＯと呼んでいま

すけれども、それに移行して、現在は保育施設のみ

ＰＣＲ検査を実施継続しているところです。

○玉城ノブ子委員 10代、20代の若い人や子供たち

の感染が拡大したということで、一時期学校現場で

の対応が非常に重要になっていたというふうに思う

んです。それとの関係で学校現場の先生方に負担が

あるということで、体制として学校現場で先生方の

負担にならないように、それと同時に、感染を学校

現場でも防止していくということは、これからも非

常に大事になっていくというふうに思いますので、

今後の取組についても、いち早くそういう学校現場

の負担にならないように拡大防止のための取組を、

ぜひ進めていただきたいというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 学校現場のほ

うでＰＣＲ検査をこれまで実施してきたんですけれ

ども、やはり患者急増時には、なかなかそれも対応

し切れない部分もありましたので、今身近で抗原キッ

トも購入できますし、小・中・高生には直接配付す

ることも行っております。

感染状況に応じて、それが速やかに対応できて

―結果的には医療逼迫にもつながりますので、こ

の事業は継続しながら、感染状況を見ながら、適切

に対応していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 よろしくお願いいたします。

あと154ページのこども医療費助成事業ですけれど

も、子供の医療費の助成事業が、今年度から始まっ

ています。その効果と課題についてお伺いいたしま

す。

○古市実哉保健医療総務課長 まず、効果につきま

してですけれども、この事業は子供の疾病の早期発

見、早期治療を促進することを目的に実施しており

ます。それによって、子供の健全な育成が図られる

とともに、経済的理由で受診を控えることがあった

世帯においても、必要な医療を受けることができる
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ようになり、ひいては、子供の貧困対策にも寄与す

るものと考えております。

そして課題としましては、いわゆる現物給付化を

しておりますけれども、その実施に伴って、市町村

国保事業におけます国庫負担金の減額調整措置、い

わゆるペナルティーの措置があるということですと

か、あと、実際に市町村のほうにおいても、こども

医療費の助成額が増加していますので、こういった

ことによって市町村の財政が非常に厳しくなってい

るということであろうというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 こども医療費助成事業は、私も

いろいろ相談を受けるんですけれども、やっぱり子

供が病気になったときに、すぐお金の準備ができな

くて、それで病院に連れて行くのが遅くなったとい

うこともありますので、これについては非常に大事

―そういう意味では、いろんな県民の皆さん方か

らよかったという声が上がっておりますので、多く

の人たちがやっぱりそれを受けることができるよう

にしてほしいということと、さらに無料化を高校卒

業まで拡充できるように、ぜひ頑張っていただきた

いと思いますが、どうでしょうか、部長。

○糸数公保健医療部長 今年の４月から、中学校ま

での拡大というふうな拡充をしましたので、まずは

それが円滑に進むようにというのを今行っている、

医療費のこの増減具合なども確認しながら見ている

ところでございます。

やはりそれが安定した制度運営ができるかどうか

というところで、市町村と連携をし、その中でそう

いう御要望があるかどうかというところは確認した

いと思います。

やはり財政負担というのはどうしても出てきたり

とかするというところもありますので、そこはよく

連携をして、もちろん、今回この制度を拡充するに

当たっても、かなり市町村の意見を聞きましたので、

同じような姿勢で市町村と連携をしながら、今後の

状況を注視したいと思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ前向きに、実施できるよう

によろしくお願いします。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。

まず初めに、コロナ感染症ＰＣＲ検査強化事業。

先ほど、エッセンシャルワーカーについてはお答

えがありましたので、150ページ（２）。要するに、

飲食店等々に絞った検査もされたと。あれ自体は、

やった実績、あるいは効果をどう評価されているの

か、伺います。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えいたし

ます。

飲食店従業員向けの無料ＰＣＲ検査は、令和３年

度は8433件分の検査を実施し、280名の陽性者を確認

しております。

同検査は、飲食関係での感染拡大を防止するため、

飲食関係者を対象に無料でＰＣＲ検査を実施したも

ので、午前中に受検した方は夜までに検査結果を出

せたため、歓楽街の従業員などは出勤前に検査結果

を知ることができて、感染拡大防止を図れたという

ふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 次に移ります。

次もＰＣＲ検査体制確保という点で、先ほども若

干議論あったと思いますが、要するに、当初、検査

能力、あるいは結果を調べるのに遅れる等々ありま

したけれども、全体を通してのＰＣＲ検査の実績で、

検査数、これ自身が全国比でどういうふうな到達に

なっているのかという、大きな概枠でお願いします。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 全ての検査事

業の合計ということではないんですけれども、この

事業での接触者センターでの検査の合計は、令和４年

３月31日までの合計で、６万7450件の検査を実施し

ております。

それから、他県との比較なんですけれども、ほか

の県ではなかなか数字を公表していないので、単純

に比較することはできないんですけれども、27都道

府県がこの定期ＰＣＲ等には参加しているというふ

うに聞いていますので、それぞれの数字はちょっと、

今比較を持っておりません。

それから、１日当たりの検査の最大能力は、現時

点では約２万7800件まで拡充させて、各種検査事業

の実施を可能としているところです。

○瀬長美佐雄委員 次は保健所体制強化事業につい

て。これについては実績で、効果、評価について伺

います。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

新型コロナウイルス感染症保健所体制強化事業に

より、相談業務等に従事する指定感染症等対応支援

員の増員、それから、看護協会及び人材派遣会社を

通した看護職、事務職の派遣委託を行い、職員の負

担軽減を図るとともに、保健所の体制を強化してき

たところです。

支援員の増員は13名、それから看護職は23名、事

務職は54名を増員したところでございます。

そういったことで保健所職員の負担軽減を図り、

体制を強化したというところでございます。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 第５波、第６波、７波と続く中
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で、保健所が本来担うべき業務がしっかりされたの

かどうかという点で、どうなんだろうかと。

今年度はどんな対応状況になっているのか、伺い

ます。

○古市実哉保健医療総務課長 保健所におきまして

は、コロナ対応以外の様々な業務も当然やっている

ところでございますが、ただ、新型コロナウイルス

の感染拡大に伴って、令和２年３月頃から感染状況

に応じまして、いろいろ業務の継続計画をしながら、

取組を進めてきました。

その中で、影響としましては、ＨＩＶをはじめと

します性感染症検査を一部休止しておりました。

保健所、ＨＩＶ検査数につきましては、那覇市の

保健所を含めますと、例年約2200件前後ということ

で、令和３年度は大半の期間を休止したことから、

例年の約2.7％、60件となっておりましたので、この

間は県内の医療機関でも検査が可能ですので、受検

機会の確保につなげてきたところです。

ただ、医療機関での検査、匿名ではなく有料とな

りますので、やはり保健所での検査が重要でありま

す。

現在、新型コロナウイルス感染症の患者は減少し

てきておりますので、令和４年10月時点におきまし

ては、中部保健所、それから南部保健所のほうで検

査を再開してございます。

そのほかの保健所につきましても、感染症の流行

状況を注視しながら、早期の再開に向けて準備を進

めているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 じゃ、次は質問を変えます。

168ページの薬学部設置可能性等調査事業。

今年度―２年、３年で取り組まれたという、結

論的にはどういうふうな結果になったのかを伺いま

す。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

本事業は県内国公立大学への薬学部設置の必要性、

可能性などについて調査することを目的として、令

和２年度から令和３年度にかけて実施したところで

あります。

調査の結果、県内では薬剤師の需要量が供給量を

上回る状況が続き、需給の差は年々拡大していくこ

とが見込まれました。

また、アンケート調査及びヒアリング等の結果か

ら県内国公立大学への薬学部設置の必要性が確認さ

れましたが、課題として学生定員、教員定員の調整、

用地確保、初期費用などの財源確保、実習先の確保

などが確認されました。

今年度から新たに、県内薬学部設置推進事業を実

施しており、県内国公立大学への薬学部設置に向け

て基本方針を作成することとしております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 独自につくるというよりも、そ

ういった今ある既存の大学との連携で進めるという

点ではもう決まって、その方向で進めるということ

でしょうか。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 今はそれも含め

て全てのものも考えて、いろんな状況も踏まえなが

ら検討してまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ、促進方お願いします。

次は、みんなのヘルスアクション創出事業。

これについての事業内容、あと、効果について伺

います。

○崎原美奈子健康長寿課長 お答えします。

みんなのヘルスアクション創出事業につきまして

は、健康長寿おきなわの復活に向けて、県民の生活

習慣病の予防や感染症等による重症化リスクの低減

を図るため、健康的な生活習慣を身につける知識や

実践の普及啓発として、健康動画コンテンツの制作

発信や、健康啓発イベントを開催しました。

また、働き盛り世代の健康状況の改善を図るため、

職場における健康経営の普及促進を支援するほか、

食生活改善を促すため、体験型栄養教育システムを

活用した出前健康教育を行いました。

あと、県民が健康に関する情報を容易に入手し、

実践しやすい環境を整えることにより、健康習慣を

取り入れる契機とし、また、職場での健康経営等の

推進、実践に向けた支援につながったと考えており

ます。

課題としましては、健康に関心の低い層に対する

より効果的な啓発方法を検討する必要があり、その

ためには、地域や食育など社会環境や組織的な健康

づくりが重要だと考えています。

特に、働き盛り世代の対策として、企業等が従業

員の健康づくりに取り組む健康経営を推進し、引き

続き健康長寿おきなわの復活に向けて、官民一体と

なって取り組んでいきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 平均寿命というか、男性も女性

も１位だった時代からどんどん後退していると。

ちなみに、この事業、本気になって順位を上げる

というか、目標を持った取組になっているのか、そ

れとも、今言う事業の継続で、健康的に長寿になれ

ばいいということなのか、総体としてはそういう取

組を通して上位に引き上げていくと、そういった目

標性を持った位置づけなのか。

それ確認ですので、よろしくお願いします。
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○崎原美奈子健康長寿課長 おきなわ健康21という

計画のほうを持ちまして、2040年までに長寿復活、

日本一を目指してというところの最終的な目標を掲

げておりますので、基本的にはそちらに向かっての

事業を推進していきたいというふうに思っておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 あと、ちょっと事業との関わり

というよりも、何点か伺います。

新型コロナ感染症に関して、国からの支援と、県

立のみならず民間も含めたＥＣＭＯとか、様々な対

応をする機器の購入がされたと思います。

これは、どれぐらいの規模で購入―実績につい

て伺います。

○國吉聡感染症医療確保課長 令和３年度に完了し

た人工呼吸器や個人防護具などを含む設備整備事業

に対する補助としては、４事業ございます。

入院医療機関等設備整備事業、帰国者・接触者外

来等設備整備事業、重点医療機関設備整備事業、救

急・周産期・小児医療体制確保事業―この４事業

で、合計32億4127万円となっております。

委員御指摘のありました人工呼吸器につきまして

は、リースを含めまして、延べ270台、それから体外

式膜型人工肺、いわゆるＥＣＭＯですね。これに及

び附帯する設備として８台というのが、令和３年度

において整備した機器となっております。

このような支援によって、患者の治療等に必要な

機器等が整備され、重症者などへの対応ができる体

制が整えられたものと認識しております。

○瀬長美佐雄委員 次に、入院待機ステーションと

いいますか、その施設を本当に設けていてよかった

なと思うような状況だったかと思います。

それの果たした役割、全国的にどんな設置状況な

んだろうかという点で、その評価についても伺いま

す。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

入院待機ステーションにつきましては、令和３年

度、昨年度は６月に南部地区に設置した後、中部地

区のほうでも一月程度稼働させております。その後、

令和４年２月には、施設の借用ではなくて、県の施

設として那覇市内に確保したところでございます。

この入院待機ステーションのほうでは、入院治療

が必要なコロナ患者について、入院調整が整うまで

の間、一時的に受け入れて酸素を投与するなど、必

要な医療を提供することができ、今年の令和４年10月

18日までに1717人受け入れております。これにより

まして、病床が逼迫し入院調整が厳しい状況下にお

いても、自宅療養者等の急変時の対応ですとか、コ

ロナ受入機関の負担軽減、それから救急隊の現場待

機時間の短縮に寄与し、医療提供体制の確保が図ら

れたものと考えております。

全国の設置状況につきましては、臨時の医療施設

や酸素ステーションなども含まれますが、国が実施

した令和４年３月15日時点の調査によりますと、31都

道府県で92施設が稼働していると承知しております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染第７波がようやくと

いう状況ですが、この対応は前年度の取組の教訓が

生かされたというふうなことになっているのか。

今後、８波もあり得るという点では、今後の対策、

準備などの課題について伺います。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

県は、医療を守るために、今年７月21日に沖縄県

医療非常事態宣言を発出し、県民、事業者に対して、

症状を認める場合の外出自粛や、救急病院の適正利

用などの協力を呼びかけるとともに、ワクチン接種

の推進、高齢者施設職員への検査拡充などに取り組

みました。

また、医療機関と調整し、コロナ患者のための病

床を確保するとともに、入院待機ステーションを拡

充するなど、必要に応じた措置を適宜講じてきたも

のと認識しております。

ただ、感染拡大時におきましては、病床使用率が

悪化し、８月中旬のピーク時には90％を超えるなど、

入院調整が困難な状況が続きました。

このような第７波の経験を踏まえまして、県とし

ましては、平時からの医療機関との連携体制、ある

いは宿泊療養施設、あるいは入院待機ステーション

の確保が重要と考えておりまして、引き続き関係機

関と連携を図りながら、医療提供体制の維持、強化

に努めてまいります。

また、子供の感染を守る取組としましては、抗原

定性検査キットの無料配付―ＲＡＤＥＣＯといっ

たものを引き続き実施しながら、学校や家庭での基

本的な感染対策の呼びかけを続けてまいります。

また、高齢者を守る取組としましては、高齢者施

設における定期検査や入居者へのワクチン接種を推

進するとともに、感染者が発生した場合には、感染

対策指導あるいは医療提供の支援を引き続き行って

いきたいと考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 あと、医師、看護師の確保が本

当に全県的にも課題だろうと思われます。

これについては、前年度の取組、様々な事業があ

ろうかと思いますが、その取組と成果について伺い
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ます。

○井上満男医療政策課長 お答えします。

私のほうから、医師の確保の取組と効果というと

ころをお答えしたいと思います。

まず、本県ですね、課題として医師の地域偏在だっ

たり、診療科の偏在というものがございます。そう

いったものを解消するために、取組としましては、

医師の修学資金貸与―琉球大学医学部の地域枠学

生に修学資金を貸与して、４年間離島、北部に勤務

をしていただくというような取組だったり、病院事

業局に委託しまして、県立病院において専攻医を養

成していただく事業、それから県外医療機関からの

医師派遣、そういったものを総合的、複合的に取り

組んでいるところでございます。

こういった取組によりまして、令和３年度におき

ましては、延べ147人の医師を確保しておりまして、

離島僻地への医療機関への派遣というものは、延べ

135人行っているというところでございます。

以上です。

○古市実哉保健医療総務課長 私のほうから、看護

師の確保の取組等について御説明させてください。

県におきましては、看護師確保の取組をいろいろ

やっておりますけれども、主な取組につきまして御

説明したいと思います。

まず、民間の看護師養成校５校ございますけれど

も、そこに運営費、それから教育環境の整備に必要

な備品―例えば実習用モデル人形とか、視聴覚教

材などを購入する費用、そういったものを補助して

看護師の養成力強化を図っているところでございま

す。

その結果、看護師養成校５校におきまして、令和

３年度は481人の卒業生を輩出しました。そのうち県

内就業は389人で、県内就業率は80.9％となっており、

県内の看護師の確保につながっているところでござ

います。

そして、今般の新型コロナウイルス感染症対応に

も多くの潜在看護師が当たるなど、本県の感染症対

策にも貢献いただいているところでございますけれ

ども、県ではこれまでも復職を希望している潜在看

護師に対して、復職に向けた看護技術のトレーニン

グ等の研修を行って、無料職業紹介や相談員による

アドバイスを行って、医療機関等への就業につなげ

て潜在看護師の活用促進を図っているところでござ

います。

令和３年度におきましては、こうした研修等を受

けた36人のうち33人が就業しております。就業率で

いいますと92.0％となっております。

また、復職に際しましては、求職側と求人側との

ミスマッチというのが課題であると考えております。

そうしたことから、沖縄県ナースセンターと連携

をしまして、復職を希望している潜在看護師が望む

勤務形態そういったものを踏まえまして、求人側に

様々な勤務形態の雇用について意識改革を図っても

らうなど、今後も丁寧なマッチングに努めて、潜在

看護師の再就職の支援に取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

最後になりますが、このコロナ発生施設、クラス

ター等々に対する対応として、医療、保健、福祉の

連携がもう日常的にも求められるし、実際、現場対

応としてはそういうふうな医師派遣、看護師派遣、

施設への派遣と連携されたと思います。県立病院は

そういう核を担って頑張ってくれたというふうに審

査をしました。

全県的にというところでやっぱり協力病院との関

わりも重要で、そういった民間病院と施設―福祉、

介護もそうですし、連携はどのようにされていたの

かと。スムーズに対応できたんだろうかと。そういっ

た面も含めて、今後の感染症対策で考えている課題、

強化方向等々について伺いたいと思います。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。

新型コロナウイルス感染症につきましては、急速

に感染者が増加することから、ハイリスク者が多く

入所する高齢者施設等において、迅速に対応してい

くことが課題でございます。

施設においては、平時からの施設内感染の予防で

あるとか、それから委員おっしゃるように、協力医

療機関、かかりつけ医との連携を図るとともに、保

健所や県の福祉担当部署、それからコロナ本部の施

設支援グループと相談ができる体制としておくこと

が重要と考えております。

具体的に、県のほうでは高齢者施設等で感染者が

発生した際には、必要に応じ、まず１つ目として、

この重点医療機関に所属する感染管理認定看護師な

どの感染症対策の専門家を派遣して感染対策指導を

行うほか、施設の職員が多数陽性となり職員不足が

生じた施設に対しては、県内の医療機関、それから

関係団体等から看護師や介護士を派遣して、施設内

療養、それから施設の運営を支援しております。こ

うした取組によって、施設内の感染拡大を抑える効

果が期待できるものと考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 どうもありがとうございました。

コロナで対応、本当に激務の中、県民の命を守る
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ために頑張られた皆さんに敬意を表します。

今後にも来るに当たって課題となっている点を、

しっかり対応されていただきたいという要望をして

終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午後４時９分休憩

午後４時28分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

引き続き質疑を行います。

喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。

私のほうからは、まずコロナ対策の部分で保健医

療部の組織体制―コロナ対策で令和３年度がどう

令和２年度と変更したか、体制の部分からお聞かせ

いただきたいと思います。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

令和２年度におきましては、まだ地域保健課とい

うところがございまして、もともと感染症を担当し

ている課がございますが、その中にこの感染症の班

を中心に本部機能みたいなものをつくりまして、そ

こで対応してきたところでございます。

令和３年度からは、また感染症対策課ということ

で課の体制をしきまして、そういった中でコロナ対

策本部等々の運営を実施してきたところでございま

す。

それから、令和３年度の途中からはワクチン接種

等戦略課ということで、またワクチンと検査を主に

担当する課を設置しまして、コロナ対策に取り組ん

できたところでございます。

○喜友名智子委員 感染症対策課とワクチン接種等

戦略課は、それぞれ何名体制でしたか。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

感染症対策課は、令和３年度17名でございます。

それから、ワクチン接種等戦略課は21名でござい

ます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

この体制が令和４年度４月１日現在からは３つの

課にまた分かれています。

この組織体制の令和４年度からの変更についても

教えてください。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

令和３年度は、感染症対策課、ワクチン接種等戦

略課２課だったものが、令和４年度からは、今、委

員御指摘のとおり、感染症総務課、感染症医療確保

課、ワクチン・検査推進課ということで３つの課に

分かれております。

それぞれ人数としては、総務課が21名、医療確保

課が21名、ワクチン・検査推進課が19名というふう

になっております。

もう一つ、すみません。

それから新たに感染症対策統括監ということで、

組織に統括監１名を増員しまして、コロナ対策に取

り組んでいるところでございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

やはりコロナの新規感染者が増えてくるに連れ、

組織体制を強化してきたことが分かります。

あとは、ずっと県のほうで疫学統計解析委員会と

いう組織で、コロナの状況を把握してきたかと思い

ます。

ホームページを見ると、９月27日の更新をもって

この委員会の報告を終えていますが、この理由につ

いて教えてください。

これまでの活動の振り返りについても、何かコメ

ントありましたらお願いします。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

疫学統計解析委員会は、疫学統計解析に係る知見

を得ることを目的として設置されてございます。

これまで週報を作成してきておりまして、令和３年

度におきましては39回、令和４年度については26回

ということで週報をいただいております。

週報を終了したことにつきましては、ホームペー

ジでもお知らせをしていますが、まず、９月26日に、

国が全数届出を見直すということで、発生届の対象

者が、高齢者などの４類型に限定されたというとこ

ろがございます。

そのために、これまでと同様に、対象者の詳細な

情報を得ることがなかなか難しくなってございまし

て、これまでと同様の統計解析は困難であるのでは

ないかということで、委員と調整をしまして、週報

を終了することになりました。

以上でございます。

○喜友名智子委員 この週報を基に、県のほうでは

毎週、データ把握して、予測を立てて、コロナの感

染症対策を立てていたものと理解しています。

この週報が終わって、今後どういうふうに保健医

療部のほうでは新規コロナの感染者の分析だったり、

県全体での感染状況を把握して対策を立てようとし

ているんでしょうか。

○城間敦感染症総務課長 沖縄県の対処方針につき

ましては、コロナウイルス感染症の感染拡大を防止

するため、県民や事業者への要請内容を取りまとめ

たものでございます。

その取りまとめに当たりましては、県において、
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日々作成しています判断指標等により、県内の感染

状況を確認するとともに、国の基本的対処方針の内

容を踏まえつつ、疫学統計解析委員会からの報告や、

また、専門家会議からの意見を参考に、要請内容を

整理し、コロナ対策本部において決定しているとこ

ろでございます。

現在、疫学統計解析委員会からの週報、毎週の報

告は行われてはいないんですけれども、感染急拡大

や詳細の分析を必要とする場合に、要所においては

御報告いただくことも可能となっておりますので、

沖縄県対処方針を整理する際のまた参考にしていき

たいと考えております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

今は３つに分かれているコロナ関連の課なんです

けれども、次年度以降はどういう体制にしていこう

という見込み等々は今ありますか。

特に疫学統計解析委員会というこの調査分析機能

が今なくなった状態で、どういうふうに動こうとし

ているのかなというところが気になっています。

○諸見里真医療企画統括監 実は、一番難しいとこ

ろです。

先ほども話があったように、令和２年度、３年度、

４年度という形で、感染状況を見て、強化をしてき

たところです。

ただ、今コロナの状況が少し落ちついています。

ただ、変異株も当然想定されますので、今現時点

では、現行体制を維持しつつ、いこうかというふう

には考えていますが、ただ、今まさしく県のほうで

組織定数の議論をしているところですので、この感

染状況を見ながら、少しその辺の若干の見直しは出

てくるかもしれません。

あと、疫学統計とか専門家会議、衛研、それにつ

いて引き続き連携体制を取っていく形を考えてると

ころです。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

質問は以上です。

○末松文信委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 お願いします。

大変すみません。

今回、病院事業局がですか、質問取りに来たとき

に、保健医療部を抜かしてしまいまして、エントリー

してないんですけれども、事業の説明だけですので、

１点だけお聞かせください。お許しいただきたいと

思いますが、決算説明資料の５ページ、支出のほう

の項目31番、目のハブ対策費なんですけれども、こ

のハブ対策費についての説明をお願いできますか。

○新城光雄保健衛生統括監 ハブ対策事業につきま

しては、２つの事業がありまして、まず１点目が、

抗ハブ毒ヒト抗毒素実用化事業。

この事業概要は、ハブ咬症に対する安全な治療体

制を確保するため、副作用の起きにくい治療薬の開

発研究を行うと。具体的には、遺伝子組替え技術に

より、ヒト抗体を活用した抗ハブ毒ヒト抗毒素の開

発研究を行うと。また、効果的なハブ咬症治療のた

め、簡易、迅速にハブ毒の有無と種別を判別する方

法の開発研究を行うということ。

もう１点が、危険外来種咬症根絶モデル事業となっ

ております。

事業概要としましては、沖縄本島内に定着し、急

速に高密度化し、分布域を拡大しているタイワンハ

ブの駆除モデルの実証区を、名護市の喜瀬から恩納

村名嘉真地区に限定しまして、トラップによる駆除

の効果を検証しております。

複数の防除手法を併用した複合的な防除システム

の構築のための新たな防除手法の実証化実験を行う

という形になっております。

以上でございます。

○仲宗根悟委員 タイワンスジオかな、外来種対策

で買上げ事業というのがあったと思うんですが、こ

れには含まれないと。

外来種は環境か。

○新城光雄保健衛生統括監 タイワンスジオにつき

ましては、環境部の自然保護課のほうでやってる事

業となっております。

○仲宗根悟委員 分かりました。

以上です。終わります。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。

151ページ、ＰＣＲ検査検体採取センターの今後に

ついて、どういうふうに考えてるのか教えていただ

きたいと思います。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えいたし

ます。

今後の計画につきましては、経済活動の活性化や、

イベント開催に伴って、今、中部、それから南部会

場を設置している大型の駐車場等の利用が困難に

なってくるのかなというふうに想定はしております。

感染状況を踏まえながら、場所の移転とか、それ

から規模についても検討していく必要があるという

ふうに考えているところです。

○新垣淑豊委員 それ以外に、民間にも委託をして

いる部分があるかと思うんですけれども、そこも今

後どういうふうになるのかというのを教えていただ

きたいです。
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○平良勝也ワクチン・検査推進課長 今、接触者の

ＰＣＲ検査センターは中部と南部の２か所で、運営

については１社に委託をしています。

検査については２社にお願いしているところで、

これに関しては１日当たりの検査ができる能力がか

なり大きいところということで選別していますので、

それで２か所を選択しています。

今後は、規模を縮小すれば、ある程度少ないキャ

パの検査機関にも依頼は可能だと思うんですけれど

も、患者が増えたときの対応ができるかどうかも見

極めて選択していくことになるのかなと思います。

○新垣淑豊委員 それでは、少し前の大流行期みた

いなときには、新たに構築していくというよりも、

継続して置いておくという感じになるんでしょうか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 昨年度は抗原

検査キットの活用とかもなかなかできなかったです

し、やっぱりそういった安定して検査を進めていく

ためには、去年は12月、11月はちょっと落ちついた

状況ではあったんですけれども、そこは停止せずに

ずっと継続して、１月、２月も乗り越えてきたとい

うのがあります。

今年に関して、去年とちょっと状況が変わってき

ていまして、個人で検査をしての陽性者登録センター

などもありますので、そういったことも活用しなが

ら、規模については検討していく必要があるという

ふうに考えています。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

次は153ページです。

保健所の体制強化というところですけれども、た

しか、それぞれの保健所の職員の方々もかなり頑張っ

ていただいたと思うんですけれども、今回、これを

見ると、執行率が72.6％なんですよね。

これってどういうことになってるのか、理由を教

えていただきたいです。

○城間敦感染症総務課長 保健所体制強化事業で不

用が出ている理由ということですけれども、委員御

指摘のとおり、保健所においては新規陽性者の急増

に伴い、逼迫していた業務というのがございまして、

それを改善するために、この事業で看護職及び事務

職の派遣委託に関する費用を、令和３年11月に補正

予算として確保したところでございます。

当初、感染拡大時に、１日当たり、看護職は23名、

事務職94名、合計117名を雇用するということで計画

しておりましたが、11月の補正以降でしたので、雇

用期間が約４か月というところで、短いなどの理由

で、所要の人数を確保することができず、１日当た

り平均77名、看護職は23名確保できたんですが、事

務職が54名にとどまったということで、委託料に不

用が生じたものでございます。

○新垣淑豊委員 なるほど。分かりました。

看護職は何とかそろえていただいたというのは、

とても現場としてありがたいと思うんですけど、あ

とはやっぱり入力作業とか、ああいうのがちょっと

難儀したのかなというふうに思いました。

今回、事務職員がそろわなかったということで、

先ほどのＰＣＲセンターの件もそうですけど、今後

また再流行する可能性もなきにしもあらずというふ

うに思っておりますので、その対応というのはどう

いうふうに考えてるんでしょうか、今後の人材採用

の対応について。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。

令和４年度につきましても、当該事業を実施して

おりまして、可能確保な人数は１日当たり看護師は

23名、事務職は80名ということで、合計103名という

ことで今やっております。

実績としましては、９月末現在で、１日当たり

95名、看護師は23名採用できていますが、事務職72名

ということで、まだ若干足りていないところがござ

います。ただ、これにつきましても、派遣会社と、

雇用されてる方の勤務の意向を確認したり、あるい

はこちらから予算について情報提供したりしながら、

安定的に雇用契約ができるように取り組んでいると

ころでございます。

それと、保健所におきましては、やはり業務効率

化を図るという観点から、ＳＭＳの活用であったり、

あるいは事務作業のために、ＲＰＡといって、自動

化ソフトウェアなども導入しながら、業務の効率化

を図り、保健所の業務負担軽減を図っているところ

でございます。

○新垣淑豊委員 保健所も含めてなんですけれども、

先ほど部局内の管理体制を強化したという話もあり

ましたが、一時期、残業が非常に取り沙汰されてい

たかと思うんですね。

この令和３年度なんですけれども、どれぐらい職

員の残業というのがあったのかというのは分かりま

すか。例えば、１人当たり平均なのか、極端な話、

１人めちゃくちゃ多い人がいるのかとかですね。

この辺の数字をお持ちですか。

○城間敦感染症総務課長 御指摘のとおり、感染急

拡大に伴い、やはり業務が本部内でも逼迫したとい

うような状況ございますが、今手元にどのぐらいの

残業があったかというような資料は、すみません、

持ち合わせてございません。

○新垣淑豊委員 分かりました。
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それは後日、本当に、とても御苦労されたと思う

ので、それがどういう状況だったのかというのを一

度見せていただければと思っております。

よろしくお願いします。

続きまして154ページですけれども、こども医療費

助成ですね。

こちら、中学校卒業までに拡大されて、どういう

変化があったのか、そのことについて教えてくださ

い。

○古市実哉保健医療総務課長 今回、中学校卒業ま

で拡充したんですけれども、まず、この制度は子供

の疾病の早期発見、早期治療を促進することを目的

として実施してきたところでございます。

現在、制度の利用に際しましては、所得制限、自

己制限もなく、窓口無料化となっていて、子供の健

全な育成につながっていると考えております。

今年度４月に導入したばかりなので、具体的なデー

タは今お示しはできないんですけれども、未就学児

につきましては、平成30年10月から、入院、通院と

もに現物給付としたところでございます。

これにつきましては、令和４年３月の沖縄子ども

調査におきまして、経済的な理由で医療機関の受診

を控えた経験につきまして、ほかの年齢と比べて、

未就学児の割合が低くなっているという結果がござ

いました。

こうしたことから、今般の制度拡大、拡充につき

まして、小中学生の児童生徒を持つ世帯におきまし

ても、やはり経済的理由で受診を控えることなく医

療を受けることができるものと考えております。

○新垣淑豊委員 今年は非常に選挙が多くて、今も

やってますけれども、それぞれの選挙の際に、医療

費の無料化ということについて、非常に取り沙汰さ

れてるんですけれども、本当に各候補者が無料化、

無料化ということを言ってるんですけれども、実際

に、例えば高等学校卒業までの無料化をした場合に、

県にとってはどれぐらいの負担が来るという予測っ

てされてるんでしょうか。

○古市実哉保健医療総務課長 実は、なかなかここ

ら辺、シミュレーションというのは非常に難しくご

ざいます。

特にここ数年、結局、新型コロナの影響で、いわ

ゆる受診控えがされている状況は、令和２年度、そ

れから令和３年度の、この事業の実績報告の延べ件

数で見てとれるところでございます。

ただ、事業費という形で見ますと、実は、受診控

えは、令和２年、３年で大分控えが進んでいるとこ

ろが見てとれるんですが、こども医療費助成の全体

の額で見ますと、実は令和２年度よりも若干、令和

３年度は増額傾向が見られたので、ちょっとそこの

ものがなかなか分析できておりません。

といいますのは、この事業は結局、市町村の窓口

で受診証をいただいて、窓口で提示してそのまま受

診できるので、子ども調査みたいな―お父様、お

母様にどういう状況かって聞き取りするような素地

がないものですから、そこら辺の状況がなかなか僕

らとしても把握しづらいもので、どういうふうにシ

ミュレーションするかというのは、ちょっと今年１年

かけて研究しないといけないかなと思ってるんです

けれども、ちょっと今のところ、どういうふうにシ

ミュレーションできるかというのは難しいものかな

と考えております。

○新垣淑豊委員 多分、そういう主張をしている方

が当選をすると、県に対してもアプローチがかかっ

てくると思うんですよね。

なので、ぜひ、そこはお早めにお願いしたいなと

思っております。

よろしくお願いします。

続いて、156ページです。県立病院の専攻医ですね。

これもちょっと執行率が低いなというふうに感じ

ているんですけれども、この確保が難しくなりつつ

あるというところなんですが、この理由というのを

少し教えていただけませんか。

○井上満男医療政策課長 お答えします。

県立病院専攻医養成事業ですが、病院事業局に委

託をしまして、病院事業局のほうで採用していただ

く専門研修医、こちら１、２年目を養成していただ

くための経費を委託でお支払いしているところでご

ざいます。

３年目に研修の一環として離島、北部、そういっ

た病院あるいは診療所に派遣していただくというこ

とで、北部、離島の地域医療の確保を図っていると

いうところなんですけれども、当初予定した50名を

計画として採用しようとしたんですけれども、実際

は採用数が予定より下回ったとか、途中退職者が出

たとか、そういったことで実績としては36名にとど

まったということで、執行率が低くなっております。

いろいろ理由等があるかと思うんですけれども、

一つの理由としましては、平成30年度から新専門医

制度というものが始まりまして、研修プログラムと

いうものが厳格化されたということで、大都市に流

れる傾向がより強くなったというようなこともござ

います。そのようなことも一因かなと思っているん

ですけれども、とにかく地域医療を支えるための事

業でありますので、この辺りはしっかりと病院事業
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局と連携して取り組んでいきたいというふうに考え

ております。

○新垣淑豊委員 すみません、この事業で受ける医

師の方に対しては、どういったメリットがあるんで

すか。

金銭的なメリットですか。

○井上満男医療政策課長 医師の方のメリットとい

いますか、先ほど申し上げた新専門医制度によりま

して、医師になる方は、専門研修をしっかりとプロ

グラムにのっとって受けていただき、最終的には専

門医になるための試験を受けていただいて、認定さ

れた方が医師になりますので、その意味では必ず何

らかのプログラムを受けないといけないということ

になっております。

そのため、ちょっと医師の方のメリットというこ

とはなかなか申し上げるのは難しいんですけれども、

そこを我々のほうから病院事業局のほうに、県立病

院でのプログラムで採用された方の人件費を補助し

ているという形になりますので、病院事業局のほう

としては、県立病院でしっかりと養成いただくとい

うようなことが後押しできてるんじゃないかという

ふうに考えております。

○新垣淑豊委員 それも分かるんですけれども、例

えば僻地医療、離島とか北部のほうに行って勤務し

ていただくということは、以前もここでのやり取り

をさせていただいたこともあると思うんですけど、

なかなかそこに関わるという気分的なものですね、

モチベーションがないと行かないですよというお話

があったかと思います。

なので、今、お話の中では、県立病院にとっては

ここから人件費を出してますよねってことなんです

けど、その先のドクターがどういうメリットがある

のかどうかというのまで考えたほうがいいんじゃな

いかなと思ったんですけど、この辺りってどうです

か。

○井上満男医療政策課長 確かに、ドクターにとっ

てのメリットという部分では、この養成事業に関し

ては、そういったメリットをつくり出せてはないの

かなというふうに思います。

ただ、病院事業局のほうで、離島だったり、僻地

の診療所に派遣いただく方の勤務手当というのは

しっかりと措置していただいておりまして、例えば、

すみません、名前があれなんですけれども、一番、

僻地の診療所でいくと、月20万ぐらいの手当があっ

たかと記憶しておりますので、金銭面というところ

では、そういうメリットがあるかなというふうに思

います。

あと、この事業ではないんですけれども、地域枠

とかの事業では、離島僻地に勤務する場合は、今の

１年間勤務を、義務年限を軽減するとか、そういっ

たメリットをもってやっていますので、勤務いただ

く方のそういったメリットといいますか、そういっ

たインセンティブを与えるような感じの取組も、今

少しずつやっているところでございます。

○諸見里真医療企画統括監 少し補足させていただ

きます。

恐らく、そこで研修を受ける医師のメリットとい

うことだと思います。

これについては午前中、病院事業局のほうで多分

お話があった―中部の院長がお話しして、過去の

歴史をやって、沖縄独特の制度をつくって、国がそ

れをある程度採用してきたというお話がありました。

ですから、総合診療医として、この中部病院、今、

北部、南部に広げてますけど、そこで学ぶ、そこで

スキルアップしていく、そこが大きなメリットです。

それが、非常に求心力があった。

ただ、それを全国的にもそれをだんだん平準化、

特に都市部はやってきていますので、そこで競争が

少し出てきて、だんだんネームバリューという部分

が少しずつ薄れてきている。

ただ、そこはしっかり保健医療部も一緒になって

支えて、それを維持して、引き続き県内外から総合

診療医をしっかり学ぶ部分を強化していきたいとい

うふうに考えています。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

よく分かりました。

今後もぜひよろしくお願いします。さらに強化も

お願いします。

続きまして、166ページです。

救急医療ですけれども、コロナ禍においての課題

とか、あとはどういった変化があったのかというの

を教えていただければ。

○井上満男医療政策課長 お答えします。

コロナ禍における救急医療につきましては、コロ

ナ感染症患者の感染拡大、あるいは比較的軽症の患

者が救急病院を時間外に受診する、そういったこと

がありまして、本来、救急病院が担うべき重症患者

の受入れに支障を来したというような課題が生じま

した。

特に、直近の第７波におきましては、医療スタッ

フにおきましても陽性者が出たこと、あるいは濃厚

接触者となり、勤務できずに人員が不足したと。

そういったことに加えて、こういった救急患者が

増加したということもありまして、20余りの救急の
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コロナ患者受入れ医療機関というのがございますが、

最大で12の医療機関が診療制限を行うといったよう

な事態になり、救急医療体制が逼迫したと、そういっ

た状況がございました。

○新垣淑豊委員 何かのときにちょっと聞いたのが、

中北部からわざわざ那覇まで救急で輸送されたよと

いうことを聞いたことがあるんですけれども、北部

といったらあれかな、中部地方ぐらいからですね。

今回のコロナにおいて、なかなか重症患者が受入

れられなかったという部分もあったという話だった

んですけれども、具体的に、例えば患者の方の命に

関わるとか、そういった事案というのは結構あった

んでしょうか。

○糸数公保健医療部長 いわゆる搬送困難事例とい

うことで、その病院が決まるまでに30分以上かかる

とか、４か所以上の医療機関にアタックして決まら

ないとかというふうなことで、これまで沖縄県の救

急システムはそういうのがほとんどないというとこ

ろを非常に特徴にしていたんですけれども、この第

７波の夏の流行では、コロナの患者と、それからコ

ロナ以外の救急患者もやはり、この社会活動が活発

になるにつれて増えてきたということがありました

ので、直接命に関わる例は存じ上げませんけれども、

医師会のほうも救急医療の非常事態宣言のようなこ

とを発出したときに、そういう事例が、脳出血の事

例が少し病院到着が遅れたというふうなことをおっ

しゃっておりましたので、そういうふうな事例はや

はり今回の大流行の中にはあった可能性はあるもの

と考えています。

○新垣淑豊委員 もちろん、非常にこの新型コロナ

の流行というのは、これまでの流れでいくとイレギュ

ラーな話だと思うんですけど、先ほどもお話あった

ように、ひょっとしたらこの感染というのは、今後

も何かしらのときに爆発する可能性もあるというこ

となんですけど、そういった緊急の救急体制の強化

というのは、今後どのようになさっていく予定でしょ

うか。

○糸数公保健医療部長 救急医療全般については、

県の医療計画という中でその項目もしっかりありま

すので、５年度に策定をする第８次沖縄県医療計画

の中に、救急の部会というのがありますので、現場

の先生方等も含めてどういう方向性が必要なのかと

いうふうなことをしっかりと議論をして、計画とし

てつくり上げていくということになるかと思います。

コロナに関しては非常にイレギュラーという御指

摘ですけれども、県のほうとしては受診をしなくて

も登録できるように、オンラインで登録センターと

いうこともかなり陽性者が出ましたし、それから地

区医師会、医師会の動きとして、例えば南部医療セ

ンターの救急で待っているコロナ患者を別のところ

に御案内をして、検査だけやるということで、そこ

の逼迫を解消するのにかなり役立ったというふうな

取組もありましたので、こういうふうな取組を含め

た議論になるかと思っています。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

今回の件を積み重ねて、またそういった体制づく

りというのをぜひお願いします。

続きまして、168ページです。

168ページの薬学部なんですけれども、ここ数年、

いろいろな調査をされてきたと思うんですけれども、

この薬学部の県内設置に向けての進捗について教え

てください。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

本事業は県内国公立大学への薬学部設置の必要性、

可能性について調査することを目的として、令和２年

度から令和３年度にかけて実施したところでありま

す。

調査の結果、県内では、薬剤師の需要量が供給量

を上回る状況が続き、需給の差は年々拡大している

ことが見込まれました。

また、アンケート調査及びヒアリングなどの結果

から、県内国公立大学への薬学部設置の必要性が確

認されましたが、課題として、学生定員、教員の定

数の調整、用地確保、初期費用等の財源確保、実習

先の確保などが確認されました。

今年度から、新たに県内国公立大学への薬学部設

置推進事業を実施しており、県内国公立大学への薬

学部設置に向けた基本方針を策定することとしてお

ります。

以上です。

○新垣淑豊委員 今、需給のバランスが非常に需要

に振れてるということであったんですけれども、ち

なみに、以前も大分、沖縄県は人口当たりの薬剤師

の数がたしか全国で一番少なかったと思うんですけ

ど、今の状況というのはどういう状況なんでしょう

か。

○新城光雄保健衛生統括監 2020年、令和２年12月

31日時点の調査ですけれども、そのときは人口10万

人当たりの薬局とか医療施設に従事する薬剤師の数

が148.3人ということで、全国で一番低くなっており

ます。

○新垣淑豊委員 それがまた拡大してきているのか

というのは調査されてるんでしょうか。

○新城光雄保健衛生統括監 この調査は２年に一度
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の調査でして、一番新しいのが2020年という形になっ

ております。

その前の2018年の調査ではさらに低かったので、

年々、拡大してきているというような状況がござい

ます。

○新垣淑豊委員 まず、この新型コロナの中で調剤

薬局が閉店してしまったという事例が幾つか聞いた

ことがあるんですけれども、そういうものに関して

はどのように捉えているのか。

○新城光雄保健衛生統括監 何て言いますか、近く

にある個人経営の薬局においては、やはり後継者が

いないということで閉店しているということは聞い

たことがございます。

○新垣淑豊委員 分かりました。

もう時間もないですね、すみません。

ちなみに、これ薬学部の設置に向けて、県として

いつ頃までにできたらいいなという目標ってお持ち

ですか。

○新城光雄保健衛生統括監 薬学部の設置につきま

しては早いほうがよろしいんですけれども、一応こ

の辺にていては今、検討会を立ち上げてますので、

その中でいろいろ話をして、その中で県内の国公立

大学で薬学部が設置できる可能性があれば、一日で

も早く設置に向けてやっていきたいというふうに考

えております。

○新垣淑豊委員 分かりました、ありがとうござい

ます。

じゃあ次、177ページですね。

ひきこもりの件ですけれども、この課題の中にひ

きこもり担当部署が決まっていない市町村があると

いうふうにあるんですけど、どれぐらいの市町村が

これ決まってないのかというのを教えてください。

○新里逸子地域保健課長 お答えします。

厚生労働省の調査によりますと、令和３年度末時

点で、県内41市町村のうち18市町村がひきこもりの

担当部署が決まっていない状況となっております。

○新垣淑豊委員 これ理由って、それぞれ違うと思

うんですけれども、主にどういうことが挙げられて

るんでしょうか。

○新里逸子地域保健課長 主な要因としましては、

人員不足や知識、ノウハウの不足、財政的な問題な

どが指摘されておりますが、また団体の中での担当

部署の調整や、小規模自治体などで設置の必要性を

感じないといった声もあります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

じゃあ、ちなみに離島とかはね、そういうのが、

なかなか人的なもの、財政的なものは厳しいと思う

んですけど、都市部で設置されてないところってあ

りますか。

○新里逸子地域保健課長 担当部署が設定されてな

いということで、18市町村のうち沖縄市、宮古島市、

南城市といったところがございますが、そういった

ところは暫定の担当ということで置いておりまして、

県から、国からの通知だとか、そういった周知を受

ける窓口は置いております。

内部、組織の中でまだ明確に担当部署として設定

ができてないという状況です。

○新垣淑豊委員 分かりました、ありがとうござい

ます。

ごめんなさい、もう時間ないので。

178ページの、母子健康包括支援センターなんです

けど、これって、包括支援センターは、利用という

のはそれぞれの市町村単位なのか、もしくはその広

域で利用することができるのかというのを教えてく

ださい。

○新里逸子地域保健課長 お答えします。

各市町村で設置しております母子健康包括支援セ

ンターは、基本的にはその市町村の住民を対象にし

ておりまして、切れ目のない支援を行うということ

になっております。

妊娠届出時に把握された方を長期にわたって支援

しておりますが、里帰り出産とか、そういったこと

で他の市町村に移動する際に、必要な支援を受ける

ことが対象になります妊産婦につきましては、その

里帰り先の包括支援センターと情報共有をして対応

しているところでございます。

○新垣淑豊委員 ぜひ、今おっしゃっているように、

里帰りで出産される方もいると思いますので、その

情報の共有とか仕組み、ちゃんとつくっていただけ

たらありがたいなと思います。

あと最後、184ページの水道広域化ですけれども、

すみません、座間味の進捗状況を教えてください。

○田端亜樹衛生薬務課長 お答えします。

県は、水道広域化のステップ１として、本島周辺

離島８村において水道広域化に取り組んでおり、粟

国村は平成30年３月、北大東村は令和２年３月、座

間味村阿嘉・慶留間地区は令和３年３月、伊是名村

は令和４年８月から県企業局による水道用水の供給

を開始しております。

今後も南大東村は令和４年度、伊平屋、渡嘉敷村

は令和５年度、渡名喜村は令和６年度に県企業局に

よる水道用水の供給が拡大される予定となっており

ます。

座間味村座間味地区におきましては、県企業局が
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令和４年９月に設計業務の委託契約を行っておりま

して、令和５年度から工事に着手し、令和７年度に

県企業局による水道用水の供給が開始される予定と

なっております。

○新垣淑豊委員 少しでも早い完成をしていただけ

たらなということを要望して、終わりたいと思いま

す。

ありがとうございました。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず、今出している沖縄県内部

統制評価報告書の公文書の紛失の件、概要は一応書

かれているんですが、詳しく説明をお願いします。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員から、報告書６ページ

のこととの補足説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

古市実哉保健医療総務課長。

○古市実哉保健医療総務課長 個人情報紛失という

ことでございますけれども、実は、個人情報が含ま

れた資料を用いて、執務室とは別の相談室のほうで

文書資料の入力システムのほうへの入力作業を行っ

ていて、その後当該文書を所定の保管場所に戻さず

そのまま置いたままで部屋を出たということであり

ます。

また、この執務室とは別の相談室で作業をしてい

たときに、文書の廃棄作業が別に行われておりまし

て、その文書の廃棄に乗じて、この置いたままにし

ておいた個人情報が含まれた文書が、恐らく廃棄さ

れたであろうということで、後日、その当該文書が

所定の位置にないということを確認をして、所属内

をいろいろ探したんですけれども、見つからなかっ

たということで、先ほど話したように、同じ部屋で

作業をしていた文書の廃棄に紛れて紛失したという

ことで、事案が発覚したというものでございます。

○小渡良太郎委員 これについて対応はどのように

されましたか。

○古市実哉保健医療総務課長 再発防止の対策とし

ましては、当該その個人情報が含まれた文書をつづ

るファイルの背表紙に保管場所を明記して、使用後

は保管場所に戻すということ。

それから、別の作業で文書の廃棄をしておりまし

たので、その廃棄時には、きちんと廃棄リストと十

分照合しながら、文書の管理、廃棄の方法を見直す

ということで、所属のほうにおいては、所内全職員

に文書の在り方の内部研修を行っております。

また、部内については、こういった事案があると

いうことで、情報共有を図り、部としても、こういっ

た事案が再発しないように取り組んでいるところで

ございます。

○小渡良太郎委員 内部統制評価報告書の中で、こ

うやって記載があって、今の答弁ももちろんあった

とおり、個人情報の流出にはなるんですけれども、

再発防止に努めているのは、もちろん重々承知はし

ているんですが、この紛失した情報の210名の個人情

報ということだったと思うんですけれども、対象者

に対してどんな形で説明をしたとか、あと、経緯に

ついて、どういう形で外に向けてやったとかという

ところまで教えてください。

○糸数公保健医療部長 紛失したと思われる情報の

対象者については、謝罪文というものを送付して、

外部に出た形跡はなかったので、紛失しましたとい

うことで謝罪を文書で行ったということです。

それから、公表につきましては、保健医療部長が、

通常ブリーフィングということで毎日記者会見を

やっていますので、その中で、この事案についても

説明をして、謝罪をしたというふうな経緯となりま

した。

○小渡良太郎委員 紛失なので流出をした可能性と

いうのは、今説明を聞いて著しく低いというところ

だと思うんですけれども、文書の取扱い、公文書で

すから、しっかりとやっていただきたいと思います。

次のページのウのところでも、これは報道でもあっ

たのかな、自宅療養期間中の外出というところでも

やっぱり指摘をされていますから、もちろん私が一

々言わなくてもしっかりとやっていると思うんです

が、改めて、今後こういうことがないようにしっか

りやっていただきたいとお願いをいたします。

次に、審査意見書の30ページ、衛生費のところで、

この不用額が96億9410万8986円という形で、前年比

較してもかなり不用額が出てるんですけれども、こ

の理由―７割医務費というところで下のほうに書

かれてはいるんですが、説明をお願いします。

○糸数公保健医療部長 令和３年度決算において約

98億円の不用が出ているというのは先ほど冒頭で御

報告をさせていただきました。

内容についても、先ほどございましたように、コ

ロナに関する協力金事業、それから医療機器の購入

等、ほとんどがコロナ関係の予算というふうになっ

ているところでございます。

保健医療部にとっても、かなり多額の、急に予算

が増えたというふうなところがありまして、適正な

執行に努めていたところですけれども、どうしても

予算が足りなくなって事業執行が滞ってしまうとい

うふうなところが対策上ないようにということで、
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多めにといいますか、そういう積算をして対応した

と、十分な予算を確保した結果というところも少し

要因としてあるのではないかと考えております。

○小渡良太郎委員 でも、この不用額が100億近く出

るというところについては、全体の予算額からした

ら１割ちょっとだとは思うんですけれども、やはり

ちょっと多いのかなという気もします。

万全の対策を取るために、しっかりとお金を準備

をしてたというところでも理解はできるんですけれ

ども、やはりこの多過ぎるということにならないよ

うに、令和３年度はコロナ２年目―１年目のいろ

いろ経験が蓄積された状況でもあったと思いますの

で、急拡大でＰＣＲやるとか、ワクチンも接種が始

まったとか、いろいろ動きが出てる中ではあると思

うんですけれども、やはり執行率の部分も含めて、

次年度以降しっかりやっていただきたいとお願いを

いたします。

そのまま、コロナに関して、いろいろと聞き取り

はされているので、ワクチンのことをちょっとお聞

かせいただきたいんですが、ワクチンの接種回数と、

あと調達量に関して少しデータがあれば教えていた

だきたいなと。

ワクチンのロスを結構心配する声、税金でワクチ

ンを打っていますから、どれぐらいロスが出ている

のかというところもいろいろと気になるので、少し

教えてください。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。

沖縄県には、これまで約387万回分のワクチンが配

送されており、令和４年５月末までに県全体で約９万

4000回分のモデルナワクチンを廃棄しております。

これは公表もしておりますが、国のほうからは接

種現場や自治体の負担等により廃棄となったワクチ

ン数の実態調査を行わないという方針も示されまし

たことから、公表した以降は、それ以降の各市町村

の廃棄状況については今のところ把握はしておりま

せん。

今後も貴重なワクチンの廃棄を少しでも減らすよ

うに、市町村と連携して接種の促進に努めていきた

いと考えております。

○小渡良太郎委員 このコロナワクチンについては、

賞味期限が、賞味期限で言っていいのか分からない

んですけど、味じゃないので。短いという特徴もあっ

たと思います。

例えば、ワクチン接種率も今、沖縄県は低いとい

う中で準備しているのにロスが出てしまうというこ

とになってしまうと、令和３年度はスタート時期で

すからしようがないにしても、令和４年度以降は、

やっぱりそういうのも厳しく見られてくるのかなと

いうところも、正直感じておりますので、ぜひ、こ

れについても令和３年の状況をしっかりと分析をし

た上で、このロスができるだけ少なくなるようなワ

クチンの接種、率も低いですから啓発も含めて、努

力していただきたいとお願いをして終わります。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。

審査意見書の79ページ、一般会計収入未済額前年

度比較表なんですけれども、その中にあります県立

看護大学入学料が前年度比較して20％増の収入未済

額になっておりますけれども、その理由を教えてい

ただけますか。

○古市実哉保健医療総務課長 理由の話の前に、

ちょっとこの収入未済、どういうような形で出るか

というのを、ちょっと説明させてください。

この県立看護大学の入学料の収入未済につきまし

ては、まず令和３年度については、令和４年度入学

者の入学料の収入未済でございます。

これは令和４年度の入学生は、令和４年３月、つ

まり令和３年度の間に入学料を納めるということに

なっておりますので、調定を令和３年度に行ってお

ります。

また、一方、入学料の免除、あるいは減額の申請

をした者につきましては、減免の可否の決定、これ

は令和４年７月になりますけれども、その決定があ

るまでは、入学料の徴収を猶予するということになっ

ていることから、年度をまたいで収入未済となって

いるものでございます。

そうしたことから、令和３年度の収入未済なんで

すけれども、令和３年度入学者の入学料の収入未済

はないという形になっています。

○石原朝子委員 確認しますと、令和３年度の収入

未済額はゼロということなんですね。

令和４年度に入学された方の分の収入未済額とい

うのはないということですね。

○古市実哉保健医療総務課長 当然、入学料をお支

払いいただけなければ入学できませんので、減免申

請してない人は期限内に入学料を納付しています。

また、減免を受けられている方は、そのままでいい

んですけど、減免を受けられなかった方については、

速やかに入学料を納付するように通知をして、速や

かに納付してもらっているので、結果としては、収

入未済はもう解消されるというような状況です。

○石原朝子委員 ではこの減免申請された、対象に

なった人数を教えていただけますか。

○古市実哉保健医療総務課長 令和３年度、つまり、
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令和４年度の入学者の方で減免申請した方は24人い

らっしゃいます。

○石原朝子委員 この24人全てが該当されたわけで

すね。

申請はされて減免されたわけですね。

○古市実哉保健医療総務課長 減免に該当するかど

うかは一応審査をしないといけませんので、この24名

の申請された方のうち、残念ながら２人の方は対象

外ということで、減免あるいは免除は受けられてお

りません。

○石原朝子委員 じゃあ、そうしますと、22名が減

免されたということになるわけですね。

分かりました。

では、続きまして、この同じ79ページのほうに、

今回皆増となっております弁償金、額は６万円なん

ですけれども、この弁償金というのがどうしてこう

発生されたのか、理由をお聞かせ願います。

○井上満男医療政策課長 この弁償金ですが、元職

員が行った不正発注に基づき、物品を納入した業者

が未払い金の支払いを求めた民事訴訟があったんで

すけれども、そこで県が未払い金として支払った和

解金、こちらが248万円ぐらいあって、それ以外にも

遅延損害金、これが約67万円ございました。

そちらについては和解が成立したんですけれども、

その和解金を当該元職員に求償するための金額、こ

れが約315万ほどあるんですけれども、当初は一括で

という話で進めていたんですけれども、いろいろ、

支払い能力だったりとか、資産の調査とか、そういっ

たものを長年やったところ、ちょっと一括で支払う

ということが難しいということで、令和４年３月に、

令和６年２月までの３年間、月額２万円、最終また

245万ということになっているんですけれども、そう

いった債務支払計画を承認しまして、毎月２万円ず

つ支払っていただいているところなんですけれども、

このうち令和３年度に調定をしていた額から実際に

収納した額を差し引いた６万円が収入未済として今

残っているというものとなっております。

○石原朝子委員 この６万円は３年度は未納でした

けれども、この４年度、現年度では収納されていま

すでしょうか。

○井上満男医療政策課長 令和４年度に入りまして

から、令和４年６月に令和４年１月分の納付があっ

たところなんですけれども、そこからちょっとまた

支払いが滞っている状態でございまして、そのため、

本人にも担当職員から連絡をしまして、支払いの意

志だったりとか、今現在仕事をやっているのかどう

かとかいったところを確認いたしまして、本人から

は、仕事は継続しているものの生活が厳しく、今の

ところ、支払いに回す余裕がないというような回答

をいただいておりますが、納入する意思は持ってい

るということなので、その意思が途絶えないように、

しっかりとフォローをしながら、電話等でフォロー

しながら、回収に努めていきたいと考えております。

○石原朝子委員 改めて、ちょっと分かりにくかっ

たので聞きますけれども、この職員から、本来、納

めてもらうべき額が幾らで、そして、今現在滞って

いる額を教えていただきたいと思います。

○井上満男医療政策課長 全体の、支払っていただ

く額としましては315万円余りになります。

そのうち、この支払いが始まったのが令和３年度

からになりますので、３年度に24万円納入するとこ

ろを、６万円が未済となっていますので、今のとこ

ろ、その納入できた額としては18万円となっており

ます。

プラス、すみません、本年の６月に１か月分納入

していますので、20万円が納入されたということに

なっております。

○石原朝子委員 ですから、315万、この職員から取

らないといけないんですけれども、まだ納められて

いない金額は幾らですかと。

ちょっと教えていただけますか、現時点で。

○井上満男医療政策課長 すみませんでした。

315万7413円納めていただかないといけないんです

けれども、20万円を納入いただいていますので、現

在残っている額としましては295万7413円になりま

す。

○石原朝子委員 じゃあ、担当課としてはしっかり

とそれを納付させるように促していらっしゃるとい

うことですね。

○井上満男医療政策課長 先ほど申し上げましたと

おり、本人にまず連絡を取って、しっかりとそこに

居住しているという確認と、あとは支払い能力があ

るかどうかということで、経済的な状況ということ

で、仕事をしている、勤務しているという状況も確

認しています。

本人も支払う意思は示していただいておりますの

で、まずはちょっと様子を見ながら、定期的に支払

いがあるかどうかですね。

それがまだ滞るようなことが続けば、また面談に

行くとか、次の手だてを考えていきたいというふう

に考えています。

○石原朝子委員 ぜひ、そういった弁償金について

は、やはりその本人ももちろん、様子を見ながら、

気を配りながらと考えますけれども、そういった、
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本来納めるべきはしっかりとまた徴収していただき

たいと思います。

これで私の質疑は終わります。

ありがとうございました。

○末松文信委員長 以上で、保健医療部関係決算事

項に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告記載内容等について御協議を

お願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括質疑につ

いて、これを提起しようとする委員から、改めてそ

の理由を説明した後、当該総括質疑を報告すること

に反対の意見がありましたら、各委員から御発言を

お願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑の順番でお願いいたします。

小渡委員お願いします。

○小渡良太郎委員 昨日の教育委員会の決算審査冒

頭で、この件を改めて確認の意味で聞いたんですけ

れども、今まで通常の委員会でも、再三、総務部が

所管しているんだったら、そこも同席も含めて、原

因説明等々の要望、一度ではなくて何度かやってき

てはいるんですけど、そういったものも今までなかっ

たというところもありますし、やはり僕の地元でも

あるので周りから、これと、ちょっと関係ないんで

すけれども警察署の件については、その後、県から

一切何の発表もないというところで、かなり県民か

ら不信感というか、ちゃんとやっているのというふ

うに言われることも結構多くあります。

令和３年度の中で起こった事案でもありますし、

委員会でも集中審議という形でさせていただいた案

件でもありますので、やはりここはしっかりと決算

の中で今は知事部局が所管しておりますから、確認

をする必要があるだろうという理由から総括質疑に

上げさせていただきました。

○末松文信委員長 ただいま小渡委員から説明があ

りましたけれども、これに対して何か反対の御意見

がありますか。

休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から、本委員会に調査

依頼された所管事務に関することにこの

総括質疑が該当するのかとの確認に対し、

委員長から該当するものと考えるとの説

明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

ほかに反対の御意見はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

見の表明を終結いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いいたします。

御提案はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

結いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月25日火曜日正午ま

でにタブレットに格納することにより、決算特別委

員に配付することになっています。

また、決算特別委員の皆様は、10月26日水曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定となって

おります。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 末 松 文 信
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令 和 ４ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和４年10月21日 (金曜日)

開 会 午前10時４分

散 会 午後５時３分

場 所 第２委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県水道事業会計

第６回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第27号議案 て

２ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県工業用水道事

第６回議会 業会計未処分利益剰余金の処分

乙第28号議案 について

３ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県一般会計決算

第６回議会 の認定について（環境部所管分）

認定第１号

４ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県水道事業会計

第６回議会 決算の認定について

認定第22号

５ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県工業用水道事

第６回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

６ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 下 地 康 教君

委 員 仲 里 全 孝君 座 波 一君

呉 屋 宏君 照 屋 守 之君

玉 城 健一郎君 島 袋 恵 祐君

比 嘉 瑞 己君 崎 山 嗣 幸君

新 垣 光 栄君 金 城 勉君

説明のため出席した者の職、氏名

環 境 部 長 金 城 賢君

環 境 保 全 課 長 渡 口 輝君

環 境 保 全 課 横 田 恵次郎君
基 地 環 境 対 策 監

環 境 整 備 課 長 久 高 直 治君

自 然 保 護 課 長 出 井 航君

自 然 保 護 課 古波蔵 みな子さん
生 物 多 様 性 推 進 監

環 境 再 生 課 長 與那嶺 正 人君

企 業 局 長 松 田 了君

企 業 技 術 統 括 監 石 新 実君

総 務 企 画 課 長 仲 地 之君

配 水 管 理 課 長 米 須 修 身君

建 設 課 長 比 嘉 悟君

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和４年第

６回議会乙第27号議案、同乙第28号議案の議決議案

２件、令和４年第６回議会認定第１号、同認定第22号

及び同認定第23号の決算３件の調査並びに決算調査

報告書記載内容等についてを一括して議題といたし

ます。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、企業局長から企業局関係決算事項の

概要説明を求めます。

○松田了企業局長 令和３年度の水道事業会計及び

工業用水道事業会計の２件の決算並びに両会計決算

の結果生じました未処分利益剰余金の処分につきま

して、その概要を御説明申し上げます。

本日は、スマートディスカッションにより掲載さ

れております決算書及び議案書（その２）により御

説明させていただきます。

今御覧のページが、令和４年第６回議会認定第22号

令和３年度沖縄県水道事業会計決算の報告書の

１ページでございます。

（１）収益的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額の欄の右端

の合計298億1287万7000円に対して､決算額は297億

4234万3928円で、予算額に比べて7053万3072円の減

収となっております。

その主な要因は、第１項の営業収益における、給

水収益の減少によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

土木環境委員会記録（第２号）
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298億535万5963円に対して、決算額は289億2860万

1793円で、翌年度繰越額が１億3018万3798円、不用

額が７億4657万372円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

動力費等の減少によるものであります。

続いて、２ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計168億

9963万1000円に対して、決算額は106億5232万9113円

で、予算額に比べて62億4730万1887円の減収となっ

ております。

その主な要因は、建設改良工事の繰越しに伴い、

第２項の国庫補助金が減少したことなどによるもの

であります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計219億

5154万6625円に対して、決算額は151億4704万2200円

で、翌年度への繰越額が64億6519万7020円、不用額

が３億3930万7405円となっております。

繰越しが生じた主な要因は、第１項の建設改良費

において、工事実施に際し、必要な追加工事の検討

や関係機関との協議、許可等に不測の日数を要した

ことによるものであります。

不用額の主な内容は、第１項の建設改良費におけ

る県単独事業の執行残等によるものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

１の営業収益155億8066万8680円に対して、２の営

業費用は267億104万6335円で、111億2037万7655円の

営業損失が生じております。

３の営業外収益125億8879万4917円に対しまして、

４ページの４の営業外費用は９億840万6248円で、右

端の上のほうにございますけれども、116億8038万

8669円の営業外利益が生じており、経常利益は５億

6001万1014円となっております。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は５億6525万9386円となり、この当年度純利

益が、当年度未処分利益剰余金となっております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますけれども、資本

合計の前年度末残高473億1005万6236円に対し、本年

度変動額が５億6523万5903円増加したことにより、

資本合計の当年度末残高は478億7529万2139円となっ

ております。

６ページを御覧ください。

余剰金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端の未処分利益剰余金については、当年度末残

高５億6525万9386円の全額を、将来の企業債償還に

充てるため、議会の議決を経まして、減債積立金に

積み立てることを考えております。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、８ページの中頃にな

りますけれども、資産合計4224億2039万4696円となっ

ております。

負債の部につきましては、御覧いただいておりま

す９ページの負債合計3745億4510万2557円となって

おります。

資本の部につきましては、御覧いただいている

10ページの下から２行目となりますけれども、資本

合計478億7529万2139円となっております。

なお、11ページから13ページは決算に関する注記、

また15ページ以降につきましては決算に関する附属

書類となっておりますので、後ほど御確認いただき

たいと思います。

以上が、令和４年第６回議会認定第22号令和３年

度沖縄県水道事業会計決算の概要でございます。

次に、ただいま通知いたしました決算書の45ペー

ジを御覧ください。

引き続きまして、令和４年第６回議会認定第23号

令和３年度沖縄県工業用水道事業会計決算について

御説明申し上げます。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

７億1393万2000円に対して、決算額は７億692万

7482円で、予算額に比べて700万4518円の減収となっ

ております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の減少によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計６億6377万8937円に対して、決算額は６億

2431万6018円で、翌年度への繰越額が129万7822円、

不用額が3816万5097円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

修繕費等の減少によるものであります。

続きまして、46ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計１億4196万

2000円に対して、決算額は9413万5200円で、予算額

に比べて4782万6800円の減収となっております。
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その主な要因は、建設改良工事の繰越しに伴い、

第１項の国庫補助金が減少したことによるものであ

ります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１億

8828万1422円に対して、決算額は１億6308万2340円

で、翌年度への繰越額が1159万7958円、不用額は

1360万1124円となっております。

繰越しが生じた要因は、第１項の建設改良費にお

いて、工事の実施に際し、想定外の事由による追加

工事の検討等に不測の日数を要したことによるもの

であります。

不用額の主な内容は、第１項の建設改良費におけ

る県単独事業の執行残等によるものであります。

次に、47ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

１の営業収益３億3241万8765円に対して、２の営

業費用は５億8437万9920円で、２億5196万1155円の

営業損失が生じております。

３の営業外収益３億3743万1089円に対して、４の

営業外費用が992万1489円で、右端の上のほうになり

ますけれども、３億2750万9600円の営業外利益が生

じており、経常利益は7554万8445円となっておりま

す。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は7574万6908円となり、これが前年度繰越欠

損金21万176円を補填した後の7553万6732円が当年度

未処分利益剰余金となっております。

次に、49ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高14億5653万6425円に対し、当年度変動

額が7574万6908円増加したことにより、資本合計の

当年度末残高は15億3228万3333円となっております。

次に、50ページの剰余金処分計算書案について御

説明申し上げます。

右端になりますけれども、未処分利益剰余金につ

きましては、当年度末残高7553万6732円の全額を今

後の建設改良費の財源に充てるため、建設改良積立

金に積み立てることとしております。

次に、51ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、52ページの中頃にな

りますけれども、資産合計60億86万6100円となって

おります。

負債の部につきましては、負債合計44億6858万

2767円となっております。

資本の部につきましては、表示されましたページ

の下から２行目になりますけれども、資本合計15億

3228万3333円となっております。

なお、55ページから57ページは決算に関する注記、

また59ページ以降につきましては決算に関する附属

書類となっておりますので、後ほど御確認いただき

たいと思います。

以上が、令和４年第６回議会認定第23号令和３年

度沖縄県工業用水道事業会計決算書の概要でござい

ます。

続きまして、２事業の決算で生じました未処分利

益剰余金の処分につきまして、議案を提出しており

ますので、その概要を御説明申し上げます。

令和４年第６回議会乙第27号議案令和３年度沖縄

県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金５億

6525万9386円の全額を、将来の企業債償還に充てる

ため、減債積立金に積み立てることについて、地方

公営企業法第32条第２項の規定により、議会の議決

を必要とすることから提出したものであります。

続きまして、78ページでございます。

令和４年第６回議会乙第28号議案令和３年度沖縄

県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて御説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金7553万

6732円の全額を、今後の建設改良費の財源に充てる

ため、建設改良積立金に積み立てることについて、

地方公営企業法第32条第２項の規定により、議会の

議決を必要とすることから提出したものであります。

以上で、令和４年第６回議会乙第27号議案及び令

和４年第６回議会乙第28号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する決算資料の名称、ページ番号
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及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願

いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに企業局関係決算事項に

対する質疑を行います。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

令和３年度の決算ということで、令和３年度、こ

の粒状活性炭の全部の池の中の半分を切り替えたと

思うんですけれども、その切替え状況について１点、

お願いいたします。

○米須修身配水管理課長 北谷浄水場の粒状活性炭

の取替えに関しましては、全16池のうち、これまで

令和３年度までに半分の８池を取り替えておりまし

て、今年度はこの後、残る８池のうち４池、そして

令和５年度に残りの４池の取替えを予定していると

ころであります。

また、取替事業費の総額としましては、約13億

9000万円となっており、その年度別の内訳としまし

ては、令和２年度、３年度が共に約３億5000万円、

令和４年度が約３億4000万円。そして、令和５年度

は約３億4000万円の見込みとなっております。

○玉城健一郎委員 これ13億9000万ということで、

総額で。粒状活性炭、実際この令和３年度に切り替

えて、今年度―令和４年度の数値というのはとて

もＰＦＯＳの検出量ってすごく減っていると思うん

ですけれども、実際どれぐらい減ってきているのか

現状を御説明お願いいたします。

○米須修身配水管理課長 北谷浄水場の浄水のＰＦ

ＯＳ等検出濃度につきましては令和３年度が平均値

12ナノグラムパーリットルでありました。令和４年

度に入りまして、４月から８月までの測定値になり

ますが、最大値で６、最小値が３、平均値が４ナノ

グラムパーリットルとなっております。

○玉城健一郎委員 これ大分減ってきたと思います

し、今後また今月からはまた、北部の水を使いなが

らやっていると思います。もっと減っていくと思う

んですよ。残る池として半分、今年度中に４分の

１で、来年度に４分の１切り替えれば、もっとＰＦ

ＯＳの数値というのは減ると思うんですね。ぜひ、

この粒状活性炭の切替えについては、早急にやって

いただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。

○米須修身配水管理課長 活性炭の取替えは防衛省

からの補助を受けて取り組んでいるところでござい

ます。その発注の工程としましては、まず、補助金

交付決定後に発注手続を開始する手順を取る必要が

ありまして、今年度は５月16日の決定日同日に発注

に係る公告を開始しております。これ以上の早期発

注は難しい状況にありますが、次年度も同様に最短

での手続が開始できるよう、準備を整えておきたい

と考えております。

○玉城健一郎委員 すみません、もう涙ぐましい努

力をしていただいて、ありがとうございます。

ぜひよろしくお願いします。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 安全で低廉な水道用水の供給とい

う意味では、成果報告書の462ページの中でちょっと

聞いていきたいと思いますが、ＰＦＯＡの問題で市

民団体が血中濃度を調査したということが報道され

ておりますが、これが極めて高い濃度が出ていると

いうことなんですが、知事が最近、今回の市民団体

の調査結果と、それから海外の調査事例を研究する

ということで発言しているんですが、これ早急にし

たほうがいいと思うんですが、この辺の具体案を示

してくれますか。

○石新実企業技術統括監 今後の企業局の血中濃度

調査に対する考え方ですけれども、現在、これらの

点について、局内でも解析を行っているところです。

関係部局でもやっているところですけれども、ただ、

現時点ではこういった原因、あるいはそれに対する

取組方法というのを明確にお答えすることは、今の

時点ではちょっとできかねるところですけれども、

国においても情報収集し必要な対策をしっかり検討

したいという新聞報道もありましたので、我々とし

ましても国の動向などの情報収集と併せて、可能で

あれば今回分析を実施した京都大学の原田先生です

とか、あるいはそのほか専門家の御意見をお伺いし

た上で、企業局としての考えを整理していきたいと、

現時点ではそのように考えているところです。

○崎山嗣幸委員 じゃあ知事が17日の新聞報道でも

言っていますよね。この市民団体の調査結果と、海

外の調査事例を研究すると言っているんですが、こ

れは知事が言ってるわけだから、皆さんにとっても、

知事がそう言っている以上、そういう方向で結果分

析していくと私理解しているんですが、そういう方

向で手だてに入っているということではないのです
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か。

○石新実企業技術統括監 先ほど申し上げましたけ

れども、企業局においても市民団体の報告書を入手

しまして、解析分析しているところです。

○崎山嗣幸委員 これだけの高い濃度が出ていると

いう意味では、深刻感は県民の不安もあると思うん

ですが、体内にそれだけね、血中濃度が高く出てき

たということについては、企業局としても、安全な

水に対する不安感が増していることに関して、市民

団体の調査結果の分析というのは急いだほうがいい

と思うんですが、これはめどはないのですか。

○石新実企業技術統括監 先ほども申し上げました

けれども、これから専門家の御意見も伺って整理し

ていきたいと考えている状況でして、ちょっとめど

を今申し上げることは、申し訳ありませんけれども

できない状況です。

○崎山嗣幸委員 さっき、玉城健一郎委員のほうか

らも、活性炭の効果というのが出ているかという事

例も出ているんですが、この辺は、血中濃度を調べ

たという意味では、やっぱり健康にリスクがあると

言われているので、これが基準値もそうなんですが、

これがほとんど体内で分解されないで蓄積されて、

発がん性とか、低体重性ということで相当不安になっ

ていると思いますが、これは今言っているように、

原因究明というのか、本当にこれが体内へどの程度

の量でね、そういった発がん性とか、健康リスクが

あるかについては、しっかり調査結果として出して

いかないと、不安は解消されないと思うんですよね。

だから、先ほどから繰り返されているように、今

言っているように、じゃあこの活性炭を切り替えて、

これが出てこないのかということも含めて、従来の

ものが残っていて、血中濃度が高かったかどうかも

含めて、一般の市民に分からないわけですよね。だ

から、そういった意味で分析、民間団体がやったこ

とについての分析については、行政側としても重要

だと思うんですが、これは企業局としては、その辺

の血中濃度が出ている人体へのリスクについては、

どんなふうに考えていますか。

○米須修身配水管理課長 繰り返しになるところも

ございますが、市民団体が行いました血中濃度の調

査につきましては、現在、関係部局で解析を行って

いるところでありまして、仮に血中濃度が高い原因

が水道水と仮定した場合に、なかなか説明しづらい

データがあることから、現時点で血中濃度が高い原

因を明確にお答えすることは困難な状況となってお

りまして、先ほども統括監のほうが述べておりまし

たが、原田先生をはじめ、専門家の御意見も賜りな

がら、その解析に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○崎山嗣幸委員 水質調査については、これまで環

境部のほうでもなされていて、県もと言うのかね、

大体基準値が50ナノグラムと決めて、しかし、それ

以上、この間、水質調査で出てきたという事例があ

るので、この水質調査で出された部分が基準値も超

えたということが若干あったことを含めて、これと

の因果関係とかについては全くないということで言

えるんですか。

○石新実企業技術統括監 今回の調査結果の中では、

水道水の飲用なしと比べ、飲用ありの血中濃度が高

くなっているという、確かに水道水が原因というの

を示唆するようなデータもあるんですけれども、た

だ、より詳しく見てみますと、北谷浄水場の供給先

である宜野湾市長田よりも、ＰＦＯＳ等がほとんど

検出されていない石川浄水場の供給先である嘉手納

町のほうが高くなっているであるとか、また、北谷

浄水場の供給地域であっても、地域によって濃度に

大きな差があるということが分かります。また、企

業局が水道水を供給していない大宜味村でも検出さ

れているといった事実がありますので、もう少し内

容を詳しく見て、専門家の御意見も伺った上で解析

していきたいなと思っているところです。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、そういった血中

濃度が高く出たり、あるいは、環境部がやった水質

調査も含めて高めに出たり、あとはどうしても米軍

基地絡みの中で河川とか、あるいは土砂とかからに

ついての結果が出てくるときに、この辺が極めて重

要な問題になるので、原因が分からない状態で進む

こと自身がやっぱり住民の不安と健康へのリスクが

高まっていくわけだから、これは早めに国がやるべ

き事例と、あるいは県がやるべきものとしっかりやっ

て、県民にこの安全であるということをやっていか

なければ、不安は増すと思うんですよね。

この辺はぜひ、米軍基地への立入調査もそうだけ

ど、国へのまた疫学調査も含めて、あるいは県がや

るべきことも含めて明確に、局長、県民の不安を解

いていくということの責務があると思うんですが、

局長いかがですか、それは。

○松田了企業局長 我々も今回の血中濃度の公表に

つきましては、非常に検出されたということについ

て、大きく受け止めている状況がございます。

今のこの企業局、あるいは県の役割、国の役割に

ついてですけれども、我々、従来から立入りをして

基地の中について調査をしていきたいということで

申請もしてますけれども、長い間それが結論が出ず
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に許可が下りていないということもありまして、知

事のほうが令和３年２月、それから今年の７月にも

池田副知事が上京して、立入り、あるいは国の調査

をやってほしいというのを要望していますし、また

８月には、照屋副知事が沖縄防衛局長と、それから

外務省の特命全権大使の沖縄担当、それから在沖米

軍地域調整官、沖縄総領事などに対して直接面談し

て、県の要望を伝えるということで、我々のほうと

しては、県の要望を直接知ってもらって対応しても

らうという取組は、今、鋭意やっているところです。

引き続き、委員御指摘のように、原因が分からな

いと改善もできないし、それから、根本的な改善で

すけれども、対応をどうするかということについて

きちんと国に求めていきたいと。

一方で、今、企業局がじゃあ何ができるのかとい

うところですけれども、そこは、なるべくＰＦＯＳ

濃度の高い中部、河川、あるいは地下水を抑制する

ということで、今、その作業も鋭意やっておりまし

て、それから、先ほど玉城委員のほうからも御指摘

ございましたけれども、ＰＦＯＳの吸着能力の高い

活性炭への取替えを進めるということで、今、この

浄水中のＰＦＯＳ濃度を可能な限り低減するという

対策を、鋭意、今、進めているところでございます。

○崎山嗣幸委員 局長、そういったふうにしっかり

努力してもらいたいと思いますが、実際、米国の環

境庁の勧告値も、相当厳しく厳格に求めて、これが

微量でもＰＦＯＡを出すことは人体に害があると言

われているぐらいなので、ぜひそれは深刻に受け止

めて、今、企業局の役割、なすべきことについては

しっかりやってもらいたいというふうに思います。

終わります。

○瑞慶覧功委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは関連して、今回のこのＰ

ＦＯＳの問題で、粒状活性炭を今、あと残り４池で

すよね。その部分が全部もう設置が終わった場合に、

どれぐらい今、ＰＦＯＳの残留―先ほどは６から

３、平均で４になっているとお聞きしたんですけど、

全部完了した場合に、もっと下がるのか、もうここ

で維持するのか、聞かせてください。

○米須修身配水管理課長 ただいま北谷浄水場では、

高機能活性炭への取替えを進めているところでござ

いまして、これまで16池のうち８池、今年度で４池、

次年度で残りの４池を交換予定となっております。

これまでのデータを見ますと、高機能活性炭に取り

替えました８池の検出データは、最大で１ナノグラ

ムパーリットルという状況となっております。

我々は、高機能活性炭の取替周期を４年と設定し

ておりまして、その間はその機能が継続できると考

えております。その高機能活性炭、全てを取り替え

ることによって、今述べました１ナノグラムパーリッ

トル、それと同レベルに抑制ができるのではないか

と考えているところでございます。

○新垣光栄委員 すばらしいことだと思います。高

機能の粒状活性炭を16池全部替えると、１ナノグラ

ムまで落とせるということだと思いますが。それに

伴う費用ですね。４年に一度取り替えていく、16池

を。そうしたら、費用面としてはどれぐらいの費用

になるか教えていただけないでしょうか。

○米須修身配水管理課長 取替事業費につきまして

は、総額で約13億9000万円となっております。

○新垣光栄委員 これは16池全部取り替えて、それ

でいいと理解してよろしいですか。

○米須修身配水管理課長 はい、そのとおりでござ

います。

○新垣光栄委員 それを４年に一度取り替えていく

ということで、その費用の３分の２は防衛省が出し

ていただいてるというんですけど、３分の１は私た

ち県費で出しているわけですよね。全額本来は防衛

省に請求できると思うんですけれども、その辺の交

渉はなさっているのかどうか。

○米須修身配水管理課長 粒状活性炭につきまして

は、従前からトリハロメタン対策としまして導入さ

れており、年間約１億6000万円の取替費用がかかっ

ておりました。ＰＦＯＳ等吸着効果の高い活性炭へ

の取替費用は、年間約３億5000万円となっておりま

すが、防衛省補助の活用により、企業局の負担は約

１億2000万円となるため、単年度当たり約4000万円

の費用削減となっております。

ただし、導入から４年目を迎える令和６年度以降、

再度の取替えが必要となりますが、その費用につい

ては補助の確約が取れていないため、国に対し、Ｐ

ＦＯＳ等対策にかかる費用負担を求めてまいります。

ＰＦＯＳ等問題の解決には、汚染源の浄化など抜本

的な対策が必要であると考えており、引き続き国や

米軍に対し、必要な対策の実施と企業局が実施する

ＰＦＯＳ等対策にかかる費用負担を求めてまいりた

いと考えております。

○新垣光栄委員 それでは、この今の基準では１ナ

ノグラムということで、米国の基準を想定した場合、

もう使えないということになると思うんですよ。こ

の高機能の活性炭も使えなくなるということである

と思うんですけれども、そういった場合の対策とし

ては、先の対策なんですけれども、どのように考え

ているのかお伺いしてよろしいですか。
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○米須修身配水管理課長 先ほど局長からも話があ

りましたが、浄水場での処理対策、それと別に水源

対策ということで、水事情が良好な時期においては、

中部水源を停止している状況が今現在続いておりま

す。そういった取組とともに、また今年度から水源

別対策への調査というところも始めております。こ

ういった取組と浄水場での高機能活性炭への定期的

な取替えというところで、その基準内への対応とい

うところを進めてまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 この１ナノグラムでは、もう米国

基準の、環境省のでは対応できないということを前

提とした場合、次の手だて。今は基準内だから１ナ

ノグラムで、粒状活性炭へ替えていくので対応でき

ていますよという意図だと思いますけど、これが米

国基準の厳しい基準になるともう対応できないわけ

ですよ、粒状活性炭でも。そういうときの、先の対

策として今考えないといけないと思います。先、先

を読んでですね。そうした場合の先々の対策として、

企業局はほかにも、今、北部水源を活用するという

のもあるんですけれども、もう中部水源は止めると

か、完全に中止して設備も解体するとか、そういう

ふうなところまで考えないといけないと私は思って

いるんですけれども、先々までですね。そういうの

を考えているかということです。

○松田了企業局長 今、米国のほうで生涯健康勧告

値の暫定値がＰＦＯＳが0.02、ＰＦＯＡが0.004とい

う数字、ナノグラムパーリットルという数字が出て

おりますけれども、米国がこれを公表した際にも、

まだそこまでの低い濃度のＰＦＯＳを測る技術です

ね、それから、それを落とすための技術はまだ開発

されていないという前提だということになっており

ます。我々のほうも、今、そういうごく微量の分析

をできる手法が、今日本にもございません。

ということで、国に対しては、今後のこの生涯健

康勧告値の暫定値が出た背景、あるいは、今後、ど

ういうふうにしてやっていくのかということを、国

にも要望しているところでございます。

当然、今後そういう厳しい基準になった場合に、

それをクリアするための技術開発であるとか測定技

術、そういったものが必要になってくると思います

ので、それは国ともきちっと指導を仰ぎながら対応

していきたいと思います。現時点では、まだ具体的

にこれでやれば大丈夫というようなところまでは、

まだ確定的なものは、まだ今はないということです。

○新垣光栄委員 しっかりアンテナを張って対応で

きるように、先々まで考えて対策を打っていただき

たいと思います。

続きまして、この監査の部分からですけれども、

座間味の浄水場の件ですけれど、どのような今、進

捗状況なのかお伺いいたします。

○比嘉悟建設課長 現在の状況ですが、昨年度基本

設計を終えまして、今年度は実施設計を行っており

ます。令和５年度には建設工事に着手しまして、令

和７年度に供用開始ができるよう取り組んでいると

ころでございます。

○新垣光栄委員 その間の水質がちょっと悪いとい

うことで、村からの要請もあると思うんですけど、

私もあのダムを見に行きました。そして、浄水場も

見に行きました。あの浄水場、立派な浄水場なんで

すよ。ただ、外部から見てても、管理の不備で私は

この水質を改善できないのではないかなと思ってい

て、これはもう私の意見ですけれども、しっかり企

業局が技術的な指導をやれば水質は改善すると思っ

ているんですよ。この辺はどうお考えでしょうか。

○比嘉悟建設課長 企業局では、平成25年度にも浄

水処理の改善に係る技術支援を行ってきております。

また、今年度についても、座間味村から浄水施設に

不具合があるということで、８月に現地調査を行っ

ているところです。その調査を踏まえて、今後、座

間味村と調整、意見交換をしながら、技術支援を行っ

てまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 やはり、小さい市町村になると技

術者がいないわけですよ、職員もですね。しっかり

沖縄県が技術的な指導をやっていただくことによっ

て、供用開始されるまで水質を我慢してくれという

わけにいかないですから、しっかり技術的指導をやっ

て、今の浄水場で飲料水として最適な水が提供でき

るように、今の技術で最適な水が提供できるように

支援をしていただきたいと思います。局長、最後に

よろしくお願いします。

○松田了企業局長 委員御指摘のように、我々、鋭

意、今新しい施設を造っているのと併せて、現状の

施設の運転管理、あるいは一部施設の改善点、そう

いったものについて職員を派遣して、現場の確認を

した上で助言を行っているところです。

引き続きそういう取組もしながら新しい施設を造

る、それから今の施設の運転管理の助言を行うとい

う、これは両輪で進めたいと思います。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。よろしく

お願いします。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 まず、水道事業の広域化について、

ちょっと質問したいと思っていまして、この広域化
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の事業は、大まかに大体どのぐらいまで進んでいる

のかどうか、それをお聞きしたいと思います。

○比嘉悟建設課長 広域化につきましては、平成26年

度に粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、渡嘉

敷村、座間味村、伊平屋村、伊是名村の８村につい

て覚書を交わし、広域化を進めていきますというこ

とで事業をスタートしております。その中で、粟国

村、北大東村、座間味村の阿嘉・慶留間地区、伊是

名村については供用開始をしております。

○下地康教委員 広域化の目的と効果というのを

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○石新実企業技術統括監 小さな水道事業体が技術

的、それから経営的に、いろいろ困難な状況に陥っ

ているというのは全国的な課題でありまして、厚労

省も広域化といったプロジェクトを推進するように

という姿勢であります。

その中で沖縄県のほうでも、関係部局で勉強会か

ら研究会といった手段を経て、特に離島８村につい

て、水質であったり、料金であったり、それから技

術者、職員の不足であったり、そういった課題が非

常に顕著で、沖縄本島その他の水道事業体とのサー

ビスの格差が大きくなっているということがありま

して、特に格差の大きい８村について、企業局のほ

うで広域化を進めていこうという議論の下、現在進

めているところです。

○下地康教委員 ちなみに、沖縄本島の標準的な水

道料金と、それと今、離島８村においてその広域化

が進められているというんですけれども、広域化が

進まないところと本島の水道料金でどのぐらい差が

あるのか。差の大きいほうで結構ですので。

○仲地之総務企画課長 現在広域化を進めていると

ころなんですけど、供給単価の一番高いところが北

大東村の346円、一番低いのが粟国村の231円となっ

ております。

広域化が実施された粟国村、北大東村では、沖縄

本島と同額の102円24銭で水道用水を供給、受水する

ことに伴い、水道料金の減額改定を行っております。

粟国村では、10立方メートル当たりの水道料金が

3340円から1612円に改定され、金額で1728円、率に

して52％下がっております。北大東村では、3620円

から2960円に改定され、金額で660円、率にして約18％

下がっております。

○下地康教委員 細かいものではなくて、要するに、

本島地区で単位容積当たり幾ら、それと、広域化が

進んでない、今、進んでいないところがありますか

ね、広域化がまだ完了していないところが。それが

幾らなのか。それで、広域化がもう完了したところ

ですね、８村のうち。それで、その完了していると

ころで幾らかと、この３つの容積当たりの金額を教

えてください。

○仲地之総務企画課長 県内全市町村の10トン当た

りの使用料金が、平均で1656円となっております。

広域化が済んだ粟国村では1640円、大体、全市町村

とほぼ同一の金額となっております。広域化がまだ

済んでいない南大東村については、3512円となって

おります。

○下地康教委員 大分違うということですね。やは

り、離島においては、広域化を進めることによって

水道料金も下がるし、それと経営基盤が安定すると

いうことと、また水質管理もしっかりしていくと。

恐らく広域化をすることによって、企業局が管理を

していく。要するに、供給する原水というんですか

ね、もうこの水を管理していくということで、離島

における負担が非常に軽減されるというふうになる

と思うんですけれどね。非常に分かりやすい数字だ

というふうに思います。

そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、多

良間村ですね。今、多良間村が広域化を進めるとい

うふうにしていますけれども、この多良間村がなか

なか広域化が進んでいないんですね。その理由とい

うのが、どういったところがあるんですかね、課題

と言いますか。

○米須修身配水管理課長 水道広域化につきまして

は、水道行政を所管します保健医療部が主体となっ

て推進しております。

保健医療部が平成24年度に策定しております沖縄

県水道整備基本構想におきまして、水道広域化のス

テップとしまして、まずステップ１、本島周辺離島

８村、次にステップ２が北部圏域や久米島町、そし

てステップ３が多良間村を含む宮古圏域や八重山圏

域、こういった構想になっておりまして、多良間村

への広域化を行った場合に、水道広域化に伴い企業

局が多良間村に水道用水を供給する場合に、企業局

における新たな管理体制の構築と、施設の整備や管

理にかかる費用の増加などの課題が想定されており

ます。また、新たに小規模市町村へ水道用水を供給

することで費用の増加が見込まれまして、給水原価

が上昇することについて、他の受水市町村の理解を

得る必要があると考えております。

こういった課題に対しまして、市町村や関係部局

と連携して、検討していく必要があると考えており

ます。

○下地康教委員 今、離島の広域化はステップ１、

８村ですかね、それで進められているというふうに
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お聞きしているんですけれども、それがステップ２、

ステップ３というふうになるんですけれども、多良

間村においてはステップ３というその計画のスケ

ジュールに入るというふうに理解するんですけれど

も、このステップ３が実際的に検討されるといいま

すか、実用化というんですか、実際にその実施の検

討に入るというこの時期というのは、計画的にどう

いうふうになっていますか。

○米須修身配水管理課長 今年度の検討会におきま

して、これまでに水道広域化による財政効果のシミュ

レーション結果の共有や、広域化を要望する市町村

における現状や課題等の説明などが行われたところ

であります。その検討会の中で、議論を深めた上で、

今後のスケジュールをまた調整していくことになる

かと考えております。

○下地康教委員 じゃあ、皆様方が今おっしゃった

ようなステップ１とか２とか３とか、そういったも

のは、今現在ステップ１が、事業が進行中だと。ス

テップ２、３においては、これから事業計画も組み

立てていくという理解でいいですか。

○米須修身配水管理課長 さようでございます。

○下地康教委員 分かりました。なかなか、多良間

村にもいろいろな課題があるということで、非常に

難しいというものが理解できたんですけれども、そ

の決算書のほうに行きたいというふうに思ってます。

決算書の28ページですか。渡嘉敷の水道施設機械

設備工事その１とその２、それの工程率がゼロ％と

なっておりますね。それで結構、その１は10億余り

の請負金額になっていますけれど、これはどういう

内容でゼロ％になっているのか、ちょっとお聞きし

ます。

○比嘉悟建設課長 20ページにあります渡嘉敷水道

施設機械設備工事その１、その２につきましては、

工程率ゼロ％になっているのは、備考欄に書いてお

りますが、債務負担行為という記載がございまして、

ゼロ債務工事で発注している経緯で工程率、令和３年

度についてはゼロ％ということでございます。

○下地康教委員 要するに、工期が令和４年の３月

23日、つまり３年度ですね。契約はもう済んでいる

ということで理解していいですか。

○比嘉悟建設課長 契約は済んでございます。

○下地康教委員 じゃあ、これは契約のみという理

解でいいですね。

それで、工期が令和５年12月15日ということです

けれども、これは２年度にまたがっていますよね、

この工期がね。２年度にまたがっているということ

は、この債務負担行為もされてるという理解でいい

ですかね。

○比嘉悟建設課長 令和３年度に契約してございま

すので、令和４年度と令和５年度の債務負担の行為

はされております。

○下地康教委員 分かりました。これ事業工期とい

うのは３年度、４年度、５年度、３年度間ですよね。

それで、３年度に契約のみをしてゼロ％、４年、５年

で工事をしていくと、それにはもう債務負担行為を

起こしているよということでの理解でいいですね。

○比嘉悟建設課長 そのとおりでございます。

○下地康教委員 分かりました。

次は一般会計からの繰入れなんですけれども、

40ページ開いたら貸借対照表みたいなのがありまし

たね。

一般会計からの繰入金による収入と、これが３億

3700万余りあるんですけれども、これは例年だと大

体どのぐらい一般会計からの繰入金というのがある

んですかね。３年度はそうだったんですけれども、

過去において、前年度、前々年度はどのぐらいにな

りますかね。分かりますか。

○仲地之総務企画課長 令和３年度は３億3700万円

余り、令和２年度が３億7800万円余り、令和元年度

が３億6800万円余りです。

○下地康教委員 大体３億程度の一般会計からの繰

入れがあるんですけれども、それの理由と言います

か、その中身はどういったものなんですか。

○仲地之総務企画課長 過去に発行した臨時財政特

例債の元金償還に充てるものと、令和３年度の沖縄

県水道広域化施設整備等支援事業に充てたものです。

元金償還分が３億3000万、もう一つの令和３年度

の沖縄県水道広域化施設整備支援事業、これが740万

円となっております。

○下地康教委員 基本的に、公営事業、企業ですの

でね、やはり一般会計からの繰入れというのはでき

ることはできると思うんですけど、それをどんどん

減らしていくという努力が必要だと思うんですね。

その辺りは、どうなんですか。

○松田了企業局長 今、繰入れの大部分の額が、臨

時財政特例債と言いまして、昭和60年度から平成12年

度までの間に、国庫補助の率の引下げが行われまし

て、その国庫補助率の引下げに伴う財源措置として、

特例として発行した地方債です。ですので、その分

については、国のほうから後年度、地方交付税の基

準財政需要額に算入されるということで、補助率の

減に伴って起債した分については、国のほうからの

支援があるということで、今一旦それが県に入って、

県から繰り入れているということで、当然その償還
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が終わりましたら、その分の繰入れはなくなるとい

うことでございます。

経営上の問題で、一般会計から繰入れをしている

ということではございません。

○下地康教委員 分かりました。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 座波一委員。

○座波一委員 工業用水の件で、西原の浄水場以南

から糸満までにかけて、南部地域の工業用水の需要

は多いと思っていますが、需要と供給はどうなって

いますか。

○米須修身配水管理課長 西原浄水場以南の糸満工

業団地につきましては、計画給水量が4500立米、１日

当たりとなっておりますが、現在の契約給水量が

4649立方メートルということで、契約率としまして

は103.31％となっております。

○座波一委員 これは数字上はまだまだ現れていな

い、実際に需要はあるけど諦めて、この企業は工業

用水を、もう諦めたというところもあるわけです。

だから何が言いたいかというと、南部地域の需要

に足りていないというのが現実なんですね。その原

因が、その送水管側の径が小さくて供給が間に合わ

ないというのが一つの原因になっているわけよ。そ

ういうものがあって、それとなんですけど、企業局

の今の３年度の決算は、老朽化対策が主ですね。老

朽化対策ということから見て、南部地域のこの小さ

いと言われる、その径。管の径の小さいものも、こ

れ老朽化対策の対象にならないのか。老朽化の具合

はどうなのか、どうですか。

○米須修身配水管理課長 南部地域へ供給しており

ます管路につきましては、タイル管路でポリエチレ

ンスリーブが装着されております。企業局では、ポ

リエチレンスリーブが装着されておりますダクタイ

ル管路は、長期の防食効果が期待できることから、

更新基準年数を80年として設定しております。当該

管路につきましては平成元年に供用開始され、経過

年数が33年であることから、当面更新は予定してお

りません。

○瑞慶覧功委員長 休憩します。

（休憩中に、座波委員から南部地域への工業

用水給水管路の径が小さいことは認識して

いるのかとの確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開します。

米須修身配水管理課長。

○米須修身配水管理課長 確かに、先ほど委員から

もありましたとおり、契約率がいっぱいになってい

るけれどもまだ申込みはあるというところで、何ら

かの対策が必要というところは感じているところで

もありまして、そのもどかしさもありまして、その

対策としましては、８年ごとのメーター更新に伴い

まして、その企業に対しまして、適正契約量への見

直しの案内をしているところでございます。

○座波一委員 あのね、これはその対策になってま

せんよね、現実は。この契約の見直しと言ってるけ

ど。旺盛なこういった需要に応えようという、この

企業局の姿勢が見えないですね。せっかく、この豊

見城、糸満、南風原も八重瀬もそうなんだけど、企

業は相当進出するところあるんですよ。対応できな

いというのは、この県土の均衡発展に対しての政策

的な対応ができていないということ、企業局。それ

についてどう思いますか。

○米須修身配水管理課長 新たな施設整備に関しま

しては、先ほど申し上げましたとおり、契約水量が

計画水量を上回っていることから、給水量を増やす

場合には新たな施設整備が必要とは考えております

が、工業用水道事業は産業振興を目的とした県の政

策との整合を図り、事業運営を行う必要があります。

引き続き県全体の均衡ある発展に向けまして、工

業用水の利活用の促進を図るとともに、南部地区へ

の給水量の増加については、計画給水量の見直しの

必要性や工業用水道事業の採算性などの課題を含め

まして、関係部局と連携して対応してまいりたいと

考えております。

○座波一委員 今の答弁は非常に前向きに捉えたい

んですけどね、しかし、先ほどの答弁では契約を見

直しして対応すると言ったりしてるわけよ。一体、

何が企業局の方針なのかが分からないんだけど、局

長そこら辺は答弁お願いします。

○松田了企業局長 先ほど課長のほうからも答弁が

ございましたけれども、基本的に企業局としまして

は、県の商工労働部と協力をしまして、安定的な工

業の振興、操業等に資するための施設整備を行って

いく考えでございます。

今、西原浄水場以南の供給が厳しい状況があると

いう一方で、この施設整備は採算の面から厳しいと

いう状況もございます。こういった状況については

今、商工労働部と情報共有もして、意見交換を行っ

ているところでありますし、商工労働部のほうで、

今年度、需要動向調査をするということで聞いてお

りますので、そういった需要動向調査の結果も踏ま

えて今後の対応について協議をしていきたいという

ふうに今考えてるとこでございます。

○座波一委員 企業局のね、企業会計の収支の問題

でもないんですよ、これは。
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当然、これは企業局としては、その設備投資のそ

ういったものは計画にはないと言うかもしれないけ

ど、これ県の、だから政策として今提言、私はした

いんですね。だから、これは局長が答えるこの商工

労働部との連携が、今前向きにやられるとは聞いて

はいるけど、やはりこれ県政トップに、これ政治判

断を仰がなければいけないぐらいのものだと思って

いますので、総括質疑をしたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から座波委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するように指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 工業用水の南部地域への需要に供給

が間に合っていないという問題は、県土の均衡発展

という点からすると、やはりそれはもう企業局の収

支の問題ではなく、県土の均衡発展における南部振

興も含めて県政トップの政治判断が必要であると思

いますので、県知事に総括質疑を求めたいと思って

います。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの提起内容については、

本日の審議終了後に協議をいたします。

質疑を続けます。

○座波一委員 以上で終了。

○瑞慶覧功委員長 以上で、企業局関係決算事項に

対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

説明員等の入替えを行います。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入替え）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、環境部長から環境部関係決算事項の概要説

明を求めます。

金城賢環境部長。

○金城賢環境部長 それでは、環境部の令和３年度

一般会計決算の概要について、ただいま表示しまし

た令和３年度歳入歳出決算概要説明資料に基づいて

御説明いたします。

まず初めに、歳入決算の状況につきまして御説明

いたします。

ただいま表示しました１ページ目を御覧ください。

環境部所管の歳入は、使用料及び手数料、国庫支

出金、財産収入、繰入金、諸収入、県債の６つの款

からなっております。

１行目の予算現額のＡ欄を御覧ください。

環境部所管の歳入の合計額は、予算現額（Ａ）の29億

9405万7000円。

調定額（Ｂ）は17億7077万4241円、うち収入済額

（Ｃ）は16億8572万8603円であり、収入未済額（Ｅ）

は8504万5638円となっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

95.2％となっております。

次に、款ごとの歳入について御説明いたします。

（款）使用料及び手数料は、予算現額3986万6000円

に対し、収入済額は4119円であり、動物愛護管理セ

ンターなどに係る土地使用料であります。

３行下の（項）証紙収入につきましては、予算現

額3986万1000円に対し、収入済額が０円となってお

りますが、実際の収入済額は4123万6100円となって

おり、これについては、出納事務局において取りま

とめて計上されることとなっております。

（款）国庫支出金は、予算現額24億8348万2000円

に対し、収入済額は12億8620万8358円であり、主な

ものは、海岸漂着物等地域対策推進事業に係る地域

環境保全対策費補助金及び世界自然遺産登録推進事

業や外来種対策事業などに係る沖縄振興特別推進交

付金であります。

ただいま表示しました２ページ目を御覧ください。

（款）財産収入は、予算現額９万円に対し、収入

済額は２万9017円であり、その内容は、環境保全基

金利子及び産業廃棄物税基金利子などの財産運用収

入であります。

（款）繰入金は、予算現額１億2271万3000円に対

し、収入済額は9043万4548円であり、その内容は、

産業廃棄物税基金繰入金及び環境保全基金繰入金な

どであります。

（款）諸収入は、予算現額2250万6000円に対し、

調定額は１億7679万8199円、収入済額は9175万2561円

であります。

収入未済額が8504万5638円となっておりますが、

その内容は、西原町字小那覇地区で医療系廃棄物が

不適正に保管されていたことや、同地区で長期間廃

タイヤが不適正に保管されていたこと、読谷村字古

堅地内で燃え殻が不適正に保管されてたことから、

行政代執行による撤去処理を行ったことに対する求

償費用の収入未済額であります。

（款）県債は、予算現額３億2540万円に対し、収

入済額は２億1730万円であり、その内訳は、動物収

容・譲渡拠点施設整備事業、自然公園施設整備費及

び電動車転換促進事業であります。

次に、歳出決算の状況について御説明いたします。

ただいま表示しました３ページ目を御覧ください。

令和３年度の環境部所管の歳出は（款）衛生費か
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らなっております。

１行目の予算現額Ａ欄を御覧ください。

予算現額（Ａ）は47億6148万5000円、うち、支出

済額（Ｂ）は29億5248万912円、翌年度への繰越額（Ｃ）

は16億2244万7961円、不用額（Ｄ）は１億8655万6127円

となっております。

予算現額に対する支出済額の割合を示す執行率は、

翌年度繰越額の大幅な増額により、前年度の91.7％

に比較し、29.7ポイント低い62.ゼロ％となっており

ます。

次に、翌年度繰越額（Ｃ）欄の16億2244万7961円

について御説明いたします。

上から３行目になりますが、（目）食品衛生指導費

１億1432万7000円は、動物収容・譲渡拠点施設整備

における浄化槽更新に伴い、土壌汚染対策法に基づ

く調査を行った結果、土壌汚染が確認されたため、

整備計画変更に係る関係機関との調整に不測の日数

を要したことによるものであります。

その下の行になりますが、（目）環境衛生対策費14億

7984万9961円は、海岸漂着物等地域対策推進事業に

おいて、県内全域にわたり大量に漂着した軽石の回

収に時間を要したことによる繰越しであります。

さらに３行下の（目）環境保全費2827万1000円は、

主に電動車転換促進事業において、設計段階で生じ

た諸条件の変更に不測の期間を要したことによるも

のであります。

次に、不用額（Ｄ）欄の１億8655万6127円のうち、

目で主なものについて御説明いたします。

上から４行目になりますが、（目）環境衛生指導費

の不用額4975万9697円は、主に海岸漂着物等地域対

策推進事業において、一部海岸における軽石回収業

務で回収量の減少が生じたことに伴う執行残による

ものであります。

下から２行目になりますが、（目）環境保全費の不

用額4692万2000円は、主に電動車転換促進事業にお

ける委託業務の入札残によるものであります。

一番下の行になりますが、（目）自然保護費の不用

額6275万9703円は、主に外来生物侵入防止事業費に

おける埋立土砂搬入届出がなかったことによるもの

であります。

以上をもちまして、令和３年度環境部の一般会計

決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに環境部関係決算事項に

対する質疑を行います。

○玉城健一郎委員 すみません、ちょっと聞き取り

のとき、ちょくちょく全部やってたんですけど、今

回一つだけ質問させてください。

決算の資料の海岸漂着物等地域対策推進事業につ

いてなんですけれども、こちら、この執行率が13％っ

てとても低いんですけれども、この辺りはなぜなの

かということを１点お願いいたします。

○久高直治環境整備課長 このような13％という執

行率になった要因としましては、本事業による令和

３年10月頃から始まった軽石の大量漂着、これに対

応してまいるために、軽石の漂着量が膨大で、令和

３年度内で回収除去を完了することが困難だったた

め、14億8000万円を翌年度に繰り越したことによる

ものであります。

○玉城健一郎委員 分かりました、ありがとうござ

います。

ちなみに、現在、軽石の撤去状況というのはもう

大分進んでると思うんですけど、今の状況を御説明

お願いいたします。

○久高直治環境整備課長 今現在、環境部が所管し

ている海岸の関係のもので言いますと、３万6900立

方メートルを回収しておりまして、予算としては９億

8160万円を使っているところです。

○玉城健一郎委員 予算とちょっとあれなんですけ

ど、現在、軽石の回収状況というのは、ほとんども

う海岸で、環境部がやっているところでは完了して

るのか、それともまだ残っているのか。その辺り、

説明お願いします。

○久高直治環境整備課長 環境部のほうでは、今、

主に土木建築部が所管しています海岸と、農林水産

部が所管している海岸に補助を出しているというよ

うなところですけれども、今、海岸線については、

やはりおおむね回収を終えているところではあるの

ですけど、一通り終えているという言い方がいいの

かあれですけれども、ただやはり、例えば台風前、

何か風とか波の影響でまた漂着を繰り返している部

分もちょっとありますので、その部分を今、注視し
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ながらの回収を進めていると。残り６海岸で約１万

1000立方メートルがまだ残っているというような状

況と今聞いております。

○玉城健一郎委員 最後になんですけれども、今回、

ほかのところで地域環境保全対策補助金ということ

で、国の９割補助を活用してやっているということ

なんですけれども、平成29年から補助金が９割では

なくて、５割、６割の補助となっているということ

なんですけど、これはどういうことなんでしょうか。

○久高直治環境整備課長 海岸漂着等推進事業につ

きましては、国の補助金をもらって、国はこの対策

について自治体にその援助をすると、支援をすると

いうことに予算措置をすることになっておりまして、

それに基づく補助となっておりますが、平成28年度

当初は１億5000万、１億1500万円に対して、国の交

付が１億1000万で約96％あったと。ただ、やっぱり

県内の状況とか、市町村とか、また県民の意識の高

まりもありまして、要望額が今２倍ほど増えている

というような状況に、それに対して国のほうからは

一定額、１億程度の補助金が来ていると。結果的に

このような補助率になっているというところかなと

思います。交付になっているというところです。

○玉城健一郎委員 これって９割補助なんですけれ

ども、国の予算が限度になってできないということ

ですか。

○久高直治環境整備課長 要望は市町村から出して

いるんですけれども、その６割ぐらいが交付になっ

ているというような状況です。

○玉城健一郎委員 やっぱりこの沖縄県って、ほと

んどの市町村が海岸に接している状況にあって、ほ

かの都道府県と状況が違うと思うんですよ、離島も

含めていて。なので、こういったところで沖縄県の

負担が増えても、県だったりとか市町村の負担が増

えてもやっぱりこれはいけないと思うので、やはり

国に対して、漂着物というのはこの市町村だけの責

任ではないし、県の責任だけでもないし、どちらか

といえば、ほかのところから来ているものというの

がほとんどだと思うので、そこの補助に対して９割

に補助交付されるように、しっかり国に対して要請

したほうがいいと思うんですが、いかがでしょうか。

○金城賢環境部長 玉城委員の御指摘のとおり、沖

縄県、島嶼県ということで、海岸漂着物の状況を見

ると、おおむね６割程度が、主に中国5ゼロ％なんで

すけれども、国外からの漂着物が多いということで、

私も石垣市や西表島へ行きまして、竹富町ですね、

ホネラ海岸というところを見ましたけれども、かな

りの量の―それもおおよそこれは海外からであろ

うと思われる漂着物がございました。

そうしたこともありまして、県といたしましては、

九州知事会等々とも連携して、九州各県とも連携し

ながら、国に対して―玉城委員はただいま補助率

と申し上げましたけれども、制度自体は９割という

ことは一緒なんですけれども、要望額に対して９割

という形になっていますので、補助率を上げるとい

うよりは、むしろその交付額そのものを増額すべき

だという主張をしているということでございます。

○玉城健一郎委員 すみません、失礼しました。しっ

かり、９割と決まっているんだったら、やっぱり９割

の補助をしっかりもらう、交付してもらうように、

ぜひしっかり強く要請していってください。よろし

くお願いします。

以上です。

○島袋恵祐委員 私からも今議論のあった海岸漂着

物の件なんですけど、改めてちょっとこの昨年度の

取組と実績をお伺いいたします。

○久高直治環境整備課長 この海岸漂着等地域推進

事業につきましては、世界中から押し寄せますこの

海岸漂着ごみに対応するための回収もありますし、

それに対する発生抑制のための啓発活動だったりと

か、他の海外との交流だとかそういったことも含ま

れております。

そして、昨年は軽石という自然現象が起きまして、

それに対応しているところでございます。

○島袋恵祐委員 私からは、このプラごみとか、そ

ういった漂着物の件で聞きたいんですけれども、こ

の沖縄県の海域に―皆さん調査されていたら教え

てほしいんですけど、どのぐらいの漂流ごみという

ものがいまだあるのかというのがもし分かれば教え

てもらっていいですか。

○久高直治環境整備課長 県が平成23年か度ら26年

度まで行ったモニタリング調査によります調査結果

では、年間平均したら約3000トンが漂着していると

いうことになっております。

○島袋恵祐委員 課題等でも、この漂着ごみを回収

する業者さんとかがまだまだ少ないとか、そういっ

たものも書かれているので、その課題克服のための

皆さんの取組とかあれば教えてください。

○久高直治環境整備課長 先ほどお話ししました発

生抑制対策としまして、まずは県民にこのようなご

みをまず海に流さないことの啓発活動だとか、その

ための環境教育、周知啓発もありますし、国との連

携としましては、第11管区海上保安本部とか環境省

の那覇地方事務所などと連携しまして、ＯＣＣＮと

いう会議を立ち上げておりまして、それでいろいろ
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な問題点を検討したりだとか、実際にクリーンビー

チ活動を行ったりとかしております。

また、国に対しては、先ほど部長も説明したよう

に、国に対しても知事会、部局長会議、あと課長会

議からも提言をしまして、これも全国的な課題でも

ありますし、もっと言えば世界的な課題となってお

りますので、そのようなものに向けて沖縄県からも

いろいろ提言をしているところでございます。

○島袋恵祐委員 今、課長からお話があったとおり、

やはりごみのこの海岸漂流の問題というのは、本当

に沖縄や、また日本、全世界的な問題ということで、

もう全世界の皆さん一人一人がやっぱり意識を持っ

て取組をしていかなければいけないなと思いますの

で、先ほど言ったように、県民向けの啓発活動とか

そういったものもさらに強化をしてもらいたい。ま

だまだ、なかなか意識的にやっている方とか、そも

そもそういう問題をもっと知らせる必要があると思

いますので、そこはしっかりとやってもらいたいな

ということを要望しておきたいと思います。

次ですけれども、この成果報告書にはないんです

が、昨年度から始めている新規事業で、アカギ被害

対策検討事業についてちょっとお伺いしたんですけ

れど、この事業の概要、どういったことをやってい

るのかということを教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 アカギ対策検討事業は、

県内で緑化木として広く利用されているアカギが、

外来昆虫アカギヒメヨコバイの被害を受けているこ

とから、その被害対策を検討する事業であります。

具体的には、農薬登録に必要な薬剤効果試験、害

虫の生態調査及び国内外の知見収集に取り組んでお

ります。被害対策としては、当初、枝葉の剪定で対

処しておりましたが、令和３年12月に薬剤オルトラ

ンカプセルが農薬登録され、薬剤による防除が可能

となりました。そのため、沖縄振興特別推進交付金

を活用し、地域に親しまれた名木等を保全するため、

市町村が行う薬剤防除に対し、補助金による支援を

開始したところであります。令和４年度は、アカギ

約1300本への保全対策の実施が予定されております。

今後も市町村等関係機関と連携し、被害対策に取

り組んでまいります。

○島袋恵祐委員 この対策事業の概要も説明してい

ただいて、実績等も、効果のある殺虫剤も分かって、

今それを適用してきているということでのお話も

あったんですけれども、これはやっぱりこのアカギ

の被害、いまだ県内いろんなところでアカギが枯れ

ているというのは散見されるんですけれども、人に

対しての人的被害等とかも、何か報告とか事例があ

るのかというのをまず教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 人的被害については確

認されていないんですけれども、アカギヒメヨコバ

イのふんが汚染の原因になるということで、不快の

原因になっているという状況にあります。

○島袋恵祐委員 ふんの被害とかそういったものが

あるということなんですけれども、引き続き人的被

害等々が心配されるというのもあるので、そこの調

査をよろしくお願いしたいのと、先ほど薬剤のお話

があったんですけれども、この薬剤というのは、一

般の方でも手に入れて使用することもできるのかど

うかというのを教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長 今回登録された農薬、

オルトランカプセルについては、一般の方でも使用

することができる状況になっております。

○島袋恵祐委員 効果も出ているということで、こ

の薬剤を周知するのも必要だと思いますし、引き続

き補助とかもやっていくということで話がありまし

たので、それを拡充をしていって、このアカギ被害

をなくしていく取組を引き続き頑張ってもらいたい

と思いますけれども、最後どうですか。

○與那嶺正人環境再生課長 現在登録されているこ

のオルトランカプセルですね、薬効が３か月とちょっ

と短い状況もありますので、薬効の長い薬剤の登録

についても今、検証を行っているところです。そう

いう意味で、より効果的な対策を確立して沖縄の景

観の保全に取り組んでいきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

最後ですけれども、これも昨年度から新規の事業

になっている食品廃棄物調査事業について、まず、

その事業の概要を教えてください。

○久高直治環境整備課長 この事業の概要なんです

けれども、その前にちょっとこの事業は、子ども生

活福祉部が所管します沖縄県食品ロス削減推進計画

にのっとって環境整備課の仕事でやっているという

ところでございます。

この調査は、食品廃棄物、食品ロスですね、県内

でどのような状態なのかというのを調査している事

業となっております。

○島袋恵祐委員 この調査をしてるということなん

ですけれども、この調査をやってどういったことが

分かったか教えてください。

○久高直治環境整備課長 得られた結果からは、本

県から家庭の食品ロスは年間で約３万5000トン、１人

当たり年間約24キロ、その食品ロスを出していると

いう結果が出ております。

○島袋恵祐委員 この今、調査の結果が出たところ
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で、それを基に今後どうしていくのかということが

重要だと思うんですけれども、皆さんの考えを教え

てください。

○久高直治環境整備課長 これは先ほど申しました

沖縄県食品ロス削減推進計画の中でいろいろと対策

をしていくんですけれども、この計画に基づいて、

消費者、事業者、関係団体、行政などの各主体が食

品ロスの削減に取り組んでいくこととしていまして、

環境部では家庭系食品のロスの把握や、食品廃棄物

の削減促進などに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○島袋恵祐委員 本当に、今、またコンビニとか、

いろんなスーパーとかでの弁当だったり、そういっ

たもののロスが多く廃棄されているというところと、

本当に食品廃棄物の問題というのはとても今、社会

問題になっているかなというふうに思って、やっぱ

りそれをなくしていくという取組ですね。もちろん、

県民向けへ同じように意識啓発とか、そういうのも

やっていかなきゃいけないと思うんですけれども、

県として、全庁的に取組をしていく中で、どのよう

にやっていくかということで、最後ちょっと部長に

お伺いしたいんですけれども。対策、食品ロスをな

くしていく取組についてお願いしたいと思います。

○金城賢環境部長 島袋委員から食品ロスについて

の御質問でございますけれども、国全体としても年

間600万トンの食品ロスが発生をしているというふう

に推計をされておりまして、これは国連の食糧援助

量の約420万トンの約1.4倍という非常に大きな数字

だということで、この辺の状況を踏まえて国におい

て食品ロスの削減の推進に関する法律を制定をいた

しまして、食品ロスの削減の推進に関する基本的な

方針が閣議決定されております。

先ほど担当課長からございましたとおり、沖縄県

においても年間約３万5000トン、１人当たり24キロ

という形で数値が出ておりますので、環境部といた

しましては、廃棄物の観点で食品ロスに関わってお

りますけれども、この量を減らすということにつき

ましては、子ども生活福祉部が全体を総括している

食品ロス計画というのございますので、そうした中

で環境部としても廃棄物という観点から、この削減

を強く求めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 頑張ってください、よろしくお願

いいたします。

終わります。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時22分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 主要施策のほうからお願いしたい

と思います。

56ページの動物救護事業です。最初に、犬猫の殺

処分、今、ゼロ、廃止に向けて皆さん取り組んでい

ると思いますが、昨年度の実績について教えてくだ

さい。

○出井航自然保護課長 昨年度の犬猫の殺処分数、

令和３年度の殺処分数は251頭となっております。

○比嘉瑞己委員 すみません、犬猫をちょっと分け

てお願いしたいのと、あと、この間年々減ってきて

いるのか、その状況について教えてください。

○出井航自然保護課長 まず、犬猫の令和３年度の

実績から先にお答えします。犬が28頭、猫が223頭の

合計251頭となっております。

推移についてですけれども、一応、統計資料が残っ

ている平成２年度以降のものになりますけれども、

最も多かったときで、これ平成８年度、こちらは犬

猫の合計になりますけれども、２万4257頭に対し、

直近３か年の数字は令和元年度が643頭、令和２年度

が323頭、令和３年度が251頭と減少してきておりま

す。

○比嘉瑞己委員 着実に減ってきていて、皆さんの

活動を評価したいと思います。

昨年度、譲渡施設も仮供用されたと思うんですけ

れども、この譲渡施設の実績としてはどうですか。

○出井航自然保護課長 仮供用のほうは令和元年度

から行っておりますけれども、一応、収容実績が犬

猫の合計で申し上げると56頭、それに対し譲渡でき

たのが53頭。令和２年度の収容実績が31頭で、これ

に対し、譲渡実績が28頭。令和３年度、これは途中

から工事が始まっていますので、年間通しての数字

ではございませんけれども、収容数が10頭に対し譲

渡数が10頭となっております。

○比嘉瑞己委員 こうした譲渡という形できちんと

命を救っていると思います。本格的な供用に向けて

も頑張っていただきたいと思います。

皆さんがこうしたいろんな取組の中で着実に減っ

てはいるのですが、ただ、さっきの報告にあったよ

うに、猫はまだまだ多いと思うんですよね。この飼

い主のいない猫の殺処分ゼロに向けて、皆さんいろ

んな取組やっていると思うんだけれども、どの対策

が一番重要だと県は考えているのか。県の基本的な

猫の殺処分ゼロに向けた重要政策というのを教えて

ください。
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○出井航自然保護課長 県の取組といたしましては、

殺処分ゼロに向けて様々なことをやっておりますけ

れども、まず一番重要なことは、そもそもその収容

される猫の数を減らすということが重要だと考えて

おります。そのため、適正飼養とか終生飼養という

ふうに、飼い主の果たす役割が大きいというふうに

考えております。そのため、一生うちの子プロジェ

クトといった事業を通して、犬猫の遺棄防止、それ

から適正飼養そういったものの啓発ですとか、あと

県のほうで実施する様々なイベントですね。捨て犬

猫の防止キャンペーンですとか、あと動物愛護週間

の行事、そういったところのイベントを通して普及

啓発、そういったものを通して、いわゆる飼い主に

適正飼養をしていただいて収容数を減らしていくと

いうのが、まずは重要かと考えております。

○比嘉瑞己委員 これは動物愛護法でも、国の方針

としてもそうだと思います。ただ、現実にはやっぱ

り野良猫という形でたくさんいて、収容されてしま

うことがあるわけですよね。そういった意味で、議

会でもいろんな議員が取り上げていると思いますけ

れども、この不妊手術、このＴＮＲ活動ですね。私

も最近、勉強し始めてあれだったんですけど、不妊

手術だけじゃないんですよね。保護して、手術をし

て、また地域に帰す。このさくら耳と呼ばれる猫が、

今、社会的にも認知も進んできて、この印があった

猫はもう不妊治療済みだよ、これから繁殖がないん

だよという形で認知されてきていると思います。こ

のＴＮＲ活動を、やっぱり沖縄県としてもしっかり

と取り組むべきだと思うんですけれども、今、この

不妊治療とかＴＮＲの活動というのは、沖縄の現状

はどういう状況ですか。

○出井航自然保護課長 まず、県としての取組の御

説明をさせていただきます。

まず、不妊治療に関しましては、いわゆる収容し

た猫を譲渡する際、これは猫に限らず犬もなんです

けれども、一般の方々で新たに飼い主となられる方

にその譲渡する際に、やはり付加価値を高めてとい

いますか、そういうふうなことを目的として不妊去

勢の手術を行うというようなことをやっております。

それから、いわゆる飼い主のいない猫の対策につ

きましては、県のほうでマニュアルをつくっており

まして、その地域猫のマニュアルに基づいて、いわ

ゆる地域の自治会とか、そういった地域が主体となっ

て取り組むようなＴＮＲ活動、そういったものはモ

デル地区として指定して、そこで捕獲された猫など

については、一旦センターのほうで手術をして、ま

た元に戻すというようなことを取組として行ってお

ります。

○比嘉瑞己委員 地域猫活動は何か所ですか。

○出井航自然保護課長 現在２か所となっておりま

す。

○比嘉瑞己委員 皆さんもしっかりマニュアルもつ

くってやっているのは分かるんですけれども、ただ、

長年取り組んできても２か所なんですよね。これは

市町村じゃなくて、自治会レベルで２か所。この沖

縄県の取組としては、やっぱり全然足りていないと

思います。そういった地域猫というのは理想ですけ

れども、やっぱりなかなか地域住民の理解とかも進

まないし、現実的ではないのかなと思う。目指すと

ころはいいと思うんですけどね。

それよりも、やっぱりＴＮＲ。この地域猫と私も

ＴＮＲの区別がつかなかったんですけれども、地域

猫は自治会が見守る、だけどＴＮＲは不妊治療やっ

て地域にまた戻す。一見、戻してまた野良猫かと思

うんだけれども、だけどさくら耳の猫はもう繁殖は

ないんだよということで、着実に飼い主のいない猫

が徐々に減っていくという効果が、もう既に全国で

も実証されているわけです。

ただ、このじゃあＴＮＲを誰がやるのか。行政が

やっていなくて、今、ボランティアの活動が中心に

なってやっているという現実があると思います。昨

年、ＴＮＲのこの不妊治療のお金はどこから出るの

か、動物基金というところから出ているわけですよ

ね。その動物基金、僕はてっきり税金が入っている

のかなと思ったらそうではない。公益財団という組

織のこの財団の基金を使って、チケットという形で

自治体を通して配られている、そういった仕組みだ

と思います。皆さんは、沖縄県としてこの動物基金

の果たしてる役割というのは、どのように捉えてい

ますか。

○出井航自然保護課長 動物基金につきましては、

いわゆるボランティアであるとか、あるいは市町村

の要望を受けて、その地域地域、不妊去勢手術を行

うということで、これは先ほど委員のほうからもあ

りましたとおり、やはり飼い主のいない猫をこれ以

上増やさないという取組を、要は税金、行政とは全

く別のところでやられているということで、これに

ついてはやはり飼い主の猫の対策としては、一つの

方法かなというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 一つの方法というか、今、一番大

きな役割を私、果たしていると思います。全国的に

この動物基金が多くの自治体を支援しているわけで

すけれども、昨年、沖縄県にわざわざ理事長が来て、

知事に要請をしております。知事とのその要請活動
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ではどういった要望が出されているのか。それを受

けて、沖縄県としては今後どのように取り組んでい

くのかお聞かせください。

○出井航自然保護課長 動物基金のほうから出され

た要望につきましては、一言で申し上げますと、沖

縄県動物愛護管理センターにおいて、いわゆるその

野良猫の不妊去勢手術というものを、その地域猫活

動とは別に、通常業務の一環として実施してもらい

たいというような要望がなされております。

これにつきましては、県のほうといたしましても、

先ほど申し上げたとおり、ＴＮＲに関しては、やは

り過渡的な措置。やっぱり最終的には飼い主のいな

い猫がゼロになるのが望ましいんですけれども、や

はりそれは長期間要するというようなことが考えら

れますので、過渡的な措置として、やっぱりこれは

地域猫、ＴＮＲ問わず、殺処分の減少という点にお

いては効果があるものというふうに考えております。

また、ＴＮＲ活動については、不妊去勢手術を行っ

て、そういう野良猫をこれ以上増やさないという点

においても、県が推進する地域猫と一応目的が同じ

である部分もあるというふうに考えております。

そのため、県としましては、一応当面ＴＮＲ活動

を試験的に実施して、いわゆるその捕獲実施者とか、

そういういわゆる地域猫で自治会主体というような

ものとは別に、いわゆるボランティアさんなり、誰

でもいいんですけれども、その捕獲を実施した人が

センターに持ち込んだものについて、一応、地域を

定めてですけれども、そういうふうなＴＮＲという

ものを試験的に実施して、その結果とかについては

報告を求めながら、ちょっと効果というものを確認

していきたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 これまでとはまた違って、かなり

踏み込んで取り組んでいこうという思いが伝わりま

した。試験的であるにせよ、そういった活動に現実

的な対応だと思うんですよね。それをやることによっ

て、ゼロに近づけていっていただきたいと思います。

この試験的な施策というのは、来年度からですか。

いつから実施ですか。

○出井航自然保護課長 一応、今年度から予定して

おります。ただ、やはりそもそもセンターで手術を

行う際は、臨床経験がないとできないということも

ございますので、県職員がそれをやれるかというと

なかなか難しい面もございます。

ただ、センターのほうには、先ほど御説明差し上

げたように、譲渡する際に不妊去勢手術をするため

の、そのために一緒に働いていただいている、いわ

ゆる非常勤の獣医師の方がいらっしゃいますので、

その方々が一応余力として活動できる範囲において、

一応今年度から実施したいというふうに考えており

ます。

○比嘉瑞己委員 部長、ぜひお聞きしたいんですけ

れども、この動物基金さんたちは、財源も出してい

る。だけど、この間の要請は、財源も出しているん

だけれども、実際不妊手術をする獣医さんが足りな

い。それで、県の愛護センターのほうで再開してほ

しいというお話なんですね。以前は、動物愛護セン

ターでもやっていたんだけれども、現在できていな

い状況だと思います。

この獣医師の確保というのは、また大きな課題だ

と思うんですけれども、やっぱりそういった医師を

育てるということについても、基金の皆さんは全面

的に協力したいと。ある程度の研修を基金のほうか

ら先生を派遣してやれば、必ずその担い手は確実に

増えていく。もう沖縄県に対して、全面的に協力し

たいという思いを私受けました。ぜひ、今後とも基

金の皆さんと連携を取って、しっかりとセンターの

ほうでも不妊手術ができるように取り組むべきだと

思いますが、お聞かせください。

○金城賢環境部長 冒頭ありましたとおり、犬猫の

殺処分については過去最高で２万4000頭あったもの

が現在251頭という状況にあります。これは国民の動

物愛護の精神でありますとか、今ありましたＮＰＯ

法人等の取組の成果も大きいというふうに思います。

知事要請の際に私も同席をいたしましたけれども、

先方からは、本来獣医師の皆さんが本来の獣医師業

務に専念できていないんじゃないかというような指

摘もございました。この通常の事務処理に追われて

ですね。そういったところを見直すべきじゃないか

という意見等もございましたし、あとは、知事から

もどういった形で獣医師を確保できるのかというこ

とについても、しっかり検討するようにという指示

もございました。

ただ一方で、聞くところによると県全体として獣

医師の確保が現実問題厳しいという状況もあるとい

うふうに聞いておりますので、次年度以降、今年度

は試験的に実施をしていますこの不妊去勢手術を

やっていきますけれども、まずは今ある体制でどう

いったことができるのかをまずは真剣に考えて、そ

うしたこともやりながら獣医師をどういうふうにし

て確保していくのかということについても、しっか

りと検討していきたいというふうに思います。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、次の年度に生かしていただ

きたいと思います。

次に移ります。55ページのジュゴンの保護対策事
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業についてお聞きします。生息状況調査をずっと続

けていると思いますが、昨年度の調査結果を教えて

ください。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 ジュ

ゴンの生息状況調査については、沖縄島周辺を県が、

主に先島地域を環境省が実施しております。平成28年

度に、ジュゴンがはみ跡の目撃情報がある海域であ

ること及び海草藻場が存在することを基に主要７海

域を選定し、平成29年度から主にこれらの海域で現

地調査等を行っております。令和３年度の県の調査

において、ジュゴンの個体の目撃情報は得られませ

んでしたが、令和３年11月に、伊是名島周辺の２地

点でジュゴンのはみ跡が確認されています。また、

藻場については、令和３年度までの調査において、

主要７海域等における藻場は約4600ヘクタール確認

されております。

今年度は、これまでの生息状況等の調査に加え、

生息個体数の推定等についても検討することとして

おります。

○比嘉瑞己委員 個体は確認されなかったけど、は

み跡というのが確認されていて、生息はまだちゃん

としていると私は思っています。今、調査でもジュ

ゴンだけでなく、この藻場をかなり重要視している

と思うんですけれども、この藻場の重要性について

説明願えますか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 藻場

については、大浦湾等を含め海草藻場が餌場として

活用されておりますので重要だと認識しております。

○比嘉瑞己委員 よく比較されるマナティーは、そ

のレタスとか果物も食べるけれども、ジュゴンはこ

の海草藻場の藻場しか餌はないわけですよね。そう

した意味では、この海草藻場があるということがジュ

ゴンが生息する条件になっていると思います。そう

いった意味で、まだこの藻場が豊かに本島に残って

いるというところは救いだと思うんですよね。

それでお聞きしたいのは、沖縄県がこの希少野生

動植物保護条例を制定して、昨年度、ここにジュゴ

ンがちゃんと指定されました。このジュゴンが指定

されたことによって、今後どういった取組ができる

のか教えてください。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 本条

例は、県内に生息・生育する希少野生動植物の保護

を図ることにより、生物の多様性が確保された良好

な自然環境を保全し、もって現在及び将来の県民の

健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的と

しております。

これまでに指定希少野生動植物種としてジュゴン

を含む41種を指定しており、これらの指定種につい

ては、捕獲・採取等の禁止などの規制のほか、保護

のため必要があると認めるときは生息地等保護区の

指定をすることができ、保護増殖事業の実施もする

ことができます。

○比嘉瑞己委員 条例に書かれているように、指定

されることによって、私、保護区が設定できるとい

うところが一番大きいと思うんですね。

最初、その種の保護法、法律によってジュゴンが

守られているんじゃないかと思ったら、実はジュゴ

ンは対象じゃなかった。そうであればということで、

沖縄県として条例をつくって、法でカバーできない

ところを保護していくという目的があると思います。

やっとジュゴンが指定されたわけで、今、この辺

野古の基地建設をめぐっては、みんなが関心を持っ

ている希少種です。もう絶滅危惧種ですよね。そう

いった意味で、この藻場を守って、ちゃんと辺野古

にもジュゴンが戻ってこられるようにしていく取組

が、私、大変重要だと思います。この保護区の設定

について、オーストラリアはジュゴンを対象とした

保護区があるそうです。ぜひ、そういうところも研

究していただいて、この辺野古大浦湾のこの豊かな

藻場を守る保護区の設定というのをちゃんと検討し

ていくべきだと思いますが、いかがですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 沖縄

県希少野生動植物保護条例第17条第１項では、指定

希少野生動植物の保護のため必要があると認めると

きは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一

体的にその保護を図る必要がある区域であって、そ

の個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又

は生育の状況を勘案してその指定希少野生動植物の

保護のため重要と認めるものを、生息地等保護区と

して指定することができると規定されています。

このため、生息地等保護区の指定に当たっては、

指定希少野生動植物の個体数や生息区域等を把握し、

保護のため重要と認められる区域を検討していく必

要があります。ジュゴンについては、生息状況の実

態が不明な点が多いことから、県としましては、生

息状況の把握のために必要な調査を引き続き行って

いきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 部長、今、課長の答弁はそこまで

だと思うんですね。やっぱり生息しているという実

態がないと、なかなか保護区の設定というのは難し

いんだというニュアンスだったと思います。ただ、

一方で、辺野古大浦湾ではこれまでずっと目撃され

てきて、工事が始まってなかなか目撃情報が少なく

なっている。だけど、ちゃんと本島周辺で、古宇利
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島辺りでも発見されているし、はみ跡というのも去

年も確認されているわけです。しっかりとこの生息

調査を行う中で、この辺野古大浦湾に戻ってこられ

るような、こうしたゴールを見据えて、皆さん取り

組む必要があると思うんですが、最後にいかがです

か。

○金城賢環境部長 先ほども担当推進監からありま

したとおり、その生息地等保護区の指定に当たって

は、指定希少野生動植物の個体数とか、生息域等も

把握した上で、保護のために重要と見られる区域を

検討して指定をする必要があります。ジュゴンにつ

いては、生息状況の実態が不明な点がまだ多いとい

うこともございますので、委員の御指摘からします

と、実際、はみ跡等も確認されているのではないか

という御指摘もございます。

県としては、国、環境省とも協同して、役割分担

の下にジュゴンの状況把握をしておりますので、ま

ずは引き続きその実態把握というものに努めてまい

りたいというふうに思います。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

最後に、ちょっとページ探せないんですけれど、

ＰＦＡＳの問題で環境部にもお聞きしたいと思いま

す。部長の答弁にお願いしたいんですけれども、

ちょっと細かくはもうほかの委員もやっていらっ

しゃるので私は避けますけれども、今、ＰＦＡＳ問

題、県民みんなが関心がある。沖縄県でこれ議論し

ようとしたら、環境部もそうですけれども、企業局、

軍特、土木もあるのかな、それぞれにまたがってい

るんですよね。それで、ちょっと縦割りでなかなか

カバーできないところもあると思うんです。やっぱ

り横断的な取組が、政治的な問題も含めてやる必要

があると思うので、これぜひ、このＰＦＡＳ問題に

ついてちゃんとした対策の協議会みたいなのを知事

をトップにして、そうした組織体制をつくることが

重要だと思うんですけれども、最後にこの考え方に

ついて。

昨日、総務企画委員会では、知事公室のほうでも

前向きな答弁があったみたいです。皆さんとしても

議論をきちんと全庁的にやっていくべきだと思いま

すが、いかがでしょうか。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、ＰＦＡＳ

の問題につきましては、例えば水の観点であれば企

業局が所管しておりますし、それから飲料水という

ことであれば保健医療部が担当しておりまして、そ

れから自然環境というところで、水質あるいは土壌

ということになれば環境部が所管をしているという

状況にございます。

これについて、全庁的な対応ということで、協議

会を設けてはということでございます。情報の共有

ということと、あと連携して取り組むという意味で

は、非常に意味のあることだというふうに思います

ので、これは関係部局間で少し意見交換をした上で、

どういった対応が望ましいのかということについて、

意見交換をしてみたいというふうに思います。

○瑞慶覧功委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 主要施策の50ページ、マングース

の対策事業なんですが、これはつい最近、マングー

スとかネズミの尿とかから汚染された水とか土壌、

それから傷とか粘膜に触れることによって感染する

ということが、何かレプトスピラ症というのか、死

亡者が出たという報道がありましたが、極めてとい

うのか、このマングースとかネズミというのか、そ

このやっぱり何ていうのか、尿とかは、従来という

のかね、ヤンバルの森とかも水がおいしいから飲ん

だりするんだけれども、やっぱりそういったことの

警戒というのか、しないといけないなと思っている

んですが、そこも含めて、マングースとかがそうい

うことであるならば、皆さんのこの捕獲の事業は、

やっぱりしっかりとやったほうが私はいいと思って

いるんですが、この捕獲の進捗というのかな、これ

はもう前進したのかどうかをまず答えてくれますか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 県で

は、令和８年度までのマングース第一北上防止策以

北、大宜味村塩屋と福地ダムを結ぶライン上に設置

しております。通称ＳＦラインと呼んでいる柵があ

りますが、それより北におけるマングース完全排除

を目指し、環境省と協同してマングース捕獲を継続

実施しております。ＳＦライン以北は環境省が捕獲

を行っており、捕獲数は平成19年度の619頭をピーク

に、令和３年度は46頭と着実に減少しております。

また、ＳＦラインと県道14号線に囲まれた区域は県

が捕獲を行っており、捕獲数は平成29年度の1173頭

の捕獲をピークに、令和３年度は444頭とこちらも減

少しております。これまでの捕獲により、ＳＦライ

ン以北及び県の事業実施区域でのマングースの捕獲

頭数は減少しており、着実に生息密度の低減化が図

られていると考えております。

○崎山嗣幸委員 この分布状況はどんな状況になっ

ていますか。今、捕獲を結構やってきて、マングー

スの減少と聞いたんですが、分布状況はどんな状況

ですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 分布

状況については、全体的に減少傾向ではあります。

○崎山嗣幸委員 地域よ。どこの割合が多いとか。
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北部か。大体の割合で、ほとんど北部かと。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 すみ

ません、県の調査ではちょっと本島北部のほうしか

やっていなくて、南部のほうの状況はちょっと把握

できておりません。

○崎山嗣幸委員 これは全島やっているんでしょう。

南部も、あるいは離島も。全島的な、ただ割合がど

うかなって聞いている。北部のほうが圧倒的だと思

うんだけれども、割合はどうかなという感じで、やっ

ていないということはないんじゃないの。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 すみ

ません、うちのほうの事業では北部しか捕獲をして

おりません。

○崎山嗣幸委員 いや、うちじゃなくて、これは何、

県と国が両方でやっているわけね。県だけじゃなく

てさ。うちがとかではなくて。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 環境

部の事業では世界遺産区域の保全のためにやってお

りまして、北部のほうで捕獲を実施しております。

○崎山嗣幸委員 環境部は北部のほうをやってるわ

けね。

その他のところについては、今さっき聞いたのは、

マングースとかネズミの尿で、この病原菌が発生す

るというのは北部だけじゃないと思うよね。マングー

スは那覇にもいるし。そこら辺は、やっぱり害があ

るんでしょうということもあるので、やっぱり北部

だけじゃなくて捕獲したほうがいいんじゃないかと

いうことを聞きたいんですよね。だから、その辺は

害があるんでしょうということは、皆さん所管課は

また別だと思うんだけど、そういったことであるな

らばマングースもネズミもやっぱりしっかり捕獲し

たほうがいいんじゃないかということを聞きたいわ

けですよ。そして、環境部は北部しかやりませんで

はないんじゃないですかと聞いてるわけよ。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 すみ

ません、今は取りあえず北部のほうを優先して取り

組んでおりまして、中部、南部については今後、状

況を見ながらちょっと検討をしていきたいと考えて

おります。

○崎山嗣幸委員 じゃあ中南部は捕獲していないと

いうことでいいですよね。北部のみと。今後は―

これはマングースはその件で言ったんだけれども、

ヤンバルクイナとかね、そういった希少種も含めて

やっぱり食べてしまうということもあって、そうい

う保護をするということもあってやられていると思

うんですが、ただ、今僕が聞いているのは、それ以

外の例として、人体に害を及ぼす例が起こっている

ので、やっぱり中南部にもサトウキビもあるし、ほ

かにも害を及ぼすかもしれないから、北部と言わず

にほかも手を打つということを考えないといけない

んじゃないですかと聞いてる。この病原菌、16年ぶ

りと言っているんだけど、ネズミもそうだけどよく

ないでしょう。

環境部としては、北部はそういう目的で、ヤンバ

ルクイナとかその他も含めて害を及ぼすからだと

言ってるんだけれども、中南部も含めて、ヤンバル

クイナだけじゃなくて、やっぱり人体にも、あるい

はその他環境に影響を及ぼすという意味では、その

他も含めて環境部としては捕獲する方向というのは

検討すべきではないですかということを聞きたいわ

けですよ。これ、部長も最後に。

○金城賢環境部長 委員からは、今回のレプトスピ

ラ症、この発症は八重山保健所管内の70代の男性が

亡くなられたということを踏まえて、その危険性が

全県的に及ぶので、そういった形で全県的な対応が

必要ではないかという御指摘でございますけれども、

まず環境部の保護というのは委員御案内のとおり、

自然環境における生態系の保護という観点から、希

少種の保護ということで北部地域を中心になってお

りまして、南部地域で今やっているかというと、実

際にはそういうマングースの対策はやっていない状

況にございます。

委員から全県的な調査が必要ではないかという御

指摘ではございますけれども、まず環境部としては、

その環境の視点からまずは北部というのは従来どお

りの考えでございますので、委員から御指摘のある

ところの健康被害の観点から、マングース対策を全

県的にやるということについては、どのような観点

で実施ができるのかというのはちょっと検討してみ

たいと思いますけれども、県民の健康の観点からと

いうと、ここはまた保健医療部との、そのほか感染

症とかそういう観点ございますので、そうした視点

も含めて、どういった対策が可能なのか、今回そう

いう症例が発生したということについて、対策とし

てどういうことが可能かということについては、少

し保健医療部とも、委員の御指摘も踏まえた上で少

し意見交換してみたいと思います。

○崎山嗣幸委員 じゃあ、皆さんのこのマングース

対策はね、固有種の保護のためと回復のためで成果

上げていると、この制度はね。

ただ、冒頭、さっき言った、そういったマングー

ス、ネズミとかのやっぱり尿から発生する病原菌が

起こっていることについては、環境部としても無関

係ではないと思うから、保健所と相談の上、中北部
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もいるだろうし、その辺はぜひ環境も守ると同時に、

人体に影響を及ぼさないための対策はぜひ横の連携

を取ってもらいたいと思いますが、部長、そこはま

た推進監、これ私もよく分からないんだけれども、

通常、簡単にね、きれいな水だからといって飲んだ

り顔を洗ったりって普通、山とかはやっているんだ

けれども、これがやっぱりできなくなるわけだから、

この固有種の問題だけではなくて、これはやっぱり

ちょっと真剣に受け取るべきじゃないかと私思った

んですよ。どうですか、最後に。保健所の問題だけ

でしょうか。

○金城賢環境部長 外来種であるマングースを原因

として、今回、委員御指摘のような症例を発生して

１人の男性が亡くなられたという事実がございます

ので、そのような観点から、どのような対策が可能

なのかということについて、ここは保健医療部所管

にもなりますので、委員御指摘のとおり意見交換を

してみたいというふうに思います。

○崎山嗣幸委員 ありがとうございます。終わりま

す。

○瑞慶覧功委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、主要施策の成果に関す

る報告書から質疑を行います。３点ほどよろしくお

願いいたします。

まず初めに、45ページの施策の基地返還に係る環

境対策事業ということでありますけれども、その事

業に関する情報収集等の内容を少し教えていただき

たいと思います。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 基地返還

に係る環境対策事業は、米軍基地跡地における環境

浄化等が適切かつ円滑になされることを目的として、

米軍基地特有の化学物質に関する情報の収集や、環

境調査方法の検証等を行っております。

県では、県内米軍基地の環境情報や使用履歴等を

整理し、28年度に作成した米軍基地環境カルテを公

表しております。令和３年度には、32か所の基地の

情報更新を行っております。また、米軍基地特有の

化学物質について有識者のヒアリング等を通じ、米

軍基地の汚染事例を情報収集し、それを基に令和３年

度は返還予定基地周辺15地点で地下水調査等を行っ

ております。

令和元年から３年分の調査につきましては、結果

を取りまとめて、令和４年７月に公表を行っており

ます。

○新垣光栄委員 この中でカルテということがある

んですけれども、具体的にどういうカルテなのか、

一例でいいですので教えていただきたいです。内容

を教えていただきたいんですけど。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 実際にそ

の基地において、例えば飛行場があるところであれ

ば飛行場のエリア、あと、その飛行場にも住宅街が

ありますので住宅街のエリアとか、そういったエリ

ア、エリアで使われ方が違いますので、そういった

ものを踏まえて、外国での情報のものからこういっ

たものが出る可能性がありますよというような情報

ですとか、あと実際にその基地で起きた事故の事例

とかを収集しております。

○新垣光栄委員 返還地におけるそういう調査、外

国での調査も含めてやっているということで、大変

すばらしいことだと思います。

それと今、私たちＰＦＯＳの問題で基地内に入れ

ない、調査ができないということもあるんですけれ

ども、そういった返還地において、調査をすること

によってある程度このＰＦＯＳの問題、この基地か

ら発生するそういう環境の問題等も検証可能になっ

ていくのではないかなと思いますので、しっかりそ

ういうのは調査していただきたい。

それで、今現在、この公文書の在り方が問題視さ

れているんですけれども、その公文書の在り方はど

ういうふうにしっかり蓄積されているのか、収集し

てちゃんと管理されているのか、ちょっとお伺いし

たいと思います。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 これまで

に取りまとめた情報につきましては、全て取りまと

めた結果は環境カルテとして公表しております。こ

の事業において、ヒアリング等も行っております。

これにつきましても、ちゃんと受託業者より報告書

を受け取っておりますし、そのヒアリング内容につ

きましては、先生方から直接聞いているという状況

ですので、その内容については公表はしておりませ

んけれども、その情報を基に地下水調査とかに反映

させております。

○新垣光栄委員 やはり米軍とか防衛局等々との交

渉において、やはりそういった資料の蓄積、証拠が

交渉材料になるということは、私たち総務企画委員

会でイタリアの元大統領、そして、元ＮＡＴＯ軍の

司令官とのこの面談の中でもはっきりこういう情報

の蓄積が大切だということを私たち言われました。

それをしっかりその証拠に基づいた交渉をすること

によって、交渉ができるということを言われていま

すので、しっかりその辺の蓄積はやっていただきた

いと思いますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。

続きまして61ページ。赤土等の流出防止対策につ
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いてお伺いいたします。

その内容を、今回、環境部のほうではそういう対

策をやっているんですけれども、その赤土の流出の

８割が農地からということで農林水産部との連携は

どのようになっているかお伺いいたします。

○渡口輝環境保全課長 私ども環境部のほうでは、

周辺の海域のモニタリングと、各流出量の推計等を

行いまして、調査を行っております。農林水産部等

がその結果を基に自分たちの行っている対策事業に

ついて反映させているという感じになっております。

○新垣光栄委員 私はこの原因が、圃場工事からの

原因だと思っているんですよ。農林水産部にちょっ

と聞けないから環境部のほうでお聞きしたいんです

けれども、この圃場工事において、沈砂池の設置義

務というのはどうなっているのか。

○渡口輝環境保全課長 農林水産部では、土地改良

事業等を実施するに当たって、赤土等流出防止対策

を図るため、平成７年に土地改良事業等における赤

土等流出防止対策設計指針を策定しております。当

該指針において、圃場整備のときには永久的な堆砂

施設を設置することになっていることから、農林水

産部では指針に基づき、圃場整備のときには沈砂池

等を設置するとしているとのことです。

○新垣光栄委員 平成７年ですよね。７年からはも

う沈砂池の義務化ができているということで、大分

抑えられている。それ以前の圃場工事、農地改良工

事に対しては、そういう沈砂池は設けられていない

のか。どうでしょうか、認識として。

○渡口輝環境保全課長 すみません、７年以前のも

のにつきましては、ちょっと私どものほうも情報等

の収集は間に合っておりません。

○新垣光栄委員 私はその以前の部分の農地に関し

ても、しっかり沈砂池工事を行う必要があるのでは

ないかなと思っていますので、その辺農林水産部の

ほうと協議しながらそういった事業の協議とかを

やっていただきたいと、提案。環境部のほうからも

８割が農地からということをはっきり言っているの

で、そういうのを提案できないのかどうかお伺いい

たします。

○渡口輝環境保全課長 農林水産部の事業ですので、

ちょっと私どものほうがどこまで提案できるかどう

かというのは難しいんですけれども、ただ、現在農

林水産部とも今、連携しながら、赤土対策の推進を

進めているところでございます。その中において、

結果的に赤土の流出が止まるような対策を取ってい

くことで、我々協力したいと思います。

○新垣光栄委員 いろんな方法とか、いろんな企業

がいろんなことをやってくるんですけれども、もう

究極はこの沈砂池をしっかり造って流出する前に抑

えるというのが一番だと思いますので、よろしくお

願いします。

私たちもさきの６月でしたかね、座波委員が団長

として復帰50周年の意見書を提出するときに、農林

水産副大臣にお会いしてこの件をしっかり提案しま

した。圃場工事に対する沈砂池の件ですね。それで、

副大臣のほうも、武部新副大臣だったと思うんです

けど、しっかりやりますと言っていましたので、ど

うにか次年度の交渉でしっかりそういうところも提

案して、予算要求していただければいいなと思って

いますので、ぜひよろしくお願いします。

58ページ、全島緑化県民運動推進事業に関してな

んですけど、目的を少しお願いいたします。

○與那嶺正人環境再生課長 本事業は、国、県、市

町村関係団体、民間企業で構成する沖縄県全島緑化

県民運動推進会議を運営し、全島緑化事業計画に基

づく全県的な緑化活動の促進に係る連絡調整を行う

とともに、高校生などの生徒が生産した苗約３万本

を地域に無償提供する花のゆりかご事業など、緑化

の普及啓発に関する取組を実施しております。

○新垣光栄委員 そこで、地域住民による緑化活動

の促進を図るということなんですけれども、その目

的のそういう緑化活動の推進を図るというところの

事業としてはどういうことをやっていますか。

○與那嶺正人環境再生課長 先ほどの説明とかぶり

ますが、花のゆりかご事業ということで、高校生に

苗木をつくっていただいて配布する事業で、ほかに

も、道路ボランティア等に対して講習会を年10回、

県内５地区で年10回程度開催しております。

○新垣光栄委員 農林高校の生徒に花苗をつくって

いただいていると。本当にすばらしいことだと思い

ます。私は、障害者用の事業所にもその事業として

苗木を育ててもらうのはまた有効ではないかなと

思っているんですけれども、どうでしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 昨年度まで、県内離島

の空港とか港湾とかを緑化する事業を実施してまし

て、その際には花苗の育成は障害者を雇用した形で

やっておりましたので、また同じような形で事業展

開ができないかどうか検討していきたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ検討していただきたい。そう

すると、この障害を持つ子供たちが花に触れて、本

当に事業としても成り立ってすばらしい事業になる

と思いますので、しっかり提案のほうよろしくお願

いいたします。

そして、街路ますに花を植えるということも協議
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会の中でぜひ取り組んで提案をしていただきたいと

思うんですけど、どうでしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長 全島緑化県民運動推進

会議を活用して検討していきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 まず、温暖化対策計画について御説

明をお願いします。

○與那嶺正人環境再生課長 県では、温室効果ガス

の排出抑制と気候変動による影響の防止軽減を総合

的かつ計画的に推進するため、令和３年３月に第２次

沖縄県地球温暖化対策実行計画を策定しております。

同計画では、2030年度までの温室効果ガス削減目

標を当時の国の目標と合わせて26％に設定し、目標

達成に向けて136の施策を掲げ、関係機関と連携して

取り組んでいるところです。また、国が昨年10月に

地球温暖化対策計画を改定し、2030年度までの温室

効果ガス削減目標を46％に引き上げたことから、本

県においても、今年度、同計画の改定に向けて削減

目標の見直しを行っているところです。本県の地域

特性を考慮する一方で、新・沖縄21世紀ビジョン基

本計画の展望値や、沖縄県クリーンエネルギー・イ

ニシアティブで掲げる再生可能エネルギー電源比率

の挑戦的目標とも整合させた目標を設定したいと考

えております。

○金城勉委員 こういう数字的な設定、目標、26か

ら46へ引上げ等々、目標値の取組については意欲を

感じるんですが、これは昨年度、気候非常事態宣言

も県として出しているんですけれども、この宣言を

出したことによる、県としての取組の変化というの

はありますか。

○與那嶺正人環境再生課長 商工労働部のほうでは、

エネルギー政策等を行っているところなんですけれ

ども、環境部においては平成24年度から令和３年度

にかけて、観光関連施設等における省エネルギー設

備の導入に対する補助を行っております。合計で70件

の補助を行った結果、二酸化炭素削減量は年間で

7400トンと推計しております。

また、令和３年度から県公用車を電動車に転換す

る事業を実施しており、令和７年度までに合計350台

を転換することで、年間175トンの削減効果が見込ま

れております。削減目標の達成に向けて、地球温暖

化対策実行計画に掲げる136の施策を着実に推進して

いくこととしております。

○金城勉委員 これだけのものを目標達成に向けて

進めていくに当たっては、当然、環境部だけでは厳

しいので、これは全庁的に取り組むことが必要だと

思うんですけれども、その辺の体制づくりはどうで

すか。

○與那嶺正人環境再生課長 商工労働部が行ってい

るエネルギー施策とか、企画部が行う交通施策、土

木建築部が進めるＺＥＢ、ＺＥＨ、各種取組がある

と思いますので、今回、実行計画を改定しておりま

すけれども、その策定を進める中で、いろいろな事

業を取りまとめて県庁一体となって取り組んでいけ

るようにしたいと思います。

○金城勉委員 これは組織体として、そういう組織

横断的な組織、推進体制というのはあるんですか。

これから検討するんですか。

○與那嶺正人環境再生課長 以前から、県はＩＳＯ

14001に取り組んでいまして、その環境全般に関する

会議を各部局、全ての部局参加して行う会議体があ

りますので、そういった環境基本計画推進会議とい

う名称なんですけれども、そういった場を活用して

協議の場を設けていきたいと考えております。

○金城勉委員 それと緊急事態宣言の中には、市町

村との連携、また事業者との連携、県民との連携等

々も宣言の中にうたってあるんですけれども、その

辺の具体的な取組はどうですか。

○與那嶺正人環境再生課長 県では、大分前になり

ますけど、平成14年８月に地球環境問題に足元から

取り組んでいくため、県及び県内全市町村、事業者、

市民団体、学識経験者等のあらゆる主体が参画した

おきなわアジェンダ21県民会議を設置しております。

同県民会議で取り組む行動計画では、地球温暖化

対策を重点目標の一つと定め、環境フェアの開催な

ど、官民が連携した啓発活動を行っております。先

ほどもありました沖縄県気候非常事態宣言を行って

おりますので、そういった普及啓発を行う中で、県

民運動として盛り上げていけるように取り組んでい

きたいと考えております。

○金城勉委員 この非常事態宣言のことについては、

もう地球規模で世界的にこういう機運が盛り上がっ

てきているんですけれども、県内における市町村の

この宣言の取組というのは現状どうですか。

○與那嶺正人環境再生課長 地球温暖化対策推進法

では、市町村も区域内の温室効果ガス削減に係る計

画を定めることが定められておりますが、県内、今、

６市でその計画が策定されております。今年度、糸

満市が新たにその計画の策定に取りかかるので、少

しずつ広がってきていると考えております。

また、環境省自然環境事務所の中に、今年度、脱

炭素室という新しいセクションができておりますの

で、こことも連携しながら、市町村に対して脱炭素

に関する勉強会を既に何回か行ったところとなって
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おります。

○金城勉委員 この６市というのをちょっと教えて

くれますか。

○與那嶺正人環境再生課長 ６市ですね、那覇市、

名護市、宜野湾市、沖縄市、浦添市、宮古島市の６市

となっておりまして、現在策定中が糸満市となって

おります。

○金城勉委員 これはもう各市町村もやっぱり一緒

になって取り組んでいくことで、県としての効果も

上がってくると思いますので、ぜひ市町村との連携

をお願いしたいと思います。それと、事業者、経済

界との連携はどうですか。

○與那嶺正人環境再生課長 沖縄県では、沖縄電力

とも連携協定を結びまして、2050年のカーボンニュー

トラルに向けて連携して取り組んでいるところです。

あとは、同じように取組を進めた事業者は多くある

と思いますので、その辺の情報収集しながら連携し

て取り組んでいきたいと考えております。

○金城勉委員 情報収集とともにね、県のほうで啓

発活動というものもやっぱり積極的に行っていかな

いといけないと思うんですね。ぜひ、その辺の取組

の強化もお願いをいたします。

次に、国立自然史博物館の件に移ります。これま

で、その誘致の働きかけというのは、県として国に

要請はどうですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 県と

して、国のほうへはこれまで沖縄及び北方担当大臣

への要望ですとか、衆参議員、沖縄及び北方問題に

関する特別委員会委員長への要望ですとか、平成29年

から令和２年度まで事あるごとに要望を出しており

ます。

○金城勉委員 これは、所管はどこですか、省庁で

いうと。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 沖縄

及び北方担当大臣ですので、内閣府に……。

○金城賢環境部長 金城委員から、この国立沖縄自

然史博物館の所管はどこになるかということでござ

いますけれども、現時点において、国において所管

省庁が決まっていないというのが現状です。

ただし、一般的に申し上げて、博物館とかそういっ

たその機関については文科省が所管してきておりま

すので、想定される所管省としましては文部科学省

なんだろうというふうに考えています。

○金城勉委員 そうですよね。だから、文科省への

要請というのは真っ先にやっぱり意思表示をしてい

かないといけないんじゃないですか。ここを沖縄及

び北方担当大臣に限る、あるいはまた内閣府にとど

めているというのはどうしてですか。

○金城賢環境部長 委員御指摘のとおり、本来であ

れば所管省庁である文科省だろうというところだと

思います。ただ、事務ベースでは文部科学省の科学

技術・学術政策局長でありますとか、研究所振興局

長、高等学校教育長に対しては、設立準備委員会と

も連携した形で要望という形で行っているというこ

とでございます。

○金城勉委員 これは多分、窓口はまずは文科省に

なるかなという思いがするんですけれども、ただ文

科省は、この前の勉強会でも予算がないから、あま

りそこに注目していないというような反応もあった

りして。そういう意味では内閣府を交えて、その辺

の取組方というものは国との交渉の中で、しっかり

ルートをつくっていかなきゃいけないというふうに

思うんですね。

だから、むしろこの沖縄21世紀ビジョンの中に入

れているわけだから、内閣府の力も、むしろ文科省

以上に活用していかないと、この点についてはなか

なか具体化するのは難しいんじゃないかなというふ

うな思いがするんですけれども―これはあれです

か。皆さん、担当部レベルでやっているんですか。

それとも知事、三役の動きというのは、これまでは

どうですか。

○金城賢環境部長 当然のこととして、環境部とし

ては三役とも調整しながら、知事の公約でもござい

ますので、三役の下にその事務を進めているという

認識でございます。

○金城勉委員 今年度ね、呉屋委員の もあって、

予算も増やして、非常に積極的に皆さん取り組んで

いただいてね、これからシンポジウムも予定してお

りますから、非常に高く評価したいと思います。

それと同時に、やはり機運を盛り上げていくため

には、やっぱり国も巻き込んでやっていかないと、

地元だけでエイヤーと言って叫んでいてもなかなか

前進しないというふうに思いますので、だから、い

かに国を巻き込んで協力をしていただくか。何しろ

国立を目指しているわけですからね。その辺のとこ

ろは、部長、どうですか。

○金城賢環境部長 先ほど金城委員からもありまし

たけれども、まずは沖縄振興の窓口は内閣府沖縄担

当部局ですので、内閣府ともしっかり調整しながら

進めていくのが当然あるべき姿だろうというふうに

思います。

国の沖縄振興基本方針の中でも、沖縄が歴史的な

背景等も含めて、それから地理的優位性等も含めて、

アジア、この地域におけるその発展のための役割を



－346－

果たすという意義づけもありますので、そういった

振興基本方針にも沿っていると私たちは思っており

ますので、そうしたことも踏まえて、しっかりと内

閣府とも連携して進めていきたいというふうに思い

ます。

○金城勉委員 我々県議会も一緒になって、協力を

しながら進めていきたいという思いで、来年早々に

その施設の視察も計画しておりますので、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 先ほどもありましたけれども、赤

土等の流出防止対策について何点か質疑をさせてく

ださい。赤土等流出防止条例の施行はいつされまし

たか。

○渡口輝環境保全課長 赤土等流出防止条例につき

ましては、平成７年10月に施行しております。

○仲里全孝委員 それから、施行してから効果は出

ておりますか。

○金城賢環境部長 効果ということでございますけ

れども、赤土等流出防止条例の施行前の平成５年と

の比較で申し上げますと、その時点における年間の

流出量は52万トンでございました。今回、令和３年

度に取りまとめておりますけれども、この時点で

24.6万トンということで、比較で申し上げますと

27.5万トンの減で約52.8％の減というふうになって

おります。

○仲里全孝委員 一方ですね、私、ヤンバル地域な

んですけれども、東海岸、西海岸。もう雨が降るた

びに、もう海が汚染状態になる。サンゴの被害だと

かいろんな被害が出ている。それ確認されています

か。

○渡口輝環境保全課長 まず、県では毎年、沖縄県

赤土等流出防止対策基本計画において重点海域を定

めておりまして、そういう北部地域も含め、重点海

域につきましては毎年調査を行っております。また、

地域の住民とかあるいは漁業者から、この赤土流出

についてという苦情があった場合は、保健所の職員

が流出源のほうの調査を行っております。

○仲里全孝委員 皆さんの決算資料を見ていると、

令和２年度も、この令和３年度も、ほぼ執行率が10ゼ

ロ％近い執行率になっております。課題を見ている

と、先ほどもありましたけれども、約７割が農地か

らの流出であるというふうな課題が出ております。

その根拠は何ですか。

○渡口輝環境保全課長 この根拠につきましては、

赤土等流出防止対策基本計画におきまして、裸地等

の状況とかその辺りを調査し、それを推計した調査

結果から算出しております。

○仲里全孝委員 それは分かるんですけれども、皆

さんの実施内容を見てみると、パトロールをしたり、

対策をしたり、いろんな項目が上げられているんで

すよ。なぜそうなのに、８割余りが農地からの流出

だと。それに、農家が自主的に赤土流出防止対策を

する必要があると。どういう内容なんですか、どう

いう考え方なんですか。

○渡口輝環境保全課長 まず、やはり排出源となる

農家にもある程度の努力は必要だというふうな認識

でございまして、今、農林水産部とともに、その農

業者への指導、あるいは啓発活動も含めまして、流

出減に今努めているところでございます。

○仲里全孝委員 ８割の流出内容を教えてください。

○渡口輝環境保全課長 すみません、この８割とい

う数字は、全体の全赤土の県内の、かつ流出量の８割

が農地由来であるというような、そういう意味でご

ざいます。

○仲里全孝委員 これ農地からと言うんですけど、

農地は何を指しているんですか、農地というのは。

土地改良なんですか。

○渡口輝環境保全課長 この場合示す農地というの

は営農行為、既存農地のことを示しております。土

地改良とかそういうものにつきましては、こちらの

ほうでは開発行為ということで位置づけしておりま

す。

○仲里全孝委員 その対策はどういうふうに進んで

いますか。

○渡口輝環境保全課長 農地の対策につきましては、

農林水産部のほうにおいて土地の勾配修正とか、あ

と、それと営農活動においては、マルチングとか、

あるいはグリーンベルトの設置等を行っております。

○仲里全孝委員 その対策に土地改良を行ってみる

と、勾配修正とかいろいろやっていますよね。それ

は効果は出ていないんですか。

○渡口輝環境保全課長 県全体ではございますけれ

ども、令和３年度、年間赤土の流出量につきまして

は、基準年としております23年度比較して5.5万トン

農地から削減しております。

○仲里全孝委員 今、土地改良の話をしました。農

地の対策の話が出ました。これ効果出ていますかと

いうことなんですよ。

○渡口輝環境保全課長 その効果により、5.5万トン

削減したというふうに考えております。

○仲里全孝委員 数字ではこういうふうに何万トン

出ているんですけど、依然と赤土に関して、雨が降っ
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てきたらほとんど変わっていないですよ。ほとんど

変わってない。土地改良、農地から赤土が流れてい

ると、皆さん分かってるのに対策していないんです

よ。先ほど沈砂池の話も出ました。沈砂池の管理は

誰がやるんですか、教えてください。

○渡口輝環境保全課長 土地改良区と市町村のほう

で行っております。

○仲里全孝委員 管理されていますか。

○渡口輝環境保全課長 管理のほうについては、

ちょっと芳しくないというふうなことを聞いており

ます。

○仲里全孝委員 そこなんですよ。せっかく県の赤

土等流出防止条例に基づいて皆さんに届出も出して

いる。許可ももらっております。沈砂池も設置して

おります。管理はされていない。依然と河川に赤土

が流れている。その状況を、どういうふうに把握さ

れていますか。

○渡口輝環境保全課長 そういうふうな管理につき

ましては、我々のところについても、その問題のほ

うは認識しておりまして、令和４年度事業において、

赤土等流出防止施設機能強化事業というのを行って

おり、モニタリング調査結果から、赤土等の流出防

止機能としての沈砂池や砂防ダムも確認されている

という事実もございますので、これら既存施設等の

赤土流出防止機能を増大するために、しゅんせつ清

掃等による機能改善に係る手法などを検討しまして、

実証試験を行うということをしております。

そして、その検討結果や実証試験の結果を踏まえ

て、既存施設の堆積や赤土等の管理マニュアルを策

定し、機能強化の制度化を図ることを今やっている

ところでございます。

○仲里全孝委員 今、改善対策で砂防ダムの話が出

ました、砂防ダムの話。私もまさしく、河川に砂防

ダム、取りあえず設置すればある程度の赤土対策、

防止できるんじゃないかなと思うんですよ。これ何

で進まないんですか。今、砂防ダムの話が出たじゃ

ないですか。

○渡口輝環境保全課長 砂防ダムにつきましては、

ちょっと赤土等の流出を目的としているということ

でもないものですから、仮にそれが土砂がそのまま

堆積しますと、それ以降の機能を損なわれるという

こともありまして、こちらのほうもちょっと管理が

という問題が、その後の管理という問題が生じると

いうふうに認識しております。

○仲里全孝委員 皆さんの県の赤土等流出量の推移

について、私も確認しました。毎年、確実に赤土の

量がだんだん低くなって改善されております。

そこで、やっぱり開発事業、事業行為だとか、農

地、土地改良地域からは、まだまだ赤土が流れてい

る状態。以前は、米軍基地のほうからも同じように

赤土が流れていたんですよ。皆さんの推移見ると、

30トンに対して僅か23、米軍基地からですね。何か

の調査されているんですよね、そういう数字が出て

いるんだから。いろんな形で確認をすれば、その地

域の河川に私行って確認しました。砂防ダム設置さ

れていますよ。されていないところに赤土が流れて

いる。赤土が流れてくるところも、農地、農地から

流れるのは知っているんですよ。しかし対策してな

い。何とか河川に砂防ダム設置、検討できないです

か。

○渡口輝環境保全課長 この河川の砂防ダムとなっ

てきますと、環境部の権限だけでは難しいところで

ございます。県全体の赤土防止につきましては全庁

的な協議会というのが組織がございまして、その中

において関係各課、農林以外にも土木もございます

ので、そういう中で検討していきたいと考えており

ます。

○仲里全孝委員 部長、赤土、深刻な問題なんです

よ、赤土が流れている。被害が出ている、サンゴに

も出ている。被害が出ているのに対策をしようとし

ない。これ砂防ダム設置すれば、ある程度の赤土は

防げますよ。確実に防げる。どうですかね、部長の

見解をお願いします。

○金城賢環境部長 先ほど来、担当課長からも説明

していますけれども、総量としては、令和３年度の

値というのは、基準年の平成23年になりますけれど

も、ここに比較すると約５万トン減っているという

ことで、2ゼロ％減っているという状況になります。

ただ、一方で、その委員御指摘のとおり、梅雨の

時期でありますとか、雨の後になると、その北部の

一部地域では赤土が流出して、海を汚しているとい

う実態があるというのも環境部としても認識をして

いるところでございます。そうしたところから、全

体として農地が約８割を占めているという現状を踏

まえて、農地においては、例えば、そのハード的な

対策としては傾斜地を設ける、傾斜をつける、ある

いは改善する、あるいは沈砂池ですね。ソフト的な

もので言うと、マルチングをやったりとか、グリー

ンベルトをやるといった対策を講じていますけれど

も、現実問題として、いまだその20トン流れている

という状況がございます。

そうしたことの中で、委員から砂防ダムが最も効

果的ではないかという御指摘でございます。これに

ついては、所管は先ほど来、担当課長が言っていま
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すけれども、環境部が設置するというものではあり

ませんので、赤土対策を効果的に実施する上でどの

ような仕様が最もいいのかということが、これは関

係部局との協議会もございますので、そうした中で、

所管部局とも意見交換しながらどのような形で対応

ができるのかを検討したいというふうに思います。

○仲里全孝委員 部長、ぜひ取り組んでください。

よろしくお願いします。

次に移ります。次に、世界自然遺産登録推進事業

について、何点か確認させてください。

登録後の遺産価値の保全と適正な利活用を図って

いくためには、世界自然遺産委員から４つの要請事

項があると。まず１つ目の適切な観光管理というふ

うにありますけれども、この事業主体は県にあるん

ですか、国にあるんですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 世界

自然遺産地域はヤンバル３村と西表島に登録されて

おりますので、観光管理については、要請事項につ

いての課題は、今、西表島に対して要請事項が主に

出されておりますので、竹富町と県と国とで連携し

て取り組んでいるところでございます。

○仲里全孝委員 これは県の関わりはどうなってい

ますか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 この

対応を取り決めるに当たり、西表島部会というもの

を設置しておりまして、そちらに国と県と竹富町も

入って対応を検討しております。その中で、県とし

ても観光管理にできる事業を取り組んでいるところ

でございます。

○仲里全孝委員 国頭３村は含んでないということ

ですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 北部

地域でも沖縄島北部会というものを立ち上げており

まして、そちらのほうでも、ヤンバル３村、国頭村、

大宜味村、東村と、あと国と県と連携して取り組ん

でいるところでございます。

○仲里全孝委員 次に、絶滅危惧種の交通事故対策

というふうにあります。その進捗状況はどうなって

います。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 絶滅

危惧種のロードキル対策ということで、西表島にお

いては県道でアンダーパスや路上進入抑制柵を設置

することにより、イリオモテヤマネコの交通事故を

防止する対策を講じております。イリオモテヤマネ

コのアンダーパスの利用が確認されており、その効

果も期待されることから、今後は近年事故が多発し

ている西部地域においてもアンダーパスの設置など

の取組を検討していくこととしております。

○仲里全孝委員 北部については。ヤンバルクイナ

とかないんですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 沖縄

島北部の国道や県道などでは、ロードキル対策とし

て、アンダーパスの設置や除草等による、自動車の

運転者が道路前方を見通すことができる距離の改善、

あとスピード抑制のための取組が講じられてきたと

ころであります。今後も国や地元自治体と連携して、

効果的なロードキル対策を検討していくこととして

おります。

○仲里全孝委員 絶滅危惧種って、今、国頭につい

ては種類、話はしていないんですけれども、ヤンバ

ルクイナを指しているんですか。西表の話はしまし

たけど、北部のほうでは絶滅危惧種の種類は話して

いないんですけれども、ヤンバルクイナを指してい

るんですかということ。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 ロー

ドキル対策としては、主にヤンバルクイナを取り組

んでおります。

○仲里全孝委員 次に、河川再生戦略策定という中

身を教えてください。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 要請

事項において、ＩＵＣＮ評価における河川再生につ

いては、主に奄美大島で課題を抱えており、本県の

河川が直接言及されているものではないと認識して

おります。包括的な河川再生戦略を策定するよう要

請されていることから、必要に応じて国や地元自治

体とともに、検討をしていくこととしております。

○仲里全孝委員 緩衝地帯における森林伐採の適切

な管理方法を教えてください。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 要請

事項の一つである緩衝地帯における森林伐採につい

ては、沖縄島北部においては従前より伝統的に森林

業が行われ、近年ではやんばる型森林業の推進、施

策方針が平成25年に策定、令和元年に変更されてい

る施策方針が設定されておりますので、そちらに基

づき生物多様性に配慮した森林管理、森林作業に取

り組んでいるところであります。関係機関と連携し、

緩衝地帯での持続可能な森林管理に努めていくこと

としております。

○仲里全孝委員 最後に、世界自然遺産登録後も６年

ごとに登録資産の定期報告を行う必要があるとあり

ますけれども、この登録資産は何を指しているんで

すか、登録資産。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 登録

資産というのは登録地域全体の自然環境、あと生態
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系を含めたものを指していると思います。

○仲里全孝委員 土地ですか、生き物ですか。この

資産の内容を教えてください。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 生態

系も含めた自然環境、全て。

○仲里全孝委員 生き物も。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 はい。

○仲里全孝委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

ぜひ、県内外から世界自然遺産登録を受けて、ヤ

ンバルが注目されております。連携を取って、成功

するよう、引き続き頑張っていただきたいと思いま

す。

よろしくお願いします。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 海岸漂着物等地域対策推進事業で

すけれども、この中で、海岸漂着物のモニタリング

調査をしていますけれども、マイクロプラスチック、

それの分布調査で、沖縄本島及び宮古島で実施する

と。これは継続事業となっていますけれども、これ

まで、そのモニタリング調査はどのようなことが行

われてきたのか、ちょっとお聞かせください。

○久高直治環境整備課長 平成29年度から平成30年

度には、県内全海岸を歩き無線で海岸漂着物の量を

確認するなど、全県踏査調査を実施しております。

これによりますと、漂着ごみの現存量が6800立方メー

トルとなっております。このような調査をこれまで

してございます。

○下地康教委員 これは宮古島における調査も今回

やったと、令和３年度。これの調査内容をちょっと

教えていただけますか、結果を。

○久高直治環境整備課長 海岸漂着物のモニタリン

グ調査及びマイクロプラスチックの分布調査という

ことで、宮古島４地点、東西南北の各海岸を実施し

ているところでございます。

○下地康教委員 それで、このモニタリング調査の

課題、要するに海岸漂着物の回収事業の課題という

のが載っていますけれども、回収事業の実施が制限

されることがあるとか、委託事業の業務の発注の在

り方ですね。いろいろ課題が上がっていますけれど

も、それに対してその対策というのをどのように考

えているのか、ちょっとお聞きします。

○久高直治環境整備課長 委員御指摘のように、特

に離島で、さらに小さな離島については、海岸漂着

ごみのモニタリング調査もそうですし、回収事業と

かも非常に困難な場合が多くてですね。というのは、

例えば回収する際にでも、事業者がなかなか市町村

が委託をしても発注に応じてくれないとか、なかな

かそれはまたコストがかかるとかということで、非

常に困難な部分がございます。

○下地康教委員 これ十分今までも予測されている

と思います。だからそれに対する対策、例えば離島

におけるその廃棄物の処理とかそういったものもや

はりしっかりと検討していただきたいというふうに

思っています。

それと、やはりこの予算ですね。予算が地域環境

保全対策費補助金ということで、予算を補助金が獲

得されているんですけれども、補助金の要望額の約

５割から６割と、こういうふうになっていますけれ

ども、この漂着物の予算を獲得するのも大変だと思

うんですけれども、ただ、この事業というのは、こ

の問題というのは、非常に重大かつ深刻な問題があ

りますので、その予算をどうにか、この補助事業だ

けではなくてほかのメニューも考えるというところ

は検討されていますか。

○久高直治環境整備課長 これは、法で国のほうが

予算措置をするということにはなっているんですけ

れども、委員おっしゃるように、なかなか、じゃあ

もう十分に財政措置が取られているかというとそれ

はなかなか取られていない部分もございますし、そ

れではどうするかということで、これは沖縄県だけ

ではなくて全国的に非常に課題になっておりまして、

全国知事会や環境部局長会、課長会でも議題に上げ

て、沖縄県からも、部局長のほうから、環境部のほ

うからも意見を述べているところですので、委員が

おっしゃっているようないろいろな仕組みづくりだ

とか、沖縄県においても国と連携をしながらとか、

市町村と連携しながら事業もやってるんですけれど

も、今後、そういったことを検討していかないとい

けないなと思っております。

○下地康教委員 全国的にも同じような課題を抱え

ているということでありますけれども、しかし、沖

縄県としては、やっぱり観光立県というところで目

指しておりますので、やはりそれは単独事業も考え

ながらしっかりやっていただきたいなというふうに

思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 座波一委員。

○座波一委員 令和３年度の報告は、これまでの報

告以上に内容が分かりやすくなっている感じがしま

す。それは評価します。

ですがね、やはり先ほどから議論があるとおり、

大雨時のね、赤土流出というのはもう止まっていな

いというのは現実だし、仲里委員が言った、宜野座
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潟原海岸なんかね、あれはもう海岸と言えない。グ

ラウンドですよ、グラウンド。本当にもう、最たる

ものですね。そういうものが止まっていないという

ことです。

それで、もう先ほどから議論を聞いてても、原因

も分かっている。業者関係のね、事業関係のものは

大分良くなっているということもある。8ゼロ％とい

うのは、その農地からの分であって、2ゼロ％は止め

たということなんですよね。そういうことで、原因

も分かっているし、そういうのは分かっているけど

止めようがないというのが現実なんですよね。

だから、農水と今やっていると言うんですけど、

やはりここには、今の赤土防止条例では限界がある

んじゃないかなと思います。それをね、流出防止じゃ

ないんですよ、もう。これ汚濁防止。徹底的に業者

がどういう関係であれ、農業であれ、何であれ、汚

濁防止をするという前提に立たないといけないん

じゃないかなと。それぐらいの大局的な見方をしな

いと、これ取り組めませんよ。部長どうですか。

○金城賢環境部長 座波一委員、御指摘のとおり、

やはりその赤土等流出防止対策を解決をする上で農

地というのは非常に大きな課題だというふうに思っ

ております。

ですので、県といたしましても、ここは農林水産

部、関係部局、一番関係深いですので、当該部局と

連携した対応というのは非常に重要だと考えており

まして、例えばソフト的なモデルでいうと、マルチ

ングであるとか、あるいはその勾配を修正する、あ

るいは沈砂池を設けるという形でやっておりますけ

れども、依然としてその赤土が流出をし続けている

という現状ございますので、さらに農林水産部とも

連携を深めて、対策を強化していく必要があるとい

うふうには認識をしております。

○座波一委員 だから農水部との、この横断的な連

携というのが必要だということも、もうかねてから

ずっと言ってきたわけですよね。これがなかなか見

えない。だからそれ、条例を見ていてもね、業者に

はいろいろ厳しくしてるんですよね、開発には。こ

の耕作地には全く甘い、この今の条例。ここが原因

としているんですよ。だから、それをもう出口で止

めるというやり方の条例までつくらないといけない

ということを私は提言したいです。これは思い切っ

たこの方向でやらないといけないんじゃないかなと

思っております。要するに、濁水対策ですよね。そ

れをテーマに掲げてやらないと、この大雨時の赤土

流出の現状をね、県民にもっともっと見せないとい

けませんよ、あれ。ひどいもんですよ。これが沖縄

の環境対策かと思われますよ。そこを視野に入れて、

濁水対策をぜひ取るようにお願いします。もう一回、

答弁お願いします。

○渡口輝環境保全課長 既存の沖縄県の農家につき

ましては、規模が小さくて対策とかそこまでやると

負担が大きくなっていく現状もございますので、そ

ういうことも含めまして、農水部と連携しまして、

流出の削減対策について詰めたいと考えているとこ

ろです。

○座波一委員 あのね、これは先ほども申し上げた

とおり、思い切った対策が必要なんですよ。条例改

正も視野に入れた。ですから、私はこの問題を総括

質疑に提起したいと考えております。政治的判断が

必要ではないかということでやりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から座波委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するように指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 赤土防止条例の限界が感じられます。

なかなかこの農地からの流出が止まらないのは、現

在の赤土防止条例の限界だと考えております。それ

を、農耕地も含めて全ての赤土を防止するためには、

今の防止条例を改正するかというほどのレベルに

持っていかないといけない。したがって、県知事に

対してその問題を提起したいと思っております。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの提起内容については、

本日の質疑終了後に協議いたします。

質疑を続けます。

座波一委員。

○座波一委員 続きまして、外来種防除対策事業、

ギンネム問題ですね。３年間の事業で防除対策マニュ

アルができたとしておりますが、基本的に駆除に実

効性のある対策となっているのか。

○與那嶺正人環境再生課長 令和３年度に策定した

マニュアルについては、最も有効な駆除方法として

は、伐採後の切り株に薬剤を注入する方法、また、

同じように薬剤を塗布する方法、ほかにも、伐採し

た切り株に防草シートを被覆する方法で9ゼロ％以上

枯死することが確認されておりまして、そのような

ところを掲載しております。

○座波一委員 技術的にはそういうことで有効だと

いうことだけど、先ほどから言っているとおり、問

題は大量のこのギンネムを駆除することなんですよ

ね。それが可能かということです。県民にこれ周知

することによって、これが広がっていくのか、駆除
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することがですね。

○與那嶺正人環境再生課長 作成したマニュアルに

ついては、国、市町村、関係団体等に通知による周

知を行うとともに、県のホームページで公開するな

ど、県全体に周知を行っております。合計でおおむ

ね100機関にマニュアルを送っているところでありま

す。

さらに、今後、市町村だけではなくて、公民館単

位でこのマニュアルの配付などを行いながら、この

マニュアルの活用の具合を把握しながら、次の対策

を検討していきたいと考えております。

○座波一委員 ただね、課題に書いてあるとおり、

管理者が行うことが前提であり、拡散防止は困難だ

と書いてある。それはどういうふうに解決するのか。

○與那嶺正人環境再生課長 これまでも委員会等で

回答をしてきたところなんですけれども、やはり個

人の土地については、行政が入って伐採するという

のはなかなか厳しいと考えておりますので、基本的

には土地の所有者もしくは管理者によって行われる

ものと認識していますけれども、今後は県の外来植

物の対策の方針にのっとって対策を進めていきたい

と考えております。

○座波一委員 じゃあこのギンネムをね、重点対策

種に入れたらどうですか。今、重点対策種は２つし

かないと思う。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 県で

は生態系への影響が大きいと考えられる外来種につ

いて、平成30年８月に沖縄県対策外来種リストを作

成し対策の優先順位を決めております。リストでは

重点的に駆除等を行う必要がある外来種について重

点対策種15種を定めておりまして、県としては当該

15種から防除対策を実施していく考えであります。

ギンネムについては、リストの重点対策種ではな

く、対策種に位置づけており、沖縄県外来種対策指

針に基づき、外来種対策として主に普及啓発に取り

組むこととしております。沖縄県外来種対策指針で

は、ギンネムのように広範囲に繁茂しており、防除

にコストや期間が多くかかるなど、対策が困難な外

来種については、県民がそれらが外来種であるとい

うことを認識し、さらなる拡大を防止するべきであ

るという意識を共有することが重要であると示され

ています。このため、ギンネムについては、外来種

被害予防三原則、入れない、捨てない、広げないの

普及啓発による県民の行動を促進するとともに、ギ

ンネム防除対策マニュアルを活用して土地の所有者、

管理者等が駆除を行っていただくなど、県民が一丸

となって対策に取り組むことが重要であると考えて

おります。

○座波一委員 ちょっとなんかかみ合わないね。と

いうのは、重点対策種というのは、これから広がら

ないようにするためにやる、やりますという。今の

言い方ですと。ギンネムはもう既に広がっているか

ら、今さら重点対策に入れられないという意味なん

ですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 今、

広範囲にもう繁茂してしまっており、防除にコスト

や期間が多くかかるということが想定されておりま

して。困難と考えております。

○座波一委員 今の言い方すると打つ手がないと

言っているようなもんだよ。これでいいんですか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 いえ、

県民への、先ほどつくられているギンネム防除対策

マニュアルを活用して、県民への普及・周知に努め

ていくということで考えております。

○座波一委員 だからね、今のこのやり方で駆除方

法はありますと、技術はあります。しかしながら、

これを使って本当に県民に周知することによって駆

除が広がるかと言ったら、今度は管理者が問題だか

ら、それはもう難しいですと言ってますよね。拡散

防止は難しいというふうにしてある。ということは、

それをできるようにするためには、より重点政策と

して、これが対策種だよというふうにするような法

的な対応も入れて取り組まないと、これ取り組めな

いんじゃないの。一般県民も、ああこれギンネム見

たら徹底して対策するという、この気持ちに、考え

に持っていかさないとね。

そもそもギンネムの、今の繁茂状態というのは分

かっていますか。これは南の与那国からヤンバル手

前までもう、ギンネムだらけですよ。分かっていま

すか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 まず

県民にギンネムが外来種であるということで認識し

ていただき、こちらを自分の土地に生えていれば、

駆除していくという気持ちを持ってもらうことで、

努めていきたいと考えております。

○座波一委員 部長、今、ちょっとそこら辺の言っ

ていることは分かるけど、今のようなやり方で、本

当に駆除対策まで持っていけるのかと、疑問があり

ますよ。大丈夫ですか。

○金城賢環境部長 まずは、座波委員から重点対策

種との違いを指摘されているかというふうに思いま

すけれども、例えば、ツルヒヨドリは重点対策種に

なっています。これについては、繁殖力が非常に強

いということで覆い被さることで、他の植物を枯ら
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してしまうと。在来植物や農作物への被害への影響

が懸念をされているということですね。それから、

ツルヒヨドリについては特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関する法律によって、特定外

来生物に指定をされており、栽培、保管、販売とか

も原則として禁止であると。

県の沖縄県外来種対策リストにおいても、定着し

た外来種で対策する優先順位が最も高いという判断

の下に、重点対策種に指定をしてるということでご

ざいまして、この比較で言いますと、ギンネムにつ

いては、このツルヒヨドリとの比較で申し上げます

と、まだその重点対策種に格上げをするという段階

にはないと、こういうふうに県は認識をしていると

いうことでございます。

○座波一委員 ツルヒヨドリとかね、アメリカ何と

かというのは、ちょっと２種が重点対策だと言うけ

ど、これはあまりね、そんなに全県的に広がってい

るということは分からない。僕はそういう認識がな

いので、だからそれは重点的に対策して、外来種を

広げないという発想だと思う。

ただ、もう広がって、ここまで広がったギンネム

をどうするかというものはね、根本的にこれ対策考

えないと、本当に大変です。これ今、土木建築部じゃ

ないけどね、路肩のこの歩道と道路との間のこの隙

間にも、もうギンネムが入ってきて、これがもうど

んどんどんどんこの成長して、本当に危ないぐらい

ですよ。そういうものを環境部と土木建築部連携し

て、とにかくギンネム対策というのも含めてやらな

いと大変じゃないですか。

○金城賢環境部長 委員の御指摘も踏まえて、環境

部としては、その３か年事業でもって、今回マニュ

アルをつくりました。ですので、まずはその事業と

して３年間使った成果である、このマニュアルの、

しっかりとその周知をすることによって、そのギン

ネムの被害というか繁茂拡大を防ぎたいと。その上

で、当然のこととして関係部局との連携重要ですの

で、土木建築部ともしっかりと連携しながら、マニュ

アルの共有等も図りながら対応を強化してまいりた

いというふうに考えています。

○座波一委員 それと、ギンネムの性質をもっと研

究するべきだと思いますね。種が飛散する前に刈り

取る。飛散するから、もうあっちこっちに行くわけ

ですよ。だから、そういう時期をちゃんと図って、

刈取りをするというようなぐらいの考えも必要だと

思う。

もう一つは、環境部のテーマであるこのバイオ燃

料ですね、バイオ燃料の材料にもならないものかと。

これをチップ化して、これ燃料にこの混入するのも

これも一つの環境政策でしょう。そういった対象に

ギンネムを入れて、全県からこのギンネムを回収す

るぐらいの大胆な政策が必要ですよ、これも。考え

てみたほうがいいんじゃないですか。

○與那嶺正人環境再生課長 ギンネムを発電燃料と

して利用することについては、令和３年11月に沖縄

電力とちょっと意見交換を行ったんですけれども、

沖縄電力ではペレットの状態にしないと受入れがで

きないということで、生木とか、チップの状態で

ちょっと利用が難しいという回答がありました。

また、チップにするまでも処理コストがかかって、

ある堆肥工場ではトン当たり１万5000円ぐらい費用

をいただかないと処理できないということですので、

すぐにはちょっと難しいのかなと思っているんです

けれども、今後、ほかにもいい方法がないか検討を

していきたいと思います。

○座波一委員 もちろんバイオ燃料は生木でこれ燃

やすんじゃなくて、チップ化するのが当たり前です

よ。これを踏まえて、こういったことに対して県が

金を出して、チップ化する方向性でバイオ燃料化に

できないかというのが、そういう考え方ですよ。当

たり前、生木のままできないのは分かっていますよ。

本当にこれ検討したほうがいいよ。よろしくお願い

します。部長。

○金城賢環境部長 仮にその電力がこのエネルギー

と活用するとした場合にあって、もう一つの課題と

しては、一定量をこの継続的に出していただく必要

がありますよというところで言うと、年間数万トン

のギンネムを出していく必要がありますので、そう

いったところで投資はしたんだけれども、一方で継

続的に出し切れるかという課題もあるというふうな

指摘もいただいているところでございます。

○座波一委員 だからそれはね、建築廃材も含めて、

これ混合でいいんですよ。必ずしも純粋にギンネム

だけのバイオ燃料というわけじゃないわけだから。

そういったものも含めて、そういうものを考えたほ

うがいいかなと思う提案です。よろしくお願いしま

す。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後３時22分休憩

午後３時45分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き質疑を行います。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 通告はしてないんだけど、ちょっと

だけ聞かせてください。この決算書ね、最初に環境
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部が出てこないんだよね。全体に対する環境部の割

合ってどれぐらいか。

もういいよ。大体ね、あなた方、そういう認識が

ないんだよ。僕はね、たしか予算委員会か何かで聞

いたんだけれども、これたしかね、全体の予算に占

める環境部の予算って0.5％だわけ。１％もいかない

んだよ。１％いかないでね、今さっきの議論聞いて

いてよ。もうマングース対策からさ、外来種対策、

ジュゴンだとか動物の保護だとかね、全部ね、あな

た方守らなければいけないことなんだよね。だけど

0.5％だよ。これで環境をやるということ自体がおか

しくないか。赤土対策だけで幾らかかると思ってる

の。皆さんが原課ではないと思うんだけど、皆さん

も一緒になってやると思うんだけど、これで本当に

足りると思うの、部長。

○金城賢環境部長 委員から0.5％、ちょっとはじい

てみたら0.47％ぐらいかなと思いましたけれども、

ただ、各部局において、例えば教育庁で人件費が大

きくなるなど、どうしてもかさんでしまうという施

設もありますし、環境部がやっている事業はソフト

事業が多いという結果、土建部等に比較するとどう

しても小さくなるとは思っています。

ただ、やっている内容についてはしっかりと予算

を確保して環境行政を推進していくことが重要だと

いうことは当然に認識をしております。

○呉屋宏委員 僕は昨日もね、土木でも話をしたん

だけど、10年しか振興計画はないよと。ここの中で

道路工事だとかって、住宅対策だっていうのはもう

本当に大変な事業で、いっぱい予算を使わなければ

いけない。だけれども、こういうような状況になっ

てるというのはね、予算の執行体制というのかな、

それと皆さん今こう顔ぶれを見ててもそうだけど、

一つ一つの事業にね、もう少し人を割り振らないと

ね、この全体的な対策なんて僕はできないと思うよ。

例えばマングース。さっき、こっちから、休憩中

に仲里委員と一緒に歩きながら話したんだけどね。

マングースはね、大宜味のあの塩屋のところのライ

ンをね、あそこだけを対策したからといって、マン

グースが本当にいなくなると思うのか。僕はね、ヤ

ンバルによく行くんだけれども、カラス１匹500円ぐ

らいの駆除費を出してるわけでしょう。そういうふ

うな民間の手も使って、こういうマングース対策と

いうのはできないのか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 マン

グース対策については今、ヤンバル世界遺産の部分

について重点的に対策をしているところであり、中

南部以下については、環境への影響等を考慮しなが

ら検討していく必要があると考えます。

○呉屋宏委員 このマングースはどこから来たの。

どこから北上していったの。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 中南

部からだと思っております。

○呉屋宏委員 それを北部だけで食い止めて、また

下から上がってきて、またそこをやる。全体的にや

りながら、そこのラインを駆除するというのは分か

るさ。だけど、ほかは対象にならないということ自

体が、あなた方の予算の限界なんだよ。

だから、マングース１匹取って自治体に持って行っ

たら、１匹1000円で買い取るよと。そういうような

全体的な捕獲かごをみんなに無償で貸与するよとか、

そういう事業をやらない限り、このマングースなん

ていうのは絶対に対応できませんよ。そんな限界、

分かってるでしょう。違いますか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 中南

部には数多くのマングースがいると想定されており

ますので、全体的にやるには、かなり普及していく

のが必要かと思っております。

○呉屋宏委員 では、改めて通告に基づいてね、世

界自然遺産について話をしたいと思います。通告に

従ってやりますけど、これ47ページかな。これね、

僕が思ってるのはね、この事業というのは自然遺産

になることが大事ではないよね。問題は、なった後、

それをどう維持するかが問題なんだよね。途中で取

り消される可能性だってある。今の状況じゃ、そう

いうふうになる可能性を秘めてる。全体的にどう思っ

てるのか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 今、

国、県、市町村が連携して世界自然遺産地域の環境

を保全して、観光管理であるとか、ロードキル対策

であるとか、希少野生動植物の保護であるとか連携

して、次世代にこの環境を継承していけるように、

総合的に対策を取っているところであります。

○呉屋宏委員 だから、さっき僕が聞いたのは、予

算は幾らあるんですか、人数は足りているんですか、

そういうところが今問題になっているんですよ。赤

土だってそうだ。それはその海岸も含めて僕は世界

自然遺産だと思っている。ジュゴンの問題もそうで

しょうし、いろんな、そこには問題が生じてるにも

かかわらず、予算をどこに流してるのか。おととい

の決算特別委員会を見ているとね、基金が1500億ぐ

らい積み上げられている、全部でね。こういうもの

を何か財政の健全化、健全化と言ってさ、あと10年

しか振興計画はないのに、一生懸命この公債費をで

きるだけ落としてとか、経常収支率が落ちたとか、
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そんなことを自慢している。僕はこの県庁の感覚が

理解ができない。ですから、これもっと増額しない

といけないですよ、完全にやるためには。そういう

つもりはないですか、部長。

○金城賢環境部長 呉屋宏委員から御指摘のですね、

必要な人員をしっかりと確保して、予算も確保して

しっかり仕事をするというのは当然のことだと思い

ます。

今現在、環境部において人員が不足してるかとい

うと、全体としてももちろん職員は一生懸命頑張っ

て仕事をしていますので、さらに高みを目指してい

ろんなことにチャレンジしていくためには、もっと

人も必要になろうかと思いますし、当然予算も必要

な額はしっかり確保していくということも、概算要

求もしっかりと行っていきたいというふうに思いま

す。

○呉屋宏委員 僕らはね、地方自治というのは二元

代表制なんだから、我々が、この県議会がね、この

土木環境委員会、環境部の問題で、例えばこれは総

括質疑というのかな、それにもう一回回して、もっ

と考えるべきではないのかという提言をする場、こ

れが決算特別委員会だと思っている。だから、決算

委員がみんなでそういう問題を共有して初めてこれ

が前に進むんだと思っているんだよね。さっき、金

城さんは勘違いして と言っていたんだけど、あ

れは じゃないからね。そういう思いでやってい

るんです。

それで、次のね、国立自然史博物館。僕は、これ

をライフワークみたいな形で今やっているんだけど、

今のやり方で―僕はあなた方に聞きたいんだけど、

逆にこれロードマップはあるのか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 今年

度は予算も増額されたことですし、企画展やシンポ

ジウムの規模を拡大して開催するとともに、あと、

県内経済界の関係団体や学識経験者等を構成員とす

る事業推進会議の設置など、気運醸成を図る取組を

強化しているところです。あわせて庁内の横断的な

連携する体制を取るとともに、将来的には県民会議

へつなげていきたいと考えているところです。

○呉屋宏委員 僕が聞いたのはロードマップであっ

て、あなた方が、国立自然史博物館が完成するとい

うのはいつに想定しているのか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 現時

点ではまだ、はっきりいつということは決まってい

ないんですけれども、まず、国に必要性を訴えかけ

ていくということが重要だと思っております。

○呉屋宏委員 こんな状況でね、こんな悠長なこと

を言っていたらね、できるものもできませんよ。僕

は、少なくともこれから振興策がある10年後には、

６次振計が終わる年にはこれは完成している。それ

が、僕が今頭の中で描いてる部分ですよ。これね、

一つ一つ積み上げていったら、マックスになるんだ

ろう、おおよそできるだろうと思っているんだった

ら駄目。これは、後ろを決めてスケジュールをつくっ

ていかないと、今の調子では駄目ですよ。

去年あなた方は５倍になったとかと言っているけ

れども、500万だったのが2500万になったって喜んで

いるかもしれないけど、俺、最初のあれ見て２億

5000万かなと思ったんだよ。そうしたら、よく見た

ら2500万じゃないか。それも、あなた方、この令和

３年の決算額見てごらん。500万でしょう。ジュゴン

対策で700万でしょう、ジュゴンにも負けているんだ

よ。どっちが勝つとか負けるの話じゃないけれども、

これは本当にね、一生懸命訴えて、総務あたりに一

生懸命訴えないと、これ絶対増額できない。僕はそ

う思っているんだけど、部長はどう思ってるのか。

○金城賢環境部長 委員から、タイムスケジュール

ということで、いつまでかというのがありますけれ

ども、県の取組としては、認識としては設立準備委

員会と連携した取組の結果、日本学術会議において

2020年の学術会議のマスタープランにおいて重点大

型研究計画に位置づけられたということは一つ大き

な出来事だと思っておりまして、加えて、県の今後

10年間の新たな振興計画の中においても、国立自然

史博物館の意義をしっかりと落とした上で、今後あ

らゆる機会を捉えて誘致に努めると、しっかり書き

込むことができているということもありますので、

委員からありましたとおり、いつまでかというと、

今時点でもいつというのは確かに難しいんですけれ

ども、ただ、経済界含め、例えば有識者の一部から

は、委員から御指摘のところの、今後10年間の新た

な振興計画の期間内に何らかの形でという声もござ

いますので、そういったこともしっかり受け止めて、

可能な限り早期の実現を目指して、行政としても全

力で取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○呉屋宏委員 じゃあ聞きますけど、この専門家会

議がね、皆さんに要請したのはいつね。

いいですよ、これね、私は資料見てますけど、2016年

の６月16日ですよ、翁長雄志知事にその中身を説い

たのは。そして、いろいろあって、翌年の17年には

ね、一般社団法人の国立沖縄自然史博物館設立準備

委員会ができたのが11月４日だ。これね、皆さんが

やっているわけじゃないんだよ、この準備委員会っ
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て東京にあるんだよ。専門家の皆さんが入ってこれ

をやっている、情けなくないか。ここにあるのか、

準備室が。私はね、この予算の在り方自体がおかし

いと思っていますから、委員長、これね、申し訳な

いけど、知事にこのことを私たちは告げないといけ

ないと思っていますから、これは総括質疑に加えて

ほしいと思ってます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から呉屋委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するように指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 これについては、知事に対して、こ

れは一般社団法人沖縄自然史博物館の委員から要望

書も出ていること、そして今度の振興計画にも入っ

ている。だから、僕はしっかりとした工程表と予算

をしっかりとつくることを知事に求めたいと思って

います。

これが決算を受けて、来年度予算にこれは反映さ

れることですから、基本的にここでやっておかない

と、来年度予算もまた同じようにつけとけばいいさ

ぐらいのものでは駄目だと思っていますから、よろ

しくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 呉屋委員からありましたただい

まの提起内容については、本日の質疑終了後に協議

いたします。

質疑を続けます。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 部長ね、ここはね、しっかりとやっ

ていかないといけないのは、皆さんさっきから言っ

ているんだけど、実は僕、水面下であなた方に使わ

れてるようなものだよ。経済界のトップと会ったり

ね、準備委員会からこのことが来るんだよ。27日に

も、その準備委員会を設立しようとして動いている、

だけどあなた方が直接経済界と会って動いてるのか

と。僕はそこが見えない。予算をつくって、そのと

おりにシンポジウムで予算を消化する、そんなふう

にしか見えなくて、準備室をつくるための努力とい

うのは、どんなことをしてるのかというのが分から

ない。教えて。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 先ほ

ども申し上げたんですが、今年度は事業推進会議と

いって、経済団体ですとか、学識経験者ですとか、

あと教育界の方を集めた事業推進会議を設置して、

そちらから行く行くは派生させた形で県民会議とい

うものを立ち上げて、県民会議の後に事務所的なも

のは設置されていくと考えております。

○呉屋宏委員 だから、さっきから言うように、こ

んなペースではね、できませんよ。例えば皆さん、

ここに久茂地交差点がある。来年８月かな、バスケッ

トのワールドカップがあるよね。あそこの柱に、大

きな選手の写真が置かれているよね。みんな、あれ

見てワクワクする。だけど、あなた方のこの国立自

然史博物館のポスターとか、そういうものってどこ

にあるの。どこかの箱の中にいかないと見えないん

だよ。これはどう思うのか。

○古波蔵みな子自然保護課生物多様性推進監 本年

度、パンフレットやポスター等を各市町村等に配布

しておりまして、あとのぼり等も作成して配布して

おります。そういったもので、のぼりだったら外に

置けば目につくと考えております。

○呉屋宏委員 これね、民間と今タイアップしてや

ろうとしているんだけど、２メートル掛ける３メー

トルの懸垂幕、テント地でできたね。そういうのを

企業に買ってもらって、そこの会社にね、張りつけ

てくれというものもやっていこうと思ってますよ、

民間ではね。もう、皆さん頼っていたってどうしよ

うもない。だから、我々は我々で一生懸命動かなけ

ればいけないなと思っているので、これ本当に、あ

る意味では命がけでね、あっちこっちの市町村を回っ

て、あっちこっちの企業を回って、こういうのを買っ

て自分の会社に張りつけてくれんかというような機

運を高めていかないといけないんだよ、目につくと

ころに。あなた方の限界だと思っている。だから、

あなた方は事務所の予算だけでもいいから、部長、

これ来年度予算にね、民間、あなた方が借りて、そ

こに出すつもりはないか。

○金城賢環境部長 先ほど来、担当の推進監からあ

りますとおり、まずは、県としては今年度、事業推

進会議を立ち上げて、将来的には県民会議という形

で全県的な音頭を盛り上げていきたいというふうに

考えてます。

一方で、今、呉屋委員からある、その事務所とい

うものの位置づけが明確ではないんですけれども、

例えばその県民会議をつくって、県民運動の活動拠

点としての事務所という形で、どんな形で設定がで

きるのかということについては、また今後の検討課

題だというふうな認識をしております。

○呉屋宏委員 その前にね、事務所を設置して、そ

こから僕は県民会議につなげたほうがいいと思って

いますから、これからもこれを一生懸命やっていき

ますけど、これがあることで、沖縄経済というのは

物すごく変わっていく。基地の島が沖縄じゃない。
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その学術専門者の皆さんが集まってきて、そこで研

究をする島が沖縄県なんだというのを僕は目指すべ

きだと思っていますから、これからも頑張りますけ

ど、決意表明だけ聞かせて。

○金城賢環境部長 国立沖縄自然史博物館について

は、地球温暖化でありますとか、人類と地球の持続

可能性の貢献ということと併せて、沖縄振興にも非

常に意義のあることだというふうに考えております。

それから、沖縄県がこの地域の―先ほど呉屋委員

からありましたけれども、平和的な意味合いで、こ

の地域における国際貢献という役割も果たせること

ができるだろうという認識をしておりまして、学術

会議でも重点大型研究計画に位置づけられたと、振

興計画にもしっかりと位置づけられています。

これは、県として当然、今後10年間、この目標に

向かって全力でやるということの計画でございます

ので、当然、そういう認識の下に、部局一丸となっ

てその実現に全力で取り組んでまいりたいというふ

うに思います。

○瑞慶覧功委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 先ほどの、まずギンネム対策です

けれどもね、その資源化という話があって、皆さん

中城湾にバイオマス再資源化センターってあるの分

かりますか。これ今、木材をチップ化して電力に入

れて、一緒に燃やして電気をつくるという仕事をやっ

ていますけど、そこの社長に聞いたら、できるよと

言ってましたよ、このギンネム。もう既にいろいろ

検討してるということですけれども、皆様方はそう

いうふうなことは把握していないんですか、分から

ないんですか。

○與那嶺正人環境再生課長 昨年度の外来種対策事

業の中でヒアリングした際には、バイオマス再資源

化センターとしては、堆肥工場との競合を避けるた

めに、生木は基本的に受け入れてないということで

今後検討したいという回答でしたので、その時点で

は受入れしてもらえないという理解でいます。

○照屋守之委員 生木を受け入れないのは当たり前

の話でしょう。これ乾燥させてチップ化するわけで

しょう。だから、そういう乾燥させる分、その運搬

はどうするかっていうのを県も一緒になって考えれ

ば、これ資源化できるわけですよ。当然でしょう、

生木をあんた、チップ化できないというのは、当た

り前の話じゃないですか。堆肥でもないですよ。だ

からチップ化して再資源化するということは、可能

性があるんですよ。ですから、皆さん方、前もって

そういうふうな情報が分かれば、先ほどのやり取り

も変わってるんですよ。これは検討してみてくださ

い、ぜひ、資源化。

○與那嶺正人環境再生課長 チップ化自体はできる

ということではあったんですけど、既存の堆肥業者

との競争を避けるために、現時点では生木は受け入

れてないということでした。おっしゃるとおり、今

後受け入れる可能性はあると思いますので、そこに

ついては検討していきたいと思うんですけれども、

ただ、受入れの費用がどうしてもかかると思います

ので、そこも含めて調べた上で検討したいと思いま

す。

○照屋守之委員 部長、そういうふうな答弁をさせ

たら駄目ですよ。議員がね、環境のためにこのギン

ネム対策が必要でしょうと、こうしたほうがいいん

じゃないでしょうかと。既に皆さん方はそういう情

報も取っていますよと、生木では駄目ですよと。だ

から生木、駄目なんですよ。だから、そうすると、

このバイオマス再資源化センター、あるいは電力等

々も含めて、どういうふうな形ですれば、それはチッ

プ化して再資源化できるかというふうなことを考え

ていけば、それはおのずと、幾ら予算がかかるとか、

そういうふうなものがあれば、それをじゃあどうやっ

て解決するかということを考えていけばいいわけで

しょう。そこをするのが皆様方の仕事よ。それを提

案されても、あれは駄目、これは駄目、これは駄目

と言ってさ、一向に進まないじゃないですか。環境

対策にもなるし、いいですか、これギンネムを全部

処分していくと。市町村も困っていますよ。そのギ

ンネムが取れれば、そこの土地を再活用できるんで

すよ。市町村もそういうのを望んでいる。ですから、

ぜひこれは部長が引き取ってしっかり検討してくだ

さい。可能性ありますよ、資源化の。

○金城賢環境部長 まさに県政の重要課題、ギンネ

ムに対してどういう対策を取っていくかという課題

がある中でも、委員から御提案がございました、再

資源化という形で活用ができるという提案がござい

ましたので、そこはしっかりと、電力、その相手方

に接触をしてしっかりと話を聞きたいと思います。

その上で、委員御指摘のとおり、様々な課題があ

ればその課題についてどういう解決策があるのかと

いうことを検討した上で、このギンネム対策につい

て、行政としてどういった対応ができるかというの

をしっかり考えていきたいというふうに思います。

○照屋守之委員 次に、これは令和２年からの大き

な課題だと私は捉えていますけれども、うるま市の

石川楚南地区の農業基盤整備に、これ企業局の処理

土、発生土が山積みにされています。これはまだ撤

去されていないんですよ。この処理土、私が見ても、
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これはやっぱり周辺環境に影響を与えている可能性

があると思っているんですよ。これ、環境部はどの

ように対応しているんですか。

○久高直治環境整備課長 株式会社Ａは、企業局に

は料金を支払って当該発生土を購入しているという

ふうに確認しております。同社は、以前から当該発

生土を原料とした改良土を生成、販売しており、再

生利用されてる実績があることから、現時点では廃

棄物には該当しないと考えています。環境部としま

しては、当該発生土の排出元である企業局が、この

Ａ社に対して保管状況や処理状況などの進捗を確認

することとしていることから、引き続き情報共有し

ながら必要な対応を行っていきたいと考えておりま

す。

○照屋守之委員 必要な対応といって、これ、企業

局はＰＦＯＳ等々も含めてのあの検査やりましたよ

ね。これが微量だということで問題ないというふう

なことなんだけど、これ今の時点で我々土木環境委

員会が見に行っても、なおかつ今、最近の時点でこ

ういう状況ですよ。こんな状況。これ、ここの場所

は、昭和58年から62年まで、56年から62年までかな。

団体農地開発事業で楚南地区の19.6ヘクタールを農

地としてずっと使っているわけですよね。これが二、

三年前からこういうふうな形で、このように積まれ

ている。これは、皆さん方はその買った土が産業廃

棄物じゃないとか何とかというけど、これ普通、一

見したら、この真っ黒なものが積まれてね、これは

下の処理もビニール敷いたりとかということもされ

てませんよ。こういう、これがずっとほったらかし

にされて、企業局はやりますと言って処理はしてい

るんだけど、まだこういう状況よ。だから企業局の

問題だけじゃなくて、環境という視点から、これもっ

と時間がかかるんだったらね、その周辺の環境調査

ぐらい皆さん方がやってさ、地域を安心させないと

いけないんじゃないんですか。これはうるま市の農

業委員会も絡んでいるから、大変なことなんですよ、

地域住民も含めてね。これは、とにかく企業局がそ

ういう形でやる、処分すると言っているから、それ

で収まっている。ところが、いつまでに処理できる

か分からない、そういう状況があるわけですよ。だ

から、環境の観点からすると、じゃあ周辺の環境ど

うなっているのかなとかというものをきちっと調べ

てさ、うるま市にも連絡して、地域住民にも説明し

て安心させてあげないと、環境には問題ありません

よというぐらいは、そういう動きぐらい皆さん方やっ

ていいんじゃないですか。どうですか。

○久高直治環境整備課長 まず、この現場について

は、やっぱり照屋委員がおっしゃるように、地元の

方だとは思うんですけれども、保健所のほうにちょっ

とそういった申入れがありまして、保健所がまずは

そこの現場を見に行って確認しているという状況で

今、廃棄物にはなってないというような状況と確認

しているというふうには聞いております。それと、

企業局では、今、企業局の情報では、すみません、

照屋委員の話と少しあれですけれども、着実に減少

してるというふうに何か企業局のほうは認識しては

いるようです。

環境部としましては、やはり照屋委員がおっしゃっ

ているような環境保全上、やはりそこについては注

視していく必要がありますので、保健所のほうで、

通常の廃棄物の監視など等も含めて監視をしている

ところでございます。

○照屋守之委員 監視って、何を監視しているんで

すか。あのね、こういう状況で、いつこれがなくな

るかもまだ分からないんですよ。だってあれ、県の

副知事あたりも現場行って、我々土木環境委員会も

現場を見に行ってね、向こうの農業委員会が来て、

じゃあこうしましょう、ああしましょうとやって、

片づけますと言っているでしょう。いつまでにこれ

をなくすということは、明確に言ってませんよ。ずっ

とこういう状況で、いまだかつてこういう状況があ

るわけですよ。で、ユンボはもちろんありますよね。

だから、そういう形で、一応、企業局も頑張って市

の農業委員会の理解をもらって、地域の方々の理解

をもらって片づけていますと、でもまだ残っていま

すと。ではそこの分に地域住民を安心させるには、

この状況が周辺の環境には影響を及ぼしてませんよ

というふうなことを、環境部の皆さん方が何らかの

調査をしてね、きちっとこういうデータです、大丈

夫ですよということはやってあげないといけないん

じゃないですか。それすらやらないで注視している、

何を注視するんですか。

○久高直治環境整備課長 基本的には、飛散・流出

等がないような形で現場で注視しているというとこ

ろもあります。あとは、企業局の情報を、もう着実

にこれが片づけられているかというのも注視してい

るところでございます。

○照屋守之委員 部長、環境部としてこれでいいん

ですか。こういう状況があるんですよ。それでこれ

はね、ずっと２年前からそういうようなことがあっ

て、農業委員会にも、この業者は了解をもらわなく

てね、ここに置いて、やむを得なく置いたんでしょ

う。多分一時的なものというふうな名目ですよね。

これは農業委員会にちゃんと正式にやったら農業委
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員会も厳しいと。県の農業会議だってそれを認めて

はいかんということになったわけですよね。それで

何とかしないといけないといって現場みんな見に

行って、うるま市の農業委員会も来て、こういうこ

とですからと言ったら、もうちゃんとやりましょう

ねと言って、理解をいただいてやっているわけです

よ。これが今、こういう状況ですよ。だったら、み

んな理解をもらって、ちゃんと県の立場もみんな理

解しながら、業者の立場も理解しながらやってもらっ

てね、まだこういう状況。そこはやっぱり環境部と

して、いや、周辺には影響ありませんよという、せ

めてそういうふうなものを、安心させるようなもの

はやって当然じゃないですか。これはいつ片づける

かも分からない。農地、国のそういうふうな事業で

やってきた19.6ヘクタールあるんですよ、こっちは。

そこの一角にこういうふうな状況になっている。そ

ういうことも含めて、部長、何らかの対応してくだ

さいよ。

○金城賢環境部長 この現場につきましては、私も

たしか４月に現場を確認しました。そのときに、実

は事業者の方がいらっしゃって、私の視覚的なもの

では段階的に行っているなという認識、過去のもの

と比べてですね。なおかつ、その事業者の説明では、

彼らの事業の進捗に応じてここのものを確実に減ら

していくというような説明を受けた記憶があります。

一方で、先ほど来課長が言ってるところの環境部

の関わりとしては、一つはこれが廃棄物に当たるの

かどうかというところの視点と、ただ、これは今、

事業者が有価物として活用していますので、廃棄物

に当たらないだろうというのが環境部の認識ですけ

れども、ただ一方で、先ほど来照屋委員から御指摘

のあるとおり、現在あるものに対して地域住民が非

常に不安に思っているということに加えて、農業委

員会からも農地の活用の在り方として問題があると

いう指摘もあります。ですので、まずはその環境上、

もう一方のところの環境上、この地域にあって、置

いて問題がないのかどうかというのはまた環境部の

視点として、この対策の検討の必要があるかなとい

うふうに考えております。

照屋委員からも冒頭ありましたけれども、この５か

所の浄水場から出ているものについては、基準値に

ついては毎年度検査をしてるんだということで、こ

のＰＦＯＳ濃度、検出限界値以下ということで、

0.026ミリグラムパーキログラムという数字があるよ

うです。その視点から言うと、即座に地域において

ＰＦＯＳが相当な影響を与えるという形では、値と

しては若干少ないのかなと思っておりますけれども、

委員の御指摘のとおり、環境上の視点から、この問

題に対してどういった対応ができるかというのは部

内でしっかり今、検討したいというふうに思います。

○照屋守之委員 次ですね、この前、新聞報道にも

ありますけれども、血中濃度調査を民間が進めて、

その内容が報道されていますよね。この血中濃度調

査について、環境部というのはどういうふうに関わっ

ているんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 ＰＦＯＳ

等の血中濃度調査の対応については、保健医療部に

おいて検討を行っているものと承知しております。

一方、ＰＦＯＳの人への摂取経路につきましては、

飲料水や食品などの経口に限られていることから、

環境部においては、普天間飛行場や嘉手納飛行場な

どの米軍基地周辺の湧水等を調査しており、その調

査の結果、暫定指針値を超過した湧水等については、

地元市町村等を通じ、飲用しないよう地域住民に注

意喚起を行っているところであります。また、調査

結果については関係部局と情報共有をしております。

ＰＦＯＳ等については、その特性等について不明な

点が多く、世界の研究機関において調査がなされて

おります。

環境部といたしましては、ＰＦＯＳ等の情報収集

に努めているところであり、入手した情報について

は、保健医療部等関係部局との情報共有を図ってい

るところでございます。

○照屋守之委員 この民間団体と環境部は連携して

いるんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 血中濃度

の調査に関しましては、市民団体のほうで独自に調

査をしております。

○照屋守之委員 連携はしていないんですね。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 協力はし

ておりません。

○照屋守之委員 こういう形で民間で調査をしてこ

ういう数字が出ていますよね。そうすると、これ沖

縄の環境というのは大きく変化してるという、そう

いうふうな認識でいいんですか、どうですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 ＰＦＯＳ

等を取り巻く環境といたしましては、ＥＰＡの飲料

水の生涯勧告値の見直しなど、諸外国においては基

準値等の見直しが行われております。また、県内で

は、基地周辺以外からもＰＦＯＳ等が検出されるな

ど、本県を取り巻く環境は変化してきていると考え

ております。県においては、平成28年度にＰＦＯＳ

等の全県調査を実施し、調査の結果、基地周辺の湧

水等からＰＦＯＳ等が検出されたことから、引き続
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き基地周辺の湧水等の調査を実施するとともに、国

に対し、水や土壌の基準値等の設定を求めたところ、

令和２年に公共用水域の暫定指針値が定められたと

ころであります。平成28年度の全県的な調査から５年

以上が経過していること、土壌中のＰＦＯＳ等の濃

度については、健康被害に対する県民の不安や懸念

が強いことから、令和５年度に水及び土壌の全県調

査を実施することとしております。

県としては、早急に土壌の基準値等が設定される

必要があると考えており、今後、県が実施する土壌

調査の結果なども示しながら、引き続き国に基準値

等の設定を求めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 これは、環境省が昨年作成した全

国平均と比較するということなんですけど、これは

全国的には環境省を主体にしてやっているんですか、

こういう調査は。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 環境省の

保健部門のほうでそういった調査を実施していると

いうように把握しております。

○照屋守之委員 いや、だからこれ、こういうこと

をやるのであればね、やっぱり県のしかるべき機関

が連携してそういう団体とかとやらないと、これ民

間は皆様方と関わりはないんでしょう、連携してな

いんでしょう。何で県が主体的にこういうことをや

らないんですか。どういう意味ですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 こういっ

たＰＦＯＳ等に関しまして、また、先ほどもちょっ

と説明させていただいたんですけれども、まだＰＦ

ＯＳ等に関しましては、情報が不確実な情報も数多

くございます。そのために、世界的に調査研究がな

されているというところがございます。環境部では、

そういった情報をどういったものがあるのか、そう

いったものを含めて広く情報収集に努めているとこ

ろです。その得られた情報につきましては、保健医

療部ですとか企業局、そういった関係機関にも、全

員に情報共有をしているところでございます。

○照屋守之委員 本来は、こういうのは県の機関が

積極的に公の責任としてやるべきですよ。何で民間

がそういうふうなことをやってさ、その得られた情

報を県が共有するの。おかしな話じゃないですか。

○金城賢環境部長 血中濃度に関してという前提で

お答えすれば、血中濃度に関しては、今、人の健康

に関わる問題として、保健医療部において所管をし

ておりますけれども、環境部としては、ＰＦＯＳが

蓄積されるというのは、水であったりとか食料であっ

たりという観点から、その水の調査、あるいは土壌

調査を今後やろうと思っていますけれども、そうい

う観点から対応しているということでございます。

○瑞慶覧功委員長 以上で、環境部関係決算事項に

対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後４時32分休憩

午後４時45分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容について御協議を

お願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括資料につ

いて、各総括質疑ごとに、これを提起しようとする

委員から、改めてその理由を説明した後、当該総括

質疑を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑（委員会協議用）の順番でお

願いいたします。

まず、項目１、本部港上屋の死亡事故に係る県の

対応の不備についての提起について、仲里全孝委員

お願いします。

○仲里全孝委員 この件につきましては、委員会で

も内容等を確認したんですけれども、まだ知事部局

の考え方、対応の在り方について不自然なところが

ありますので、知事に直接質問をさせてください。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

次に、項目２、令和３年度沖縄県内部統制評価報

告書の内容についての提起について、呉屋宏委員お

願いします。

○呉屋宏委員 ２番の件については、これ一つにま

とめたほうがいいと思うんですけど、私はこの決算

のね、内部統制評価報告書、これにどうも重要な不

備ではないというような報告が記されているので、

そこが気になって質問を三役に。これは総務部がま

とめた報告書ですから、そこに質問をさせてもらい

たいと思います。対応については、これ１番の項目

と一緒ですから、まとめてやったほうがいいと思っ

ています。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、項目を一つにまとめることにつ

いて協議した結果、項目１、２及び４を一

つにまとめることで意見の一致を見た。ま

た、項目３及び７についても提起者の呉屋

委員から一つにまとめたい旨の提案があり、
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そのことについて協議した結果、一つにま

とめることで意見の一致を見た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

項目１、２及び４を一つにまとめることとし、本

部港上屋の死亡事故に係る県の対応及び遺族に対す

る対応並びに令和３年度沖縄県内部統制評価報告書

の内容について反対の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

次に、項目３について、呉屋宏委員お願いいたし

ます。

○呉屋宏委員 項目３番と７番は予算の件ですから、

一つにまとめさせてください。予算の付け方がこの

ままでは駄目だと思っていますので、総括質疑とさ

せてください。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目、ハシゴ道路等

ネットワーク構築事業の予算の確保、国立沖縄自然

史博物館誘致に係る工程表の作成及び予算の確保に

ついて、反対の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

次に、項目５、工業用水南部地域への需要と供給

に係る県土の均衡ある発展についての提起について、

座波一委員お願いします。

○座波一委員 南部地域の工業用水に対する需要が

高いことから、今供給が対応できていないという現

実がありますので、配管のこの敷設替えも含めて、

県土の均衡ある発展のために、要するにこの沖縄の

振興発展に向けて、南部への工業用水を何ていうの

かな、これ導入をもっと増やすために提起していま

すが、タイトルはこれでいいと思ってますけどね。

タイトルはね。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

次に、項目６、沖縄県赤土等流出防止条例の改正

についての提起について、座波一委員お願いします。

○座波一委員 赤土流出防止対策は、これまで長い

間取られてきていますけれども、今の条例において

の対応には限界があると考えられます。というのは、

事業に対する防止策は取っても、耕作地域に対する

防止対策がこれがなかなか有効的にこの条例では働

いていないため、赤土汚濁防止を視野に入れた条例

改正が必要ではないかということで、このタイトル

のとおり提起してほしいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

見の表明を終結いたします。

総括質疑につきましては、以上のとおり報告する

ことといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いいたします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

結いたします。

○金城勉委員 委員長、テーマとは違うんですけど、

いいですか。

私の質疑の中の一部の言葉遣いにつきましては、

委員長の権限で適切に対応してください。

○瑞慶覧功委員長 はい。言葉の流れで―いろい

ろこじれている問題だったらあれですけど、うまく

いっている中での話ですので―一応確認します。

休憩いたします。

（休憩中に、対応を協議）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

先ほど金城委員から申出のありました件につきま

しては、委員長において後日記録を調査の上適切な

措置を講ずることとしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱うこととします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月25日火曜日正午ま

でにタブレットに格納することにより決算特別委員

に配付することになっています。

また、決算特別委員の皆様は、10月26日水曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定となって

おります。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 瑞慶覧 功
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令 和 ４ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和４年10月26日 (水曜日)

開 会 午前10時２分

散 会 午前10時33分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 総括質疑の方法等について

出席委員

委員長 仲 田 弘 毅君

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 小 渡 良太郎君 仲 里 全 孝君

石 原 朝 子さん 呉 屋 宏君

島 袋 大君 上 里 善 清君

当 山 勝 利君 照 屋 大 河君

島 袋 恵 祐君 瀬 長 美佐雄君

國 仲 昌 二君 平 良 昭 一君

金 城 勉君 當 間 盛 夫君

欠席委員

中 川 京 貴君

3ii4

○仲田弘毅委員長 ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。

総括質疑の方法等についてを議題といたします。

各常任委員長からの決算調査報告書につきまして

は、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、

昨日、タブレットへ掲載して決算特別委員に配付し

てあります。

休憩いたします。

（休憩中に、各常任委員会から報告のあった

総括質疑等について、事務局より説明。）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

理事会による協議のため、暫時休憩いたします。

（休憩中に、理事会開催）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

理事会の協議の結果を御報告いたします。

総括質疑の実施方法等については、慎重に協議し

た結果、次のとおりとなりました。

まず最初に質疑項目について、総括質疑の全てを

内容といたします。質疑内容については要旨の通り

可能な限り具体的に質問をするということにしてい

ただきたいと思います。

当該質疑事項につきましては、出席を求める者、

知事、両副知事、総務部長といたします。

２番目に、質疑方法及び時間につきましては、委

員長から代表質疑は行わない。委員からの各質疑は

一問一答方式とする。質疑時間につきましては、沖

縄・自民党15分、てぃーだ平和ネット６分、日本共

産党沖縄県議団６分、おきなわ南風、立憲おきなわ、

公明党及び無所属の会の皆さんはおのおの１人３分

ずつとするということであります。

次に質疑時間の譲渡につきましては、会派間での

譲渡はできないということに一致いたしました。

質疑順序につきましては、多数会派沖縄・自民党

から開始をしていただきます。

５番目に、質疑の重複がないようにぜひよろしく

お願いしたいと思います。

質疑通告につきましては質疑の内容は可能な限り、

具体的に記載をする。

最後に質疑通告の期限は明日、10月27日木曜日正

午といたします。

以上、御報告いたします。

お諮りいたします。

総括質疑の実施方法等については、理事会から報

告のあった協議結果のとおり決することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）

○仲田弘毅委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は終了いたしました。

次回は、10月28日金曜日午前10時から委員会を開

きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

決算特別委員会記録（第２号）
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 仲 田 弘 毅
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令 和 ４ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和４年10月28日 (金曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午前11時37分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県水道事業会計

第６回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第27号議案 て

２ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県工業用水道事

第６回議会 業会計未処分利益剰余金の処分

乙第28号議案 について

３ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県一般会計決算

第６回議会 の認定について

認定第１号

４ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県農業改良資金

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

５ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県小規模企業者

第６回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

６ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県中小企業振興

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

７ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県下地島空港特

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

８ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県母子父子寡婦

第６回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

９ 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県所有者不明土

第６回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第７号 いて

10 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県沿岸漁業改善

第６回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第８号 て

11 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県中央卸売市場

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

12 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県林業・木材産

第６回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第10号 について

13 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県中城湾港（新

第６回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第11号 別会計決算の認定について

14 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県宜野湾港整備

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第12号 て

15 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県国際物流拠点

第６回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第13号 決算の認定について

16 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県産業振興基金

第６回議会 特別会計決算の認定について

認定第14号

17 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県中城湾港（新

第６回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第15号 の認定について

18 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県中城湾港マリ

第６回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第16号 について

19 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県駐車場事業特

第６回議会 別会計決算の認定について

認定第17号

20 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県中城湾港（泡

第６回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第18号 別会計決算の認定について

21 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県公債管理特別

第６回議会 会計決算の認定について

認定第19号

22 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県国民健康保険

第６回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第20号 て

23 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県病院事業会計

第６回議会 決算の認定について

認定第21号

24 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県水道事業会計

第６回議会 決算の認定について

認定第22号

25 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県工業用水道事

第６回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

決算特別委員会記録（第３号）
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26 令 和 ４ 年 令和３年度沖縄県流域下水道事

第６回議会 業会計決算の認定について

認定第24号

出席委員

委員長 仲 田 弘 毅君

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 小 渡 良太郎君 仲 里 全 孝君

石 原 朝 子さん 呉 屋 宏君

島 袋 大君 中 川 京 貴君

上 里 善 清君 当 山 勝 利君

照 屋 大 河君 島 袋 恵 祐君

瀬 長 美佐雄君 國 仲 昌 二君

平 良 昭 一君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 玉 城 デニー君

知 事 公 室 長 嘉 数 登君

総 務 部 長 宮 城 力君

商 工 労 働 部 長 松 永 享君

感染防止経営支援課長 上 原 秀 樹君

土 木 建 築 部 長 島 袋 善 明君

教 育 長 半 嶺 満君

3ii4

○仲田弘毅委員長 ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。

総括質疑、令和４年第６回議会乙第27号議案及び

同乙第28号議案の議決議案２件並びに令和４年第

６回議会認定第１号から同認定第24号までの決算

24件を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事、両副知事及び総務部

長の出席を求めております。

これより総括質疑を行います。

なお、総括質疑につきましては、10月26日の決算

特別委員会において決定したとおり、１、出席を求

める者は、知事、両副知事及び総務部長とする。２、

質疑事項は、タブレットに掲載している総括質疑一

覧のとおりとする。３、質疑の方法は、一問一答方

式とする。４、質疑の順序は、多数会派順とする。

５、質疑の時間は、答弁を含めず、沖縄・自民党15分、

日本共産党沖縄県議団６分、立憲おきなわ３分、無

所属の会３分とする。６、会派間の質疑時間の譲渡

は、できないものとする。７、重複する質疑は避け

る。となっておりますので、御承知おき願います。

これより各委員の質疑を行います。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さんおはようございます。

通告しております私の総括質疑の質疑内容を１項

目ずつ行いたいと思います。

まず初めに、１、令和３年１月沖縄県立高等学校

生徒の自死事案に関する第三者再調査委員会の現況

について伺います。

１、第三者再調査委員会の所管を知事公室特命推

進課ではなく、総務私学課とした根拠についてお伺

いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○玉城デニー知事 仲里全孝委員の御質問にお答え

いたします。

令和３年７月26日沖縄県議会から県立高校生自死

事案について、全容解明のための再調査等を求める

決議を受けて、第三者再調査委員会の設置・運営に

係る所管部局について協議を行いました。

その結果、知事と教育委員会が教育の重要事項に

ついて協議する総合教育会議を所管しているという

ことから、総務部に所管させるということにしたも

のであります。

○仲里全孝委員 今内容からして、沖縄県、行政組

織であります規則の第11条を紹介してください。

○宮城力総務部長 行政組織規則の第11条は所管疑

義の裁定とありまして、所管の明らかでない事務が

ある時は、知事公室内にあっては公室長が、部内に

あっては部長が、出納事務局内にあっては会計管理

者が部等間及び部等と出納事務局相互にあっては知

事がその所管を定めるとされております。

○仲里全孝委員 そのとおりであります。

これは、やはり重要な事項として皆さんがホーム

ページにも、御遺族の要望や県議会における決議を

重く受け止め、知事部局において第３者による再調

査委員会を設置することとしております。

そこでなんですけれども、これ、知事が特に設置

を必要と認めた事項でありますので、特命事項とし

て処理すべき事案じゃないかなと思うんですけれど

もいかがでしょうか。

○宮城力総務部長 知事公室特命推進課は、行政組

織規則第９条に基づき設置された課でございます。

所掌事務は設置規定において、知事の特命事項の調

整及び処理に関すること、そして括弧をしまして、

他部、他課の所掌に属するものを除くとしておりま

す。

今回の第三者再調査委員会の所管の決定に当たり

ましては、事案の内容、それから所管事務との関連

性や合理性等を検討した上で総合的に判断した結果、

総合教育会議を所管する総務部において所管するこ
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ととしたところでございます。

○仲里全孝委員 今再三確認するんですけれども、

この事案は特命事項について、特命事項として取り

扱うべきではなかったのかなということです。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

特命推進課については、現在里親委託解除事案に

係る調査委員会等々抱えておりまして、この調査委

員会については、特に迅速な対応が必要なこと、そ

れから調査委員会の設置当時、子ども生活福祉部に

おいて、里親との間に裁判を２件抱えていたことか

ら、中立的な立場の調査が必要というような判断か

ら、特命推進課のほうにおいては、現在里親委託解

除事案に関する調査委員会というものを所管してお

ります。

○仲里全孝委員 里親の件に関しても、文厚委員で

中身を質疑しておりますからよく知っているんです

よ。いや、今回の事案なんですよ。生徒が自ら自死

事案に関して、特命事項に当たるんじゃないですか

ということなんです。いかがでしょうか。

○宮城力総務部長 所管をどちらにするかというこ

とで色々協議いたしましたが、事案の内容、それか

ら総務部が所管しております―繰り返しになりま

すが、総合教育会議、この関連性、それから合理性、

これらを検討した結果、総合的に判断し総務部にお

いて所管するとしたところでございます。

○仲里全孝委員 総合的に判断したのは分かるんで

すよ。事案が事案なものですからね、これは特命事

項として取り扱う、処理すべきではなかったのかな

ということなんですよ。これ知事はどういうふうな

考えでしょうか。

○玉城デニー知事 重複するようで申し訳ないので

すが、今回議会の決議を受けたこと、それから御遺

族の意思を確認をさせていただいたことなど、やは

り第三者再調査委員会の設置によって、さらに丁寧

に調査をすべきであるということについて鑑みて協

議をしたものであります。

その結果、やはり私と教育委員会が教育の重要事

項について総合教育会議というのを所管しておりま

すので、やはりこれは教育全般に係る問題であると

いうところから、所管している総務部にしっかりと

調査をしてもらうということで所管させることとし

たものであります。

○仲里全孝委員 総務部総務私学課で、現在休職者

はいますか。

○宮城力総務部長 休職している者は何名かおりま

す。

○仲里全孝委員 何名でしょうか。

○宮城力総務部長 10月１日時点で休職者は、総務

私学課内で２人でございます。

○仲里全孝委員 そういう中で、皆さんは最終報告

書をいつ提出される予定ですか。

○宮城力総務部長 昨年11月に委員会を立ち上げま

して、今年の１月に第１回会議を開催し、そのとき

に月１回のペースで開催するという委員会での運営

方法を決定し、今、月１回のペースで会議を行って

おります。

聞き取り調査等も今行っているところでございま

して、いつ頃というのは明示することは難しい状況

でございます。

○仲里全孝委員 いつ頃というのは明示するのは難

しい。その難しい理由は何ですか。

○宮城力総務部長 この会議は非開示、非公開とい

うことで今運営しているところでございます。事案

にも個人情報等の、取扱については非常に丁寧にす

る必要がございます。そしていろんな方から今聞き

取りを行っているところでございますが、その対応

者についても個人情報に触れるところがありますの

で、非常に慎重にかつ丁寧に対応する必要があると

いうところで、この調査が、あるいは分析等々がい

つまでかかるのかというのは、今時点で申し上げる

のは非常に難しい状況でございます。

○仲里全孝委員 もう既に１年以上であるんですよ。

計画も月に１回委員会を設置するというふうな報告

も受けております。それなのにまだこれ最終報告め

どがつかないんですか。

○宮城力総務部長 御遺族の方に対しましては、会

議終了後にこの再調査委員会の委員長より議事内容

を御説明するとともに、後日議事概要を事務局から

お伝えしております。進捗状況については、当事者

であります御遺族には伝えておりまして、丁寧な対

応に心がけているところでございます。

○仲里全孝委員 次に移ります。

２番の元教諭を懲戒免職にしたことで事案究明が

困難となっているのではないか伺います。

○半嶺満教育長 まずこの教諭の免職に至った経緯

でありますが、本件につきましては教育委員会が設

置をしました第三者調査チームが調査を行いました。

その後、県教育委員会の服務担当部署においても独

自に調査を行っております。その結果として、生徒

の自死は顧問の不適切な指導が継続的に繰り返され

たことが要因であることというふうに判断しまして、

元教諭の懲戒処分を検討するために、令和３年に分

限懲戒審査委員会を開催いたしました。その委員会

は、懲戒免職が相当であるとの意見を教育長に報告
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をし、これを受けて県教育委員会会議に付議をしま

して、懲戒免職を決定したところでございます。

○仲里全孝委員 教育長、それは委員会の中で報告

受けております。今最終報告もいつになるか分から

ないのに、この事件の事案の究明は困難になるんじゃ

ないんですかと問うているんです。

○半嶺満教育長 今この第三者調査を実施されてい

る経緯等を説明をいただいているところであります

けれども、その調査がしっかりと進むように、県教

育委員会としましても、この委員会のさまざまな求

めに応じて今丁寧な対応に努めているところでござ

います。

教育委員会として、第三者委員会の求めに応じま

して、教育委員会が持ち得る資料を提供しておりま

す。また、再調査の対象となる教職員等の聞き取り

調査に関しましても、再調査委員会からの依頼を受

けまして、学校へ依頼文書を発出するなどそういっ

たことに努めまして、我々も教育委員会も第三者再

調査委員会の調査に協力等努めているところでござ

います。

○仲里全孝委員 当事者ももういないですよね。当

事者も。処分を行った教育委員会、元教諭、管理監

督すべき立場にあった学校長、そして再調査を引き

受けた知事自身の責任を伺います。

○玉城デニー知事 再調査を引き受けました私の責

任につきましては、まず御遺族からの要望や県議会

からの決議を踏まえ、令和３年11月に本件に係りま

す第三者再調査委員会を総務部に設置をいたしまし

た。そして、第三者再調査委員会の所掌事務といた

しましては、自死原因の考察や再発防止の提言など

を行うことのほか、本件学校及び県教育委員会の対

応につきましても調査対象としているものでありま

す。

調査を終えた時は報告書が作成され、知事である

私に報告されるということになっておりますので、

この報告書の内容については教育委員会と情報共有

を図り、再発防止につなげていきたいと考えている

ものであります。

○仲里全孝委員 最終報告もまだ終わっていないの

に、県民に公表もしていないのに、教諭は懲戒免職

にした、教育委員会はどうなっていますか。

○半嶺満教育長 本件につきましては、教育委員会

が設置をしました第三者調査チームの調査及び県教

育委員会の調査におきまして、生徒の自死は顧問の

不適切な指導が継続的に繰り返されたことが要因で

あると認められたことから、この顧問の処分を行っ

たものでございます。

○仲里全孝委員 教育長、部活動での指導に問題が

あったから懲戒免職にしたんでしょう。管理責任は

どうなっていますか。部活動での指導の中に問題が

あったんでしょう。

○半嶺満教育長 この事案につきましては、管理者

であります校長、そしてその校長を管理します設置

者としての教育委員会、この両方に責任があるとい

うふうに考えております。

まず、学校は校内における教育活動について生徒

を保護する義務がございます。本件事案に関しまし

ては、顧問の言動について把握できなかった点など、

顧問による不適切な指導を止められなかったことに

ついて、学校の管理者である校長にも責任があると

考えております。

また、県教育委員会は学校の設置者として、本件

のような事案が起こらないよう県立学校を指導する

責任があると考えております。このような事案が繰

り返されないように、教職員の人権意識の向上や、

部活動等の在り方に関する方針―改訂版を出しま

したけれども、その徹底を図るなど、しっかりと再

発防止に取り組んでいきたいと考えているところで

す。

○仲里全孝委員 その中身知っているんですよ。学

校長の処分はどうなっていますか。教育委員会の処

分はどうなっていますかと聞いているんですよ。通

告してありますよ、私は。

○半嶺満教育長 教育委員会の責任につきましては、

やはりこのような事案が二度と繰り返されないよう

に、再発防止に努めていく、これが教育庁としての

責任であると考えているところです。しっかりとこ

の責任を果たしていきたいと思います。

○仲田弘毅委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲里委員より学校長の責任につ

いて通告に基づき答弁するよう要望があっ

た。）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 管理監督責任は、部下職員の非違

行為、これを防ぐ措置を取らなかったことなどに対

する責任でございます。責任を問うに当たり、まず

部下職員の非違行為を特定する必要がございます。

沖縄県教育委員会懲戒処分の指針においても、指導

監督不適正の責任を問う場合、部下職員が懲戒処分

を受けるなどの場合で管理監督者としての指揮監督

に適正を欠いていたことが要件となっております。

今回の件につきましては、顧問の処分を行う前に

処分を行わなかったという状況でございます。
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○仲里全孝委員 管理責任者、任命権者、皆さん何

も責任取っていないですよ。これで県民が本当に納

得しますか。

次に移ります。

２番、本部港上屋死亡事故に係る県の対応及び遺

族に対する対応、並びに当該事故に係る令和３年度

沖縄県内部統制評価報告書の内容について。

（１）本部町から修繕の要望があったが、知事は

いつ誰からどのような報告があったのか伺います。

○島袋善明土木建築部長 施設の修繕要望について

は、土木建築部において対応をしております。

本部町から県北部土木事務所への修繕要望は、令

和２年１月23日にメールにて、令和３年４月19日に

電話にて行われております。令和２年１月23日のメー

ルでは、雨水がたまりやすく、経年劣化、潮風によ

る腐食が原因と考えられる。現在無理矢理引っ張っ

て開閉し、かなりの過重がかかる箇所のため、どん

どん悪化すると思われる。修繕は大規模な作業にな

ることが予想され、現場確認の上、早めの対応を依

頼するとの内容でした。また、令和３年４月19日の

電話では、上屋扉のレールの調子が悪く、開閉しづ

らいため修繕してほしいとの内容でありました。

○仲里全孝委員 部長の今の答弁、私委員会で聞い

たんですよ。その内容。

○仲田弘毅委員長 休憩いたします。

（休憩中に、仲里委員から知事はいつ報告を

受けたのかについて質疑しているので、そ

の内容を答弁するよう確認があった。）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 まず、いつ説明があったのかと

いうようなことに関しましては、令和３年５月27日

に事故が発生した翌日、私及び謝花副知事の秘書へ

そのような事故があったということで報告をいただ

いております。その内容につきましては、先ほど土

木建築部長が答弁をしていただいているような、そ

ういう経緯も含めての報告でありました。

○仲里全孝委員 沖縄県は、死亡事故が起きてから

上層部に、上司に報告するんですか。１年前報告が

あったんですよね。修繕をしてほしいと。その間何

も、副知事にも知事にも報告されていないんですか。

○島袋善明土木建築部長 今回の港湾の施設に関す

る修繕の要望でございますけれども、毎年度、各市

町村をはじめ、各土木事務所から港湾の修繕につい

ては要望が上がってございます。それについては、

基本的には土木建築部内での検討ということで、都

度詳細については知事のほうへは報告はしておりま

せん。

○仲里全孝委員 そのとき報告していたら事故は防

げたんですよ。なぜ知事は１年余りも欠陥である施

設を使用させたんですか。欠陥なんですよ、欠陥。

○島袋善明土木建築部長 対応しました土木事務所

におきましては、扉が開閉しづらいとのことであっ

たため、本件入口の危険性が差し迫ったものである

との認識を有しておりませんでした。

以上です。

○仲里全孝委員 認識していませんでしたと。それ

でこのことが通りますか。再三本部町が改善してく

ださい、危ないですよと。何回もあったんでしょう。

なぜ、知事は１年余りも遺族への見舞金を出さない

のか。その理由をお願いします。

○玉城デニー知事 令和３年５月に発生しました本

件本部港の上屋死亡事故の原因については、警察が

捜査を行っているところです。県においては、同年

の10月、事故に至った要因を整理分析し、再発防止

や管理体制の在り方について検討を行う本部港上屋

事故に係る再発防止検討委員会を設置し、令和４年

３月に報告書が県に提出されております。その報告

書でも、本件事故の要因についていろいろ報告がさ

れておりますが、御遺族への補償に関しましては、

警察による捜査が行われており、原因及び責任の所

在を明らかにされ次第、県として真摯に対応してい

きたいと考えております。

○仲里全孝委員 県警の調査と見舞金と―私県警

の調査を確認していませんよ。なぜいまだに遺族へ

の見舞金を出していないんですかということです。

明らかに県の管理不備でしょう。

○島袋善明土木建築部長 御遺族へのお見舞い金に

つきましては、その性質、法的な根拠について検討

する必要があると―法律上の規定について確認す

る必要があるということで、現在検討しているとこ

ろでございます。

○仲里全孝委員 そうじゃないですよ、行政の在り

方は。県の管理不十分で、管理不備で起きた事故な

んですよこれは。

次に移ります。

すみません、３番飛びまして４番お願いします。

沖縄県赤土等流出防止条例の改正についての使用

性について（１）現在県が実施している赤土等流出

防止対策は十分に機能しているか知事にお伺いしま

す。

○玉城デニー知事 沖縄県では平成６年に沖縄県赤

土等流出防止条例を制定し、平成７年から施行して

おりますが、同条例では開発現場における赤土等流
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出防止対策として、発生源対策や流出濁水対策、濁

水最終処理対策などを規定しております。

条例施行後、これらの対策の実施により、沖縄県

全域の年間赤土等流出量は、令和３年度には条例施

行前の平成５年度に比較し、約５割減と大幅に削減

をしており、このうち開発事業においては約８割、

農地においては約４割削減しております。

○仲里全孝委員 以上です。

ありがとうございました。

○仲田弘毅委員長 引き続き、呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 立っても座っても一緒だから、立っ

てからやりましょうね。見えないので。

まず、私通告しているんですけれども、沖縄の経

済は疲弊しているのか、県民は困窮しているのか、

知事の認識を伺いたいんだけれども、どうでしょう

か。

○玉城デニー知事 一般的に考えまして、この３年

近くの新型コロナウイルスの感染拡大による影響、

さらには原油、飼料等の高騰による世界的な金融状

況の悪化によって、県経済は大きな影響を受けてい

るものというように考えております。

○呉屋宏委員 それでは、令和３年もそうだけれど

も、多額の財政調整基金が積み上がるんだよね。県

民は苦しんでいるけれども県庁の預金は増やしてい

るという、こんな考えでいいんですか、知事。

○宮城力総務部長 令和３年度の財政調整基金は

450億円余りということで、過去最高という水準に

なっております。例年ですと200億程度の残高があっ

て、この数年間、毎年100億程度を取り崩して、その

残った100億程度で当該年度の財政需要に対応すると

いう取組を行ってまいりました。令和３年度にあっ

ては県税収入が非常に伸びたこと、譲与税も含めて

なんですが、それも加えて令和４年度の収支不足額

が、例年100億程度取り崩していたところ230億取り

崩すというところもあって、350億程度に積み上げる

としたところ、決算の不用、あるいは２月補正予算

後の税収の伸び等もありまして、さらに100億積み上

がり、今450億の水準になっているところでございま

す。

ため込むというのを意識しているわけではなく、

次年度の予算編成も見据えた上で財政調整基金の水

準の管理を行っているところでございます。この約

450億については当初予算、それから補正予算を取り

崩して今対応することとしているところでございま

す。

○呉屋宏委員 今の話はもっともらしく聞こえるん

だけれども、ただあなた方は県税収入、これはいつ

も上振れするわけさね。実際に予算を組んだよりも

税収は高いんだよ。そうじゃないの。これがマイナ

スになったことはありますか、この二、三年。

○宮城力総務部長 例年歳入予算の見込みに当たっ

ては、過大な見込み方にならないように固めに見積

もっているところでございます。委員がおっしゃる

過小の歳入になったかというと、最終予算よりもい

つも上振れするというところで、過大見積りという

のは今発生していないところです。

○呉屋宏委員 知事、今の話を聞いていて、総務部

長との議論を聞いていて知事は―僕は聞きたいん

だけれども、令和３年度の決算、この報告を知事に

いつ誰がやったの。

○玉城デニー知事 令和３年度の決算につきまして

は、令和４年７月15日に会計管理者から決算書等の

提出がありました。議会の認定に付するためには監

査委員の意見が必要なことから、決裁の過程で概要

版により内容の確認を行っております。

なお、財政調整基金の残高については、決算書等

には３月末時点の残高のみが記載されているという

ところです。また、財政調整基金の状況については、

予算編成の調整時に総務部より適宜説明を受けてお

ります。

○呉屋宏委員 皆さん幹部クラスなんだから、副知

事も知事も入って、代表監査の意見も聞いて、今度

の決算、令和３年度の決算はこうだったよねと。そ

して令和５年はこうしようねというような、こうい

う会議をやっているのか。やっているんだったら、

その会議の議事録が欲しいんだよ。どういう会議を

しているのか。どうですか、知事。

○宮城力総務部長 先ほど知事から答弁ありました

とおり、予算編成時に財政調整基金の見込みが幾ら

程度になるというような説明をした上で、予算編成

の調整を行っているというところでございます。

○仲田弘毅委員長 休憩いたします。

（休憩中に、呉屋委員から補足説明があった。）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

宮城力総務部長。

○宮城力総務部長 決算を受けてということよりも、

毎年度６月補正、９月補正、あるいは臨時の補正予

算の編成もございます。そのたびに―いつも予算

の説明資料で財政調整基金の残高は幾ら程度になる

という１行も示しているところでございます。そこ

も含めて、知事はじめ副知事等と予算の調整をして

いるところです。

○呉屋宏委員 これはどうも総務部長とやったって

はぐらかして言わないんだけれども、僕はこの決算
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特別委員会の大切さというのは、次年度の予算にど

う生かすかということが大事だからこういう質疑を

しているわけですよね。その流れを僕らは見たいわ

けだよ。意地悪するためにやっているわけじゃない

よ。予算は予算でもちろん皆さんは会議をしてやる

んだろう。決算がどうやって反映されているかとい

うことは、しっかりと僕らは二元代表制の中の一方

で、我々はそこはしっかり皆さんに問いかけなけれ

ばいけないと思っています。そこだけ注意して、そ

ういう資料があったらください。

２番、うちなーんちゅ応援プロジェクト、この内

容について知事はどう考えていますか。

○玉城デニー知事 うちなーんちゅ応援プロジェク

トは、感染防止対策として休業や営業時間の短縮要

請に応じていただいた飲食店等に対して協力金を支

給する事業で、これまで10期にわたり述べ約10万

6000件、総額約1590億円を支給してまいりました。

本事業を含め、国及び県による様々な人流抑制の

施策により、新型コロナウイルス感染症の感染者の

減少につながったと考えられることから、要請期間

においては重要かつ必要な施策であったと考えてお

ります。

○呉屋宏委員 これは重要な今プロジェクト、事業

だと。そのとおりだと思いますね。

しかし、私は今月も聞いたんだけれども、去年の

３月から抑制された居酒屋、あるいは夜の飲食を伴

うようなところが、今あなたのところはできません、

できます、そうじゃなくて、宙に浮いているのが何

％ぐらいあるのかちょっとお聞きしたいんだけれど

も。

○上原秀樹感染防止経営支援課長 今のお答えです

けれども、支給をしていない件数ということでよろ

しいでしょうか。不支給というか、まだ支給が終わっ

ていないという件数なのかちょっと分からなかった

ので、すみません。

○仲田弘毅委員長 休憩いたします。

（休憩中に、呉屋委員から補足説明があった。）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

上原秀樹感染防止経営支援課長。

○上原秀樹感染防止経営支援課長 先ほど委員は令

和３年とおっしゃっていましたが、令和２年から令

和４年の１期から10期までで、不支給の件数は約

4000件ございます。

以上です。

○呉屋宏委員 知事、これはさっきあなたが言った、

うちなーんちゅ応援プロジェクトは大事な事業だと

おっしゃる。4000件がまだ答えが出ていない。これ

はお金に余裕がある人たちがもらっているんですか。

この4000件は皆さんどうするつもりでいるの。私は

今月も１週間前も、実際に支給がされない、３月か

らずっと待たされて、１年半待っていますよと。そ

れでも答えが出ない。何で答えが出ないのか僕には

理解ができないんだけれども、知事、こういうとこ

ろを気遣って―この4000件はどうしたいと思って

いるの。知事のスタンス。商工労働部はいいよ。ど

うせあなた方は答え出し切れなかったんだから、今

まで。知事の見解を聞いているんだよ。

○上原秀樹感染防止経営支援課長 すみません。も

う一度、ちょっと訂正の意味でお答えさせてくださ

い。

○仲田弘毅委員長 休憩いたします。

（休憩中に、感染防止経営支援課長から補足

説明があった。）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

今のところをもうちょっと詳しく、簡潔に答弁し

ていただけませんか。

松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長 大変失礼いたしました。

うちなーんちゅ応援プロジェクトですけれども、

１期から10期までございますが、その間のトータル

の申請数というのが11万3133件ございます。その中

で不支給というものは先ほど申し上げました約

4000件ございますけれども、これは申請いただいた

のに対して要件に合致しないであるとか、取下げと

か、全て含めて4000件ということでございます。今

委員の御質問にありますような支払えないでいると

いうものに関しましては、現在疑義が残っているも

のは100件ということになってございます。

○呉屋宏委員 だからさっきから言うように、100件

でいいさ。つまり3900件は要件を満たさなかったと

いうことでしょう。だけど100件は答えがまだ出てい

ない。この出ていないのはいつ出すの。来年ね、再

来年ね。

○松永享商工労働部長 これにつきましては、全力

を挙げて今調査をしながら、該当する事業者の皆さ

んともやり取りをさせていただきながら、できるだ

け早いタイミングでその結論を出して、支給になる

のかあるいは不支給になるのかというところの判断

をしていきたいというふうに考えております。

○呉屋宏委員 これは皆さん、事業をやるにはえて

してそういうところはある。分かる。しかし、あな

た方はこの事業の申請を委託したんだよ。委託業者

がどう切るかということにしか我々は見えないわけ

よ。この100件について、直接あなた方が入っていか
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ないといけないんだよ。委託事業者がやっているか

ら問題なんだよ。知事はどう思う、これ。

○松永享商工労働部長 今委員からございましたよ

うに、当初件数に関して申請処理をしているときに

は委託でお願いしていまして、委託事業者のほうで

処理をしてございました。一通りその支給が終わっ

た段階では委託を終えておりまして、今県職員のほ

うで対応しているということですので、この100件に

関しては県職員のほうで一件一件丁寧に対応してい

きたいというふうに思っております。

○呉屋宏委員 さっきから言うように、いつまでに

やるの。１日１件やったって100日だよね。

○松永享商工労働部長 100件に関しましては、やは

りいろいろやり取りがあったり、あるいは現場での

確認があったり、あるいは書類を見せていただいた

りということがございますので、いつまでにという

のはなかなか難しいお答えになりますけれども、で

きるだけ早いタイミングで解決を図っていきたいと

いうふうに考えております。

○呉屋宏委員 これで時間を潰すわけにいきません

から、次のところに行きます。

振興計画のハシゴ道路ネットワーク、この道路計

画というのは、知事、うまくいっていると思います

か。知事の所見をちょっと聞きたい。

○玉城デニー知事 ハシゴ道路等ネットワーク構築

事業は、南北軸となる３本の柱と東西の連絡を強化

し、バランスの取れた道路利用を推進することによっ

て渋滞緩和を図ることを目的として実施しておりま

す。現在、地域連携道路事業費補助、社会資本整備

総合交付金、それから沖縄振興公共投資交付金の予

算などを活用して事業を実施しているところであり

ます。

○仲田弘毅委員長 休憩いたします。

（休憩中に、呉屋委員から計画がうまくいっ

ているかについて知事の所見を聞きたいと

の確認があった。）

○仲田弘毅委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 この沖縄振興公共投資交付金の

減額などの影響は、その事業の進捗に非常に影響を

及ぼしているということは認識しておりますが、今

後は他府県の事例や別の事業メニューについての調

査・研究を行い、他の財源の確保、起債事業や新た

な補助金等の積極的な活用についても検討しながら、

引き続き事業の推進に向けての予算の確保に努めて

いきたいというように考えております。

○呉屋宏委員 知事、率直に聞きます。沖縄の都市

化された那覇を中心とする中部まで、これは渋滞を

しているんですか、渋滞していないんですか。認識

をお聞きします。

○玉城デニー知事 人口の約８割が集中する沖縄本

島中南部においては、ところどころにおいては非常

に深刻な渋滞が、そういう状況があるということは

認識をしております。

○呉屋宏委員 知事にそういう認識があるのであれ

ば―僕は一般質問でもやったはずだ。我々は90％

補助金で、振興計画の中では高率補助で今道路を造っ

ている。県道を造っている。単純に言えば、100億あ

れば1000億の道路事業ができる、この10年で。これ

をどこかでやるということをやらなければ、今まで

どおりだらだらと予算の配分、それだけをやって終

わるような感じがするんだけれどもどうなんですか。

これをやろうという気持ちにならないのか。1000億

投下して渋滞をこの10年で片づけるという表明、今

日したらどうですか。

○玉城デニー知事 新沖縄21世紀ビジョン基本計画

では、体系的な道路ネットワークの構築を基本施策

として位置づけております。その主な内容としては、

先ほど申し上げましたが、沖縄本島の南北軸と東西

軸を有機的に結ぶはしご道路、それから那覇都市圏

の交通容量の拡大や交通経路分散に寄与するために

２環状７放射線の整備、そして短期的な渋滞対策で

あるボトルネック対策などについても、この新沖縄

21世紀ビジョン基本計画でも着実に解消に向けて取

り組むということで位置づけております。

○呉屋宏委員 いや知事、それは分かるよ。分かる

けれどもできないんでしょう。鉄軌道もできない。

ＭＩＣＥもできない。渋滞も緩和できない。何でこ

この中に書かれればできると思っているの。そこに

力を入れる、魂を入れるかどうかなんだよ。魂が入っ

ていないんだよ。書けばいいってもんじゃない。

僕はもう一つ質問があるから、これは締めますけ

れども、知事、今言うようなものでいえば、沖縄振

興計画の中で国立自然史博物館の誘致なんかも入っ

ていますよ。これに魂を入れるかどうかだよ。どう

思いますか。

○玉城デニー知事 国立自然史博物館の設立につい

ては、日本学術会議などによる長きにわたる設立に

向けた取組が行われてまいりましたが、まだ設立の

決定は国において行われておりません。沖縄県とし

ては、設立の実現に当たってはやはり国民の理解を

得ることが必要であるということで、県民、経済団

体、学識経験者等が一丸となった取組が重要だと考

えています。そのため、今年度は県内や東京での企
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画展の開催、規模を拡大したシンポジウムの実施、

県内経済界の関係団体ですとか学識経験者等を構成

員とする事業推進会議の設置など、機運の醸成を図

る取組をしっかり強化していきたいというように考

えております。

○呉屋宏委員 僕はこの問題を去年の決算のときに

初めて知って、そこから１年間、僕は一緒に歩んで

きましたよ。だが、500万だったのを2500万にすれば

これがちゃんとできるのといったら、できるわけが

ない。僕は最初に２億5000万かなと思ったら、2500万

じゃない。僕は昨日経済界のある大手の会社の社長

と会って、お願いだから一緒にやってくれないかと。

民間の団体をつくりましょうよと呼びかけてきた。

そういうこともずっとやっている。

だから僕が言っているのは、ここの問題なのは予

算と、それを環境に置いたら駄目。これは観光と商

工と環境の３つの部からプロジェクトチームをつく

らないといけない。そしてそこに予算を流す。これ

が大事なことであって、あなた方が環境に流してい

る予算なんか年間0.5％でしょうが、全予算の。１％

もない環境でどうやってこれができるの。だから３つ

の部署を一つにした副知事直轄の部署をつくって、

そこに予算を人材を投与する。知事はやる気がある

かどうか、最後に答えを求めます。

○玉城デニー知事 先ほど申し上げましたけれども、

やはり委員御案内のように観光関連、環境関連、経

済関連の方々にも加わっていただきながら、学術会

議との連携、それから経済団体等の機関との連携、

県民会議を設置するなど、国立沖縄自然史博物館設

立の早期実現に向けては、我々も全庁を挙げて取り

組むという方向性で進んでいきたいと思います。

○仲田弘毅委員長 呉屋委員の質疑は終わりました。

引き続きまして、瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 ワシントン駐在員の活動事業の

成果について伺います。

まず、ワシントン事務所駐在員―2015年に設置

されていますが、初めての設置という点で活動も大

変だったと思いますが、その設置当初と現在の活動

の変化について伺います。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

ワシントン駐在は、米国政府や連邦議会関係者等

に対し、沖縄の基地問題に関する正確な情報を発信

を行うとともに、辺野古新基地建設問題をはじめと

する沖縄の基地問題の解決を求めるなど、精力的に

働きかけを行っております。

ワシントン駐在の面談等の実績につきましては、

2021年度は1072名となり、2015年度の190名に比べ約

5.6倍と大幅に増加し、特に連邦議会関係者との面談

等が大きく増加しております。また駐在の情報収集

の件数につきましても2021年度は154件であり、これ

は2015年度の17件の約９倍に大きく増加しておりま

す。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 ワシントン駐在員の設置以降、

この間発展されてきた実績、成果について伺います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

ワシントン駐在はこれまで約７年間活動してきて

おりますが、駐在のこれまでの働きかけにより2019年

６月の連邦議会調査局の報告書において、沖縄は在

日米軍専用施設区域の約70％を抱えていると記載さ

れたほか、同年10月には、普天間飛行場をめぐる状

況について、県民投票で投票者の72％が反対したこ

と、基地沖合への滑走路建設が物理的に困難などの

記載が追加されています。

また、2020年―令和２年６月には下院軍事委員

会即応力小委員会の2021年度国防権限法案に関する

書面に、大浦湾の海底での地震の可能性及び不安定

性に対する懸念など辺野古新基地建設に係る４つの

懸念事項と辺野古新基地建設予定地地下の強度の検

証結果など、５つの項目に関する報告書の提出を国

防総省に求めることが明記され、これらはワシント

ン駐在の成果の一つと考えております。さらに、同

じ年の11月には米国の有力シンクタンクＣＳＩＳで

も辺野古新基地について完成する可能性が低そうだ

と報告するなど、米国内においても沖縄の基地問題

への認識が広がりつつあるものと考えております。

このようなことから、ワシントン駐在のこれまで

の活動により一定の効果が現れているものと認識し

ております。

○瀬長美佐雄委員 ３点目に、米国及び連邦議会関

係者に対する働きかけ、具体的にどのような形で進

めているのか、その際の反応の変化もあるのかどう

か伺います。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

ワシントン駐在は連邦議会関係者をはじめ、米側

関係者と精力的に面談を重ね、沖縄の基地問題に関

連する情報の発信、情報収集等を活発に行っており

ます。

連邦議会関係者等に対しては普天間飛行場の現状

と辺野古新基地建設の技術的課題に関する説明に加

え、米軍基地周辺のＰＦＯＳ等の問題、軍人・軍属

による事件・事故などを説明し、国防権限法案に沖

縄の基地問題に関する記述が反映されるよう協力を

求めてきております。
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また、駐在が面談する際には、2020年６月に即応

力小委員会で普天間代替施設に関する懸念事項等の

記載が採決されたことを常に説明しておりまして、

駐在から説明を受けた議員、補佐官等からは、日本

政府が代替施設の提供までに12年かかると認めてい

ることは大きな懸念材料である。普天間代替施設の

建設がさらに遅れそうであること、すぐに解決でき

る問題ではないことを皆が知ることが重要である等

のコメントがありました。

また、ＰＦＯＳ等の問題では連邦政府や連邦議会

関係者とワシントン駐在との面談の中で毎回のよう

に取り上げ、立ち入り調査の必要性等を強く訴えて

おり、関係者からは大変関心があるので関連資料を

提出してほしい旨の反応がありました。

このように、ワシントン駐在の活動によって沖縄

の米軍基地問題に関する連邦議会関係者の理解と関

心が高まっていると考えております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 米国及び連邦議会関係者以外に

も活動の裾野は広げるべきだということを要望して

きました。どのような取組を進めてきたのか、どう

考えているのか。ホープスポットだと世界的にも貴

重な自然があるということで世界的な環境保護団体

が指定していたり、アメリカの民間―県系の方も

含めて市民団体との様々な連携が必要だと求めてき

ましたが、どう考えているのかを伺います。

○嘉数登知事公室長 お答えいたします。

沖縄の基地問題の解決には米国政府や連邦議会関

係者以外にも働きかけを行うことが重要であると考

えております。

そのため、ワシントン駐在は去る３月及び４月に

アジア太平洋系アメリカ労働者組合ＡＰＡＬＡ関係

者と面談し、辺野古新基地建設問題について意見交

換を行っております。また、５月にも複数回、米国

の元軍人等で組織された国際的な平和団体であるベ

テランズ・フォー・ピース関係者とも今後の連携に

ついて意見交換を行っております。

沖縄県としましては、今後これらをはじめとした

民間団体と具体的にどのような連携ができるか継続

して意見交換を行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 ５点目ですが、ワシントン事務

所におけるウチナーンチュネットワークの構築も重

要じゃないかと求めてきました。沖縄の魅力、ソフ

トパワーの発信についてどう考えているのか伺いま

す。

○玉城デニー知事 ワシントン駐在におきましては、

米国駐在の強みを生かし、沖縄の歴史、自然、文化、

経済など沖縄の実情を紹介し、理解を促す活動をは

じめ、観光物産の情報発信や国際交流の促進など様

々な活動も行っております。

具体的には米国沖縄県人会のイベントなどへの参

加や経済、文化などの多方面で活躍する北米ウチナー

ンチュと情報交換などを行っているほか、日本政府

観光局や日本大使館と連携し、沖縄の観光や食のＰ

Ｒ、物産情報の発信なども行っております。

今年４月に開催されましたワシントンＤＣ桜祭り

では沖縄県の伝統文化などを紹介するブースを出展

し、ワシントン駐在が沖縄県の窓口となって沖縄の

文化や観光、物産などの情報発信を行いました。

引き続き基地問題への取組に加えて、文化や観光、

物産に関する情報の提供も含め、アメリカ国民の沖

縄への関心がさらに高まるような活動を行っていき

たいというように考えております。

○瀬長美佐雄委員 ６点目、今年度新沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画がスタートしたと。ＳＤＧｓは国連

が推奨している世界的な取組で、その中でも環境、

平和分野など計画を推進する視点でワシントン事務

所はさらに活動を発展させるべきと思いますが、ど

うなのか。

国連にはアジアの軍縮を担う部署もありますし、

国際社会にどのように働きかけて連携していくのか

伺います。

○玉城デニー知事 沖縄県が今年度から推進してい

る新沖縄21世紀ビジョン基本計画においては国際社

会全体の共通目標であり、沖縄21世紀ビジョンに掲

げる県民が望む５つの将来像にも重なるＳＤＧｓを

取り入れております。社会、経済、環境この３つの

側面が調和した持続可能な沖縄の発展と誰一人取り

残さない社会を目指すとしております。

このうち平和の分野におけるワシントン駐在の取

組として、去る８月に国連事務次長と面談した際に

平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書を手

交し、その内容について説明をさせていただくとと

もに戦没者の追悼式でいただいたメッセージへの感

謝、それから広島、長崎との平和の発信等について

の意見交換なども行っております。

私は国際社会や国連に対し、沖縄の基地負担の現

状を幅広く発信することにより、米軍基地に関連す

る課題等の解決に必ずつなげられるものというよう

に確信をしております。

沖縄県としては関係者と様々な分野で連携できる

よう引き続き意見交換を進めてまいりたいと思いま

す。
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以上です。

○瀬長美佐雄委員 ワシントン事務所の設置は誇り

ある豊かな沖縄を目指し、辺野古は阻止するという

意味で翁長雄志前知事の意向を含めて設置された機

関です。今回最大の争点だったのは辺野古新基地建

設反対の民意は知事選挙でも改めて示されたものと

思います。

知事はこの県民の負託に答えるということが求め

られますし、県民は基地のない平和な島を目標に掲

げる21世紀ビジョンの実現を諦めないという意味で

も誇りある選挙の結果だったと。

世界のウチナーンチュも今集まっています。未来

を諦めないと。困難があっても開拓してきた、そう

いう思いと共有することもできると思います。改め

て辺野古新基地建設阻止へ向けた知事の決意を伺え

たらと思います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

先程来説明をさせていただいておりますが、ワシ

ントン事務所を設置したことによって沖縄県におけ

る基地負担の現状、そして我々が求めるアジアにお

ける平和環境の構築についての情報発信など、様々

な点でアメリカ国民の理解も広がりつつあるという

ように認識をしておりますし、また、今般世界のウ

チナーンチュ大会にはたくさんの方々がこのムート

ゥヤーである沖縄にやってこられます。私は世界の

ウチナーンチュ大会はやはり平和の祭典にしたいと

いうように考えており、その平和の思いを、また世

界のウチナーンチュネットワークに広げていくこと

によって、平和をつくっていきたいというような環

境も醸成されると思います。当然辺野古の新基地建

設の是非が明確な争点であった今回の県知事選挙に

おいても、沖縄は基地のない平和な島を目指したい

とするこれまでの県民の思いをこの辺野古に新基地

は造らせないという公約に掲げて当選したというよ

うに認識しております。その民意に応え、辺野古に

新基地は造らせないという公約の実現に向けて、ぶ

れることなく全力で取り組んでまいります。

○瀬長美佐雄委員 今の決意を伺って私も共に頑

張っていく決意を述べて終わりたいと思います。

ありがとうございました。

○仲田弘毅委員長 引き続きまして、島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

私からは沖縄振興計画におけるハシゴ道路等ネッ

トワーク構築事業について質疑をいたします。

（１）の沖縄振興計画等予算減額における事業へ

の影響にどのようなものがあるか伺います。

○島袋善明土木建築部長 ハシゴ道路等ネットワー

クの構築事業は南北軸となる３本の柱と東西の連絡

を強化し、バランスの取れた道路利用を推進するこ

とにより渋滞緩和を図ることを目的として実施して

おります。

現在、地域連携道路事業費補助、社会資本整備総

合交付金、沖縄振興公共投資交付金の予算を活用し

て７路線13か所で事業を実施しておりますが、特に

沖縄振興公共投資交付金で実施している路線で進捗

に影響が出ることが懸念されているところでありま

す。

厳しい予算の状況ではございますが、引き続き事

業の推進に向けて予算の確保に努めてまいりたいと

考えております。

以上です。

○島袋恵祐委員 今説明のありましたハシゴ道路等

ネットワーク構築事業の進捗の遅れも出ているとい

う話もありましたが、県民生活にも大きな影響があ

ると思います。その中でも今部長から説明があった

とおり、この一括交付金のハード交付金の減額がや

はり影響が出ているとの説明がありましたが、この

一括交付金の予算の推移を教えてください。

○島袋善明土木建築部長 過去５年間の道路の改築

に関するハード交付金の予算についてですが、平成

30年度約110億円、令和元年度約103億円、令和２年

度約83億円、令和３年度約66億円、令和４年度約29億

円。

以上です。

○島袋恵祐委員 年々減額していることが分かりま

した。この一括交付金はじめ沖縄振興予算は市町村

と力を合わせてこれまで予算要求してきたと思いま

す。そこで伺いますが（２）です。沖縄振興予算を

減額している理由は政府がどのような説明をしてい

るのか伺います。

○宮城力総務部長 内閣府によりますと、令和４年

度の沖縄振興予算は国として必要と考える所要額を

積み上げた結果、一括交付金や公共事業関係費等が

減少し計上したとしております。

○島袋恵祐委員 政府は所用の額を確保したという

ことなんですが、報道などでもよく聞かれます。だ

けれども、県や市町村はこれまで予定していた事業

が大幅な減額によって進められないと言っています。

県は市町村と力を合わせてどのように国庫要請を

行ってきたのか、（３）の質疑になりますが、国庫要

請についてこれまでの県の取組を伺います。

○宮城力総務部長 沖縄振興予算の確保に向けた取

組については例年８月に行います国庫要請に加えま

して、平成29年度要請からは秋にも行っております。
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また、令和元年度要請からは市町村長との意見交換

を実施し、市町村の実情も伝えながら要請を行って

おりまして、令和４年度要請―昨年の要請からは

市長会及び町村会と連名で要請しているところでご

ざいます。さらに令和５年度要請―今年度の要請

に当たりましては７月にも沖縄振興一括交付金の増

額確保を要請したところでございます。その他、国

への説明資料についてですが、令和４年度要請はロ

ジックモデルの活用を実施し、令和５年度要請にお

いてはハード交付金に係る予算減額の影響事例を示

すなど、工夫を重ねてきているところでございます。

○島袋恵祐委員 具体的な事業計画、予算額や詳細

な資料も示して市町村と共にこのように要求して頑

張っているのに、結果減額されてしまっている。そ

して理由は政府として所用の額を確保したという理

由で、こんな簡単な回答ではやっぱり納得できませ

ん。政府はしっかりとした説明をするべきだと思う

のですが、大幅な減額について明確な説明はなかっ

たのですか、伺います。

○宮城力総務部長 令和５年度の概算要求額のあと

にその要求額についての意見交換を行いました。そ

うしましたところ、今年は新たな沖縄振興計画のス

タートの年で、初年度である令和４年度の予算額の

考え方を踏まえて一括交付金については引き続き同

額を要求することとしたと聞いているところでござ

います。

○島袋恵祐委員 （４）の質問なんですが、国庫要

請、来年に向けての取組と今後の展開について伺い

ます。

○宮城力総務部長 沖縄振興については経済財政運

営と改革の基本方針2022において、国家戦略として

沖縄振興策を総合的、積極的に推進することや、去

る10月の岸田内閣総理大臣の所信表明演説において、

強い沖縄経済をつくるための取組を進めるとされて

いるところでございます。

沖縄振興予算の確保に当たっては市町村と連携し

ながら、内閣沖縄担当大臣、官邸、自民党沖縄振興

調査会をはじめ、関係要路へ要請を行ってまいりた

いと考えております。

また、沖縄担当大臣が来県される際や知事が上京

し岡田大臣をはじめ関係要路と面談する際などあら

ゆる機会を捉えて要請を行っていきたいと考えてお

ります。引き続き本県の要望が実現するよう丁寧に

説明し、理解を求めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 最後にお伺いしますけれども、県

は要望する側でなかなか踏み込んだ見解も言えない

かもしれません。しかし具体的な説明がないままこ

のように減額が繰り返される状況に県民は怒ってい

ます。沖縄振興計画の原点、また趣旨、そして地方

財政法を民主的に守っていくためにには減額の具体

的な理由を政府が説明をしない、時の政府の裁量に

よってこうして振興予算が減らされていくのは私は

許してはいけないと思います。

基地と振興策のリンク論については私はきっぱり

と否定するべきだと思うのですが、見解をお願いし

たいのと、あわせてハシゴ道路等ネットワーク構築

事業を前に進めていく、その決意をお伺いいたしま

す。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

国は沖縄の置かれた歴史的、地理的、自然的、社

会的な特殊事情に鑑み、沖縄の自立的発展や豊かな

住民生活の実現に寄与することを目的として沖縄振

興特別措置法に基づき、沖縄振興策を総合的かつ計

画的に講ずるため、沖縄予算を措置しております。

そしてその必要な予算の確保については、市町村

や各団体とも連携をしながら、政府へ要請なども重

ねてきておりますし、また委員御指摘のハシゴ道路

等ネットワーク構築についてもやはり事業の遅れが

これ以上重ならないよう、市町村ともさらに連携を

強化して要望してまいりたいというように考えてお

ります。

それからやはり沖縄の自立的発展や豊かな住民生

活の実現に向けた沖縄振興策と米軍基地問題がリン

クすることがあってはならないとこれまでも重ねて

述べてきておりますし、政府におかれてもそのこと

を念頭にしっかりと予算の獲得に向けて内閣府共々

協力をし、またそのことをしっかりと受け止めてい

ただきたいというように、これからも積極的に行動

してまいりたいと思います。

以上です。

○島袋恵祐委員 終わります。

○仲田弘毅委員長 引き続きまして、國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。

１、経済が疲弊し県民が困窮している中で、多額

の財政調整基金を積み上げていることの妥当性につ

いて。

（１）令和３年度に積み立てた財政調整基金の使

途について。

財政調整基金は災害など必要やむを得ない理由で

財源不足が生じた際に活用するため積み立てる基金

という視点から質問をいたします。

質問、（ア）（イ）（ウ）は割愛しまして、（エ）と

（オ）についての質問をしますのでよろしくお願い

します。
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令和３年度はコロナ禍が続いて、19度にわたって

一般財源として財政調整基金から取り崩した補正予

算を組んでおります。また令和３年度当初予算では、

財政調整基金からの繰入れをしております。当初予

算と補正予算、財政調整基金を取り崩して繰入れし

た額が203億円という多額な繰入れとなっております

けれども、そこで質問します。（エ）のほうです。財

政調整基金からもし繰入れができなかったという場

合、予算編成での一般財源、これはどういうふうに

なったのかということを教えてください。

○宮城力総務部長 令和３年度は新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援交付金や地方創生臨時交付金、

財政調整基金などを活用し、22次にわたる補正予算

を編成し、当初予算も含め総額3473億円のコロナ対

応予算を編成し、感染症対策、経済対策に取り組み

ました。

財政調整基金から繰入れができなかった場合、こ

れらの予算編成において歳入と相見積もる形の歳出

面での削減などの影響が出たものと考えております。

○國仲昌二委員 先ほども言いましたけれども、や

はり必要やむを得ない理由での財源不足に充当する

ということでの財政調整基金だと思うんですけれど

も。次、（オ）です。令和３年度は地方交付税の基準

財政収入額が算定過小となって、それで収入が相当

額の上振れとなって、交付税の交付額が過大となっ

たということで、後年度に精算するということです

けれども、約112億円。その財源をどういうふうに考

えているのかというのを教えてください。

○宮城力総務部長 法人事業税と一部の税目につい

ては景気の動向が反映されやすく、国が算定する交

付税上の収入見込みと実際の収入との乖離が起こり

やすいため、交付税制度において翌年度以降の算定

で精算を行うこととなっております。令和３年度の

法人事業税、それから法人事業譲与税などが交付税

算定において、国の当初の見込みよりも増加したこ

とから、地方交付税の精算制度により向こう３年間

で交付税が112億円―令和４年、５年、６年の３年

間で112億円減額されることとなりました。そのため、

令和３年度末の財政調整基金残高にこれを含めて今

年度以降の交付税の減額に備えることとしたところ

でございます。

○國仲昌二委員 そういった観点からも令和３年度

の財政調整基金が高くということではないというふ

うに私は考えております。

以上で終わります。

○仲田弘毅委員長 引き続きまして、當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。

それでは私立学校法関係補助の拡充強化に対する

考え方についてからです。

私立学校施設改築促進事業は令和３年で終了いた

しております。私立学校の経常費、助成費、ＩＣＴ

環境の整備、耐震化及び空調換気整備等、就学支援

金等々、補助の拡充強化を求めております。本件の

私学はその独立制の特色を生かし、学業、スポーツ、

文化芸術、文化体験に多岐にわたって子供たちが活

躍をしております。また、教育基本法第８条、私立

学校教育の振興の確立のためにも新たな促進事業を

構築すべきだと考えますが、知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄県では私立学校が学校教育において果たす重

要な役割に鑑み、新沖縄21世紀ビジョン基本計画に

おいて特色ある私立学校づくりへの支援として、そ

の自主性を尊重しつつ運営に必要な経費やＩＣＴ化

に対する助成を通して学校経営の安定化や教育の質

の向上に取り組むこととしております。

また、従前より私立学校振興事業を重点事業とし

て位置づけ、学校及び家計への支援を行っておりま

す。その実績額は年々着実に増加をしておりまして、

令和３年度決算額は令和２年度と比較して、約６億

円、8.6％増の約76億円となっております。

今般、沖縄県私立中学高等学校協会から提出いた

だきました私立中学高等学校関係補助の拡充強化に

関する要望を踏まえ、学校現場の声にしっかりと耳

を傾け、私立学校の現状や課題を改めて確認をした

上で、国の支援の状況を見据えつつ公立学校との均

衡などを勘案しながら、さらなる支援について検討

したいと考えております。

○當間盛夫委員 しっかりと対応をお願いします。

次に、ワシントン駐在員活動事業の成果について。

駐在員活動事業で総額約５億円及び人件費で約２億、

合計７億の予算を使っておりますが、しかし、米軍

基地は負担軽減どころか増加をしている認識があり

ます。基地問題における成果も不透明でありますが、

ワシントン事務所の成果と今後の対応について、知

事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 沖縄の米軍基地問題は日米両政

府が締結した条約に基づく日米安全保障体制に関す

る問題であることから、一義的には日米両政府の責

任において解決が図られるべきものであると考えて

おります。

他方で米軍基地に起因する騒音、環境汚染、事件

・事故、経済面の影響など沖縄で発生している諸問

題については沖縄側から日米両政府に対し、現地の

正確な情報を伝え、県民が納得できる解決策を講ず
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るよう働きかける必要があることから、機会がある

ごとに日米両政府に要請活動を行っています。

また、沖縄県としましては、日本政府のみならず

一方の当事者である米国政府や連邦議会に対しても

直接働きかける必要があると考えていることから、

私の直接の訪米活動に加え、2015年からワシントン

駐在を設置し、米国の外国代理人登録法―ＦＡＲ

Ａに基づき、連邦議会等に対する日常的、継続的な

情報発信や働きかけを行ってきております。その結

果、2019年６月及び10月には連邦議会調査局報告書

に在沖米軍の状況について正確な記載がなされたほ

か、2020年６月には連邦議会下院軍事委員会即応力

小委員会において、軟弱地盤などを理由に辺野古新

基地建設計画に対する懸念が示されるなど、ワシン

トン駐在の継続的な活動の積み重ねにより沖縄の基

地問題への理解が広まってきたことは、ワシントン

駐在による大きな成果であり、このことはこれまで

の県議会においても答弁をしてきた次第であります。

以上です。

○當間盛夫委員 知事の答弁ほど基地問題の成果が

全く見えませので、しっかりと頑張られてください。

次に、国際物流拠点形成、これまでの総括及び製

造業を中心とした地元企業育成に係る予算確保であ

りますが、膨大な予算をかけて国際物流拠点の形成

が行われておりますが、肝腎の地元企業、製造業は

全く伸びていないという厳しい状況であります。国

際物流拠点の今後、新たな振興策では、域内経済循

環を重視しております。この要、地元企業の育成に

対する施策、予算にシフトすべきと考えますが、知

事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 沖縄県では域内需要が限られて

おり、今後、内需の拡大に加え、外貨を稼ぎ、域内

に経済効果が波及する経済の好循環を構築すること

が重要であると認識をしております。

沖縄県では、国際物流拠点の形成に向けて、これ

まで県内輸出関連事業者が負担する物流コストへの

支援や、海外展開、販路開拓支援などにも取り組ん

でまいりました。今後とも国際物流機能における既

存の仕組みや民間投資による物流インフラなどの活

用も図りながら、県産品の販路開拓や県内企業の海

外展開を強力に進めてまいります。

また、域内自給率を高めていくには、やはり県内

で生産可能なものはできる限り県内で生産・調達し、

県内で需要が高い分野や製品は安定的な供給体制を

構築していくことが重要であると認識をしておりま

す。そのため、製品開発力や生産性の向上などの促

進によるコスト競争力の強化に加え、企業間連携に

よる発注の促進、産業間連携によるマーケティング

力の強化を図るなど、県内企業におけるＤＸ化の推

進を支援しながら、これからも県内企業の支援に幅

広く取り組んでいきたいと考えております。

○當間盛夫委員 知事、地元企業の支援というのは

積極的に知事が先頭に立って行っていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、沖縄電力の経営難に伴う料金

の高騰に対する県の対応と脱炭素についてでありま

すが、政府においても総合経済対策で光熱費の支援

を打ち出しております。

電気料金の値上げは、県内の企業からは経営の先

行き不透明感と危機感がありますが、自助努力にも

限界があります。離島県沖縄の特殊事情であり、光

熱費の高騰は県独自の施策も必要と考えております。

また、原発のない本県では、全国以上に再生エネル

ギーへの転換を進めなければなりませんが、逆に遅

れているのではないでしょうか。知事の強い決意が

必要と考えますが、知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 コロナ禍の影響が長期化する中、

原油や原材料価格等の高騰により、幅広い業種の事

業者が厳しい状況にあるものと認識をしております。

沖縄県では６月及び８月の補正予算編成を通じて、

原油・原材料価格高騰等の影響を受ける事業者など

への支援を展開し、経済を下支えする県独自の施策

に取り組んでおります。一方で、化石燃料への依存

を低減し、外部環境の変化に強い再生可能エネルギー

への転換が必要であると認識をしております。

沖縄県では、沖縄県クリーンエネルギー・イニシ

アティブの基本目標に、エネルギーの低炭素化、自

立分散化、地産・地消化などを掲げ、再エネ導入拡

大に向けて民間投資を促す税制上の特例措置や、県

独自の補助事業などにも取り組んでおります。

沖縄県としましては、新たな時代に対応した持続

可能な沖縄の発展に向け、ＳＤＧｓの推進を基本理

念とし、再エネ主力化や水素などの次世代エネルギー

の活用など、取組をさらに加速させ、全庁を挙げて

2050年度脱炭素社会の実現に向けて積極的に取り組

んでまいります。

以上です。

○當間盛夫委員 知事はＳＤＧｓを中心に据えてい

くということなんですが、このエネルギーは、全国

は７割が化石燃料、しかし沖縄は９割が化石燃料と

いうことで、今度の円安そして原油高騰を含めると

沖縄が最も影響を受けているということです。企業

においても昨年の３倍以上の電気料金を払わないと

いけないという状況があるということも、知事、ぜ
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ひ企業の今苦しい状況を認識していただいて、対応

のほうよろしくお願いします。

以上です。

○仲田弘毅委員長 以上で、知事等に対する総括質

疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ、御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。また、採決の順序

及び方法について協議）

○仲田弘毅委員長 再開します。

これより、令和４年第６回議会乙第27号議案令和

３年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について、及び同乙第28号議案令和３年度沖縄県工

業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

の議決議案２件を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は、可決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲田弘毅委員長 御異議なしと認めます。

よって、令和４年第６回議会乙第27号議案及び同

乙第28号議案の議決議案２件は可決されました。

次に、令和４年第６回議会認定第１号から同認定

第24号までの決算24件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの決算24件は、認定することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲田弘毅委員長 御異議なしと認めます。

よって、令和４年第６回議会認定第１号から同認

定第24号までの決算24件は認定されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案等に対する委員会審査

報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願

いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○仲田弘毅委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託されました議案等の処理

は全て終了いたしました。

委員の皆さんには、連日、熱心に審査に当たって

いただきまして、大変御苦労さまでございました。

これをもって、委員会を散会いたします。
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決算特別委員会議案処理一覧表

議案番号 議 案 名 議決の結果

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分 全会一致

第６回議会
について 可 決

乙第27号議案

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金

第６回議会
の処分について

〃

乙第28号議案
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決算特別委員会決算処理一覧表

認定番号 決 算 名 議決の結果

令 和 ４ 年
全会一致

第６回議会 令和３年度沖縄県一般会計決算の認定について
認 定

認定第１号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定につ

第６回議会
いて

〃

認定第２号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計

第６回議会
決算の認定に つ い て

〃

認定第３号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定

第６回議会
について

〃

認定第４号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定につい

第６回議会
て

〃

認定第５号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の

第６回議会
認定について

〃

認定第６号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認

第６回議会
定について

〃

認定第７号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定

第６回議会
について

〃

認定第８号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定

第６回議会
について

〃

認定第９号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算

第６回議会
の認定について

〃

認定第10号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成

第６回議会
事業特別会計決算の認定について

〃

認定第11号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定

第６回議会
について

〃

認定第12号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特

第６回議会
別会計決算の認定について

〃

認定第13号
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認定番号 決 算 名 議決の結果

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定につ 全会一致

第６回議会
いて 認 定

認定第14号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会

第６回議会
計決算の認定について

〃

認定第15号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算

第６回議会
の認定について

〃

認定第16号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定につい

第６回議会
て

〃

認定第17号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成

第６回議会
事業特別会計決算の認定について

〃

認定第18号

令 和 ４ 年

第６回議会 令和３年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について 〃

認定第19号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定

第６回議会
について

〃

認定第20号

令 和 ４ 年

第６回議会 令和３年度沖縄県病院事業会計決算の認定について 〃

認定第21号

令 和 ４ 年

第６回議会 令和３年度沖縄県水道事業会計決算の認定について 〃

認定第22号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定につい

第６回議会
て

〃

認定第23号

令 和 ４ 年
令和３年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定につい

第６回議会
て

〃

認定第24号
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 仲 田 弘 毅
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令 和 ４ 年 第 ６ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

○総務企画委員会

別紙１（総務企画委員会）

総 括 質 疑

１ 経済が疲弊し県民が困窮している中で、多額の

財政調整基金を積み上げていることの妥当性につ

いて（知事）

【速報版】10月20日 Ｐ６～７、11、10月21日

Ｐ71

（総括質疑の内容）

コロナ禍による経済的ダメージや燃料費等の高

騰により、県内企業や県民が相当窮地に追い込ま

れている中、財政調整基金は過去最高額を積み立

てているが、積み立てた分については、本来は困っ

ている企業や家庭に対する救済として使うべきで

はなかったのか。財政調整基金の在り方について

知事に聞きたい。

２ 私立学校補助の拡充強化に対する考え方につい

て（知事）

【速報版】10月20日 Ｐ42～43、10月21日 Ｐ

71

（総括質疑の内容）

沖縄県私立学校施設改築促進事業は令和３年度

で終了しており、今後、私立学校でＩＣＴ環境整

備の希望があっても公立のような予算がない。こ

の事業をもう一度構築し、私立学校への補助を充

実させる必要があると考えるが、このことについ

て知事に聞きたい。

３ ワシントン駐在員活動事業の成果について（知

事）

【速報版】10月20日 Ｐ78、10月21日 Ｐ72

（総括質疑の内容）

ワシントン駐在員活動事業費に関して、約５億

円の予算を使っているが成果が見えないため、成

果や予算の使い方等について知事に聞きたい。

なお、この事業についてはアメリカ国内でも活

動が活発になっていることが認められるデータも

あり、かなり成果を上げてきていることから、総

括質疑を行う必要はないとの反対意見があった。

各常任委員長からの決算調査報告書
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○経済労働委員会

別紙１（経済労働委員会）

総 括 質 疑

１ うちなーんちゅ応援プロジェクトの内容、予算

内訳及び今後の考え方について（知事）

【速報版】10月20日 Ｐ16～20、10月21日 Ｐ

50

（総括質疑の内容）

うちなーんちゅ応援プロジェクトは、大半が国

の補助となっているが、仮に国の補助がなくなれ

ば行わないのか。それとも、基金を取り崩してで

も行うのかも含めて今後どのようにしていくの

か、知事の見解を聞きたい。

なお、委員会において部長等の答弁がなされて

おり、総括質疑を行う必要はないとの反対意見が

あった。

２ 国際物流拠点形成のこれまでの総括及び製造業

を中心とした地元企業育成に係る予算確保の方向

性について（知事）

【速報版】10月20日 Ｐ43～46、10月21日 Ｐ

51

（総括質疑の内容）

これまで莫大な予算をかけて国際物流拠点の形

成を行ってきているが、肝腎の足下の地元企業、

製造業が今非常に厳しくなっている。地域経済循

環を新たな振興策の目玉としていることから、こ

れまでの国際物流拠点形成の総括と今後の予算シ

フトも含めて、製造業を中心に地元企業をどう育

成していくのかという方向性について、知事の見

解を聞きたい。

なお、委員会において部長等の答弁がなされて

おり、総括質疑を行う必要はないとの反対意見が

あった。

３ 電力会社の経営難に伴う料金の高騰に対する県

の対応と脱炭素の取組について（知事）

【速報版】10月20日 Ｐ46～49、10月21日 Ｐ

51～52

（総括質疑の内容）

電力会社の業績悪化に伴い電気料金の値上げが

予定されている中、県内の企業からは経営の先行

きが見えず不安だという声がある。沖縄の特殊事

情も踏まえ、県として、沖縄の電力をどうするの

か、再生可能エネルギー、脱炭素をどう進めてい

くのか、これまでの取組とは一歩違った強化が必

要であり、知事の見解を聞きたい。

なお、電力会社の経営状況については決算とは

関係がないこと、また、委員会において部長等の

答弁がなされており、総括質疑を行う必要はない

との反対意見があった。
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○文教厚生委員会

別紙１（文教厚生委員会）

総 括 質 疑

１ 令和３年１月沖縄県立高等学校生徒の自死事案

に関する第三者再調査委員会の現況について（知

事）

【速報版】10月20日 Ｐ58～59 、10月21日

Ｐ97

（総括質疑の内容）

令和３年１月に起きた県立高等学校生徒の自死

事案に関する第三者再調査委員会については、知

事部局（総務部）で所管していることから、文教

厚生委員会において教育委員会に対し再三経緯説

明等を求めても確認が困難な状況であり、また、

県民からもどのようになっているのかとの声が多

く寄せられていることから、現況について知事に

聞きたい。



－386－

○土木環境委員会

別紙１（土木環境委員会）

総 括 質 疑

１ 本部港上屋の死亡事故に係る県の対応及び遺族

に対する対応並びに当該事故に係る令和３年度沖

縄県内部統制評価報告書の内容について（知事及

び総務部長）

【速報版】10月20日 Ｐ７～13、Ｐ16～17、Ｐ

26、Ｐ34～37、10月21日 Ｐ82～83

（総括質疑の内容）

当該事故については、県の迅速な対応次第で防

げた事故であるにもかかわらず、令和３年度沖縄

県内部統制評価報告書（附属資料）では、整備上

・運用上の重大な不備は認められないと報告され

ている。

県の対応について問題はなかったのか。また整

備上重要な不備はないとした評価報告書の内容は

妥当だと考えるのか知事に聞きたい。

２ 沖縄振興計画におけるハシゴ道路等ネットワー

ク構築事業及び国立沖縄自然史博物館誘致に係る

予算の確保について（三役及び総務部長）

【速報版】10月20日 Ｐ29～30、10月21日 Ｐ

70～72、10月21日 Ｐ83

（総括質疑の内容）

沖縄振興計画はこの10年で終わると思っている

が、県道を造るにしても高率補助でできるのは

10年しかない。この10年間で道路を完成させなけ

れば大変な状況が起こるぐらいの危機感を持たな

いといけないが、県はその視点がない。また、国

立自然史博物館についても、ロードマップを作成

してスケジュールをつくるべきであり、予算の在

り方自体もおかしいと考える。このことについて

知事に聞きたい。

３ 県土の均衡ある発展に係る工業用水の南部地域

への需要と供給について（知事）

【速報版】10月21日 Ｐ19～21、Ｐ83

（総括質疑の内容）

南部地域の工業用水に対する需要は高いが供給

ができていない。配管の敷設替えも含めて、県土

の均衡ある発展のために、南部地域への工業用水

の供給をもっと増やす必要があるが、旺盛な需要

に応えようという企業局の姿勢が見えない。この

ことについて知事の考えを聞きたい。

４ 沖縄県赤土等流出防止条例の改正の必要性につ

いて（知事）

【速報版】10月21日 Ｐ60～62、Ｐ83

（総括質疑の内容）

赤土流出防止対策は、これまで長い期間講じら

れてきているが、農地からの流出が止まらない状

況にあり、今の条例における対応には限界がある

と考えられる。赤土汚濁防止を視野に入れた条例

改正が必要ではないか知事の考えを聞きたい。


